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学校安全の取組（学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し、安全点検の 

実施及び避難訓練を含む安全教育等）を推進する際に参考となる主な資料等 

 

 資料等 主な内容 備考 

全体に関

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校事故対応に関

する指針（平成２８

年３月） 

学校管理下における死亡事故や

重篤な事故が起きた際の対応の指

針。 

本冊子

に全文

を掲載 

「生きる力」を育む

学校での安全教育

（平成３１年３月） 

新学習指導要領及び第２次学校

安全の推進に関する計画に対応し

た学校安全資料。安全教育、安全管

理、組織活動等具体的に掲載。自校

の学校安全計画を見直す際に参考

となる資料。 

 

学校危機管理マニ

ュアル作成の手引

き（平成３０年２

月） 

学校防災マニュアル（地震、津波

被害：平成２４年３月）を受け、他

の危機事象（交通事故、不審者事案

等）についても掲載。 

 

「学校事故対応に

関する指針」に基づ

く詳細調査報告書

の横断整理（令和２

年３月） 

学校事故対応に関する指針に基

づいて、文部科学省に提出された詳

細調査報告書について横断的に整

理したもの。具体的な対応事例か

ら、学校事故の対応について検討す

る際の参考となる資料。 

 

学校危機管理マニ

ュアル等の評価・見

直しガイドライン

（令和３年６月） 

学校で危機管理マニュアルの見

直し・改善を行う際の評価の観点

（チェックリストや考え方）が掲

載。自校の危機管理マニュアルを見

直す際に参考となる資料。 

本冊子

にＱＲ

コード

付き文

書掲載 

第３次学校安全の

推進に関する計画

（令和４年３月） 

 

令和４～８年度における学校安

全に関する基本的な方向と具体的

な方策について示した計画。 

 

本冊子

に全文

を掲載 

－ 30 －



学校安全の取組（学校安全計画や危機管理マニュアルの見直し、安全点検の 

実施及び避難訓練を含む安全教育等）を推進する際に参考となる主な資料等 

 

 資料等 主な内容 備考 

全体に関

すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校事故対応に関

する指針（平成２８

年３月） 

学校管理下における死亡事故や

重篤な事故が起きた際の対応の指

針。 

本冊子

に全文

を掲載 

「生きる力」を育む

学校での安全教育

（平成３１年３月） 

新学習指導要領及び第２次学校

安全の推進に関する計画に対応し

た学校安全資料。安全教育、安全管

理、組織活動等具体的に掲載。自校

の学校安全計画を見直す際に参考

となる資料。 

 

学校危機管理マニ

ュアル作成の手引

き（平成３０年２

月） 

学校防災マニュアル（地震、津波

被害：平成２４年３月）を受け、他

の危機事象（交通事故、不審者事案

等）についても掲載。 

 

「学校事故対応に

関する指針」に基づ

く詳細調査報告書

の横断整理（令和２

年３月） 

学校事故対応に関する指針に基

づいて、文部科学省に提出された詳

細調査報告書について横断的に整

理したもの。具体的な対応事例か

ら、学校事故の対応について検討す

る際の参考となる資料。 

 

学校危機管理マニ

ュアル等の評価・見

直しガイドライン

（令和３年６月） 

学校で危機管理マニュアルの見

直し・改善を行う際の評価の観点

（チェックリストや考え方）が掲

載。自校の危機管理マニュアルを見

直す際に参考となる資料。 

本冊子

にＱＲ

コード

付き文

書掲載 

第３次学校安全の

推進に関する計画

（令和４年３月） 

 

令和４～８年度における学校安

全に関する基本的な方向と具体的

な方策について示した計画。 

 

本冊子
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災害安全

に関する

こと 

自然災害に対する

学校防災体制の強

化及び実践的な防

災教育の推進につ

いて（令和元年１２

月５日） 

東日本大震災の津波被害に係る

大川小学校事故訴訟に関して、校長

等や教育委員会に過失があったと

して自治体に損害賠償を命じた控

訴審の判決内容が確定したこと等

を受け発出された文書。 

学校保健安全法、水防法等に基づ

き、学校における取組、設置者にお

ける取組を具体的に掲載。 

交通安全

に関する

こと 

通学路の交通安全

の確保に向けた着

実かつ効果的な取

組の推進について

（平成２５年１２

月６日） 

平成２４年４～５月にかけて京

都府亀岡市などで登校中の児童生

徒が巻き込まれる事故が相次いで

発生したことを受け、以下の通学路

の安全確保に関する取組を実施す

るよう求められた。 

・地域ごとに通学路の交通安全の

確保に向けた取組の基本的方針を

策定。 

 

生活安全

に関する

こと 

登下校時における

児童生徒等の安全

確保の充実につい

て（平成３０年８月

９日） 

平成３０年５月、新潟市において

下校中の児童が殺害される事件を

受け、「登下校防犯プラン」を策定。

本通知は標記プランを実施する際

の留意事項を掲載。 

 

 

幼児児童生徒の安

全確保に関する指

針（再改定版）（令

和２年１２月） 

平成１９年に改訂が行われた本

指針について、令和２年１２月に再

改定されたもの。 

学校の設置、又は管理する者が児

童生徒の安全確保をするための具

体的な方策等が示される。 

 

◇「学校安全×文部科学省」（https://anzenkyouiku.mext.go.jp/）には、上記

資料をはじめ、学校安全に関する文部科学省等の取組や通知文、これまでに作成

した資料などが掲載されている。 
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第３次学校安全の推進に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月２５日 
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第
3次

学
校
安
全
の
推
進
に
関
す
る
計
画
（
概
要
）

●
学
校
安
全
の
推
進
に
関
す
る
計
画
：
各
学
校
に
お
け
る
安
全
に
係
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、国

が
策
定
す
る
計
画

（
学
校
保
健
安
全
法
第

3条
第

2項
）

●
「第
３
次
学
校
安
全
の
推
進
に
関
す
る
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
（
令
和
４
年
２
月
７
日
中
央
教
育
審
議
会
答
申
）
」を
踏
ま
え
、令

和
４
年
３
月

２
５
日
（
金
）
に
閣
議
決
定
（
計
画
期
間
：
令
和

4年
度
か
ら令

和
8年

度
ま
で
の
５
年
間
）

Ⅰ
総
論

〇
学
校
が
作
成
す
る
計
画
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
取
組

の
実
効
性
に
課
題

〇
学
校
安
全
の
取
組
内
容
や
意
識
の
差

〇
東
日
本
大
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
今
後

発
生
が
懸
念
さ
れ
る
大
規
模
災
害
に
備
え
た
実
践
的
な

防
災
教
育
を
全
国
的
に
進
め
て
い
く
必
要
性

な
ど

○
学
校
安
全
計
画
・危
機
管
理
マ
ニ
ュア
ル
を
見
直
す
サ
イク
ル
を
構
築
し、
学
校
安
全
の
実
効
性
を
高
め
る

○
地
域
の
多
様
な
主
体
と密

接
に
連
携
・協
働
し、
子
供
の
視
点
を
加
え
た
安
全
対
策
を
推
進
す
る

○
全
て
の
学
校
に
お
け
る
実
践
的
・実
効
的
な
安
全
教
育
を
推
進
す
る

○
地
域
の
災
害
リス
クを
踏
ま
え
た
実
践
的
な
防
災
教
育
・訓
練
を
実
施
す
る

○
事
故
情
報
や
学
校
の
取
組
状
況
な
どデ
ー
タを
活
用
し学

校
安
全
を
「見
え
る
化
」す
る

○
学
校
安
全
に
関
す
る
意
識
の
向
上
を
図
る
（
学
校
に
お
け
る
安
全
文
化
の
醸
成
）

第
3次

計
画
の
策
定
に
向
け
た
課
題
認
識

施
策
の
基
本
的
な
方
向
性

目
指
す
姿

○
全
て
の
児
童
生
徒
等
が
、自

ら適
切
に
判
断
し、
主
体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う、
安
全
に
関
す
る
資
質
・能
力
を
身
に
付
け
る
こと

○
学
校
管
理
下
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
死
亡
事
故
の
発
生
件
数
に
つ
い
て
限
りな
くゼ
ロに
す
る
こと

○
学
校
管
理
下
に
お
け
る
児
童
生
徒
等
の
負
傷
・疾
病
の
発
生
率
に
つ
い
て
、障

害
や
重
度
の
負
傷
を
伴
う事

故
を
中
心
に
減
少
させ
る
こと

５
つ
の
推
進
方
策
を
設
定
し、
学
校
安
全
に
関
す
る
具
体
的
な
取
組
の
推
進
と学

校
安
全
に
関
す
る
社
会
全
体
の
意
識
の
向
上
を
図
る

１
．
学
校
安
全
に
関
す
る

組
織
的
取
組
の
推
進

２
．
家
庭
、地
域
、関
係
機
関
等
との

連
携
・協
働
に
よ
る
学
校
安
全
の
推
進

３
．
学
校
に
お
け
る

安
全
に
関
す
る
教
育
の
充
実

４
．
学
校
に
お
け
る

安
全
管
理
の
取
組
の
充
実

５
．
学
校
安
全
の
推
進
方
策
に
関
す
る
横
断
的
な
事
項
等

Ⅱ
推
進
方
策

1
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推
進
方
策
１
．
学
校
安
全
に
関
す
る
組
織
的
取
組
の
推
進

推
進
方
策
２
．
家
庭
、地
域
、関
係
機
関
等
との
連
携
・協
働
に
よ
る
学
校
安
全
の
推
進

推
進
方
策
３
．
学
校
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
教
育
の
充
実

推
進
方
策
４
．
学
校
に
お
け
る
安
全
管
理
の
取
組
の
充
実

推
進
方
策
５
．
学
校
安
全
の
推
進
方
策
に
関
す
る
横
断
的
な
事
項
等

〇
学
校
経
営
に
お
け
る
学
校
安
全
の
明
確
な
位
置
付
け

〇
セ
ー
フテ
ィプ
ロモ
ー
シ
ョン
ス
クー
ル
の
考
え
方
を
取
り入

れ
、学

校
安
全
計
画
を
見
直
す
サ
イク
ル
の
確
立

〇
学
校
を
取
り巻

く地
域
の
自
然
的
環
境
を
は
じめ
とす
る
様
々
な
リス
クを
想
定
した
危
機
管
理
マ
ニ
ュア
ル
の
作
成
・見
直
し

〇
学
校
に
お
け
る
学
校
安
全
の
中
核
を
担
う教

職
員
の
位
置
付
け
の
明
確
化
、学

校
安
全
に
関
す
る
研
修
・訓
練
の
充
実

〇
教
員
養
成
に
お
け
る
学
校
安
全
の
学
修
の
充
実

〇
コミ
ュニ
テ
ィ・
ス
クー
ル
等
、学

校
と地

域
との
連
携
・協
働
の
仕
組
み
を
活
用
した
学
校
安
全
の
取
組
の
推
進

〇
通
学
時
の
安
全
確
保
に
関
す
る
地
域
の
推
進
体
制
の
構
築
、通

学
路
交
通
安
全
プ
ログ
ラム
に
基
づ
く関
係
機
関
が
連
携
した
取
組
の
強
化
・活
性
化

〇
SN

Sに
起
因
す
る
児
童
生
徒
等
へ
の
被
害
、性

被
害
の
根
絶
に
向
け
た
防
犯
対
策
の
促
進

〇
児
童
生
徒
等
が
危
険
を
予
測
し、
回
避
す
る
能
力
を
育
成
す
る
安
全
教
育
の
充
実
、指

導
時
間
の
確
保
、学

校
に
お
け
る
教
育
手
法
の
改
善

〇
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の
災
害
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踏
ま
え
た
実
践
的
な
防
災
教
育
の
充
実
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（
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防
団
等
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連
携
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強
化

〇
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別
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安
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教
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好
事
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等
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収
集

〇
ネ
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策
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罪
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付
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検
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検
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携
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災
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推
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〇
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検
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す
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の
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の
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懸
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激
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台
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面
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。
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Ｓ
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罪
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供
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全
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脅

か
す

様
々

な
事

案
も

次
々

と
顕

在
化
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て

い
る

。
 

こ
の

よ
う

な
中

、
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、
児

童
生

徒
等

が
集

い
、
人

と
人

と
の

触
れ

合
い

に
よ

り
、
人

格
の

形
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が
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場
で
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り

、
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は

、
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れ
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と

が
不
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前

提
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る
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た

、
児

童
生

徒
等

は
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、
自
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的
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に

身
に

付
け

、
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ら

進
ん

で
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全
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心

な
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会
づ

く
り

に
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加
し
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献

で
き

る
よ
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に

な
る

こ
と

が
求

め
ら

れ

る
。

 
こ

の
た

め
、
今

後
５
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（

令
和

４
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ら
令

和
８

年
度

）
に

お
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る
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校
安

全
に
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方

向
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と
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体
的
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方

策
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示
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「

第
３

次
学

校
安

全
の

推
進

に
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計
画

」
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定

し
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各
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安
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、
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、
児
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に
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状
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で
も
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の
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を
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全
で
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な
生
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を

実
現
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る

た
め

に
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適

切
に
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し
主
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的

に
行

動
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る
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度
の

育
成

を
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る
こ
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が

重

要
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あ
る

。
 

言
う

ま
で

も
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に
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あ
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付
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が
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な
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面

で
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こ
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す
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が
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。
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供
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に

健
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か
に

育
つ

こ
と
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、
国

や
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を

問
わ

ず
、
時

代
を

越
え

て
、
全

て
の

人
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の
願

い
で

あ
る
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本
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を
踏

ま
え

、
関

係
者

や
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機
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が
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力

で
学

校
安

全
の
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と

は
、
国

や
地

域
を

問
わ

ず
、
時

代
を

越
え

て
、
全

て
の

人
々

の
願

い
で

あ
る

。
本

計
画

を
踏

ま
え

、
関

係
者

や
関

係
機

関
が

全
力

で
学

校
安

全
の

取
組

を
実

施
し

、
安

心
で

安
全

な
学

校
づ

く
り

、
社

会
づ

く
り

を
推

進
す

る
べ

き
で

あ
る

。
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 理

に
お

い
て

は
、
定

期
的

な
学

校
施

設
・
設

備
の

安
全

点
検

、
防

犯
・
交

通
安

全
・
防

災
の

視
点

か

ら
通

学
・
通

園
路

の
安

全
点

検
を

行
う

と
と

も
に

、
事

故
等

の
未

然
防

止
や

発
生

後
の

調
査
・
検

証
、

再
発

防
止

の
た

め
の

取
組
・
充

実
を

図
っ

た
。
さ

ら
に

、
安

全
上

の
課

題
が

複
雑

化
・
多

様
化

す
る

中
で

、
家

庭
・

地
域

・
関

係
機

関
等

と
の

連
携

・
協

働
が

一
層

推
進

さ
れ

た
。

 
 

（
２

）
第

３
次

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
策

定
に

向
け

た
課

題
 

一
方

、
令

和
４

年
度

か
ら

の
５

年
間

を
計

画
期

間
と

す
る
「

第
３

次
学

校
安

全
の

推
進

に
関

す
る

計
画

」（
以

下
、「

第
３

次
計

画
」
と

い
う

。
）
の

策
定

に
向

け
た

課
題

と
し

て
、
様

々
な

計
画

や
マ

ニ

ュ
ア

ル
が

整
備

さ
れ

つ
つ

も
必

ず
し

も
実

効
的

な
取

組
に

結
び

つ
い

て
い

な
い

こ
と

、
地

域
、
学

校

設
置

者
、
学

校
、
教

職
員

の
学

校
安

全
の

取
組

内
容

や
意

識
に

差
が

あ
る

こ
と

、
東

日
本

大
震

災
の

記
憶

を
風

化
さ

せ
る

こ
と

な
く

今
後

発
生

が
懸

念
さ

れ
る

大
規

模
災

害
に

備
え

た
実

践
的

な
防

災

教
育

を
全

国
的

に
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
こ

と
、
学

校
安

全
の

中
核

と
な

る
教

職
員

の
位

置
付

け

及
び

研
修

の
充

実
に

つ
い

て
学

校
現

場
の

実
態

が
追

い
付

い
て

い
な

い
こ

と
、
様

々
な

デ
ー

タ
や

研

究
成

果
が

学
校

現
場

で
実

際
に

活
用

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

、
計

画
自

体
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
が

不
十

分
な

た
め

十
分

に
進

捗
が

図
ら

れ
て

い
な

い
事

項
が

あ
る

こ
と

な
ど

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
 

こ
の

た
め

、
学

校
及

び
学

校
設

置
者

に
お

い
て

取
組

が
よ

り
実

効
的

な
も

の
と

な
る

よ
う

、
学

校

安
全

計
画
・
危

機
管

理
マ
ニ

ュ
ア

ル
を

見
直

す
サ

イ
ク

ル
の

構
築

を
全

国
的

に
推

進
す

る
と

と
も

に
、

必
要

な
施

策
を

実
効

的
に

進
め

る
た

め
の

国
の

施
策

の
充

実
、
計

画
に

お
け

る
主

要
な

指
標

の
設

定

や
進

捗
管

理
の

改
善

に
取

り
組

ま
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
ま

た
、
児

童
生

徒
等

の
通

学
時

に
発

生
す

る
事

件
・
事

故
な

ど
、
学

校
の

努
力

だ
け

で
は

防
止

で

き
な

い
事

案
も

発
生

し
て

い
る

。
過

去
の

悲
し

い
事

件
・
事

故
・
災

害
被

害
等
の

経
験

を
繰

り
返

さ

な
い

た
め

に
も

、
こ

れ
ま

で
の

知
見

を
今

後
の

学
校

安
全

の
取

組
に

活
か

す
こ

と
は

も
と

よ
り

、
子

供
の

視
点

に
も

立
ち

な
が

ら
、
学

校
外

の
専

門
的

な
知

見
や

地
域

か
ら

の
協

力
を

得
て

、
学

校
安

全

に
関

わ
る

取
組

に
反

映
し

て
い

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
教

育
行

政
の

関
係

者
は

も
ち

ろ
ん

の
こ

と
、

児
童

生
徒

等
が

被
害

を
受

け
る

事
件
・
事

故
・
災

害
を

減
ら

す
た

め
の

地
域

に
よ

る
努

力
が

必
要

で

あ
り

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
学

校
設

置
者

の
み

な
ら

ず
、
警

察
・
消

防
、
気

象
台

等
の

関
係

機
関

、

PT
A・

自
治

会
、
地

域
の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど
、
学

校
安

全
の

各
領

域
に

関
わ

る
多

様
な

主
体

と
学

校
と

の
協

働
を

継
続

的
に

進
め

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
こ

れ
ま

で
行

わ
れ

て
き

た
安

全
教

育
、
安

全
管

理
、
組

織
活

動
の

取
組

に
よ

り
、
学

校
の

教
職

員

が
事

件
・
事

故
の

発
生

に
備

え
た

訓
練

や
研

修
の

成
果

を
活

か
し

、
児

童
生

徒
等

に
対

す
る

被
害

を

未
然

に
防

ぐ
行

動
を

と
れ

た
ケ

ー
ス

も
存

在
す

る
。
全

国
的

に
学

校
安

全
の

取
組

の
質

の
向

上
を

図

る
重

要
性
・
必

要
性

は
今

後
も

変
わ

る
こ

と
は

な
く

、
引

き
続

き
、
国

は
、
地
方

公
共

団
体

や
学

校

設
置

者
と

連
携
・
協

力
の

下
、
各

学
校

が
学

校
安

全
に

取
り

組
み

や
す

く
な

る
よ

う
支

援
し

て
い

く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 
２

．
施

策
の

基
本

的
な

方
向

性
 

 
こ

れ
ま

で
の

取
組

や
課

題
を

踏
ま

え
、
第

３
次

計
画

期
間

に
お

い
て

取
り

組
む

べ
き

施
策

の
基

本

的
な

方
向

性
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。
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 総
論

 
学

校
安

全
の

活
動

は
、
「

生
活

安
全

1 」
、
「

交
通

安
全

2 」
、
「

災
害

安
全

3 」
の

各
領

域
を

通
じ

て
、

自
ら

安
全

に
行

動
し

た
り

、
他

の
人

や
社

会
の

安
全

の
た

め
に

貢
献

し
た

り
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

目
指

す
「

安
全

教
育

」
、
児

童
生

徒
等

を
取

り
巻

く
環

境
を

安
全

に
整

え
る

こ
と

を
目

指
す
「

安

全
管

理
」
、
こ

れ
ら

の
活

動
を

円
滑

に
進

め
る

た
め

の
「

組
織

活
動

」
と

い
う

３
つ

の
主

要
な

活
動

か

ら
構

成
さ

れ
て

い
る

。
 

特
に

、
組

織
活

動
に

つ
い

て
は

、
安

全
教

育
と

安
全

管
理

を
相

互
に

関
連

付
け

る
も

の
で

あ
る

と

と
も

に
、
校

内
体

制
の

構
築

の
み

な
ら

ず
、
学

校
安

全
に

関
わ

る
活

動
の

担
い

手
と

な
り

う
る

学
校

外
の

多
様

な
主

体
と

の
連

携
が

求
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

 １
．

こ
れ

ま
で

の
取

組
と

課
題

 
（

１
）

こ
れ

ま
で

の
取

組
 

平
成

20
年

の
学

校
保

健
法

の
一

部
改

正
に

よ
り

学
校

保
健

安
全

法
4 が

成
立

し
、
国

は
、
平

成
24

年
度

か
ら

の
５

年
間

を
計

画
期

間
と

す
る
「

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
」（

以
下

、「
第

１
次

計
画

」
と

い
う

。
）
、

平
成

29
年

度
か

ら
の

５
年
間

を
計

画
期

間
と

す
る

「
第

２
次

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
」（

以
下

、「
第

２
次

計
画

」
と

い
う

。
）
を

策
定

し
、
学

校
安

全
の

推
進

に
取

り
組

ん
で

き
た

。
 

第
１

次
計

画
の

計
画

期
間
（

平
成

24
年

度
か

ら
平
成

28
年

度
）
中

に
は
、
東

日
本

大
震

災
の

教

訓
を

踏
ま

え
て

、
児

童
生

徒
等

が
主

体
的

に
行

動
す

る
態

度
を

育
成

す
る

こ
と

の
重

要
性

が
改

め
て

認
識

さ
れ

、
学

校
教

育
活

動
全

体
を

通
じ

た
実

践
的

な
安

全
教

育
が

推
進

さ
れ

る
と

と
も

に
、
自

然

災
害

に
よ

る
被

害
を

防
ぐ

た
め

に
地

域
の

特
性

を
踏

ま
え

た
学

校
施

設
の

整
備

や
防

災
マ

ニ
ュ

ア

ル
の

整
備

等
の

対
策

が
推

進
さ

れ
た

。
ま

た
、
教

育
活

動
中

の
事

故
防

止
や

不
審

者
侵

入
等

に
対

応

し
た

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
及

び
防

犯
設

備
の

整
備

と
訓

練
の

実
施

、
通

学
・
通

園
中

の
交

通
事

故

や
犯

罪
被

害
を

防
止

す
る

た
め

の
安

全
点

検
や

見
守

り
活

動
等

、
各

種
の

安
全

上
の

課
題

に
応

じ
た

対
策

が
推

進
さ

れ
た

。
さ

ら
に

、
学

校
安

全
に

係
る

取
組

全
般

に
お

い
て

、
外

部
の

専
門

家
や

関
係

機
関

の
専

門
的

知
見

を
取

り
入

れ
、
一

層
の

取
組

改
善

を
行

う
と

い
っ

た
先

進
的

な
取

組
が

進
め

ら

れ
た

。
 

第
２

次
計

画
の

計
画

期
間

中
（

平
成

29
年

度
か

ら
令

和
３

年
度

）
に

は
、

児
童

生
徒

等
の

様
々

な
安

全
上

の
課

題
に

対
し

、
管

理
職

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
下

、
組

織
的

な
体

制
を

整
備

し
、
学

校

教
育

活
動

全
体

を
通

じ
た

取
組

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
取

組
を

評
価
・
検

証
し

、
学

校
安

全

計
画

や
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

改
善

を
図

り
な

が
ら

、
学

校
安

全
を

推
進

す
る

こ
と

と
し

た
。

安
全

教
育

で
は

、
学

習
指

導
要

領
の

改
訂

を
踏

ま
え

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
5 の

確
立

を

通
し

て
、
系

統
的
・
体

系
的

で
実

践
的

な
安

全
教

育
を

推
進

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。
ま

た
、
安

全
管

 
1  
学

校
・
家

庭
な

ど
日
常

生
活
で

起
こ
る

事
件

・
事

故
を
取

り
扱
う

。
誘
拐

や
傷

害
な

ど
の

犯
罪
被

害
防
止

も
含
ま

れ
る

。
 

2  
様

々
な
交

通
場

面
に
お

け
る
危

険
と
安

全
、

事
故

防
止
が

含
ま
れ

る
。

 
3  
防

災
と
同

義
。

地
震
・

津
波
災

害
、
火

山
災

害
、

風
水
（

雪
）
害

等
の
災

害
に

加
え

、
火

災
や
原

子
力
災

害
も
含

ま
れ

る
。

 
4  
昭
和

33
年

法
律
第

56
号

 
5  
新

学
習
指

導
要

領
に
お

い
て
は

、
各
学

校
に

お
い

て
児
童

生
徒
や

学
校
、

地
域

の
実

態
を

適
切
に

把
握
し

、
教
育

の
目

的
や

目
標

の
実
現

に
必
要

な
教

育
の
内
容

等
を

教
科
等

横
断
的

な
視

点
で

組
み

立
て
て

い
く
こ

と
、
教

育
課

程
の

実
施

状
況
を

評
価
し

て
そ
の

改
善

を
図

っ
て

い
く
こ

と
、

教
育

課
程
の
実

施
に

必
要
な

人
的
又

は
物

的
な

体
制

を
確
保

す
る
と

と
も
に

そ
の

改
善

を
図

っ
て
い

く
こ
と

な
ど
を

通
し

て
、

教
育

課
程
に

基
づ

き
組

織
的
か
つ

計
画

的
に
各

学
校
の

教
育

活
動

の
質

の
向
上

を
図
っ

て
い
く

こ
と

（
カ

リ
キ

ュ
ラ
ム

・
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
）

に
努

め
る

も
の
と

し
て

い
る

。
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を
設

置
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、
学

校
安

全
に

関
す

る
適

切
な

役
割

分
担

と
共

通
理

解
に

基
づ

く
対

応
が

で
き

る
校

内
体

制
を

設
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
国

は
、
学

校
設

置
者

等
と

の
連

携
を

図
り

、
各

学
校

に
お

け
る

取
組

の
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
学

校
安

全
が

各
学

校
の

学
校

経
営

に
位

置
付

け
ら

れ
る

よ
う

周
知

啓
発

等
の

取
組

を
推

進

す
る

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

学
校

安
全

を
学

校
経

営
に

位
置

付
け

て
い

る
学

校
数

 
・

学
校

に
お

け
る

校
内

体
制

の
整

備
状

況
（

校
内

安
全

委
員

会
、

学
校

安
全

部
な

ど
の

設
置

） 
・

学
校

評
価

に
お

い
て

、
学

校
安

全
に

関
す

る
項

目
を

扱
っ

て
い

る
学

校
数

 
 （

２
）

学
校

安
全

計
画

に
基

づ
く

実
践

的
な

取
組

内
容

の
充

実
 

全
て

の
学

校
に

お
い

て
、

学
校

安
全

計
画

6 を
策

定
し

、
こ

れ
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

と
さ

れ
て

お
り

、
学

校
安

全
計

画
に

は
、
当

該
学

校
の

施
設

及
び

設
備

の
安

全
点

検
、
通

学
を

含

め
た

学
校

生
活

そ
の

他
の

日
常

生
活

に
お

け
る

安
全

に
関

す
る

指
導

、
職

員
の

研
修

、
そ

の
他

学

校
に

お
け

る
安

全
に

関
す

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
そ

の
立

案
に

当
た

っ
て

は
、

学
校

医
等

が
参

与
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
7 。

 
第

１
次

計
画

及
び

第
２

次
計

画
に

お
い

て
、
学

校
安

全
計

画
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
、
内

容

や
手

段
、

学
校

内
の

取
組

が
適

切
で

あ
っ

た
か

等
定

期
的

に
取

組
状

況
を

振
り

返
り

、
点

検
し

、

次
の

対
策

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
計

画
、
実

行
、
評

価
、
改
善
（

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

)サ
イ

ク
ル

を
確

立
し

て
い

く
中

で
、
よ

り
効

果
的

な
学

校
安

全
活

動
を

充
実

さ
せ

る
必

要
性

が
指

摘

さ
れ

て
き

た
。

 
第

３
次

計
画

期
間

に
お

い
て

は
、

セ
ー

フ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

ス
ク

ー
ル

8 の
考

え
方

を
取

り
入

れ
、
学

校
医

等
の

積
極

的
な

参
画

を
得

な
が

ら
、
学

校
種

や
児

童
生

徒
等

の
発

達
段

階
に

応

じ
た

学
校

安
全

計
画

自
体

の
見

直
し

を
含

む
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
の

確
立

を
目

指
す

。
国

は
、
全

国
的

な
学

校
安

全
の

取
組

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
各

学
校

の
学

校
安

全
計

画
の

内
容

に
関

し

て
学

校
設

置
者

が
定

期
的

に
点

検
・
指

導
し

、
改

善
を

加
え

る
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

確
立

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
好

事
例

9 等
を

収
集

・
発

信
す

る
。

 
 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

学
校

安
全

計
画

の
策

定
状

況
 

・
各

学
校

の
学

校
安

全
計

画
の

見
直

し
に

対
す

る
学

校
設

置
者

に
よ

る
定

期
的

な
点

検
・
指

導

の
状

況
 

 
6  
学

校
保
健

安
全

法
第

27
条

 
7  
学

校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
（

昭
和

33
年

文
部
省
令
第

18
号

）
第

22
条

～
第

24
条

 
8  
学

校
安
全

に
関

す
る
指

標
（
組

織
、
方

略
、

計
画

、
実
践

、
評
価

、
改
善

、
共

有
）

に
基

づ
い
て

、
学
校

安
全
の

推
進

を
目

的
と

し
た
中

期
目

標
・

中
期
計
画

（
３

年
間
程

度
）
を

明
確

に
設

定
し

、
そ
の

目
標
と

計
画
を

達
成

す
る

た
め

の
組
織

の
整
備

と
S-

PD
C

A
S
サ

イ
ク

ル
に
基

づ
く

実
践

と
協
働
、

さ
ら

に
分
析

に
よ
る

客
観

的
な

根
拠

に
基
づ

い
た
評

価
の
共

有
が

継
続

さ
れ

て
い
る

と
認
定

さ
れ
た

学
校

を
認

証
す

る
取
組

。
 

9  
例

え
ば
、

学
校

内
で
の

ケ
ガ
の

発
生
状

況
の

デ
ー

タ
か
ら

、
発
生

場
所
や

発
生

時
間

帯
、

受
傷
部

位
や
受

傷
程
度

な
ど

を
分

析
し

、
予
防

の
た
め

の
目

標
や
計
画

を
立

て
、
保

護
者
等

も
参

加
す

る
安

全
点
検

や
児
童

生
徒
等

の
主

体
的

な
安

全
教
育

等
を
実

践
し
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ
い

た
評

価
を

行
い
、
取

組
体

制
や
学

校
安
全

計
画

の
見

直
し

を
図
る

事
例
な

ど
が
考

え
ら

れ
る

。
 

 

4 
 ○

 
学

校
安

全
計

画
・
危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

見
直

す
サ

イ
ク

ル
を

構
築

し
、
学

校
安

全
の

実
効

性
を

高
め

る
 

○
 

地
域

の
多

様
な

主
体

と
密

接
に

連
携
・
協

働
し
、
子

供
の

視
点

を
加

え
た

安
全

対
策

を
推

進
す

る
 

○
 

全
て

の
学

校
に

お
け

る
実

践
的

・
実

効
的

な
安

全
教

育
を

推
進

す
る

 
○

 
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
た

実
践

的
な

防
災

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

 
○

 
事

故
情

報
や

学
校

の
取

組
状

況
な

ど
デ

ー
タ

を
活

用
し

学
校

安
全

を
「

見
え

る
化

」
す

る
 

○
 

学
校

安
全

に
関

す
る

意
識

の
向

上
を

図
る

（
学

校
に

お
け

る
安

全
文

化
の

醸
成

）
 

 （
目

指
す

姿
）

 
基

本
的

な
方

向
性

に
基

づ
き

、
Ⅱ

に
掲

げ
る

施
策

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
第

３
次

計
画

の
計

画
期

間
に

お
い

て
目

指
す

姿
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 
○

全
て

の
児

童
生

徒
等

が
、
自

ら
適

切
に

判
断

し
、
主

体
的

に
行

動
で

き
る

よ
う

、
安

全
に

関
す

る
資

質
・

能
力

を
身

に
付

け
る

こ
と

 
○

学
校

管
理

下
に

お
け

る
児

童
生

徒
等

の
死

亡
事

故
の

発
生

件
数

に
つ

い
て

限
り

な
く

ゼ
ロ

に

す
る

こ
と

 
○

学
校

管
理

下
に

お
け

る
児

童
生

徒
等

の
負

傷
・
疾

病
の

発
生

率
に

つ
い

て
障

害
や

重
度

の
負

傷

を
伴

う
事

故
を

中
心

に
減

少
さ

せ
る

こ
と

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
学

校
管

理
下

で
の

重
大

事
故

件
数

 
・

学
校

管
理

下
で

の
負

傷
・

疾
病

の
発

生
件

数
、

発
生

率
 

 
Ⅱ

 学
校

安
全

を
推

進
す

る
た

め
の

方
策

 
学

校
安

全
に

関
す

る
組

織
的

取
組

の
推

進
、
家

庭
、
地

域
、
関

係
機

関
等

と
の

連
携
・
協

働
に

よ

る
学

校
安

全
の

推
進

、
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

充
実

、
学

校
に

お
け

る
安

全
管

理
の

取
組

の
充

実
等

に
関

し
具

体
的

な
取

組
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
学

校
安

全
に

関
す

る
取

組
の

推
進

と
学

校
安

全
に

関
す

る
社

会
全

体
の

意
識

の
向

上
、
す

な
わ

ち
、
学

校
に

お
け

る
安

全
文

化
の

醸
成

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 １
．

学
校

安
全

に
関

す
る

組
織

的
取

組
の

推
進

 
（

１
）

学
校

経
営

に
お

け
る

学
校

安
全

の
明

確
な

位
置

付
け

 
学

校
安

全
に

関
わ

る
活

動
を

校
内

全
体

と
し

て
行

う
た

め
に

は
、
安

全
教

育
・
安

全
管

理
を

担

当
す

る
教

職
員

に
そ

の
重

要
性

や
進

め
方

が
共

通
理

解
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
校

長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
下

、
学

校
安

全
計

画
に

基
づ

く
学

校
全

体
と

し
て

の
活

動
や

適
切

な
役

割

分
担

に
基

づ
く

事
故
・
災
害

等
発

生
時

の
対

応
が

で
き

る
よ

う
校

内
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
環

境
下

で
な

け
れ

ば
、

実
効

的
な

取
組

を
進

め
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
校

長
が

学
校

安
全

を
学

校
経

営
に

明
確

に
位

置
付

け
る

こ
と

や
、
学

校
安

全
計

画

に
基

づ
く

組
織

的
・
計

画
的

な
活

動
を

進
め

ら
れ

る
環

境
が

整
え

ら
れ

る
よ

う
校

内
安

全
委

員
会
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を
設

置
す

る
こ

と
等

に
よ

り
、
学

校
安

全
に

関
す

る
適

切
な

役
割

分
担

と
共

通
理

解
に

基
づ

く
対

応
が

で
き

る
校

内
体

制
を

設
け

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
国

は
、
学

校
設

置
者

等
と

の
連

携
を

図
り

、
各

学
校

に
お

け
る

取
組

の
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
学

校
安

全
が

各
学

校
の

学
校

経
営

に
位

置
付

け
ら

れ
る

よ
う

周
知

啓
発

等
の

取
組

を
推

進

す
る

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

学
校

安
全

を
学

校
経

営
に

位
置

付
け

て
い

る
学

校
数

 
・

学
校

に
お

け
る

校
内

体
制

の
整

備
状

況
（

校
内

安
全

委
員

会
、

学
校

安
全

部
な

ど
の

設
置

） 
・

学
校

評
価

に
お

い
て

、
学

校
安

全
に

関
す

る
項

目
を

扱
っ

て
い

る
学

校
数

 
 （

２
）

学
校

安
全

計
画

に
基

づ
く

実
践

的
な

取
組

内
容

の
充

実
 

全
て

の
学

校
に

お
い

て
、

学
校

安
全

計
画

6 を
策

定
し

、
こ

れ
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

と
さ

れ
て

お
り

、
学

校
安

全
計

画
に

は
、
当

該
学

校
の

施
設

及
び

設
備

の
安

全
点

検
、
通

学
を

含

め
た

学
校

生
活

そ
の

他
の

日
常

生
活

に
お

け
る

安
全

に
関

す
る

指
導

、
職

員
の

研
修

、
そ

の
他

学

校
に

お
け

る
安

全
に

関
す

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、
そ

の
立

案
に

当
た

っ
て

は
、

学
校

医
等

が
参

与
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
7 。

 
第

１
次

計
画

及
び

第
２

次
計

画
に

お
い

て
、
学

校
安

全
計

画
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
、
内

容

や
手

段
、

学
校

内
の

取
組

が
適

切
で

あ
っ

た
か

等
定

期
的

に
取

組
状

況
を

振
り

返
り

、
点

検
し

、

次
の

対
策

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
計

画
、
実

行
、
評

価
、
改
善
（

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

)サ
イ

ク
ル

を
確

立
し

て
い

く
中

で
、
よ

り
効

果
的

な
学

校
安

全
活

動
を

充
実

さ
せ

る
必

要
性

が
指

摘

さ
れ

て
き

た
。

 
第

３
次

計
画

期
間

に
お

い
て

は
、

セ
ー

フ
テ

ィ
プ

ロ
モ

ー
シ

ョ
ン

ス
ク

ー
ル

8 の
考

え
方

を
取

り
入

れ
、
学

校
医

等
の

積
極

的
な

参
画

を
得

な
が

ら
、
学

校
種

や
児

童
生

徒
等

の
発

達
段

階
に

応

じ
た

学
校

安
全

計
画

自
体

の
見

直
し

を
含

む
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
の

確
立

を
目

指
す

。
国

は
、
全

国
的

な
学

校
安

全
の

取
組

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

、
各

学
校

の
学

校
安

全
計

画
の

内
容

に
関

し

て
学

校
設

置
者

が
定

期
的

に
点

検
・
指

導
し

、
改

善
を

加
え

る
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
を

確
立

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
好

事
例

9 等
を

収
集

・
発

信
す

る
。

 
 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

学
校

安
全

計
画

の
策

定
状

況
 

・
各

学
校

の
学

校
安

全
計

画
の

見
直

し
に

対
す

る
学

校
設

置
者

に
よ

る
定

期
的

な
点

検
・
指

導

の
状

況
 

 
6  
学

校
保
健

安
全

法
第

27
条

 
7  
学

校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
（

昭
和

33
年

文
部
省
令
第

18
号

）
第

22
条

～
第

24
条

 
8  
学

校
安
全

に
関

す
る
指

標
（
組

織
、
方

略
、

計
画

、
実
践

、
評
価

、
改
善

、
共

有
）

に
基

づ
い
て

、
学
校

安
全
の

推
進

を
目

的
と

し
た
中

期
目

標
・

中
期
計
画

（
３

年
間
程

度
）
を

明
確

に
設

定
し

、
そ
の

目
標
と

計
画
を

達
成

す
る

た
め

の
組
織

の
整
備

と
S-

PD
C

A
S
サ

イ
ク

ル
に
基

づ
く

実
践

と
協
働
、

さ
ら

に
分
析

に
よ
る

客
観

的
な

根
拠

に
基
づ

い
た
評

価
の
共

有
が

継
続

さ
れ

て
い
る

と
認
定

さ
れ
た

学
校

を
認

証
す

る
取
組

。
 

9  
例

え
ば
、

学
校

内
で
の

ケ
ガ
の

発
生
状

況
の

デ
ー

タ
か
ら

、
発
生

場
所
や

発
生

時
間

帯
、

受
傷
部

位
や
受

傷
程
度

な
ど

を
分

析
し

、
予
防

の
た
め

の
目

標
や
計
画

を
立

て
、
保

護
者
等

も
参

加
す

る
安

全
点
検

や
児
童

生
徒
等

の
主

体
的

な
安

全
教
育

等
を
実

践
し
、

明
確

な
根

拠
に

基
づ
い

た
評

価
を

行
い
、
取

組
体

制
や
学

校
安
全

計
画

の
見

直
し

を
図
る

事
例
な

ど
が
考

え
ら

れ
る

。
 

 

4 
 ○

 
学

校
安

全
計

画
・
危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

見
直

す
サ

イ
ク

ル
を

構
築

し
、
学

校
安

全
の

実
効

性
を

高
め

る
 

○
 

地
域

の
多

様
な

主
体

と
密

接
に

連
携
・
協

働
し
、
子

供
の

視
点

を
加

え
た

安
全

対
策

を
推

進
す

る
 

○
 

全
て

の
学

校
に

お
け

る
実

践
的

・
実

効
的

な
安

全
教

育
を

推
進

す
る

 
○

 
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
た

実
践

的
な

防
災

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

 
○

 
事

故
情

報
や

学
校

の
取

組
状

況
な

ど
デ

ー
タ

を
活

用
し

学
校

安
全

を
「

見
え

る
化

」
す

る
 

○
 

学
校

安
全

に
関

す
る

意
識

の
向

上
を

図
る

（
学

校
に

お
け

る
安

全
文

化
の

醸
成

）
 

 （
目

指
す

姿
）

 
基

本
的

な
方

向
性

に
基

づ
き

、
Ⅱ

に
掲

げ
る

施
策

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
第

３
次

計
画

の
計

画
期

間
に

お
い

て
目

指
す

姿
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 
○

全
て

の
児

童
生

徒
等

が
、
自

ら
適

切
に

判
断

し
、
主

体
的

に
行

動
で

き
る

よ
う

、
安

全
に

関
す

る
資

質
・

能
力

を
身

に
付

け
る

こ
と

 
○

学
校

管
理

下
に

お
け

る
児

童
生

徒
等

の
死

亡
事

故
の

発
生

件
数

に
つ

い
て

限
り

な
く

ゼ
ロ

に

す
る

こ
と

 
○

学
校

管
理

下
に

お
け

る
児

童
生

徒
等

の
負

傷
・
疾

病
の

発
生

率
に

つ
い

て
障

害
や

重
度

の
負

傷

を
伴

う
事

故
を

中
心

に
減

少
さ

せ
る

こ
と

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
学

校
管

理
下

で
の

重
大

事
故

件
数

 
・

学
校

管
理

下
で

の
負

傷
・

疾
病

の
発

生
件

数
、

発
生

率
 

 
Ⅱ

 学
校

安
全

を
推

進
す

る
た

め
の

方
策

 
学

校
安

全
に

関
す

る
組

織
的

取
組

の
推

進
、
家

庭
、
地

域
、
関

係
機

関
等

と
の

連
携
・
協

働
に

よ

る
学

校
安

全
の

推
進

、
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

充
実

、
学

校
に

お
け

る
安

全
管

理
の

取
組

の
充

実
等

に
関

し
具

体
的

な
取

組
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
学

校
安

全
に

関
す

る
取

組
の

推
進

と
学

校
安

全
に

関
す

る
社

会
全

体
の

意
識

の
向

上
、
す

な
わ

ち
、
学

校
に

お
け

る
安

全
文

化
の

醸
成

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 １
．

学
校

安
全

に
関

す
る

組
織

的
取

組
の

推
進

 
（

１
）

学
校

経
営

に
お

け
る

学
校

安
全

の
明

確
な

位
置

付
け

 
学

校
安

全
に

関
わ

る
活

動
を

校
内

全
体

と
し

て
行

う
た

め
に

は
、
安

全
教

育
・
安

全
管

理
を

担

当
す

る
教

職
員

に
そ

の
重

要
性

や
進

め
方

が
共

通
理

解
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
校

長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
下

、
学

校
安

全
計

画
に

基
づ

く
学

校
全

体
と

し
て

の
活

動
や

適
切

な
役

割

分
担

に
基

づ
く

事
故
・
災
害

等
発

生
時

の
対

応
が

で
き

る
よ

う
校

内
体

制
が

整
え

ら
れ

て
い

る
環

境
下

で
な

け
れ

ば
、

実
効

的
な

取
組

を
進

め
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
校

長
が

学
校

安
全

を
学

校
経

営
に

明
確

に
位

置
付

け
る

こ
と

や
、
学

校
安

全
計

画

に
基

づ
く

組
織

的
・
計

画
的

な
活

動
を

進
め

ら
れ

る
環

境
が

整
え

ら
れ

る
よ

う
校

内
安

全
委

員
会

－ 38 －

 

7 
 

管
理

職
以

外
の

教
職

員
が

明
確

に
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
不

可
欠

で
あ

る
。
他

方
、
学

校
現

場
の

実

情
と

し
て

、
学

校
安

全
担

当
と

な
っ

た
教

職
員

が
学

校
安

全
に

関
す

る
知

識
や

経
験

に
乏

し
く

、

学
校

安
全

に
関

わ
る

活
動

の
総

括
や

教
科

等
横

断
的

な
安

全
教

育
の

実
施

を
け

ん
引

す
る

こ
と

が
困

難
な

場
合

も
想

定
さ

れ
る

。
 

地
域

に
よ

っ
て

は
、
学

校
安

全
担

当
の

教
職

員
に

対
す

る
講

習
会

の
開

催
等

に
よ

り
、
学

校
安

全
に

関
わ

る
意

識
・
能

力
の

向
上

や
各

学
校

等
の

実
践

活
動

に
活

か
す

取
組

、
自

治
体

の
方

針
と

し
て

安
全

主
任

等
を

置
く

こ
と

で
校

内
組

織
を

整
備

す
る

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。
こ

う
し

た
取

組
も

参
考

と
し

て
、

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
の

位
置

付
け

を
明

確
化

す
る

と
と

も
に

、

各
学

校
に

お
け

る
学

校
安

全
計

画
の

内
容

や
そ

れ
に

基
づ

く
取

組
の

実
効

性
を

全
国

的
に

高
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

国
は

、
学

校
設

置
者

等
と

連
携

を
図

り
、
各

学
校

に
お

け
る

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員

の
位

置
付

け
に

関
す

る
実

態
を

把
握

し
、
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
、
学

校
安

全
の

中
核

を
担

う
教

職

員
が

配
置

さ
れ

る
よ

う
、
制

度
上

の
位

置
付

け
を

含
め

具
体

的
に

検
討

す
る

。
ま

た
、
学

校
安

全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
を

対
象

と
し

た
研

修
に

つ
い

て
、
オ

ン
ラ

イ
ン

を
取

り
入

れ
た

効
果

的
な

研
修

の
充

実
を

図
る

。
 

な
お

、
こ

う
し

た
人

的
体

制
の

整
備

に
当

た
っ

て
は

、
学

校
に

お
け

る
働

き
方

改
革

の
観

点
も

踏
ま

え
、

一
部

の
教

職
員

に
業

務
が

偏
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

十
分

配
慮

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 

＜
主

要
指

標
＞

 
・

校
務

分
掌

に
学

校
安

全
の

中
核

を
担

う
管

理
職

以
外

の
教

職
員

（
学

校
安

全
主

任
（

主
事

）

な
ど

）
が

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
学

校
の

割
合

 
・

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
に

対
す

る
研

修
の

実
施

状
況

、
実

施
体

制
 

 
（

５
）

学
校

安
全

に
関

す
る

校
長

・
教

職
員

の
研

修
及

び
訓

練
の

充
実

 
学

校
保

健
安

全
法

に
お

い
て

、
学

校
環

境
の

安
全

の
確

保
は

、
校

長
が

必
要

な
措

置
を

講
じ

る

も
の

と
さ

れ
て

い
る

。
児

童
生

徒
等

の
安

全
の

確
保

の
た

め
、
校

長
の

役
割

は
大

き
く

、
全

国
的

な
学

校
安

全
の

質
の

向
上

に
向

け
て

は
、
前

述
の

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
に

対
す

る
研

修
の

み
な

ら
ず

、
校

長
を

対
象

と
す

る
学

校
安

全
に

関
す

る
研

修
を

必
修

と
す

る
な

ど
、
一

層
の

充
実

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
国

は
、
教

職
員

支
援

機
構

や
各

都
道

府
県

等
と

連
携

し
な

が
ら

、
校

長
及

び
学

校
安

全
の

中
核

を
担

う
教

職
員

に
対

す
る

学
校

安
全

に
関

す
る

研
修

の
充

実
を

図
る

。
そ

の
際

、
国

は
、
学

校
に

お
い

て
学

校
安

全
計

画
や

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

見
直

し
が

実
効

的
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
最

新

の
情

勢
の

変
化

を
踏

ま
え

て
、
学

校
安

全
の

指
導

資
料

の
充

実
を

図
る

と
と

も
に
「

教
職

員
の

た

め
の

学
校

安
全

e-
ラ

ー
ニ

ン
グ

」
を

適
時

更
新

す
る

。
 

学
校

に
お

い
て

は
、

教
職

員
支

援
機

構
の

校
内

研
修

向
け

動
画

教
材

、
「

教
職

員
の

た
め

の
学

校
安

全
e-
ラ

ー
ニ

ン
グ

」
、
「

学
校

安
全

推
進

の
た

め
の

教
職

員
向

け
研

修
・

訓
練

実
践

事
例

集
」

等
を

活
用

し
、

校
内

研
修

を
行

う
こ

と
を

学
校

安
全

計
画

に
位

置
付

け
、

実
施

す
る

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

 

6 
 

・
学

校
安

全
計

画
に

つ
い

て
定

期
的

に
評

価
・
点

検
し

、
次

の
対

策
に

つ
な

げ
て

い
る

学
校

数
 

 
（

３
）

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

く
取

組
内

容
の

充
実

 
全

て
の

学
校

に
お

い
て

、
児

童
生

徒
等

の
安

全
の

確
保

を
図

る
た

め
、
危

険
等

発
生

時
に

お
い

て
学

校
の

職
員

が
取

る
べ

き
措

置
の

具
体

的
内

容
及

び
手

順
を

定
め

た
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
、
学

校
を

取
り

巻
く

地
域

の
自

然

的
・
社

会
的

環
境

に
よ

っ
て

、
児

童
生

徒
等

や
教

職
員

の
生

命
・
心

身
に

重
大
な

影
響

を
及

ぼ
す

事
象

を
は

じ
め

と
し

て
様

々
な

危
機

事
象

が
起

こ
り

得
る

こ
と

を
想

定
し

て
作

成
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。
ま

た
、
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成
後

は
、
学

校
を

取
り

巻
く

状
況

の
変

化
を

踏
ま

え
、
関

係
府

省
庁

や
自

治
体

の
担

当
部

局
や

研
究

者
等

の
専

門
家

の
協

力
を

得
な

が
ら

、
学

校
で

実
施

し
た

訓
練

等
の

検
証

結
果

、
国

内
外

で
発

生
し

た
事

故
・
災

害
事

例
の

教
訓

、
先

進
的

な
取

組
事

例
な

ど
を

基
に

、
常

に
実

践
的

な
も

の
と

な
る

よ
う

改
善

を
行

う
必

要
が

あ
る

。
 

国
は

、
学

校
が

作
成

し
た

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

つ
い

て
、
「

学
校

の
『

危
機

管
理

マ
ニ

ュ

ア
ル

』
等

の
評

価
・
見

直
し

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
等

を
活

用
し

た
見

直
し

を
学

校
及

び
学

校
設

置
者

に
対

し
て

求
め

る
と

と
も

に
、
外

部
の

有
識

者
等

の
知

見
を

加
え

て
見

直
し

を
行

う
学

校
及

び
学

校
設

置
者

の
取

組
を

支
援

す
る

。
そ

の
際

、
国

は
、

最
新

の
情

勢
の

変
化

を
踏

ま
え

、
「

学
校

の

『
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

』
等

の
評

価
・

見
直

し
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

を
適

時
更

新
す

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
状

況
 

・
各

学
校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
見

直
し

に
対

す
る

学
校

設
置

者
に

よ
る

定
期

的
な

点

検
・

指
導

の
状

況
 

・
災

害
の

種
類
（

地
震

、
津

波
、
風

水
害

、
土

砂
災

害
、
雪

害
、
火

山
災

害
等
）
及

び
学

校
の

立
地
（

浸
水

想
定

区
域

10
・
土

砂
災

害
警

戒
区

域
11
・
津

波
災

害
警

戒
区

域
12
等

）
に

応
じ

た

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

・
見

直
し

状
況

 
・

地
域

の
事

故
等

の
リ

ス
ク

に
応

じ
た

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

・
見

直
し

状
況

 
・

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

・
見

直
し

の
際

の
外

部
有

識
者

の
関

与
の

状
況

 
・

事
故

・
災

害
発

生
後

の
教

育
活

動
の

継
続

に
関

す
る

内
容

の
記

載
状

況
 

 
（

４
）

学
校

に
お

け
る

人
的

体
制

の
整

備
 

学
校

に
お

い
て

、
学

校
安

全
計

画
を

適
切

に
立

案
し

、
実

行
し

て
い

く
た

め
に

は
、
校

務
分

掌

に
お

い
て

学
校

安
全

に
係

る
業

務
が

位
置

付
け

ら
れ

る
と

と
も

に
、
当

該
校

務
分

掌
を

担
当

す
る
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 国
土
交
通

大
臣

又
は
都

道
府
県

知
事
が

指
定

し
た

河
川
等

に
つ
い

て
、
想

定
最

大
規

模
降

雨
に
よ

り
当
該

河
川
が

氾
濫

し
た

場
合

に
、
浸

水
が
想

定
さ

れ
る
洪
水

浸
水

想
定
区

域
（
水

防
法

（
昭
和

24
年

法
律
第

19
3
号

）
第

14
条

第
１

項
及
び

第
２

項
関
係

）、
都
道

府
県

知
事

又
は
市

町
村

長
が

指
定
し
た

排
水

施
設
等

に
つ
い

て
、

想
定

最
大

規
模
降

雨
に
よ

り
当
該

排
水

施
設

に
雨

水
を
排

除
で
き

な
く
な

っ
た

場
合

又
は

当
該
排

水
施

設
か

ら
河
川
そ

の
他

の
公
共

の
水
域

若
し

く
は

海
域

に
雨
水

を
排
除

で
き
な

く
な

っ
た

場
合

に
浸
水

が
想
定

さ
れ
る

雨
水

出
水

浸
水

想
定
区

域

（
水

防
法
第

14
条
の
２

第
１

項
及
び
第

２
項

関
係

）、
都

道
府

県
知
事

が
指
定

し
た

海
岸

等
に
つ

い
て
、

想
定
最

大
規

模
の

高
潮

に
よ
り

当
該
海

岸
が

氾
濫
し
た

場
合

に
、
浸

水
が
想

定
さ

れ
る

高
潮

浸
水
想

定
区
域

（
水
防

法
第

14
条

の
３
第

１
項

関
係
）

 
11

 土
砂
災
害

を
防

止
す
る

た
め
に

警
戒
避

難
体

制
を

特
に
整

備
す
べ

き
土
地

の
区

域
（

土
砂

災
害
警

戒
区
域

等
に
お

け
る

土
砂

災
害

防
止
対

策
の
推

進
に

関
す
る
法

律
（

平
成

12
年

法
律
第

57
号

）
第

7
条

第
１
項
関

係
）

 
12

 津
波
に
よ

る
人

的
災
害

を
防
止

す
る
た

め
に

警
戒

避
難
体

制
を
特

に
整
備

す
べ

き
土

地
の

区
域
（

津
波
防

災
地
域

づ
く

り
に

関
す

る
法
律

（
平
成

23
年

法
律
第

12
3
号
）
第

53
条

第
１
項
関

係
）
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２

．
家

庭
、

地
域

、
関

係
機

関
等

と
の

連
携

・
協

働
に

よ
る

学
校

安
全

の
推

進
 

（
１

）
家

庭
、

地
域

と
の

連
携

・
協

働
の

推
進

  
 

登
下

校
の

見
守

り
を

は
じ

め
と

す
る

児
童

生
徒

等
を

取
り

巻
く

学
校

安
全

上
の

課
題

に
対

し

て
、
学

校
や

教
職

員
が

そ
の

全
て

を
担

う
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。
特

に
、
平

素
か

ら
の

学
校

と
家

庭
・
地

域
と

の
関

係
づ

く
り

が
非

常
時

に
児

童
生

徒
等

の
命

や
安

全
を

守
る

こ
と

に
つ

な
が

る
こ

と
か

ら
も

、
家

庭
や

地
域

と
の

連
携

・
協

働
の

推
進

が
不

可
欠

で
あ

る
。

 
ま

た
、
「

子
供

の
安

全
」

に
つ

い
て

、
学

校
と

児
童

生
徒

等
・

家
庭

・
地

域
の

関
係

者
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
確

認
す

る
場

を
設

け
る

こ
と

で
、
例

え
ば

、
地

域
ご

と
に

実
施

さ
れ

る
防

災
訓

練
に

お
い

て
児

童
生

徒
等

の
役

割
が

設
定

さ
れ

、
児

童
生

徒
等

が
主

体
的

に
安

全
の

確
保

に
向

け
て

取

り
組

む
こ

と
に

つ
な

が
る

な
ど

、
学

校
と

地
域

の
連

携
・
協

働
と

学
校

安
全

の
双

方
が

推
進

さ
れ

る
こ

と
も

期
待

で
き

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
学

校
は

、
例

え
ば

、
地

域
学

校
安

全
委

員
会

や
学

校
警

察
連

絡
協

議
会

等
の

設
置
・

活
用

や
、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
（

学
校

運
営

協
議

会
制

度
）
や

地
域

学
校

協
働

活
動

16
な

ど
の

学
校

と
地

域
の

連
携
・
協

働
の

仕
組

み
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
地

域
の

関
係

者
と

の
情

報
共

有
や

意
見

交
換

を
日

常
的

に
行

う
こ

と
や

、
学

校
安

全
の

観
点

を
組

み
入

れ
た

学
校

運
営

や

地
域

ぐ
る

み
で

の
防

犯
・

交
通

安
全

・
防

災
等

の
取

組
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

国
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
等

の
仕

組
み

を
活

用
し

た
学

校
と

地
域

の
連

携
・
協

働
に

よ
る

安
全

教
育

の
充

実
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
学

校
安

全
に

関
す

る
知

識
・
経

験
を

有
す

る
地

域
人

材
の

育
成

を
支

援
す

る
。
ま

た
、
国

は
、
学

校
に

お
け

る
学

校
安

全
の

取
組

の
質

の
向

上
に

向
け

た
専

門
的

知
見

の
更

な
る

活
用

を
推

進
す

る
た

め
、
地

域
の

大
学

等
の

研
究

機
関

や
専

門
機

関
と

連
携

し
、

各
地

域
に

お
け

る
外

部
専

門
家

の
活

用
に

関
す

る
モ

デ
ル

的
な

取
組

を
支

援
す

る
。

 
ま

た
、
例

え
ば

、
学

校
で

の
安

全
点

検
や

児
童

生
徒

等
の

見
守

り
活

動
、
学

校
の

所
在

す
る

自

治
体

に
お

け
る

通
学

路
の

交
通

安
全

の
確

保
に

関
す

る
推

進
体

制
等

に
お

い
て

Ｐ
Ｔ

Ａ
等

の
参

画
を

推
進

す
る

な
ど

、
子

供
や

保
護

者
の

視
点

か
ら

の
取

組
を

推
進

す
る

。
国

は
、
子

供
の

見
守

り
活

動
等

に
参

画
す

る
地

域
の

人
材

確
保

が
課

題
と

な
っ

て
い

る
実

情
も

踏
ま

え
、
地

域
と

連
携

し
た

学
校

安
全

の
取

組
に

つ
い

て
情

報
収

集
や

調
査

研
究

等
を

行
う

こ
と

な
ど

を
通

じ
て

、
効

率

的
で

継
続

が
可

能
な

取
組

に
つ

い
て

検
討

し
、

そ
の

普
及

を
図

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
地

域
学

校
安

全
委

員
会

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
等

の
仕

組
み

を
活

用
し

て
、
地

域
と

協
働

し
て

学
校

安
全

に
取

り
組

ん
だ

学
校

数
 

・
学

校
安

全
に

関
す

る
PT

A
の

参
画

状
況

（
安

全
点

検
、

登
下

校
時

の
見

守
り

活
動

等
）

 
 （

２
）

関
係

機
関

と
の

連
携

に
よ

る
安

全
対

策
の

推
進

 
①

通
学

時
の

安
全

対
策

の
推

進
 

 

通
学

時
（

通
園

時
を

含
む

）
の

安
全

は
、
交

通
安

全
の

観
点

、
犯

罪
被

害
防

止
と

い
う

生
活

安
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 地
域
学
校

協
働

活
動
と

は
、
幅

広
い
地

域
住

民
等

の
参
画

を
得
て

、
地
域

全
体

で
子

供
た

ち
の
学

び
や
成

長
を
支

え
る

と
と

も
に

、
学
校

を
核
と

し
た

地
域
づ
く

り
を

目
指
し

て
、
地

域
と

学
校

が
相

互
に
パ

ー
ト
ナ

ー
と
し

て
連

携
・

協
働

し
て
行

う
様
々

な
活
動

。
 

 

8 
 

・
校

長
、

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
に

対
す

る
研

修
の

実
施

状
況

、
実

施
体

制
 

・
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
く

教
職

員
の

実
践

的
な

訓
練

の
実

施
状

況
 

 
（

６
）

教
員

養
成

に
お

け
る

学
校

安
全

の
学

修
の

充
実

 
教

員
養

成
に

お
い

て
は

、
リ

ス
ク
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

含
む

学
校

安
全

に
つ

い
て

、
児

童
生

徒

等
や

教
職

員
の

生
命
・
心
身

を
脅

か
す

事
故
・
災

害
等

に
普

段
か

ら
備

え
、
様

々
な

場
面

に
対

応

で
き

る
危

機
管

理
の

知
識

や
視

点
を

備
え

た
人

材
育

成
が

求
め

ら
れ

る
。
現

行
の

教
職

課
程

に
お

い
て

も
、
こ

う
し

た
教

職
に

必
要

な
素

養
を

身
に

付
け

さ
せ

る
た

め
、
教

職
課

程
コ

ア
カ

リ
キ

ュ

ラ
ム

の
う

ち
、
教

育
の

基
礎

的
理

解
に

関
す

る
科

目
の

中
で

学
校

安
全

へ
の

対
応

に
つ

い
て

扱
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、
大

学
等

の
教

員
養

成
機

関
で

は
、
学

校
安

全
の

３
領

域

全
て

を
深

く
理

解
す

る
た

め
の

十
分

な
学

修
が

確
保

さ
れ

て
い

な
い

点
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

 
ま

た
、
教

員
養

成
段

階
に

お
い

て
は

、
学

校
安

全
の

３
領

域
を

全
て

取
り

扱
う

中
で

、
例

え
ば

、

過
去

に
発

生
し

た
重

大
な

事
件
・
事

故
・
災

害
の

事
例

を
用

い
て

正
常

性
バ

イ
ア

ス
な

ど
の

認
知

バ
イ

ア
ス

13
や

権
威

勾
配

14
な

ど
の

心
理

的
な

側
面

に
つ

い
て

も
学

修
し

、
学

校
管

理
下

に
お

い

て
類

似
の

事
故

を
発

生
さ

せ
な

い
た

め
、
学

校
教

育
活

動
を

進
め

る
上

で
ど

の
よ

う
な

危
険

が
あ

る
の

か
を

イ
メ

ー
ジ

で
き

る
知

識
や

視
点

を
学

べ
る

よ
う

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
さ

ら
に

、
防

災

教
育

を
通

し
て

児
童

生
徒

等
の

ど
の

よ
う

な
資

質
・
能

力
を

育
む

の
か

と
い

う
視

点
を

学
生

が
持

つ
こ

と
が

で
き

る
よ

う
大

学
等

は
指

導
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

国
は

、
大

学
等

の
教

員
養

成
機

関
に

対
し

、
学

校
安

全
に

関
す

る
学

修
内

容
を

充
実

す
る

よ
う

促
す

。
上

述
の

心
理

的
な

側
面

等
の

学
修

の
ほ

か
、
例

え
ば

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

に
関

し
て

学
修

す
る

中
で

学
校

安
全

を
題

材
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

や
、
全

て
の

教
職

を
志

す
学

生
に

応
急

救
命

措
置

の
知

識
を

付
け

さ
せ

る
た

め
A

E
D
を

用
い

た
実

習
を

含
む

一
次

救
命

措
置

（
B

LS
）

15
を

教
育

の
基

礎
的

理
解

に
関

す
る

科
目

以
外

の
科

目
に

お
い

て
外

部
講

師
を

招
い

て

実
施

す
る

こ
と

な
ど

を
含

め
た

授
業

科
目

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
を

作
成

し
、
大

学
等

へ
具

体
的

に
情

報
提

供
し

、
教

育
課

程
の

内
外

を
通

じ
た

学
校

安
全

の
学

修
の

充
実

を
推

進
す

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
教

員
養

成
機

関
に

お
け

る
、
学

校
安

全
の

取
扱

状
況
（

学
校

安
全

の
３

領
域

、
正

常
性

バ
イ

ア
ス

な
ど

の
心

理
的

な
側

面
の

リ
ス

ク
要

因
の

取
扱

い
等

）
 

・
教

員
養

成
機

関
に

お
け

る
、
Ａ

Ｅ
Ｄ

を
用

い
た

実
習

を
含

む
一

次
救

命
措

置
（

B
LS

）
の

実

施
状

況
 

 
13

 自
分
に
と

っ
て

都
合
の

悪
い
情

報
を
無

視
し

た
り

、
過
小

評
価
し

た
り
し

て
し

ま
う

「
正

常
性
バ

イ
ア
ス

」
の
ほ

か
、

周
囲

に
い

る
他
者

に
同
調

し
て

避
難
な
ど

の
対

応
が
遅

れ
て
し

ま
う

「
集

団
同

調
性
バ

イ
ア
ス

」、
こ

れ
ま

で
の

経
験

が
合
理

的
な
判

断
を
妨

げ
る

「
経

験
バ

イ
ア
ス

」
な
ど

が
考

え
ら
れ
る

。
 

14
 権

威
勾
配

と
は

、
職
位

や
経
験

に
お
け

る
上

位
者

と
下
位

者
の
間

の
権
威

の
差

で
あ

る
。

例
え
ば

、
ベ
テ

ラ
ン
と

新
人

の
組

み
合

わ
せ
で

、
ベ
テ

ラ
ン

の
判
断
に

新
人

が
疑
問

を
感
じ

て
も

そ
れ

を
指

摘
で
き

な
い
雰

囲
気
が

あ
る

場
合
、
「

権
威

勾
配
が

強
す
ぎ

る
（
又

は
、

急
す

ぎ
る
）
」
と

い

う
。

逆
に
、
上

長
と

部
下
の

関
係
が

対
等

で
、

緊
急

事
態
で

も
上
長

が
果
敢

な
決

断
を

で
き

な
い
状

態
は
、
「
権

威
勾
配

が
弱

す
ぎ

る
（
又

は
、
緩

す
ぎ

る
）
」

と
言

う
。
安

全
確
保

・
事
故

防
止

に
は

適
切
な

権
威
勾

配
が
必

要
で

あ
る
。
（「

大
川
小

学
校
事

故
検
証

報
告

書
（

平
成

26
年

2
月
）
」

よ
り

）
 

15
 一

次
救
命

処
置

（
B

as
ic

 L
ife

 S
up

po
rt
）

は
、
心
臓

や
呼

吸
が
止

ま
っ
て

し
ま

っ
た

人
を

助
け
る

た
め
に

心
肺
蘇

生
を

行
っ

た
り

、
A

E
D
（

自

動
体

外
式
除
細

動
器

）
を
使

っ
た
り

す
る

緊
急

の
処

置
の
こ

と
。
食

べ
物
な

ど
喉

に
詰

ま
っ

た
物
を

取
り
除

く
た
め

の
方

法
（

気
道

異
物
除

去

法
）

も
一
次
救

命
処

置
に
含

ま
れ
る

。
 

－ 40 －
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２

．
家

庭
、

地
域

、
関

係
機

関
等

と
の

連
携

・
協

働
に

よ
る

学
校

安
全

の
推

進
 

（
１

）
家

庭
、

地
域

と
の

連
携

・
協

働
の

推
進

  
 

登
下

校
の

見
守

り
を

は
じ

め
と

す
る

児
童

生
徒

等
を

取
り

巻
く

学
校

安
全

上
の

課
題

に
対

し

て
、
学

校
や

教
職

員
が

そ
の

全
て

を
担

う
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。
特

に
、
平

素
か

ら
の

学
校

と
家

庭
・
地

域
と

の
関

係
づ

く
り

が
非

常
時

に
児

童
生

徒
等

の
命

や
安

全
を

守
る

こ
と

に
つ

な
が

る
こ

と
か

ら
も

、
家

庭
や

地
域

と
の

連
携

・
協

働
の

推
進

が
不

可
欠

で
あ

る
。

 
ま

た
、
「

子
供

の
安

全
」

に
つ

い
て

、
学

校
と

児
童

生
徒

等
・

家
庭

・
地

域
の

関
係

者
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
確

認
す

る
場

を
設

け
る

こ
と

で
、
例

え
ば

、
地

域
ご

と
に

実
施

さ
れ

る
防

災
訓

練
に

お
い

て
児

童
生

徒
等

の
役

割
が

設
定

さ
れ

、
児

童
生

徒
等

が
主

体
的

に
安

全
の

確
保

に
向

け
て

取

り
組

む
こ

と
に

つ
な

が
る

な
ど

、
学

校
と

地
域

の
連

携
・
協

働
と

学
校

安
全

の
双

方
が

推
進

さ
れ

る
こ

と
も

期
待

で
き

る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
学

校
は

、
例

え
ば

、
地

域
学

校
安

全
委

員
会

や
学

校
警

察
連

絡
協

議
会

等
の

設
置
・

活
用

や
、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
（

学
校

運
営

協
議

会
制

度
）
や

地
域

学
校

協
働

活
動

16
な

ど
の

学
校

と
地

域
の

連
携
・
協

働
の

仕
組

み
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、
地

域
の

関
係

者
と

の
情

報
共

有
や

意
見

交
換

を
日

常
的

に
行

う
こ

と
や

、
学

校
安

全
の

観
点

を
組

み
入

れ
た

学
校

運
営

や

地
域

ぐ
る

み
で

の
防

犯
・

交
通

安
全

・
防

災
等

の
取

組
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

国
は

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
等

の
仕

組
み

を
活

用
し

た
学

校
と

地
域

の
連

携
・
協

働
に

よ
る

安
全

教
育

の
充

実
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
学

校
安

全
に

関
す

る
知

識
・
経

験
を

有
す

る
地

域
人

材
の

育
成

を
支

援
す

る
。
ま

た
、
国

は
、
学

校
に

お
け

る
学

校
安

全
の

取
組

の
質

の
向

上
に

向
け

た
専

門
的

知
見

の
更

な
る

活
用

を
推

進
す

る
た

め
、
地

域
の

大
学

等
の

研
究

機
関

や
専

門
機

関
と

連
携

し
、

各
地

域
に

お
け

る
外

部
専

門
家

の
活

用
に

関
す

る
モ

デ
ル

的
な

取
組

を
支

援
す

る
。

 
ま

た
、
例

え
ば

、
学

校
で

の
安

全
点

検
や

児
童

生
徒

等
の

見
守

り
活

動
、
学

校
の

所
在

す
る

自

治
体

に
お

け
る

通
学

路
の

交
通

安
全

の
確

保
に

関
す

る
推

進
体

制
等

に
お

い
て

Ｐ
Ｔ

Ａ
等

の
参

画
を

推
進

す
る

な
ど

、
子

供
や

保
護

者
の

視
点

か
ら

の
取

組
を

推
進

す
る

。
国

は
、
子

供
の

見
守

り
活

動
等

に
参

画
す

る
地

域
の

人
材

確
保

が
課

題
と

な
っ

て
い

る
実

情
も

踏
ま

え
、
地

域
と

連
携

し
た

学
校

安
全

の
取

組
に

つ
い

て
情

報
収

集
や

調
査

研
究

等
を

行
う

こ
と

な
ど

を
通

じ
て

、
効

率

的
で

継
続

が
可

能
な

取
組

に
つ

い
て

検
討

し
、

そ
の

普
及

を
図

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
地

域
学

校
安

全
委

員
会

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
等

の
仕

組
み

を
活

用
し

て
、
地

域
と

協
働

し
て

学
校

安
全

に
取

り
組

ん
だ

学
校

数
 

・
学

校
安

全
に

関
す

る
PT

A
の

参
画

状
況

（
安

全
点

検
、

登
下

校
時

の
見

守
り

活
動

等
）

 
 （

２
）

関
係

機
関

と
の

連
携

に
よ

る
安

全
対

策
の

推
進

 
①

通
学

時
の

安
全

対
策

の
推

進
 

 

通
学

時
（

通
園

時
を

含
む

）
の

安
全

は
、
交

通
安

全
の

観
点

、
犯

罪
被

害
防

止
と

い
う

生
活

安

 
16

 地
域
学
校

協
働

活
動
と

は
、
幅

広
い
地

域
住

民
等

の
参
画

を
得
て

、
地
域

全
体

で
子

供
た

ち
の
学

び
や
成

長
を
支

え
る

と
と

も
に

、
学
校

を
核
と

し
た

地
域
づ
く

り
を

目
指
し

て
、
地

域
と

学
校

が
相

互
に
パ

ー
ト
ナ

ー
と
し

て
連

携
・

協
働

し
て
行

う
様
々

な
活
動

。
 

 

8 
 

・
校

長
、

学
校

安
全

の
中

核
を

担
う

教
職

員
に

対
す

る
研

修
の

実
施

状
況

、
実

施
体

制
 

・
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
く

教
職

員
の

実
践

的
な

訓
練

の
実

施
状

況
 

 
（

６
）

教
員

養
成

に
お

け
る

学
校

安
全

の
学

修
の

充
実

 
教

員
養

成
に

お
い

て
は

、
リ

ス
ク
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

含
む

学
校

安
全

に
つ

い
て

、
児

童
生

徒

等
や

教
職

員
の

生
命
・
心
身

を
脅

か
す

事
故
・
災

害
等

に
普

段
か

ら
備

え
、
様

々
な

場
面

に
対

応

で
き

る
危

機
管

理
の

知
識

や
視

点
を

備
え

た
人

材
育

成
が

求
め

ら
れ

る
。
現

行
の

教
職

課
程

に
お

い
て

も
、
こ

う
し

た
教

職
に

必
要

な
素

養
を

身
に

付
け

さ
せ

る
た

め
、
教

職
課

程
コ

ア
カ

リ
キ

ュ

ラ
ム

の
う

ち
、
教

育
の

基
礎

的
理

解
に

関
す

る
科

目
の

中
で

学
校

安
全

へ
の

対
応

に
つ

い
て

扱
う

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

な
が

ら
、
大

学
等

の
教

員
養

成
機

関
で

は
、
学

校
安

全
の

３
領

域

全
て

を
深

く
理

解
す

る
た

め
の

十
分

な
学

修
が

確
保

さ
れ

て
い

な
い

点
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

 
ま

た
、
教

員
養

成
段

階
に

お
い

て
は

、
学

校
安

全
の

３
領

域
を

全
て

取
り

扱
う

中
で

、
例

え
ば

、

過
去

に
発

生
し

た
重

大
な

事
件
・
事

故
・
災

害
の

事
例

を
用

い
て

正
常

性
バ

イ
ア

ス
な

ど
の

認
知

バ
イ

ア
ス

13
や

権
威

勾
配

14
な

ど
の

心
理

的
な

側
面

に
つ

い
て

も
学

修
し

、
学

校
管

理
下

に
お

い

て
類

似
の

事
故

を
発

生
さ

せ
な

い
た

め
、
学

校
教

育
活

動
を

進
め

る
上

で
ど

の
よ

う
な

危
険

が
あ

る
の

か
を

イ
メ

ー
ジ

で
き

る
知

識
や

視
点

を
学

べ
る

よ
う

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
さ

ら
に

、
防

災

教
育

を
通

し
て

児
童

生
徒

等
の

ど
の

よ
う

な
資

質
・
能

力
を

育
む

の
か

と
い

う
視

点
を

学
生

が
持

つ
こ

と
が

で
き

る
よ

う
大

学
等

は
指

導
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

国
は

、
大

学
等

の
教

員
養

成
機

関
に

対
し

、
学

校
安

全
に

関
す

る
学

修
内

容
を

充
実

す
る

よ
う

促
す

。
上

述
の

心
理

的
な

側
面

等
の

学
修

の
ほ

か
、
例

え
ば

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

に
関

し
て

学
修

す
る

中
で

学
校

安
全

を
題

材
と

し
て

取
り

扱
う

こ
と

や
、
全

て
の

教
職

を
志

す
学

生
に

応
急

救
命

措
置

の
知

識
を

付
け

さ
せ

る
た

め
A

E
D
を

用
い

た
実

習
を

含
む

一
次

救
命

措
置

（
B

LS
）

15
を

教
育

の
基

礎
的

理
解

に
関

す
る

科
目

以
外

の
科

目
に

お
い

て
外

部
講

師
を

招
い

て

実
施

す
る

こ
と

な
ど

を
含

め
た

授
業

科
目

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
を

作
成

し
、
大

学
等

へ
具

体
的

に
情

報
提

供
し

、
教

育
課

程
の

内
外

を
通

じ
た

学
校

安
全

の
学

修
の

充
実

を
推

進
す

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
教

員
養

成
機

関
に

お
け

る
、
学

校
安

全
の

取
扱

状
況
（

学
校

安
全

の
３

領
域

、
正

常
性

バ
イ

ア
ス

な
ど

の
心

理
的

な
側

面
の

リ
ス

ク
要

因
の

取
扱

い
等

）
 

・
教

員
養

成
機

関
に

お
け

る
、
Ａ

Ｅ
Ｄ

を
用

い
た

実
習

を
含

む
一

次
救

命
措

置
（

B
LS

）
の

実

施
状

況
 

 
13

 自
分
に
と

っ
て

都
合
の

悪
い
情

報
を
無

視
し

た
り

、
過
小

評
価
し

た
り
し

て
し

ま
う

「
正

常
性
バ

イ
ア
ス

」
の
ほ

か
、

周
囲

に
い

る
他
者

に
同
調

し
て

避
難
な
ど

の
対

応
が
遅

れ
て
し

ま
う

「
集

団
同

調
性
バ

イ
ア
ス

」、
こ

れ
ま

で
の

経
験

が
合
理

的
な
判

断
を
妨

げ
る

「
経

験
バ

イ
ア
ス

」
な
ど

が
考

え
ら
れ
る

。
 

14
 権

威
勾
配

と
は

、
職
位

や
経
験

に
お
け

る
上

位
者

と
下
位

者
の
間

の
権
威

の
差

で
あ

る
。

例
え
ば

、
ベ
テ

ラ
ン
と

新
人

の
組

み
合

わ
せ
で

、
ベ
テ

ラ
ン

の
判
断
に

新
人

が
疑
問

を
感
じ

て
も

そ
れ

を
指

摘
で
き

な
い
雰

囲
気
が

あ
る

場
合
、
「

権
威

勾
配
が

強
す
ぎ

る
（
又

は
、

急
す

ぎ
る
）
」
と

い

う
。

逆
に
、
上

長
と

部
下
の

関
係
が

対
等

で
、

緊
急

事
態
で

も
上
長

が
果
敢

な
決

断
を

で
き

な
い
状

態
は
、
「
権

威
勾
配

が
弱

す
ぎ

る
（
又

は
、
緩

す
ぎ

る
）
」

と
言

う
。
安

全
確
保

・
事
故

防
止

に
は

適
切
な

権
威
勾

配
が
必

要
で

あ
る
。
（「

大
川
小

学
校
事

故
検
証

報
告

書
（

平
成

26
年

2
月
）
」

よ
り

）
 

15
 一

次
救
命

処
置

（
B

as
ic

 L
ife

 S
up

po
rt
）

は
、
心
臓

や
呼

吸
が
止

ま
っ
て

し
ま

っ
た

人
を

助
け
る

た
め
に

心
肺
蘇

生
を

行
っ

た
り

、
A

E
D
（

自

動
体

外
式
除
細

動
器

）
を
使

っ
た
り

す
る

緊
急

の
処

置
の
こ

と
。
食

べ
物
な

ど
喉

に
詰

ま
っ

た
物
を

取
り
除

く
た
め

の
方

法
（

気
道

異
物
除

去

法
）

も
一
次
救

命
処

置
に
含

ま
れ
る

。
 

－ 40 －
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律
19
」
及

び
「

青
少

年
が

安
全

に
安

心
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
利

用
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め

の
施

策
に

関
す

る
基

本
的

な
計

画
（

第
５

次
）
」

に
基

づ
き

、
関

係
府

省
庁

が
協

力
し

な
が

ら
、

平
成

29
年

法
改

正
を

踏
ま

え
た

フ
ィ

ル
タ

リ
ン

グ
の

利
用

率
向

上
の

た
め

の
取

組
の

更
な

る
推

進
、
青

少
年

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
適

切
に

活
用

す
る

能
力

の
向

上
促

進
、
ペ

ア
レ

ン
タ

ル
コ

ン

ト
ロ

ー
ル

に
よ

る
対

応
の

推
進

等
、
青

少
年

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

利
用

環
境

の
整

備
に

関
す

る
施

策
を

総
合

的
に

推
進

す
る

20
。
ま

た
、
痴

漢
等

の
性

被
害

対
策

に
つ

い
て

は
、
国

は
、
令

和
２

年

６
月

に
決

定
し

た
「

性
犯

罪
・
性

暴
力

対
策

の
強

化
の

方
針

」
に

基
づ

き
、
学

校
に

お
け

る
被

害

防
止

教
育

や
関

係
機

関
と

連
携

し
た

広
報

啓
発

活
動

等
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、
性

暴
力

の
予

防
啓

発
や

周
り

か
ら

の
声

掛
け

の
必

要
性

等
の

啓
発

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、
被

害
に

関
す

る
相

談
先

の
周

知
を

図
る

な
ど

、
被

害
の

根
絶

に
向

け
た

取
組

を
促

進
す

る
。

 
 

③
災

害
発

生
時

の
避

難
所

運
営

に
係

る
取

組
 

災
害

時
に

お
い

て
避

難
所

の
円

滑
な

開
設
・
運

営
21
を

図
る

た
め

に
は

、
避

難
所

の
運

営
主

体

と
な

る
市

町
村

の
防

災
担

当
部

局
等

と
避

難
所

と
し

て
の

活
用

が
予

定
さ

れ
る

学
校

、
地

域
の

防

災
組

織
（

自
主

防
災

組
織

等
）

な
ど

と
平

時
か

ら
連

携
を

深
め

て
お

く
こ

と
が

不
可

欠
で

あ
る

。
 

特
に

、
避

難
所

の
円

滑
な

開
設
・
運

営
に

当
た

っ
て
は

、
予

め
学

校
施

設
の

避
難

所
と

し
て

の

利
用

方
法

を
決

め
て

お
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
地

域
の

状
況

に
応

じ
、
学

校
の

教
育

活
動

の
再

開
・
継

続
に

支
障

の
な

い
範

囲
で

、
要

配
慮

者
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

、
熱

中
症

対
策

等
を

図
る

た
め

の
体

育
館
・
特
別

教
室
・
普

通
教

室
の

利
用

、
避

難
者

及
び

避
難

所
の

運
営

に
資

す
る

活
動

を
行

う
者

の
校

内
通

信
環

境
の

利
用

等
に

つ
い

て
協

議
し

、
共

通
認

識
を

構
築

す
る

こ
と

が

望
ま

し
い

。
 

市
町

村
の

防
災

担
当

部
局

は
、
市

町
村

立
学

校
と

は
運

営
主

体
の

異
な

る
国

立
・
私

立
学

校
や

都
道

府
県

立
学

校
と

の
連

携
が

図
ら

れ
る

よ
う

留
意

す
る

。
 

ま
た

、
特

別
支

援
学

校
は

、
障

害
の

あ
る

児
童

生
徒

等
と

そ
の

家
族

の
指

定
福

祉
避

難
所

と
な

り
、

直
接

の
避

難
先

と
な

り
得

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る

。
 

国
は

、
学

校
に

お
け

る
取

組
状

況
を

把
握

し
た

上
で

、
関

係
府

省
庁

が
連

携
し

、
災

害
発

生
時

の
避

難
所

の
円

滑
な

開
設

・
運

営
が

行
わ

れ
る

よ
う

必
要

な
対

策
を

行
う

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

・
地

域
住

民
の

避
難

受
入

れ
時

の
対

応
に

つ
い

て
地

域
の

関
係

機
関

と
協

議
し

て
い

る
学

校

の
割

合
 

 
３

．
学

校
に

お
け

る
安

全
に

関
す

る
教

育
の

充
実

 
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

目
標

は
、
日

常
生

活
全

般
に

お
け

る
安

全
確

保
の

た
め

に
必

要
な

事

 
19

 平
成

20
年
法
律
第

79
条

 
20

 「
こ
ど
も

政
策

の
新
た

な
推
進

体
制
に

関
す

る
基

本
方
針

～
こ
ど

も
ま
ん

な
か

社
会

を
目

指
す
こ

ど
も
家

庭
庁
の

創
設

～
」（

令
和
３

年
12

月
21

日
閣

議
決
定
）

に
お

い
て
は

、
こ
ど

も
家

庭
庁

が
内

閣
府
か

ら
の
移

管
を
受

け
、

こ
ど

も
が

安
全
に

安
心
し

て
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用
で

き
る

環
境

整
備
を
担

う
こ

と
と
さ

れ
て
い

る
。

 
21

 大
規
模
災

害
の

発
生
時

に
お
け

る
学
校

の
教

職
員

の
第
一

義
的
な

役
割
は

、
児

童
生

徒
の

安
全
確

保
と
と

も
に
、

児
童

生
徒

等
の

安
否
確

認
と
学

校
教

育
活
動
の

早
期

正
常
化

に
取
り

組
む

こ
と

で
あ

り
、
避

難
所
の

運
営
に

つ
い

て
は

、
一

義
的
に

は
、
市

町
村
の

防
災

担
当

部
局

等
が
責

任
を

負
う

も
の
で
あ

る
。
（
平

成
29

年
１
月

20
日

文
部
科

学
省

初
等
中

等
教
育
局

長
通

知
）

 

 

10
 

 

全
の

観
点

、
災

害
発

生
時

の
災

害
安

全
の

そ
れ

ぞ
れ

の
観

点
か

ら
の

対
策

が
必

要
で

あ
る

。
 

通
学

路
の

交
通

安
全

の
確

保
に

向
け

た
取

組
と

し
て

、
文

部
科

学
省

、
国

土
交

通
省

、
警

察
庁

が
連

携
し

、
教

育
委

員
会

、
学

校
、

PT
A
、
警

察
、
道

路
管

理
者

等
に

お
け

る
、
地

域
ご

と
の

通

学
路

の
交

通
安

全
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
方

針
（

通
学

路
交

通
安

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
の

策
定

や
、

そ
れ

に
基

づ
く

取
組

を
継

続
し

て
行

う
た

め
の

関
係

者
に

よ
る

体
制

の
構

築
等

を
推

進
し

て
い

る
。

 
通

学
中

の
児

童
生

徒
等

が
重

篤
な

被
害

に
遭

う
交

通
事

故
の

発
生

が
続

い
て

い
る

こ
と

か
ら

、

令
和

３
年

に
実

施
し

た
通

学
路

に
お

け
る

合
同

点
検

の
結

果
等

を
踏

ま
え

、
速

度
規

制
や

登
下

校

時
間

帯
に

限
っ

た
車

両
通

行
止

め
、
通

学
路

の
変

更
、
ス

ク
ー

ル
ガ

ー
ド

等
に

よ
る

登
下

校
時

の

見
守

り
活

動
の

実
施

等
に

よ
る

ソ
フ

ト
面

で
の

対
策

に
加

え
、
歩

道
や

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

、
信

号
機

、

横
断

歩
道

等
の

交
通

安
全

施
設

等
の

整
備

等
に

よ
る

ハ
ー

ド
面

で
の

対
策

を
適

切
に

組
み

合
わ

せ
る

な
ど

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

効
果

的
な

対
策

を
関

係
機

関
が

連
携

し
て

実
施

し
、
児

童
生

徒
等

の
安

全
な

通
行

を
確

保
す

る
た

め
の

道
路

交
通

環
境

を
整

備
す

る
。
国

は
、
こ

れ
ら

の
対

策

状
況

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
関

係
府

省
庁

が
連

携
し

て
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
通

学
路

に
隣

接
す

る
家

屋
等

の
倒

壊
の

危
険

性
へ

の
対

処
な

ど
、
道

路
管

理
者

や
管

轄

警
察

署
と

連
携

し
た

対
策

で
は

解
決

す
る

こ
と

が
困

難
な

通
学

路
の

危
険

箇
所

が
存

在
し

て
い

る
こ

と
等

か
ら

、
国

は
、
各

地
域

の
通

学
路

の
安

全
に

係
る

取
組

、
交

通
安

全
の

確
保

に
関

す
る

推
進

体
制

や
通

学
路

交
通

安
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

状
況

等
に

つ
い

て
実

態
を

把
握

し
、
効

果
的

な
事

例
等

に
つ

い
て

収
集
・
周
知

す
る

こ
と

等
に

よ
り

、
各

自
治

体
に

お
け

る
関

係
機

関
が

連
携

し
た

取
組

の
強

化
・

活
性

化
を

推
進

す
る

。
 

こ
れ

ら
の

取
組

と
と

も
に

、
発

達
段

階
に

応
じ

て
、
児

童
生

徒
等

が
通

学
中

の
様

々
な

状
況

に

対
応

す
る

力
を

身
に

付
け

る
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。
特

に
、
自

転
車

利
用

時
に

お
い

て
児

童
生

徒

等
が

事
故

の
被

害
者

に
も

加
害

者
に

も
な

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
自

転
車

の
安

全
利

用
の

推
進

に

取
り

組
む

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
国

は
、
児

童
生

徒
等

が
通

学
時

に
お

い
て

も
自

転
車

を
安

全
に

利
用

す
る

こ
と

や
、
自

ら
危

険
を

予
測

し
、
回

避
で

き
る

力
を

身
に

付
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

関
係

機
関

等
の

協
力

を
得

つ
つ

、
効

果
的

な
安

全
教

育
の

手
法

の
普

及
を

図
る

。
 

防
犯

の
観

点
か

ら
の

通
学

時
の

子
供

の
安

全
確

保
に

つ
い

て
は

、
国

は
、
登

下
校

防
犯

プ
ラ

ン
17
に

掲
げ

る
各

施
策

を
引

き
続

き
実

施
す

る
18
。

 
 

＜
主

要
指

標
＞

 
・

市
町

村
通

学
路

交
通

安
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

策
定

状
況

 
・

各
市

町
村

の
通

学
路

交
通

安
全

の
確

保
に

関
す

る
推

進
体

制
に

お
け

る
取

組
状

況
 

 ②
防

犯
対

策
に

お
け

る
取

組
 

近
年

増
加

傾
向

に
あ

る
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
起

因
す

る
児

童
生

徒
等

へ
の

被
害

へ
の

対
策

と
し

て
、
国

は
、

「
青

少
年

が
安

全
に

安
心

し
て

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

で
き

る
環

境
の

整
備

等
に

関
す

る
法

 
17

 「
登
下
校

防
犯

プ
ラ
ン

」（
平
成

30
年

6
月

22
日

 
登
下

校
時

の
子
供

の
安

全
確

保
に

関
す
る

関
係
閣

僚
会
議

決
定

）
 

18
 「

こ
ど
も

政
策

の
新
た

な
推
進

体
制
に

関
す

る
基

本
方
針

～
こ
ど

も
ま
ん

な
か

社
会

を
目

指
す
こ

ど
も
家

庭
庁
の

創
設

～
」（

令
和
３

年
12

月
21

日
閣

議
決
定
）

に
お

い
て
は

、
令
和

５
年

度
の

で
き

る
限
り

早
い
時

期
に
「

こ
ど

も
家

庭
庁

」
を
創

設
し
、

同
庁
に

お
い

て
内

閣
官

房
か
ら

の
移

管
を

受
け
、
登

下
校

の
安
全

や
犯
罪

か
ら

こ
ど

も
を

守
る
取

組
を
進

め
る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

 

－ 41 －



 

13
 

 

は
、

学
校

の
所

在
地

に
関

わ
ら

ず
取

組
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

ま
た

、
首

都
直

下
地

震
や

南
海

ト
ラ

フ
地

震
な

ど
の

大
規

模
災

害
の

発
生

が
懸

念
さ

れ
て

い
る

だ
け

で
な

く
、
近

年
は

気
候

変
動

等
の

影
響

も
受

け
た

、
豪

雨
、
台

風
に

よ
る

河
川

の
氾

濫
、
土

砂
崩

れ
な

ど
の

気
象

災
害

の
激

甚
化
・
頻

発
化

、
さ

ら
に

は
火

山
災

害
な

ど
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

各
自

治
体

に
お

い
て

は
、
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
、
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
適

時
適

切
に

見

直
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
学

校
に

お
い

て
は

、
こ
れ

ら
の

最
新

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

な
ど

も
活

用
し

た
事

前
防

災
の

体
制

強
化

及
び

実
践

的
な

防
災

教
育

の
推

進
が

喫
緊

の
課

題
と

し
て

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 
防

災
教

育
は

、
単

に
生

命
を

守
る

技
術

の
教

育
と

し
て

狭
く

捉
え

る
の

で
は

な
く

、
ど

の
よ

う

な
児

童
生

徒
等

の
資

質
・
能

力
を

育
み

た
い

の
か

と
い

う
視

点
か

ら
「

防
災

を
通

し
た

教
育

」
と

広
く

捉
え

る
こ

と
も

必
要

で
あ

る
。
防

災
教

育
に

は
、
災

害
時

に
自

分
と

周
囲

の
人

の
命

を
守

る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
と

い
う

効
果

と
と

も
に

、
児

童
生

徒
等

の
主

体
性

や
社

会
性

、
郷

土

愛
や

地
域

を
担

う
意

識
を

育
む

効
果

や
、
地

域
と

学
校

が
連

携
し

て
防

災
教

育
に

取
り

組
む

こ
と

を
通

じ
て

大
人

が
心

を
動

か
さ

れ
、
地

域
の

防
災

力
を

高
め

る
効

果
も

期
待

さ
れ

る
。
自

然
災

害

に
関

す
る

教
育

を
行

う
際

に
は

、
自

然
が

も
た

ら
す

恩
恵

な
ど

に
つ

い
て

触
れ

る
こ

と
に

よ
り

、

児
童

生
徒

等
が

自
身

の
暮

ら
す

地
域

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
へ

の
配

慮
も

必
要

で
あ

る
。

 
新

学
習

指
導

要
領

に
お

い
て
「

社
会

に
開

か
れ

た
教

育
課

程
」
の

実
現

を
図

る
23
こ

と
と

さ
れ

る
中

、
防

災
教

育
に

つ
い

て
も

、
地

域
の

防
災

リ
ー

ダ
ー

な
ど

の
資

格
者

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど

の
人

材
、
公

民
館

に
お

け
る

防
災

講
座

な
ど

も
教

育
資

源
と

し
て

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

消
防

署
と

学
校

の
連

携
の

み
な

ら
ず

、
地

域
に

密
着

し
て
「

共
助

」
の

役
割

を
担

っ
て

い
る

消
防

団
、
自

主
防

災
組

織
、
自

治
会

や
ま

ち
づ

く
り

組
織

等
の

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
活

動
と

、
学

校

に
お

け
る

防
災

教
育

を
関

連
付

け
る

こ
と

や
、

防
災

・
減

災
に

専
門

性
を

持
つ

大
学

・
N

PO
等

が
学

校
に

お
け

る
避

難
訓

練
を

は
じ

め
と

す
る

防
災

教
育

に
参

画
す

る
な

ど
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

防
災

教
育

を
進

め
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た

、
避

難
訓

練
に

つ
い

て
は

、
例

え
ば

、
大

地
震

の
発

生
を

想
定

し
た

訓
練

で
は

、
余

震
等

を
伴

う
こ

と
を

訓
練

で
再

現
し

て
い

る
か

、
高

確
率

で
停

電
が

発
生

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
校

内

放
送

を
使

用
し

な
い

訓
練

を
行

っ
て

い
る

か
、
悪

天
候

時
や

揺
れ

の
渦

中
な

ど
校

庭
に

集
合

す
る

こ
と

が
合

理
的

で
は

な
い

場
合

を
想

定
し

て
訓

練
を

行
っ

て
い

る
か

な
ど

、
学

校
現

場
に

お
け

る

訓
練

が
現

実
的

な
も

の
と

な
っ

て
い

な
い

こ
と

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
災

害
の

発
生

が
学

校
の

教

育
活

動
中

で
は

な
い

場
合

も
想

定
し

、
児

童
生

徒
等

が
様

々
な

場
所

に
い

る
場

合
に

も
自

ら
の

判

断
で

安
全

に
対

処
で

き
る

力
を

身
に

付
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
児

童
生

徒
等

が
安

全
教

育

で
身

に
付

け
た

力
を

発
揮

し
行

動
す

る
場

と
し

て
避

難
訓

練
を

位
置

付
け

、
訓

練
を

通
し

て
児

童

生
徒

等
が

自
ら

の
行

動
を

振
り

返
り

課
題

を
見

付
け

改
善

を
図

る
課

題
解

決
の

学
習

の
流

れ
と

な
る

よ
う

意
図

的
計

画
的

に
実

施
し

、
よ

り
実

効
性

の
あ

る
訓

練
に

な
る

よ
う

見
直

し
を

図
る

必

要
が

あ
る

。
 

 
23

 よ
り
よ
い

学
校

教
育
を

通
し
て

よ
り
よ

い
社

会
を

創
る
と

い
う
理

念
を
学

校
と

社
会

と
が

共
有
し

、
ど
の

よ
う
な

資
質

・
能

力
を

身
に
付

け
ら
れ

る
よ

う
に
す
る

の
か

を
明
確

に
し
な

が
ら

、
学

校
教

育
を
学

校
内
に

閉
じ
ず

、
地

域
の

人
的

・
物
的

資
源
も

活
用
し

、
社

会
と

の
連

携
及
び

協
働

に
よ

り
そ
の
実

現
を

図
る
こ

と
。

 

 

12
 

 項
を

実
践

的
に

理
解

し
、
自

他
の

生
命

尊
重

を
基

盤
と

し
て

、
生

涯
を

通
じ

て
安

全
な

生
活

を
送

る

基
礎

を
培

う
と

と
も

に
、

進
ん

で
安

全
で

安
心

な
社

会
づ

く
り

に
参

加
し

貢
献

で
き

る
よ

う
な

資

質
・

能
力

22
を

育
成

す
る

こ
と

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

 
各

学
校

で
は

、
新

学
習

指
導

要
領

に
お

い
て

重
視

し
て

い
る

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

考
え

方
を

生
か

し
な

が
ら

、
児

童
生

徒
等

や
学

校
、
地

域
の

実
態

及
び

児
童

生
徒

等
の

発
達

の
段

階

を
考

慮
し

て
、
学

校
の

特
色

を
生

か
し

た
安

全
教

育
の

目
標

や
指

導
の

重
点

を
設

定
し

、
教

育
課

程

を
編

成
・
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
各

学
校

に
お

い
て

管
理

職
や

教
職

員
の

共
通

理
解

を
図

り
な

が
ら

、
安

全
教

育
を

積
極

的
に

推
進

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
 

（
１

）
安

全
教

育
に

係
る

時
間

の
確

保
 

我
が

国
は

、
地

震
、
津

波
、
豪

雨
な

ど
に

よ
る

自
然

災
害

の
発

生
が

国
土

の
面

積
に

比
し

て
非

常
に

多
く

、
い

つ
ど

こ
で

暮
ら

し
て

い
て

も
自

然
災

害
に

遭
う

可
能

性
が

あ
る

。
一

度
発

生
す

れ

ば
甚

大
な

被
害

を
被

る
自

然
災

害
か

ら
命

を
守

る
た

め
の

安
全

教
育

の
重

要
性

に
つ

い
て

学
校

関
係

者
は

改
め

て
認

識
を

強
く

持
つ

べ
き

で
あ

る
。

 
安

全
教

育
に

お
い

て
は

、
児

童
生

徒
等

が
い

か
な

る
状

況
下

で
も

自
ら

の
命

を
守

り
抜

き
、
安

全
で

安
心

な
生

活
や

社
会

を
実

現
す

る
た

め
に

主
体

的
に

行
動

す
る

態
度

を
育

成
す

る
こ

と
や

、

東
日

本
大

震
災

の
教

訓
も

踏
ま

え
、
児

童
生

徒
等

が
危

険
を

予
測

し
、
回

避
す

る
能

力
を

育
成

す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

た
め

の
時

間
の

確
保

に
つ

い
て

は
、
そ

の

必
要

性
が

第
１

次
計

画
の

策
定

時
か

ら
指

摘
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
地

域
に

よ
っ

て
は

、

安
全

教
育

に
取

り
組

む
時

間
数

を
設

定
す

る
こ

と
を

推
進

す
る

取
組

も
見

ら
れ

て
い

る
。

 
国

は
、
学

習
指

導
要

領
の

下
、
各

学
校

に
お

け
る

安
全

教
育

が
保

健
体

育
を

は
じ

め
関

連
す

る

教
科

等
で

体
系

的
に

実
施

さ
れ

、
そ

の
指

導
の

充
実

が
図

ら
れ

る
よ

う
、
好

事
例

を
周

知
す

る
こ

と
や
「

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
に

係
る

取
組

状
況

調
査

」
に

お
い

て
実

施
状

況
等

を
定

期
的

に
把

握
し

、
公

表
し

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
各

学
校

が
学

校
安

全
計

画
に

安
全

教
育

を
取

り

扱
う

時
間

を
適

切
に

位
置

付
け

、
年

間
の

指
導

時
間

の
確

保
に

取
り

組
む

こ
と

を
推

進
す

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
学

校
安

全
計

画
に

位
置

付
け

て
計

画
的

に
行

わ
れ

る
、

安
全

教
育

の
指

導
時

間
の

状
況

 
 

（
２

）
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
た

実
践

的
な

防
災

教
育

の
充

実
  

（
防

災
教

育
の

重
要

性
・

必
要

性
）

 
甚

大
な

被
害

を
も

た
ら

し
た

東
日

本
大

震
災

か
ら

10
年

余
り

が
経

過
し

、
震

災
の

記
憶

が
風

化
し

取
組

の
優

先
順

位
が

低
下

す
る

こ
と

が
危

惧
さ

れ
て

い
る

。
日

本
国

内
は

、
い

か
な

る
場

所

に
お

い
て

も
大

き
な

地
震

が
起

こ
り

得
る

も
の

で
あ

り
、
予

期
せ

ぬ
地

震
の

発
生

に
対

す
る

備
え

 
22
「

学
校

安
全
資

料
 

「
生
き
る

力
」

を
は

ぐ
く

む
学

校
で
の

安
全
教

育
」

27
頁

参
照

。
具
体

的
に

は
、
①

様
々
な

自
然

災
害

や
事

件
・
事

故
等
の

危
険

性
、
安
全

で
安

心
な
社

会
づ
く

り
の

意
義

を
理

解
し
、

安
全
な

生
活
を

実
現

す
る

た
め

に
必
要

な
知
識

や
技
能

を
身

に
付

け
て

い
る
こ

と
。

（
知

識
・
技
能
）
、

②
自

ら
の
安

全
の
状

況
を

適
切

に
評
価

す
る
と

と
も
に

、
必

要
な

情
報

を
収
集

し
、
安

全
な
生

活
を

実
現

す
る

た
め
に

何
が
必

要
か

を
考
え
、

適
切

に
意
思

決
定
し

、
行

動
す

る
た

め
に
必

要
な
力

を
身
に

付
け

て
い

る
こ

と
（
思

考
力
・

判
断
力

・
表

現
力

等
）
、
③

安
全
に

関

す
る

様
々
な
課

題
に

関
心
を

も
ち
、

主
体

的
に

自
他

の
安
全

な
生
活

を
実
現

し
よ

う
と

し
た

り
、
安

全
で
安

心
な
社

会
づ

く
り

に
貢

献
し
よ

う
と

し
た

り
す
る
態

度
を

身
に
付

け
て
い

る
こ

と
（

学
び

に
向
か

う
力
・

人
間
性

等
）
。
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13
 

 

は
、

学
校

の
所

在
地

に
関

わ
ら

ず
取

組
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

ま
た

、
首

都
直

下
地

震
や

南
海

ト
ラ

フ
地

震
な

ど
の

大
規

模
災

害
の

発
生

が
懸

念
さ

れ
て

い
る

だ
け

で
な

く
、
近

年
は

気
候

変
動

等
の

影
響

も
受

け
た

、
豪

雨
、
台

風
に

よ
る

河
川

の
氾

濫
、
土

砂
崩

れ
な

ど
の

気
象

災
害

の
激

甚
化
・
頻

発
化

、
さ

ら
に

は
火

山
災

害
な

ど
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

各
自

治
体

に
お

い
て

は
、
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
、
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
適

時
適

切
に

見

直
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
学

校
に

お
い

て
は

、
こ
れ

ら
の

最
新

の
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

な
ど

も
活

用
し

た
事

前
防

災
の

体
制

強
化

及
び

実
践

的
な

防
災

教
育

の
推

進
が

喫
緊

の
課

題
と

し
て

求
め

ら
れ

て
い

る
。

 
防

災
教

育
は

、
単

に
生

命
を

守
る

技
術

の
教

育
と

し
て

狭
く

捉
え

る
の

で
は

な
く

、
ど

の
よ

う

な
児

童
生

徒
等

の
資

質
・
能

力
を

育
み

た
い

の
か

と
い

う
視

点
か

ら
「

防
災

を
通

し
た

教
育

」
と

広
く

捉
え

る
こ

と
も

必
要

で
あ

る
。
防

災
教

育
に

は
、
災

害
時

に
自

分
と

周
囲

の
人

の
命

を
守

る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
な

る
と

い
う

効
果

と
と

も
に

、
児

童
生

徒
等

の
主

体
性

や
社

会
性

、
郷

土

愛
や

地
域

を
担

う
意

識
を

育
む

効
果

や
、
地

域
と

学
校

が
連

携
し

て
防

災
教

育
に

取
り

組
む

こ
と

を
通

じ
て

大
人

が
心

を
動

か
さ

れ
、
地

域
の

防
災

力
を

高
め

る
効

果
も

期
待

さ
れ

る
。
自

然
災

害

に
関

す
る

教
育

を
行

う
際

に
は

、
自

然
が

も
た

ら
す

恩
恵

な
ど

に
つ

い
て

触
れ

る
こ

と
に

よ
り

、

児
童

生
徒

等
が

自
身

の
暮

ら
す

地
域

に
対

す
る

理
解

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
へ

の
配

慮
も

必
要

で
あ

る
。

 
新

学
習

指
導

要
領

に
お

い
て
「

社
会

に
開

か
れ

た
教

育
課

程
」
の

実
現

を
図

る
23
こ

と
と

さ
れ

る
中

、
防

災
教

育
に

つ
い

て
も

、
地

域
の

防
災

リ
ー

ダ
ー

な
ど

の
資

格
者

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど

の
人

材
、
公

民
館

に
お

け
る

防
災

講
座

な
ど

も
教

育
資

源
と

し
て

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

消
防

署
と

学
校

の
連

携
の

み
な

ら
ず

、
地

域
に

密
着

し
て
「

共
助

」
の

役
割

を
担

っ
て

い
る

消
防

団
、
自

主
防

災
組

織
、
自

治
会

や
ま

ち
づ

く
り

組
織

等
の

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
活

動
と

、
学

校

に
お

け
る

防
災

教
育

を
関

連
付

け
る

こ
と

や
、

防
災

・
減

災
に

専
門

性
を

持
つ

大
学

・
N

PO
等

が
学

校
に

お
け

る
避

難
訓

練
を

は
じ

め
と

す
る

防
災

教
育

に
参

画
す

る
な

ど
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

防
災

教
育

を
進

め
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

ま
た

、
避

難
訓

練
に

つ
い

て
は

、
例

え
ば

、
大

地
震

の
発

生
を

想
定

し
た

訓
練

で
は

、
余

震
等

を
伴

う
こ

と
を

訓
練

で
再

現
し

て
い

る
か

、
高

確
率

で
停

電
が

発
生

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
校

内

放
送

を
使

用
し

な
い

訓
練

を
行

っ
て

い
る

か
、
悪

天
候

時
や

揺
れ

の
渦

中
な

ど
校

庭
に

集
合

す
る

こ
と

が
合

理
的

で
は

な
い

場
合

を
想

定
し

て
訓

練
を

行
っ

て
い

る
か

な
ど

、
学

校
現

場
に

お
け

る

訓
練

が
現

実
的

な
も

の
と

な
っ

て
い

な
い

こ
と

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

。
災

害
の

発
生

が
学

校
の

教

育
活

動
中

で
は

な
い

場
合

も
想

定
し

、
児

童
生

徒
等

が
様

々
な

場
所

に
い

る
場

合
に

も
自

ら
の

判

断
で

安
全

に
対

処
で

き
る

力
を

身
に

付
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
児

童
生

徒
等

が
安

全
教

育

で
身

に
付

け
た

力
を

発
揮

し
行

動
す

る
場

と
し

て
避

難
訓

練
を

位
置

付
け

、
訓

練
を

通
し

て
児

童

生
徒

等
が

自
ら

の
行

動
を

振
り

返
り

課
題

を
見

付
け

改
善

を
図

る
課

題
解

決
の

学
習

の
流

れ
と

な
る

よ
う

意
図

的
計

画
的

に
実

施
し

、
よ

り
実

効
性

の
あ

る
訓

練
に

な
る

よ
う

見
直

し
を

図
る

必

要
が

あ
る

。
 

 
23

 よ
り
よ
い

学
校

教
育
を

通
し
て

よ
り
よ

い
社

会
を

創
る
と

い
う
理

念
を
学

校
と

社
会

と
が

共
有
し

、
ど
の

よ
う
な

資
質

・
能

力
を

身
に
付

け
ら
れ

る
よ

う
に
す
る

の
か

を
明
確

に
し
な

が
ら

、
学

校
教

育
を
学

校
内
に

閉
じ
ず

、
地

域
の

人
的

・
物
的

資
源
も

活
用
し

、
社

会
と

の
連

携
及
び

協
働

に
よ

り
そ
の
実

現
を

図
る
こ

と
。

 

 

12
 

 項
を

実
践

的
に

理
解

し
、
自

他
の

生
命

尊
重

を
基

盤
と

し
て

、
生

涯
を

通
じ

て
安

全
な

生
活

を
送

る

基
礎

を
培

う
と

と
も

に
、

進
ん

で
安

全
で

安
心

な
社

会
づ

く
り

に
参

加
し

貢
献

で
き

る
よ

う
な

資

質
・

能
力

22
を

育
成

す
る

こ
と

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

 
各

学
校

で
は

、
新

学
習

指
導

要
領

に
お

い
て

重
視

し
て

い
る

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

考
え

方
を

生
か

し
な

が
ら

、
児

童
生

徒
等

や
学

校
、
地

域
の

実
態

及
び

児
童

生
徒

等
の

発
達

の
段

階

を
考

慮
し

て
、
学

校
の

特
色

を
生

か
し

た
安

全
教

育
の

目
標

や
指

導
の

重
点

を
設

定
し

、
教

育
課

程

を
編

成
・
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、
各

学
校

に
お

い
て

管
理

職
や

教
職

員
の

共
通

理
解

を
図

り
な

が
ら

、
安

全
教

育
を

積
極

的
に

推
進

す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
 

（
１

）
安

全
教

育
に

係
る

時
間

の
確

保
 

我
が

国
は

、
地

震
、
津

波
、
豪

雨
な

ど
に

よ
る

自
然

災
害

の
発

生
が

国
土

の
面

積
に

比
し

て
非

常
に

多
く

、
い

つ
ど

こ
で

暮
ら

し
て

い
て

も
自

然
災

害
に

遭
う

可
能

性
が

あ
る

。
一

度
発

生
す

れ

ば
甚

大
な

被
害

を
被

る
自

然
災

害
か

ら
命

を
守

る
た

め
の

安
全

教
育

の
重

要
性

に
つ

い
て

学
校

関
係

者
は

改
め

て
認

識
を

強
く

持
つ

べ
き

で
あ

る
。

 
安

全
教

育
に

お
い

て
は

、
児

童
生

徒
等

が
い

か
な

る
状

況
下

で
も

自
ら

の
命

を
守

り
抜

き
、
安

全
で

安
心

な
生

活
や

社
会

を
実

現
す

る
た

め
に

主
体

的
に

行
動

す
る

態
度

を
育

成
す

る
こ

と
や

、

東
日

本
大

震
災

の
教

訓
も

踏
ま

え
、
児

童
生

徒
等

が
危

険
を

予
測

し
、
回

避
す

る
能

力
を

育
成

す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

た
め

の
時

間
の

確
保

に
つ

い
て

は
、
そ

の

必
要

性
が

第
１

次
計

画
の

策
定

時
か

ら
指

摘
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
地

域
に

よ
っ

て
は

、

安
全

教
育

に
取

り
組

む
時

間
数

を
設

定
す

る
こ

と
を

推
進

す
る

取
組

も
見

ら
れ

て
い

る
。

 
国

は
、
学

習
指

導
要

領
の

下
、
各

学
校

に
お

け
る

安
全

教
育

が
保

健
体

育
を

は
じ

め
関

連
す

る

教
科

等
で

体
系

的
に

実
施

さ
れ

、
そ

の
指

導
の

充
実

が
図

ら
れ

る
よ

う
、
好

事
例

を
周

知
す

る
こ

と
や
「

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
に

係
る

取
組

状
況

調
査

」
に

お
い

て
実

施
状

況
等

を
定

期
的

に
把

握
し

、
公

表
し

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
各

学
校

が
学

校
安

全
計

画
に

安
全

教
育

を
取

り

扱
う

時
間

を
適

切
に

位
置

付
け

、
年

間
の

指
導

時
間

の
確

保
に

取
り

組
む

こ
と

を
推

進
す

る
。

 
 ＜

主
要

指
標

＞
 

・
学

校
安

全
計

画
に

位
置

付
け

て
計

画
的

に
行

わ
れ

る
、

安
全

教
育

の
指

導
時

間
の

状
況

 
 

（
２

）
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
た

実
践

的
な

防
災

教
育

の
充

実
  

（
防

災
教

育
の

重
要

性
・

必
要

性
）

 
甚

大
な

被
害

を
も

た
ら

し
た

東
日

本
大

震
災

か
ら

10
年

余
り

が
経

過
し

、
震

災
の

記
憶

が
風

化
し

取
組

の
優

先
順

位
が

低
下

す
る

こ
と

が
危

惧
さ

れ
て

い
る

。
日

本
国

内
は

、
い

か
な

る
場

所

に
お

い
て

も
大

き
な

地
震

が
起

こ
り

得
る

も
の

で
あ

り
、
予

期
せ

ぬ
地

震
の

発
生

に
対

す
る

備
え

 
22
「

学
校

安
全
資

料
 

「
生
き
る

力
」

を
は

ぐ
く

む
学

校
で
の

安
全
教

育
」

27
頁

参
照

。
具
体

的
に

は
、
①

様
々
な

自
然

災
害

や
事

件
・
事

故
等
の

危
険

性
、
安
全

で
安

心
な
社

会
づ
く

り
の

意
義

を
理

解
し
、

安
全
な

生
活
を

実
現

す
る

た
め

に
必
要

な
知
識

や
技
能

を
身

に
付

け
て

い
る
こ

と
。

（
知

識
・
技
能
）
、

②
自

ら
の
安

全
の
状

況
を

適
切

に
評
価

す
る
と

と
も
に

、
必

要
な

情
報

を
収
集

し
、
安

全
な
生

活
を

実
現

す
る

た
め
に

何
が
必

要
か

を
考
え
、

適
切

に
意
思

決
定
し

、
行

動
す

る
た

め
に
必

要
な
力

を
身
に

付
け

て
い

る
こ

と
（
思

考
力
・

判
断
力

・
表

現
力

等
）
、
③

安
全
に

関

す
る

様
々
な
課

題
に

関
心
を

も
ち
、

主
体

的
に

自
他

の
安
全

な
生
活

を
実
現

し
よ

う
と

し
た

り
、
安

全
で
安

心
な
社

会
づ

く
り

に
貢

献
し
よ

う
と

し
た

り
す
る
態

度
を

身
に
付

け
て
い

る
こ

と
（

学
び

に
向
か

う
力
・

人
間
性

等
）
。
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15
 

 

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
活

用
な

ど
、

様
々

な
教

育
資

源
を

活
用

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

国
は

、
モ

デ
ル

事
業

等
を

通
じ

、
主

体
的

に
行

動
す

る
態

度
や

危
険

を
予

測
し

回
避

す
る

能
力

を
育

成
す

る
こ

と
や

、
安

全
で

安
心

な
社

会
づ

く
り

に
貢

献
す

る
意

識
を

高
め

る
こ

と
を

目
指

し

た
教

育
手

法
（

例
え

ば
、
ロ

ー
ル

プ
レ

イ
ン

グ
の

導
入

、
安

全
マ

ッ
プ

の
作

成
、
児

童
生

徒
等

が

参
加

す
る

安
全

点
検

な
ど

）
の

開
発
・
普

及
を

行
う
こ

と
に

よ
り

、
各

学
校

や
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
取

組
を

促
す

。
ま

た
、
主

体
的

に
行

動
す

る
態

度
や

共
助
・
公

助
の

視
点

を
踏

ま
え

た
安

全
教

育
が

学
校

現
場

で
円

滑
に

導
入

さ
れ

る
よ

う
、
安

全
教

育
に

関
す

る
効

果
的

な
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
や

評
価

手
法

の
開

発
を

行
い

、
指

導
に

つ
い

て
の

教
師

用
参

考
資

料
を

作
成

す
る

。
そ

の
際

、

モ
デ

ル
事

業
を

含
む

最
新

の
研

究
成

果
を

活
か

す
と

と
も

に
、
十

分
な

利
用

が
図

ら
れ

る
よ

う
積

極
的

な
情

報
提

供
に

努
め

る
。

 
安

全
教

育
を

効
果

的
に

実
施

す
る

た
め

に
は

、
体

験
活

動
を

通
じ

た
学

び
や

デ
ジ

タ
ル

技
術

を

活
用

し
た

学
び

が
有

効
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、

国
は

、
発

達
の

段
階

に
応

じ
て

、

被
災

地
を

含
め

た
様

々
な

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

の
体

験
活

動
や

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
活

用
し

た
学

び
に

よ
る

安
全

教
育

の
推

進
を

図
る

。
ま

た
、
児

童
生

徒
等

が
楽

し
く

前
向

き
に

取
り

組
め

る
よ

う
な

魅
力

的
な

授
業

事
例

、
教

職
員

が
活

用
し

や
す

い
コ

ン
パ

ク
ト

な
授

業
事

例
の

共
有

や

そ
の

推
進

を
図

る
。

 
先

進
的

な
取

組
の

支
援

を
行

う
際

に
は

、
成

果
が

特
定

の
学

校
や

地
域

に
と

ど
ま

る
こ

と
の

な

い
よ

う
、
得

ら
れ

た
知

見
を

広
く

共
有
・
普

及
し

、
全

国
に

お
け

る
安

全
教

育
の

質
的

向
上

に
つ

な
げ

る
仕

組
み

を
構

築
す

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

各
学

校
は

、
国

や
自

治
体

等
が

提
供

す
る

教
材

や
授

業
展

開
例

を
参

考
に

、
効

果
的

な
安

全
教

育
に

取
り

組
む

。
 

ま
た

、
安

全
教

育
に

つ
い

て
は

そ
の

効
果

の
検

証
も

重
要

で
あ

り
、
国

は
、
安

全
教

育
の

評
価

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

を
進

め
る

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

・
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
用

し
た

安
全

教
育

の
実

施
状

況
 

 （
４

）
幼

児
期

、
特

別
支

援
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

好
事

例
等

の
収

集
・

発
信

 
遊

び
や

生
活

を
通

し
た

総
合

的
な

指
導

を
行

う
幼

稚
園

等
に

お
い

て
安

全
教

育
を

推
進

す
る

こ
と

は
、
幼

児
自

ら
が

命
を

守
る

行
動

を
取

れ
る

よ
う

に
な

る
点

や
、
保

護
者

の
理

解
や

協
力

が

得
ら

れ
や

す
い

点
、
小

学
校

以
降

の
安

全
教

育
の

取
組

に
関

す
る

質
の

向
上

に
つ

な
げ

ら
れ

る
点

か
ら

も
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
幼

児
期

か
ら

発
達

段
階

に
応

じ
た

安
全

教
育

の
取

組
の

充
実

を

図
る

。
国

は
、
関

係
府

省
庁

が
連

携
し

、
幼

児
期

に
お

け
る

安
全

教
育

の
取

組
の

好
事

例
等

の
収

集
と

情
報

発
信

を
実

施
す

る
。

 
ま

た
、
特

別
支

援
学

校
に

お
け

る
障

害
が

あ
る

児
童

生
徒

等
へ

の
安

全
教

育
を

推
進
・
発

信
す

る
こ

と
は

、
特

別
支

援
学

級
等

で
の

安
全

教
育

の
推

進
に

も
つ

な
が

る
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

国
は

、
特

別
支

援
学

校
に

お
け

る
安

全
教

育
の

取
組

の
好

事
例

等
の

収
集

と
情

報
発

信
を

実
施

す

る
。
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さ
ら

に
、
防

災
分

野
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
を

活
用

し
た

取
組

が
進

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

れ
ま

で

以
上

に
専

門
機

関
や

関
係

機
関

の
知

見
を

活
か

し
た

防
災

教
育

を
進

め
ら

れ
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

 （
防

災
教

育
に

係
る

取
組

）
 

国
は

、
全

国
全

て
の

学
校

で
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
や

正
常

性
バ

イ
ア

ス
等

の
必

要
な

知
識

を
教

え
る

実
践

的
な

防
災

教
育

や
実

践
的

な
避

難
訓

練
を

実
施

で
き

る
よ

う
、
発

達
段

階
を

考
慮

し
た

防
災

教
育

の
手

引
き

を
新

た
に

作
成

し
周

知
す

る
。

 
ま

た
、
国

は
、
防

災
科

学
技

術
研

究
所

を
は

じ
め

と
す

る
専

門
機

関
や

関
係

機
関

の
保

有
す

る

知
見

や
研

究
成

果
を

活
用

し
、
学

校
現

場
で

活
用

し
や

す
い

教
材

や
デ

ー
タ

等
を

作
成

し
、
そ

の

普
及

を
図

る
と

と
も

に
、
特

に
幼

児
期

か
ら

の
防

災
教

育
に

つ
い

て
は

、
家

庭
に

向
け

た
情

報
伝

達
・
啓

発
を

行
う

た
め

の
ひ

な
形

も
含

め
て

幼
児

向
け

の
教

材
を

作
成

し
、
保

護
者

及
び

幼
児

に

対
す

る
防

災
教

育
の

充
実

を
図

る
。

 
さ

ら
に

、
学

校
設

置
者

や
専

門
機

関
と

協
力

し
て

、
避

難
訓

練
の

実
施

に
当

た
っ

て
の

注
意

点

や
想

定
す

べ
き

事
項

を
整

理
し

、
震

災
等

の
想

定
時

刻
や

想
定

場
所

を
限

ら
な

い
訓

練
や

余
震
・

停
電

を
想

定
し

た
訓

練
な

ど
、
学

校
に

お
け

る
実

践
的

な
避

難
訓

練
の

実
施

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
緊

急
地

震
速

報
受

信
シ

ス
テ

ム
や

遠
距

離
で

も
使

用
で

き
る

ト
ラ

ン
シ

ー
バ

ー
な

ど
災

害
発

生
時

を
想

定
し

た
環

境
整

備
に

努
め

る
。

 
国

は
、
実

践
的

な
避

難
訓

練
の

実
施

状
況

や
見

直
し

の
状

況
を

は
じ

め
と

す
る

全
国

の
学

校
の

防
災

教
育

に
関

す
る

実
施

内
容

を
定

期
的

か
つ

具
体

的
に

調
査

し
、
主

要
な

指
標

を
設

定
し

、
そ

の
状

況
を

公
表

す
る

。
 

地
方

公
共

団
体

は
、
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
を

踏
ま

え
、
教

育
委

員
会

や
学

校
と

連
携

し
な

が
ら

、

児
童

生
徒

等
が

将
来

の
地

域
防

災
力

の
担

い
手

と
な

る
よ

う
、
消

防
団

員
、
自
主

防
災

組
織

員
等

に
よ

る
講

演
や

体
験

学
習

、
防

災
訓

練
等

の
防

災
教

育
を

推
進

す
る

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

・
実

践
的

な
避

難
訓

練
の

実
施

（
余

震
の

想
定

、
停

電
時

や
悪

天
候

の
想

定
な

ど
）

 
・
地

域
の

災
害

リ
ス

ク
や

災
害

の
種

類
（

地
震

、
津

波
、
風

水
害

、
土

砂
災

害
、
雪

害
、
火

山

災
害

等
）

に
応

じ
た

安
全

教
育

の
実

施
 

・
地

域
住

民
と

の
協

働
に

よ
る

防
災

教
育
・
避

難
訓

練
の

実
施
（

消
防

団
と

の
連

携
、
避

難
所

設
営

訓
練

な
ど

）
 

 
 

（
３

）
学

校
に

お
け

る
教

育
手

法
の

改
善

  
各

学
校

に
お

い
て

は
、
児

童
生

徒
等

や
学

校
、
地

域
の

実
態

及
び

児
童

生
徒

等
の

発
達

の
段

階

を
考

慮
し

て
、
学

校
の

特
色

を
生

か
し

た
目

標
や

指
導

の
重

点
を

計
画

し
、
教

科
等

横
断

的
な

視

点
で

関
連

性
を

持
た

せ
な

が
ら

教
育

課
程

を
編

成
・

実
施

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

新
学

習
指

導
要

領
に

お
い

て
「

社
会

に
開

か
れ

た
教

育
課

程
」
の

実
現

を
図

る
こ

と
と

さ
れ

る

中
、
安

全
教

育
を

進
め

る
に

当
た

っ
て

は
、
地

域
学

校
安

全
委

員
会

や
学

校
警

察
連

絡
協

議
会

等

の
設

置
・
活

用
、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
・
ス

ク
ー

ル
（

学
校

運
営

協
議

会
制

度
）
や

地
域

学
校

協
働

活

動
な

ど
の

学
校

と
地

域
の

連
携
・
協

働
の

仕
組

み
の
活

用
、
民

間
企

業
・
団

体
等

が
提

供
す

る
教
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・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
関

す
る

安
全

教
育

の
実

施
状

況
 

・
性

犯
罪

・
性

暴
力

の
防

止
の

た
め

の
「

生
命

（
い

の
ち

）
の

安
全

教
育

」
の

実
施

状
況

 
・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
関

す
る

安
全

教
育

や
「

生
命
（

い
の

ち
）
の

安
全

教
育

」
の

学
校

安
全

計
画

へ
の

位
置

付
け

 
 ４

．
学

校
に

お
け

る
安

全
管

理
の

取
組

の
充

実
 

（
１

）
学

校
に

お
け

る
安

全
点

検
 

①
学

校
に

お
け

る
安

全
点

検
に

関
す

る
手

法
の

改
善

 

学
校

の
施

設
・
設

備
な

ど
の

安
全

点
検

に
つ

い
て

は
、
学

校
保

健
安

全
法

施
行

規
則

に
お

い
て

、

毎
学

期
１

回
以

上
、
児

童
生

徒
等

が
通

常
使

用
す

る
施

設
及

び
設

備
の

異
常

の
有

無
に

つ
い

て
系

統
的

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
26
。
各

学
校

に
お

い
て

は
、
こ

の
定

期
点

検
に

加
え

、
児

童
生

徒
等

が
過

ご
す

安
全

な
環

境
の

確
保

を
図

る
た

め
、
教

職
員

の
目

視
等

に
よ

る
日

常
的

な
点

検
が

行
わ

れ
て

い
る

27
。

 
一

方
、
児

童
生

徒
等

の
安

全
の

確
保

を
図

る
上

で
支

障
と

な
る

不
具

合
を

判
断

す
る

具
体

的
な

基
準

な
ど

、
安

全
点

検
に

関
す

る
標

準
が

明
確

で
は

な
い

点
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

今
後

、
学

校
に

お
け

る
施

設
・
設

備
の

定
期

点
検

に
関

す
る

標
準

的
な

手
法

に
つ

い
て

検
討

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
ま

た
、
国

立
教

育
政

策
研

究
所

に
よ

る
調

査
か

ら
は

、
教

職
員

と

比
較

し
て

児
童

生
徒

の
方

が
日

常
的

な
事

故
等

に
対

し
危

険
を

感
じ

る
度

合
い

が
高

い
こ

と
が

示
さ

れ
て

お
り

、
安

全
点

検
に

子
供

の
視

点
を

加
え

る
こ

と
で

、
事

故
の

要
因

に
対

す
る

気
付

き

や
学

校
内

で
の

問
題

意
識

の
共

有
を

推
進

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

国
は

、
子

供
の

視
点

を
加

え
た

安
全

点
検

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
学

校
管

理
下

で
発

生
し

た

死
亡

事
故

や
重

大
事

故
か

ら
得

ら
れ

た
情

報
を

基
に

、
類

似
の

事
故

の
発

生
を

防
ぐ

た
め

、
学

校

向
け

の
定

期
点

検
要

領
の

作
成

に
つ

い
て

、
第

３
次

計
画

期
間

中
の

可
能

な
限

り
早

期
に

検
討

し
、

そ
の

普
及

を
図

る
。

 
 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

児
童

生
徒

が
安

全
点

検
に

参
加

す
る

活
動

を
行

っ
て

い
る

学
校

数
 

 ②
学

校
設

置
者

に
よ

る
点

検
・

対
策

の
実

施
 

学
校

保
健

安
全

法
に

お
い

て
は

、
学

校
環

境
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、
校

長
に

よ
る

改
善

措

置
や

、
学

校
設

置
者

に
対

す
る

申
し

出
を

行
う

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

28
。
近

年
、
学

校
施

設

の
老

朽
化

が
進

む
中

、
老

朽
化

に
起

因
す

る
安

全
面

の
不

具
合

が
増

加
し

、
重

大
な

事
故

が
断

続

的
に

発
生

し
て

い
る

が
、
施

設
・
設

備
の

点
検

に
つ

い
て

は
、
校

長
・
教

職
員

に
よ

る
日

常
的

な

点
検

で
は

専
門

的
な

視
点

か
ら

の
判

断
は

困
難

で
あ

る
。
ま

た
、
災

害
時

に
お

い
て

も
、
発

災
直

後
の

施
設

の
安

全
点

検
等

が
迅

速
か

つ
適

切
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
学

校
設

置
者

は
、
専

門
家

と
の

連
携

な
ど

施
設
・
設

備
の

点
検

に
関

す
る

実
施

体

 
26

 学
校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
第

28
条
第
１

項
 

27
 学

校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
第

29
条

 
28

 学
校
保
健

安
全

法
第

28
条
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 （
５

）
現

代
的

課
題

へ
の

対
応

 
中

央
教

育
審

議
会

答
申

24
に

お
い

て
は

、
現

代
的

な
諸

課
題

に
対

応
し

て
求

め
ら

れ
る

資
質

・

能
力

の
一

つ
と

し
て

安
全

に
関

す
る

力
を

掲
げ

て
お

り
、
学

校
安

全
の

３
領

域
に

関
す

る
教

育
に

つ
い

て
は

教
科

等
横

断
的

に
実

施
さ

れ
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

 
学

校
安

全
の

３
領

域
に

関
す

る
従

来
の

学
習

内
容

に
加

え
て

、
児

童
生

徒
等

が
被

害
に

遭
う

SN
S

に
起

因
す

る
犯

罪
や

、
性

犯
罪

・
性

暴
力

へ
の

対
策

に
つ

い
て

は
、

現
代

的
な

課
題

と
し

て
、

安
全

教
育

の
中

で
柔

軟
に

扱
う

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

特
に

、
性

犯
罪
・
性

暴
力

対
策

に
つ

い
て

は
、
令

和
２

年
６

月
に

決
定

し
た
「

性
犯

罪
・
性

暴

力
対

策
の

強
化

の
方

針
」
に

基
づ

き
、
児

童
生

徒
等

が
巻

き
込

ま
れ

る
性

犯
罪
・
性

暴
力

の
根

絶

に
向

け
た

取
組

等
を

推
進

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、
さ

ら
に

、
教

育
職

員
等

に
よ

る
児

童
生

徒
性

暴
力

等
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
25
の

成
立

に
よ

り
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
学

校
の

設
置

者
、

学
校

、
教

育
職

員
等

そ
の

他
の

関
係

者
に

お
い

て
、

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
啓

発
を

含
め

、

児
童

生
徒

性
暴

力
等

の
防

止
等

に
関

す
る

施
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

た
。
こ

れ
ら

の
趣

旨
も

踏
ま

え
、
国

は
、
児

童
生

徒
等

が
生

命
を

大
切

に
す

る
と

と
も

に
性

犯
罪
・
性

暴
力

の
加

害

者
、
被

害
者

、
傍

観
者

に
な

ら
な

い
た

め
の
「

生
命
（

い
の

ち
）
の

安
全

教
育
」
の

一
層

の
推

進

を
図

る
こ

と
と

す
る

。
そ

の
際

、
特

別
支

援
学

校
等

に
つ

い
て

は
、
児

童
生

徒
等

の
個

々
の

障
害

の
特

性
や

程
度

等
に

応
じ

、
適

切
な

対
応

を
図

る
。

 
こ

う
し

た
現

代
的

課
題

へ
の

対
応

に
関

す
る

指
導

内
容

や
指

導
計

画
に

つ
い

て
は

、
各

学
校

に

お
い

て
、
関

連
す

る
教

科
等

に
お

け
る

指
導

内
容

と
の

関
連

を
意

識
し

な
が

ら
学

校
安

全
計

画
に

位
置

付
け

る
こ

と
を

推
奨

し
、

児
童

生
徒

等
に

必
要

な
知

識
等

を
身

に
付

け
さ

せ
る

。
 

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
と

マ
ス

ク
の

着
用

に
よ

る
熱

中
症

リ
ス

ク
に

関
す

る
安

全
対

策
と

の
両

立
と

い
う

課
題

も
生

じ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
各

学
校

に
お

い
て

、
「

学
校

に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
す

る
衛

生
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
、「

学
校

に
お

け
る

熱

中
症

対
策

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

作
成

の
手

引
き

」
等

を
踏

ま
え

、
熱

中
症

予
防

の
観

点
か

ら
の

マ
ス

ク

着
用

に
関

す
る

考
え

方
に

つ
い

て
、

一
層

の
周

知
を

図
る

。
 

さ
ら

に
、
弾

道
ミ

サ
イ

ル
発

射
等

の
国

民
保

護
に

関
す

る
事

案
に

対
し

、
適

切
な

情
報

伝
達

の

仕
組

み
な

ど
の

体
制

整
備

や
、
安

全
確

保
の

た
め

の
適

切
な

避
難

行
動

が
図

ら
れ

る
よ

う
、
学

校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
見

直
し

や
状

況
に

合
わ

せ
た

避
難

訓
練

の
重

要
性

に
つ

い
て

、
一

層

の
周

知
を

図
る

。
 

な
お

、
G

IG
A

ス
ク

ー
ル

構
想

の
実

現
に

当
た

っ
て

は
、

児
童

生
徒

等
に

ID
・

パ
ス

ワ
ー

ド

の
適

切
な

管
理

に
つ

い
て

指
導

す
る

な
ど

、
こ

れ
ま

で
以

上
に

情
報

モ
ラ

ル
や

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
教

育
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
国

は
、
学

校
と

サ
イ

バ

ー
防

犯
に

係
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

の
連

携
も

図
れ

る
よ

う
、
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
注

意
事

項
の

啓
発

等
に

取
り

組
む

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

 
24

 幼
稚
園
、

小
学

校
、
中

学
校
、

高
等
学

校
及

び
特

別
支
援

学
校
の

学
習
指

導
要

領
等

の
改

善
及
び

必
要
な

方
策
等

に
つ

い
て

（
答

申
）
（

平
成

28
年

12
月

21
日

）
 

25
 令

和
３

年
法
律
第

57
号

 

－ 44 －
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・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
関

す
る

安
全

教
育

の
実

施
状

況
 

・
性

犯
罪

・
性

暴
力

の
防

止
の

た
め

の
「

生
命

（
い

の
ち

）
の

安
全

教
育

」
の

実
施

状
況

 
・
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
関

す
る

安
全

教
育

や
「

生
命
（

い
の

ち
）
の

安
全

教
育

」
の

学
校

安
全

計
画

へ
の

位
置

付
け

 
 ４

．
学

校
に

お
け

る
安

全
管

理
の

取
組

の
充

実
 

（
１

）
学

校
に

お
け

る
安

全
点

検
 

①
学

校
に

お
け

る
安

全
点

検
に

関
す

る
手

法
の

改
善

 

学
校

の
施

設
・
設

備
な

ど
の

安
全

点
検

に
つ

い
て

は
、
学

校
保

健
安

全
法

施
行

規
則

に
お

い
て

、

毎
学

期
１

回
以

上
、
児

童
生

徒
等

が
通

常
使

用
す

る
施

設
及

び
設

備
の

異
常

の
有

無
に

つ
い

て
系

統
的

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
26
。
各

学
校

に
お

い
て

は
、
こ

の
定

期
点

検
に

加
え

、
児

童
生

徒
等

が
過

ご
す

安
全

な
環

境
の

確
保

を
図

る
た

め
、
教

職
員

の
目

視
等

に
よ

る
日

常
的

な
点

検
が

行
わ

れ
て

い
る

27
。

 
一

方
、
児

童
生

徒
等

の
安

全
の

確
保

を
図

る
上

で
支

障
と

な
る

不
具

合
を

判
断

す
る

具
体

的
な

基
準

な
ど

、
安

全
点

検
に

関
す

る
標

準
が

明
確

で
は

な
い

点
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

り
、

今
後

、
学

校
に

お
け

る
施

設
・
設

備
の

定
期

点
検

に
関

す
る

標
準

的
な

手
法

に
つ

い
て

検
討

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
ま

た
、
国

立
教

育
政

策
研

究
所

に
よ

る
調

査
か

ら
は

、
教

職
員

と

比
較

し
て

児
童

生
徒

の
方

が
日

常
的

な
事

故
等

に
対

し
危

険
を

感
じ

る
度

合
い

が
高

い
こ

と
が

示
さ

れ
て

お
り

、
安

全
点

検
に

子
供

の
視

点
を

加
え

る
こ

と
で

、
事

故
の

要
因

に
対

す
る

気
付

き

や
学

校
内

で
の

問
題

意
識

の
共

有
を

推
進

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

国
は

、
子

供
の

視
点

を
加

え
た

安
全

点
検

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、
学

校
管

理
下

で
発

生
し

た

死
亡

事
故

や
重

大
事

故
か

ら
得

ら
れ

た
情

報
を

基
に

、
類

似
の

事
故

の
発

生
を

防
ぐ

た
め

、
学

校

向
け

の
定

期
点

検
要

領
の

作
成

に
つ

い
て

、
第

３
次

計
画

期
間

中
の

可
能

な
限

り
早

期
に

検
討

し
、

そ
の

普
及

を
図

る
。

 
 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

児
童

生
徒

が
安

全
点

検
に

参
加

す
る

活
動

を
行

っ
て

い
る

学
校

数
 

 ②
学

校
設

置
者

に
よ

る
点

検
・

対
策

の
実

施
 

学
校

保
健

安
全

法
に

お
い

て
は

、
学

校
環

境
の

安
全

の
確

保
に

つ
い

て
、
校

長
に

よ
る

改
善

措

置
や

、
学

校
設

置
者

に
対

す
る

申
し

出
を

行
う

こ
と

が
定

め
ら

れ
て

い
る

28
。
近

年
、
学

校
施

設

の
老

朽
化

が
進

む
中

、
老

朽
化

に
起

因
す

る
安

全
面

の
不

具
合

が
増

加
し

、
重

大
な

事
故

が
断

続

的
に

発
生

し
て

い
る

が
、
施

設
・
設

備
の

点
検

に
つ

い
て

は
、
校

長
・
教

職
員

に
よ

る
日

常
的

な

点
検

で
は

専
門

的
な

視
点

か
ら

の
判

断
は

困
難

で
あ

る
。
ま

た
、
災

害
時

に
お

い
て

も
、
発

災
直

後
の

施
設

の
安

全
点

検
等

が
迅

速
か

つ
適

切
に

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

こ
の

た
め

、
学

校
設

置
者

は
、
専

門
家

と
の

連
携

な
ど

施
設
・
設

備
の

点
検

に
関

す
る

実
施

体

 
26

 学
校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
第

28
条
第
１

項
 

27
 学

校
保
健

安
全

法
施
行

規
則
第

29
条

 
28

 学
校
保
健

安
全

法
第

28
条
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 （
５

）
現

代
的

課
題

へ
の

対
応

 
中

央
教

育
審

議
会

答
申

24
に

お
い

て
は

、
現

代
的

な
諸

課
題

に
対

応
し

て
求

め
ら

れ
る

資
質

・

能
力

の
一

つ
と

し
て

安
全

に
関

す
る

力
を

掲
げ

て
お

り
、
学

校
安

全
の

３
領

域
に

関
す

る
教

育
に

つ
い

て
は

教
科

等
横

断
的

に
実

施
さ

れ
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

 
学

校
安

全
の

３
領

域
に

関
す

る
従

来
の

学
習

内
容

に
加

え
て

、
児

童
生

徒
等

が
被

害
に

遭
う

SN
S

に
起

因
す

る
犯

罪
や

、
性

犯
罪

・
性

暴
力

へ
の

対
策

に
つ

い
て

は
、

現
代

的
な

課
題

と
し

て
、

安
全

教
育

の
中

で
柔

軟
に

扱
う

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
 

特
に

、
性

犯
罪
・
性

暴
力

対
策

に
つ

い
て

は
、
令

和
２

年
６

月
に

決
定

し
た
「

性
犯

罪
・
性

暴

力
対

策
の

強
化

の
方

針
」
に

基
づ

き
、
児

童
生

徒
等

が
巻

き
込

ま
れ

る
性

犯
罪
・
性

暴
力

の
根

絶

に
向

け
た

取
組

等
を

推
進

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、
さ

ら
に

、
教

育
職

員
等

に
よ

る
児

童
生

徒
性

暴
力

等
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
25
の

成
立

に
よ

り
、
国

、
地

方
公

共
団

体
、
学

校
の

設
置

者
、

学
校

、
教

育
職

員
等

そ
の

他
の

関
係

者
に

お
い

て
、

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
啓

発
を

含
め

、

児
童

生
徒

性
暴

力
等

の
防

止
等

に
関

す
る

施
策

を
実

施
す

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

た
。
こ

れ
ら

の
趣

旨
も

踏
ま

え
、
国

は
、
児

童
生

徒
等

が
生

命
を

大
切

に
す

る
と

と
も

に
性

犯
罪
・
性

暴
力

の
加

害

者
、
被

害
者

、
傍

観
者

に
な

ら
な

い
た

め
の
「

生
命
（

い
の

ち
）
の

安
全

教
育
」
の

一
層

の
推

進

を
図

る
こ

と
と

す
る

。
そ

の
際

、
特

別
支

援
学

校
等

に
つ

い
て

は
、
児

童
生

徒
等

の
個

々
の

障
害

の
特

性
や

程
度

等
に

応
じ

、
適

切
な

対
応

を
図

る
。

 
こ

う
し

た
現

代
的

課
題

へ
の

対
応

に
関

す
る

指
導

内
容

や
指

導
計

画
に

つ
い

て
は

、
各

学
校

に

お
い

て
、
関

連
す

る
教

科
等

に
お

け
る

指
導

内
容

と
の

関
連

を
意

識
し

な
が

ら
学

校
安

全
計

画
に

位
置

付
け

る
こ

と
を

推
奨

し
、

児
童

生
徒

等
に

必
要

な
知

識
等

を
身

に
付

け
さ

せ
る

。
 

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
と

マ
ス

ク
の

着
用

に
よ

る
熱

中
症

リ
ス

ク
に

関
す

る
安

全
対

策
と

の
両

立
と

い
う

課
題

も
生

じ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
各

学
校

に
お

い
て

、
「

学
校

に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
す

る
衛

生
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

」
、「

学
校

に
お

け
る

熱

中
症

対
策

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

作
成

の
手

引
き

」
等

を
踏

ま
え

、
熱

中
症

予
防

の
観

点
か

ら
の

マ
ス

ク

着
用

に
関

す
る

考
え

方
に

つ
い

て
、

一
層

の
周

知
を

図
る

。
 

さ
ら

に
、
弾

道
ミ

サ
イ

ル
発

射
等

の
国

民
保

護
に

関
す

る
事

案
に

対
し

、
適

切
な

情
報

伝
達

の

仕
組

み
な

ど
の

体
制

整
備

や
、
安

全
確

保
の

た
め

の
適

切
な

避
難

行
動

が
図

ら
れ

る
よ

う
、
学

校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
見

直
し

や
状

況
に

合
わ

せ
た

避
難

訓
練

の
重

要
性

に
つ

い
て

、
一

層

の
周

知
を

図
る

。
 

な
お

、
G

IG
A

ス
ク

ー
ル

構
想

の
実

現
に

当
た

っ
て

は
、

児
童

生
徒

等
に

ID
・

パ
ス

ワ
ー

ド

の
適

切
な

管
理

に
つ

い
て

指
導

す
る

な
ど

、
こ

れ
ま

で
以

上
に

情
報

モ
ラ

ル
や

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
教

育
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
国

は
、
学

校
と

サ
イ

バ

ー
防

犯
に

係
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

の
連

携
も

図
れ

る
よ

う
、
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
注

意
事

項
の

啓
発

等
に

取
り

組
む

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

 
24

 幼
稚
園
、

小
学

校
、
中

学
校
、

高
等
学

校
及

び
特

別
支
援

学
校
の

学
習
指

導
要

領
等

の
改

善
及
び

必
要
な

方
策
等

に
つ

い
て

（
答

申
）
（

平
成

28
年

12
月

21
日

）
 

25
 令

和
３

年
法
律
第

57
号

 

－ 44 －
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空
調

、
洋

式
ト

イ
レ

、
バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
29
、
自

家
発

電
設

備
等

の
防

災
機

能
の

整
備

を
推

進
す

る
。
ま

た
、
こ

れ
ら

を
学
校

に
お

け
る

避
難

訓
練

な
ど

実
践

的
な

防
災

教
育

に
活

か
し

て
い

く
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。

 
学

校
設

置
者

に
お

い
て

は
、
学

校
施

設
の

安
全

確
保

に
取

り
組

む
に

当
た

り
、
技

術
的

ノ
ウ

ハ

ウ
の

不
足

等
の

課
題

も
抱

え
て

い
る

。
こ

の
た

め
、
国

は
、
首

長
部

局
と

の
連

携
に

よ
る

体
制

強

化
や

民
間

委
託

等
に

よ
る

整
備

の
事

例
・
手

法
等

を
蓄

積
し

発
信

す
る

と
と

も
に

、
専

門
家

に
よ

る
専

門
的

・
技

術
的

な
相

談
体

制
を

構
築

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

学
校

施
設

に
お

け
る

老
朽

化
対

策
実

施
率

（
公

立
・

国
立

）
 

・
学

校
施

設
に

お
け

る
非

構
造

部
材

の
耐

震
対

策
実

施
率

（
公

立
・

国
立

）
 

・
学

校
施

設
に

お
け

る
構

造
体

の
耐

震
化

率
（

私
立

）
 

 
（

３
）

重
大

事
故

の
予

防
の

た
め

の
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
の

活
用

 
過

去
に

発
生

し
た

事
件
・
事

故
や

災
害

は
も

と
よ

り
、
重

大
な

事
故

等
に

至
ら

な
か

っ
た

も
の

の
そ

の
可

能
性

が
あ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る

事
例

も
教

訓
と

し
て

、
類

似
の

事
故

等
の

再
発

を
防

ぐ

こ
と

は
重

要
で

あ
る

。
事

故
等

の
再

発
防

止
に

は
、
他

の
事

例
か

ら
学

び
、
そ

れ
を

未
然

に
防

ご

う
と

す
る

関
係

者
の

意
識

や
具

体
的

な
行

動
が

伴
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

学
校

設
置

者
及

び
学

校
管

理
職

は
、
子

供
の

視
点

や
意

見
も

踏
ま

え
つ

つ
、
学

校
管

理
下

に
お

け
る

重
大

事
故

に
つ

な
が

り
得

る
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
を

次
の

活
動

に
活

か
す

た
め

に
情

報
共

有
す

る
こ

と
や

、
他

校
で

起
き

た
事

例
は

自
校

で
も

起
き

得
る

こ
と

を
想

定
し

校
内

研
修

を
進

め

る
機

会
を

作
り

、
事

故
の

発
生

を
未

然
に

防
ぐ

よ
う

努
め

る
。
ま

た
、
各

学
校

に
お

い
て

、
こ

う

し
た

事
故

等
の

防
止

に
必

要
な

活
動

が
、
学

校
安

全
計

画
や

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

記
載

さ
れ

、

計
画

的
に

研
修
・
訓

練
が

実
施

さ
れ

て
い

る
か

、
各

学
校

設
置

者
が

定
期

的
に

確
認

す
る

。
国

は
、

こ
れ

ら
の

取
組

を
推

進
す

る
た

め
、
学

校
設

置
者

や
学

校
が

学
校

安
全

計
画

や
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
適

切
に

見
直

す
た

め
に

必
要

な
指

導
資

料
の

作
成

・
普

及
を

行
う

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

重
大

事
故

の
予

防
の

た
め

の
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
に

関
す

る
校

内
で

の
定

期
共

有
の

状
況

 
 

（
４

）
学

校
管

理
下

に
お

い
て

発
生

し
た

事
故

等
の

検
証

と
再

発
防

止
等

 
学

校
の

管
理

下
に

お
い

て
事

件
・
事

故
が

発
生

し
た

際
、
学

校
及

び
学

校
設

置
者

に
は

児
童

生

徒
等

の
生

命
と

健
康

を
最

優
先

に
迅

速
か

つ
適

切
な

対
応

を
行

う
と

と
も

に
、
発

生
原

因
の

究
明

や
こ

れ
ま

で
の

安
全

対
策

の
検

証
、
児

童
生

徒
等

に
対

す
る

心
の

ケ
ア

や
保

護
者

へ
の

十
分

な
説

明
、

再
発

防
止

の
取

組
な

ど
様

々
な

取
組

が
求

め
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、

国
は

平
成

28
年

３
月

に
「

学
校

事
故

対
応

に
関

す
る

指
針

」
（

以
下

、
「

事
故

対
応

指
針

」
と

い
う

。
）

を
作

成
し

、
事

 
29

 「
高

齢
者

、
障
害
者

等
の

移
動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に
関

す
る
法

律
（
平

成
18

年
法

律
第

91
号
）」
（

バ
リ

ア
フ
リ
ー

法
）

の
改

正
（
令

和
３

年
４

月
施
行
）

に
よ

り
、
建

築
物
移

動
等

円
滑

化
基

準
の
適

合
義
務

の
対
象

と
な

る
特

別
特

定
建
築

物
に
公

立
の
小

中
学

校
等

が
新

た
に
位

置
づ

け
ら

れ
る
と
と

も
に

、
既
存

の
当
該

建
築

物
に

つ
い

て
も
同

基
準
へ

の
適
合

の
努

力
義

務
が

課
せ
ら

れ
た
。
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制
の

構
築

を
検

討
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。
具

体
的

に
は

、
学

校
の

施
設
・
設

備
の

設
置

状
況

や
児

童
生

徒
等

の
多

様
な

行
動

を
考

慮
の

上
、
専

門
的

な
点

検
を

実
施

し
て

不
具

合
を

早
期

に
発

見
し

、
適

切
な

維
持

管
理

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
事

故
を

未
然

に
防

い
で

い
く

た
め

、
技

術

職
員

が
在

籍
す

る
首

長
部

局
と

の
連

携
や

民
間

委
託

等
に

よ
り

安
全

点
検

の
実

施
体

制
の

強
化

に
努

め
る

と
と

も
に

、
校

長
か

ら
の

申
し

出
や

専
門

的
な

点
検

に
よ

り
把

握
し

た
不

具
合

を
で

き

る
限

り
早

期
に

解
決

す
る

よ
う

努
め

る
。

 
さ

ら
に

、
国

は
、
学

校
施

設
・
設

備
に

関
す

る
専

門
的

な
視

点
か

ら
の

安
全

点
検

の
実

施
体

制

に
つ

い
て

、
実

態
を

把
握

し
、

必
要

な
取

組
を

強
化

す
る

。
 

 
＜

主
要

指
標

＞
 

・
専

門
的

な
視

点
か

ら
、
学

校
に

お
け

る
具

体
的

な
安

全
点

検
の

方
法

、
体

制
を

構
築

し
て

い

る
学

校
設

置
者

数
 

 

（
２

）
施

設
・

設
備

の
安

全
性

の
確

保
の

た
め

の
整

備
 

学
校

施
設

は
、

児
童

生
徒

等
が

一
日

の
大

半
を

過
ご

す
学

習
・

生
活

の
場

で
あ

る
と

と
も

に
、

地
域

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

拠
点

で
あ

り
、
非

常
災

害
時

に
は

地
域

住
民

の
避

難
所

等
と

も
な

る
こ

と
か

ら
、

そ
の

安
全

性
の

確
保

は
極

め
て

重
要

で
あ

る
。

 
公

立
小

中
学

校
施

設
の

約
８

割
が

築
25

年
以

上
で
あ

り
、

安
全

面
・

機
能

面
の

不
具

合
が

発

生
す

る
な

ど
、
老

朽
化

対
策

は
喫

緊
の

課
題

で
あ

る
。
こ

の
た

め
、
学

校
設

置
者

は
、
学

校
施

設

の
長

寿
命

化
計

画
（

個
別

施
設

計
画

）
を

踏
ま

え
、
長

寿
命

化
改

修
を

中
心

と
し

た
計

画
的

な
整

備
を

図
る

。
そ

の
際

、
学

校
と

地
域

が
連

携
し

た
地

域
ぐ

る
み

の
学

校
安

全
・
防

災
等

の
観

点
か

ら
、
学

校
施

設
と

他
の

公
共

施
設

と
の

複
合

化
・
集

約
化

を
併

せ
て

検
討

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ

る
。

ま
た

、
国

立
学

校
等

施
設

に
つ

い
て

も
、

約
６

割
が

築
25

年
以

上
と

老
朽

化
が

進
行

し
て

い
る

た
め

、
公

立
学

校
と

同
様

に
老

朽
化

対
策

を
推

進
す

る
。

 
国

は
、
学

校
設

置
者

に
よ

る
学

校
施

設
の

老
朽

化
対

策
が

計
画

的
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
、
長

寿

命
改

修
や

複
合

化
・

集
約

化
に

係
る

事
例

集
や

手
引

書
等

の
作

成
・

普
及

に
努

め
る

と
と

も
に

、

国
庫

補
助

を
行

う
た

め
に

必
要

な
予

算
額

を
確

保
し

、
学

校
設

置
者

を
支

援
す

る
。

 
国

立
及

び
公

立
学

校
施

設
に

お
け

る
構

造
体

の
耐

震
化

や
体

育
館

等
の

吊
り

天
井

の
落

下
防

止
対

策
は

お
お

む
ね

完
了

し
て

い
る

が
、
吊

り
天

井
以

外
の

非
構

造
部

材
の

耐
震

対
策

は
未

だ
十

分
に

進
ん

で
い

な
い

。
国

及
び

学
校

設
置

者
は

、
児

童
生

徒
等

の
生

命
を

守
り

、
安

全
・
安

心
な

教
育

環
境

を
実

現
す

る
た

め
、
吊

り
天

井
以

外
の

非
構

造
部

材
の

耐
震

対
策

を
引

き
続

き
推

進
す

る
。

 
私

立
学

校
に

つ
い

て
も

、
引

き
続

き
、
構

造
体

の
耐

震
化

、
吊

り
天

井
の

落
下

防
止

対
策

等
を

推
進

す
る

。
 

将
来

の
発

生
が

懸
念

さ
れ

る
南

海
ト

ラ
フ

巨
大

地
震

等
に

備
え

た
津

波
対

策
や

、
地

域
の

流
域

治
水

の
取

組
も

踏
ま

え
つ

つ
、
近

年
、
激

甚
化
・
頻
発

化
す

る
台

風
や

豪
雨

等
に

対
応

し
た

水
害

対
策

が
必

要
で

あ
る

。
学

校
施

設
は

、
災

害
時

に
お

い
て

、
児

童
生

徒
等

の
安

全
確

保
と

と
も

に
、

地
域

住
民

の
避

難
所

と
し

て
の

役
割

も
担

う
こ

と
か

ら
、
障

害
の

有
無

等
に

か
か

わ
ら

ず
誰

も
が

安
全

か
つ

快
適

に
過

ご
せ

る
よ

う
、
国

及
び

学
校

設
置

者
は

、
職

員
室

、
特

別
教

室
や

体
育

館
の
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懸
念

さ
れ

る
。

 
こ

の
た

め
、
国

は
、
設

置
主

体
の

別
を

問
わ

ず
、
全

て
の

学
校

へ
適

切
な

情
報

や
研

修
の

機
会

が
実

質
的

に
十

分
に

行
き

わ
た

る
よ

う
、
各

教
育

委
員

会
や

国
立
・
私

立
の

関
係

団
体

の
協

力
を

得
る

な
ど

連
携

を
一

層
強

化
す

る
。

 
 

（
２

）
科

学
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
事

故
予

防
に

関
す

る
取

組
の

推
進

 
国

は
、
学

校
事

故
の

減
少

に
向

け
て

、
学

校
現

場
で

得
ら

れ
る

情
報
・
デ

ー
タ
を

科
学

的
に

分

析
し

、
学

校
現

場
に

お
け

る
対

策
の

試
行
・
効

果
検

証
ま

で
を

一
体

的
に

行
う

調
査

研
究

を
実

施

す
る

な
ど

、
A

I
や

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
活

用
し

た
、

科
学

的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
に

よ
る

事
故

予
防

に

関
す

る
取

組
を

推
進

す
る

。
 

 

（
３

）
学

校
安

全
を

意
識

化
す

る
機

会
の

設
定

の
推

進
 

国
は

、
学

校
安

全
の

意
識

を
高

め
る

た
め

の
活

動
と

し
て

、
例

え
ば

、
毎

月
の

学
校

に
お

け
る

「
学

校
安

全
の

日
」

の
設

定
や

、
国

民
安

全
の

日
（

７
月

１
日

）
31
、

防
災

の
日

（
９

月
１

日
）

や
防

災
週

間
な

ど
安

全
に

関
連

す
る

広
報
・
啓

発
の

機
会

を
捉

え
て

、
教

職
員

や
地

域
と

と
も

に

学
校

安
全

の
推

進
を

意
識

化
す

る
取

組
を

推
進

す
る

。
各

学
校

の
「

学
校

安
全

の
日

」
の

設
定

に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
地

理
的

及
び

歴
史

的
特

性
や

災
害

リ
ス

ク
な

ど
地

域
の

実
情

を

踏
ま

え
た

設
定

を
推

進
す

る
。
ま

た
、
国

、
地

方
教

育
行

政
、
学

校
設

置
者

、
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
の

協
働

に
よ

る
優

れ
た

取
組

の
普

及
を

図
る

た
め

、
学

校
安

全
に

関
す

る
情

報
発

信

を
毎

年
、

定
期

的
・

継
続

的
に

行
う

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

各
学

校
に

お
け

る
、

定
期

的
な

「
安

全
の

日
」

等
の

設
定

状
況

 
 

（
４

）
学

校
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
化

の
進

展
と

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
 

学
校

に
お

け
る

デ
ジ

タ
ル

化
の

進
展

が
期

待
さ

れ
る

一
方

、
大

き
な

社
会

問
題

と
な

っ
て

い
る

ラ
ン

サ
ム

ウ
ェ

ア
に

よ
る

恐
喝

被
害

が
学

校
に

お
い

て
も

確
認

さ
れ

る
な

ど
、
学

校
に

お
け

る
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

確
保

は
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
課

題
に

適
切

に
対

処

す
る

た
め

、
国

は
、
警

察
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

、
教

育
委

員
会

に
お

け
る

教
職

員
に

対
す

る
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
研

修
の

充
実

を
促

進
す

る
。

 
 

（
５

）
学

校
安

全
に

関
す

る
施

策
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
 

国
は

、
第

３
次

計
画

に
基

づ
く

施
策

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て
毎

年
度

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
い

公
表

す
る

と
と

も
に

、
計

画
期

間
中

に
お

け
る

成
果

や
課

題
、
情

勢
の

変
化

等
を

踏
ま

え
、
必

要

に
応

じ
て

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。

 

 
31

 昭
和

35
年

５
月
、

国
民

各
界
の

一
致
し

た
要

望
の

下
、
産

業
安
全

、
交
通

安
全

、
火

災
予

防
、
学

校
安
全

、
海
難

防
止

等
を

一
丸

と
し
た

安
全

運
動

の
連
携
と

、
こ

れ
ら
安

全
運
動

の
共

通
の

基
盤

と
な
る

安
全
意

識
の
高

揚
、

安
全

水
準

向
上
の

た
め
の

国
民
運

動
展

開
の

た
め

創
設
。
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案
発

生
後

に
学

校
が

主
体

と
な

っ
て

行
う

調
査

や
必

要
な

場
合

に
学

校
設

置
者

が
外

部
専

門
家

の
参

画
を

得
て

行
う

詳
細

な
調

査
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

、
再

発
防

止
や

発
生

後
の

対
応

の
指

針

を
示

し
て

い
る

。
国

に
お

い
て

は
、
事

故
対

応
指

針
に

沿
っ

た
対

応
と

し
て

、
詳

細
な

調
査

が
行

わ
れ

た
場

合
の

報
告

書
の

提
出

を
求

め
、
事

故
情

報
の

蓄
積

や
学

校
・
学

校
設
置

者
・
都

道
府

県

等
の

担
当

部
署

へ
の

周
知

を
行

っ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
事

故
等

の
発

生
後

の
被

害
者

及
び

そ
の

家
族

へ
の

配
慮

し
た

支
援

が
十

分
に

取
ら

れ
て

い
な

い
と

考
え

ら
れ

る
事

案
や

、
児

童
生

徒
の

死
亡

事
故

に
関

す
る

国
へ

の
報

告
が

な

さ
れ

て
い

な
い

事
案

も
見

ら
れ

る
こ

と
な

ど
、
事

故
対

応
指

針
の

作
成

当
初

に
想

定
し

て
い

た
取

組
が

進
ん

で
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

 
こ

の
た

め
、
事

故
対

応
指

針
に

沿
っ

た
児

童
生

徒
の

死
亡

事
故

等
の

発
生

に
関

す
る

国
へ

の
報

告
に

つ
い

て
、
引

き
続

き
徹

底
を

求
め

る
と

と
も

に
、
学

校
管

理
下

に
お

い
て

発
生

し
た

事
故

等

の
検

証
や

再
発

防
止

に
関

す
る

実
効

性
を

高
め

る
た

め
、
事

故
対

応
指

針
の

内
容

の
改

訂
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

に
つ

い
て

、
早

期
に

検
討

を
開

始
す

る
。

 
 

５
．

学
校

安
全

の
推

進
方

策
に

関
す

る
横

断
的

な
事

項
等

 
（

１
）

学
校

安
全

に
係

る
情

報
の

見
え

る
化

、
共

有
、

活
用

の
推

進
 

①
学

校
安

全
に

係
る

調
査

の
実

施
及

び
モ

デ
ル

事
業

等
の

成
果

の
周

知
 

国
は

、
第

３
次

計
画

に
お

い
て

学
校
・
学

校
設

置
者

が
推

進
す

る
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、

定
期

的
に

実
施

す
る
「

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
に

係
る

取
組

状
況

調
査

」
に

お
い

て
実

施
状

況
等

を
把

握
し

、
分

か
り

や
す

い
形

で
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

。
 

ま
た

、
国

は
、
第

３
次

計
画

に
お

い
て

推
進

す
べ

き
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
、
モ

デ
ル

事
業

や
調

査
研

究
事

業
等

と
し

て
重

点
的

に
取

り
組

み
、
そ

の
成

果
や

事
例

を
分

か
り

や
す

い
形

で
周

知
す

る
。

 
 

②
学

校
現

場
に

お
け

る
事

故
情

報
等

の
効

果
的

な
活

用
の

推
進

 

国
は

、
学

校
管

理
下

の
事

故
等

に
関

す
る

情
報

発
信

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、
的

確
な

タ
イ

ミ

ン
グ

で
事

故
情

報
等

を
学

校
設

置
者

及
び

学
校

と
共

有
し

、
実

際
の

学
校

現
場

に
お

け
る

効
果

的

な
活

用
を

推
進

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
に

蓄
積

さ
れ

て
い

る
災

害
共

済
給

付
30
に

関
す

る
デ

ー
タ

等
に

つ
い

て
、
関

係
府

省
庁

間
で

の
共

有
を

図
る

と
と

も
に

、
教

科
や

場
面

に
応

じ
た

分
か

り
や

す
い

啓
発

資
料

の
周

知
、

情
報

共
有

、
効

果
的

な
活

用
を

図
る

。
 

 
③

設
置

主
体

に
関

わ
ら

な
い

取
組

の
推

進
 

児
童

生
徒

等
の

安
全

を
守

る
こ

と
は

学
校

教
育

の
大

前
提

で
あ

り
、
設

置
主

体
の

違
い

に
よ

り

必
要

な
情

報
や

取
組

に
差

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
が

、
教

育
委

員
会

が
主

催
す

る
教

職
員

向
け

の

研
修

等
の

多
く

は
公

立
学

校
の

教
職

員
を

対
象

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
国

立
・
私

立
学

校
の

場

合
、
公

立
学

校
と

比
べ

、
学

校
安

全
に

関
す

る
研

修
等

に
関

す
る

情
報

や
機

会
が

少
な

い
こ

と
が

 
30

 「
こ
ど
も

政
策

の
新
た

な
推
進

体
制
に

関
す

る
基

本
方
針

～
こ
ど

も
ま
ん

な
か

社
会

を
目

指
す
こ

ど
も
家

庭
庁
の

創
設

～
」（

令
和
３

年
12

月
21

日
閣

議
決
定
）

に
お

い
て
は

、
こ
ど

も
家

庭
庁

が
文

部
科
学

省
か
ら

の
移
管

を
受

け
、

災
害

共
済
給

付
を
担

う
こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
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懸
念

さ
れ

る
。

 
こ

の
た

め
、
国

は
、
設

置
主

体
の

別
を

問
わ

ず
、
全

て
の

学
校

へ
適

切
な

情
報

や
研

修
の

機
会

が
実

質
的

に
十

分
に

行
き

わ
た

る
よ

う
、
各

教
育

委
員

会
や

国
立
・
私

立
の

関
係

団
体

の
協

力
を

得
る

な
ど

連
携

を
一

層
強

化
す

る
。

 
 

（
２

）
科

学
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

に
よ

る
事

故
予

防
に

関
す

る
取

組
の

推
進

 
国

は
、
学

校
事

故
の

減
少

に
向

け
て

、
学

校
現

場
で

得
ら

れ
る

情
報
・
デ

ー
タ
を

科
学

的
に

分

析
し

、
学

校
現

場
に

お
け

る
対

策
の

試
行
・
効

果
検

証
ま

で
を

一
体

的
に

行
う

調
査

研
究

を
実

施

す
る

な
ど

、
A

I
や

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
活

用
し

た
、

科
学

的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
に

よ
る

事
故

予
防

に

関
す

る
取

組
を

推
進

す
る

。
 

 

（
３

）
学

校
安

全
を

意
識

化
す

る
機

会
の

設
定

の
推

進
 

国
は

、
学

校
安

全
の

意
識

を
高

め
る

た
め

の
活

動
と

し
て

、
例

え
ば

、
毎

月
の

学
校

に
お

け
る

「
学

校
安

全
の

日
」

の
設

定
や

、
国

民
安

全
の

日
（

７
月

１
日

）
31
、

防
災

の
日

（
９

月
１

日
）

や
防

災
週

間
な

ど
安

全
に

関
連

す
る

広
報
・
啓

発
の

機
会

を
捉

え
て

、
教

職
員

や
地

域
と

と
も

に

学
校

安
全

の
推

進
を

意
識

化
す

る
取

組
を

推
進

す
る

。
各

学
校

の
「

学
校

安
全

の
日

」
の

設
定

に

お
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
地

理
的

及
び

歴
史

的
特

性
や

災
害

リ
ス

ク
な

ど
地

域
の

実
情

を

踏
ま

え
た

設
定

を
推

進
す

る
。
ま

た
、
国

、
地

方
教

育
行

政
、
学

校
設

置
者

、
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
の

協
働

に
よ

る
優

れ
た

取
組

の
普

及
を

図
る

た
め

、
学

校
安

全
に

関
す

る
情

報
発

信

を
毎

年
、

定
期

的
・

継
続

的
に

行
う

。
 

 ＜
主

要
指

標
＞

 
・

各
学

校
に

お
け

る
、

定
期

的
な

「
安

全
の

日
」

等
の

設
定

状
況

 
 

（
４

）
学

校
に

お
け

る
デ

ジ
タ

ル
化

の
進

展
と

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
確

保
 

学
校

に
お

け
る

デ
ジ

タ
ル

化
の

進
展

が
期

待
さ

れ
る

一
方

、
大

き
な

社
会

問
題

と
な

っ
て

い
る

ラ
ン

サ
ム

ウ
ェ

ア
に

よ
る

恐
喝

被
害

が
学

校
に

お
い

て
も

確
認

さ
れ

る
な

ど
、
学

校
に

お
け

る
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

確
保

は
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
課

題
に

適
切

に
対

処

す
る

た
め

、
国

は
、
警

察
等

の
関

係
機

関
と

連
携

し
な

が
ら

、
教

育
委

員
会

に
お

け
る

教
職

員
に

対
す

る
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
研

修
の

充
実

を
促

進
す

る
。

 
 

（
５

）
学

校
安

全
に

関
す

る
施

策
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
 

国
は

、
第

３
次

計
画

に
基

づ
く

施
策

の
進

捗
状

況
に

つ
い

て
毎

年
度

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
い

公
表

す
る

と
と

も
に

、
計

画
期

間
中

に
お

け
る

成
果

や
課

題
、
情

勢
の

変
化

等
を

踏
ま

え
、
必

要

に
応

じ
て

計
画

の
見

直
し

を
行

う
。
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 昭
和

35
年

５
月
、

国
民

各
界
の

一
致
し

た
要

望
の

下
、
産

業
安
全

、
交
通

安
全

、
火

災
予

防
、
学

校
安
全

、
海
難

防
止

等
を

一
丸

と
し
た

安
全

運
動

の
連
携
と

、
こ

れ
ら
安

全
運
動

の
共

通
の

基
盤

と
な
る

安
全
意

識
の
高

揚
、

安
全

水
準

向
上
の

た
め
の

国
民
運

動
展

開
の

た
め

創
設
。

 

 

20
 

 

案
発

生
後

に
学

校
が

主
体

と
な

っ
て

行
う

調
査

や
必

要
な

場
合

に
学

校
設

置
者

が
外

部
専

門
家

の
参

画
を

得
て

行
う

詳
細

な
調

査
に

関
す

る
こ

と
を

含
め

、
再

発
防

止
や

発
生

後
の

対
応

の
指

針

を
示

し
て

い
る

。
国

に
お

い
て

は
、
事

故
対

応
指

針
に

沿
っ

た
対

応
と

し
て

、
詳

細
な

調
査

が
行

わ
れ

た
場

合
の

報
告

書
の

提
出

を
求

め
、
事

故
情

報
の

蓄
積

や
学

校
・
学

校
設
置

者
・
都

道
府

県

等
の

担
当

部
署

へ
の

周
知

を
行

っ
て

い
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
事

故
等

の
発

生
後

の
被

害
者

及
び

そ
の

家
族

へ
の

配
慮

し
た

支
援

が
十

分
に

取
ら

れ
て

い
な

い
と

考
え

ら
れ

る
事

案
や

、
児

童
生

徒
の

死
亡

事
故

に
関

す
る

国
へ

の
報

告
が

な

さ
れ

て
い

な
い

事
案

も
見

ら
れ

る
こ

と
な

ど
、
事

故
対

応
指

針
の

作
成

当
初

に
想

定
し

て
い

た
取

組
が

進
ん

で
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

 
こ

の
た

め
、
事

故
対

応
指

針
に

沿
っ

た
児

童
生

徒
の

死
亡

事
故

等
の

発
生

に
関

す
る

国
へ

の
報

告
に

つ
い

て
、
引

き
続

き
徹

底
を

求
め

る
と

と
も

に
、
学

校
管

理
下

に
お

い
て

発
生

し
た

事
故

等

の
検

証
や

再
発

防
止

に
関

す
る

実
効

性
を

高
め

る
た

め
、
事

故
対

応
指

針
の

内
容

の
改

訂
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

に
つ

い
て

、
早

期
に

検
討

を
開

始
す

る
。

 
 

５
．

学
校

安
全

の
推

進
方

策
に

関
す

る
横

断
的

な
事

項
等

 
（

１
）

学
校

安
全

に
係

る
情

報
の

見
え

る
化

、
共

有
、

活
用

の
推

進
 

①
学

校
安

全
に

係
る

調
査

の
実

施
及

び
モ

デ
ル

事
業

等
の

成
果

の
周

知
 

国
は

、
第

３
次

計
画

に
お

い
て

学
校
・
学

校
設

置
者

が
推

進
す

る
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、

定
期

的
に

実
施

す
る
「

学
校

安
全

の
推

進
に

関
す

る
計

画
に

係
る

取
組

状
況

調
査

」
に

お
い

て
実

施
状

況
等

を
把

握
し

、
分

か
り

や
す

い
形

で
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

。
 

ま
た

、
国

は
、
第

３
次

計
画

に
お

い
て

推
進

す
べ

き
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
、
モ

デ
ル

事
業

や
調

査
研

究
事

業
等

と
し

て
重

点
的

に
取

り
組

み
、
そ

の
成

果
や

事
例

を
分

か
り

や
す

い
形

で
周

知
す

る
。

 
 

②
学

校
現

場
に

お
け

る
事

故
情

報
等

の
効

果
的

な
活

用
の

推
進

 

国
は

、
学

校
管

理
下

の
事

故
等

に
関

す
る

情
報

発
信

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、
的

確
な

タ
イ

ミ

ン
グ

で
事

故
情

報
等

を
学

校
設

置
者

及
び

学
校

と
共

有
し

、
実

際
の

学
校

現
場

に
お

け
る

効
果

的

な
活

用
を

推
進

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
に

蓄
積

さ
れ

て
い

る
災

害
共

済
給

付
30
に

関
す

る
デ

ー
タ

等
に

つ
い

て
、
関

係
府

省
庁

間
で

の
共

有
を

図
る

と
と

も
に

、
教

科
や

場
面

に
応

じ
た

分
か

り
や

す
い

啓
発

資
料

の
周

知
、

情
報

共
有

、
効

果
的

な
活

用
を

図
る

。
 

 
③

設
置

主
体

に
関

わ
ら

な
い

取
組

の
推

進
 

児
童

生
徒

等
の

安
全

を
守

る
こ

と
は

学
校

教
育

の
大

前
提

で
あ

り
、
設

置
主

体
の

違
い

に
よ

り

必
要

な
情

報
や

取
組

に
差

が
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
が

、
教

育
委

員
会

が
主

催
す

る
教

職
員

向
け

の

研
修

等
の

多
く

は
公

立
学

校
の

教
職

員
を

対
象

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、
国

立
・
私

立
学

校
の

場

合
、
公

立
学

校
と

比
べ

、
学

校
安

全
に

関
す

る
研

修
等

に
関

す
る

情
報

や
機

会
が

少
な

い
こ

と
が
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 「
こ
ど
も

政
策

の
新
た

な
推
進

体
制
に

関
す

る
基

本
方
針

～
こ
ど

も
ま
ん

な
か

社
会

を
目

指
す
こ

ど
も
家

庭
庁
の

創
設

～
」（

令
和
３

年
12

月
21

日
閣

議
決
定
）

に
お

い
て
は

、
こ
ど

も
家

庭
庁

が
文

部
科
学

省
か
ら

の
移
管

を
受

け
、

災
害

共
済
給

付
を
担

う
こ
と

と
さ

れ
て

い
る

。
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学校事故対応に関する指針 

 
 
 
 
 
 
 

文  部  科  学  省 
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≪
詳
細
調
査
へ
の
移
行
の
判
断
≫

○
学
校
の
設
置
者
が
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
意
向
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
詳
細
調
査
へ
の
移
行
を

判
断
私
立
・
株
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
担
当
課
が
支
援
・
助
言

○
少
な
く
と
も
次
の
場
合
に
は
詳
細
調
査
を
実
施

ア
）
教
育
活
動
自
体
に
事
故
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合

イ
）
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
要
望
が
あ
る
場
合

ウ
）
そ
の
他
必
要
な
場
合

≪
詳
細
調
査
≫

○
調
査
の
実
施
主
体
：

＜
公
立
学
校
＞

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
学
校
の
設
置
者

＜
国
立
学
校
＞

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
学
校
の
設
置
者

＜
私
立
・
株
立
学
校
＞
死
亡
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
学
校
法
人
や
学
校
設
置
会
社
の

求
め
に
応
じ
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
際
に
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
学
校
に

お
け
る
教
育
の
根
幹
に
関
わ
る
重
大
事
態
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道
府
県
等

担
当
課

○
調
査
委
員
会
の
設
置
：
中
立
的
な
立
場
の
外
部
専
門
家
で
構
成

※
必
要
に
応
じ
て
、
聴
き
取
り
調
査
等
を
担
う
補
助
者
を
別
に
置
く

○
詳
細
調
査
の
計
画
・
実
施

①
基
本
調
査
の
確
認

②
学
校
以
外
の
関
係
機
関
へ
の
聴
き
取
り

③
状
況
に
応
じ
、
事
故
発
生
場
所
等
の
実
地
調
査

④
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
か
ら
の
聴
き
取
り

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
委
員
会
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
公
開

/
非
公
開
の
範
囲
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
及
び
保
護
者
の
意
向
に
十
分

配
慮
の
上
で
、
個
別
事
例
ご
と
に
関
係
者
を
含
め
て
十
分
協
議
）

※
委
員
会
を
非
公
開
と
し
た
際
に
は
、
委
員
会
の
内
容
の
報
告
を
受
け
た
学
校
の

設
置
者
が
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
に
適
切
に
情
報
共
有

○
事
故
に
至
る
過
程
や
原
因
の
調
査
と
再
発
防
止
・
学
校
事
故
予
防
へ
の
提
言

○
調
査
結
果
の
報
告
：
調
査
委
員
会
は
、
調
査
結
果
を
調
査
の
実
施
主
体
に
報
告

（
学
校
の
設
置
者
以
外
が
調
査
の
実
施
主
体
の
場
合
は
、
設
置
者
に
も
情
報
提
供
）

調
査
委
員
会
又
は
学
校
の
設
置
者
は
、
調
査
結
果
を
被
害
児
童
生
徒
等
の

保
護
者
に
説
明

○
報
告
書
の
公
表
：
調
査
の
実
施
主
体
が
報
告
書
を
公
表

４
．
再
発
防
止
策
の
策
定
・
実
施

○
学
校
、
学
校
の
設
置
者
は
、
報
告
書
の
提
言
を
受
け
て
、
速
や
か
に
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
適
時
適
切
に
点
検
・
評
価
を
実
施

○
学
校
の
設
置
者
は
、
（
市
区
町
村
立
学
校
の
場
合
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
私
立
・
株
立
学
校
の

場
合
は
都
道
府
県
等
担
当
課
を
通
じ
て
）
国
に
も
報
告
書
を
提
出

○
国
に
お
い
て
は
、
報
告
さ
れ
た
報
告
書
の
概
要
を
基
に
事
故
情
報
を
蓄
積
、
学
校
、
学
校
の
設
置
者
、

都
道
府
県
等
担
当
課
に
周
知

５
．
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
支
援

○
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
丁
寧
な
説
明
、
継
続
的
な
サ
ポ
ー
ト

○
児
童
生
徒
等
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
、
教
職
員
に
対
す
る
心
の
ケ
ア

○
災
害
共
済
給
付
の
請
求

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
事
故
対
応
支
援

・
設
置
者
が
必
要
に
応
じ
て
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
学
校
の
双
方
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
が
で
き
、
中
立
の
立
場
で
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
教
職
員
、
両
者
へ
の
支
援
を
実

施
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
派
遣

（
事
故
対
応
の
知
見
を
有
す
る
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
の
職
員
を
想
定
、
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
は
、

事
故
対
応
に
精
通
し
た
学
識
経
験
者
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
委
嘱
す
る
等
も
考
え
ら
れ
る
）

基
本
調
査
を
踏
ま
え
必
要
な
場
合
に
、
学
識
経
験
者
や
学
校
事
故
対
応
の
専
門
家
な
ど
外
部
専
門
家
が
参
画
し

た
調
査
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
よ
り
詳
細
な
調
査

１
．
事
故
発
生
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

○
教
職
員
研
修
の
充
実
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
・
見
直
し

○
安
全
教
育
の
充
実
、
安
全
管
理
の
徹
底

○
事
故
事
例
の
共
有
、
緊
急
時
対
応
に
関
す
る
体
制
整
備

○
保
護
者
や
地
域
住
民
、
関
係
機
関
等
と
の
連
携
・
協
働
体
制
の
整
備

○
学
校
の
設
置
者
と
し
て
必
要
な
指
導
・
助
言
の
実
施

２
．
事
故
発
生
後
の
取
組

原
則
と
し
て
、
登
下
校
中
を
含
め
た
学
校
の
管
理
下
※
）
で
発
生
し
た
「
事
故
」
を
対
象

※
）
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
第

5
条
第
２
項
に
定
め
る
「
災
害
共
済
給
付
」
の
対
象
と

な
る
「
学
校
の
管
理
下
」
参
照

（
事
故
発
生
直
後
の
対
応
）

○
応
急
手
当
の
実
施
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
連
絡
、
児
童
生
徒
等
へ
の
対
応
等
、

役
割
分
担
に
基
づ
き
実
施

（
初
期
対
応
時
の
対
応
）

○
学
校
の
設
置
者
等
へ
の
事
故
報
告
、
支
援
要
請

【
対
象
と
な
る
事
故
】
死
亡
事
故
及
び

治
療
に
要
す
る
期
間
が

3
0
日
以
上
の
負
傷
や
疾
病
を
伴
う
場
合
等
重
篤
な
事
故

【
報
告
先
】
＜
公
立
学
校
＞

学
校
の
設
置
者

市
区
町
村
立
学
校
（
指
定
都
市
立
学
校
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の

事
案
の
場
合
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
報
告

死
亡
事
故
に
つ
い
て
は
、
国
ま
で
一
報
を
行
う
（
以
下
同
じ
。
）

＜
国
立
学
校
＞

学
校
の
設
置
者

＜
私
立
・
株
立
学
校
＞
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
私
学
担
当
課
・
地
方
公
共
団
体
の
学
校

設
置
会
社
担
当
課
（
以
下
「
都
道
府
県
等
担
当
課
」
と
い
う
。
）
に

事
故
報
告
を
行
い
、
事
故
対
応
の
支
援
を
要
請

○
基
本
調
査
の
実
施

○
マ
ス
コ
ミ
、
保
護
者
等
へ
の
対
応

（
初
期
対
応
終
了
後
の
取
組
）

○
詳
細
調
査
の
実
施

３
．
調
査
の
実
施

≪
基
本
調
査
≫

○
調
査
対
象
と
調
査
の
実
施
主
体

【
調
査
対
象
】
死
亡
事
故
（
死
亡
以
外
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
事
故
報
告
の
対
象
と
な
る
事
故
の
う
ち
、

被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
意
向
も
踏
ま
え
、
設
置
者
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
）

【
調
査
主
体
】
設
置
者
の
指
導
・
助
言
の
も
と
、
原
則
学
校
が
実
施

○
基
本
調
査
の
実
施

・
関
係
す
る
全
教
職
員
か
ら
の
聴
き
取
り
（
調
査
開
始
か
ら

3
日
以
内
を
目
途
に
終
了
）

・
事
故
現
場
に
居
合
わ
せ
た
児
童
生
徒
等
へ
の
聴
き
取
り

・
関
係
機
関
と
の
協
力
等

○
基
本
調
査
に
お
け
る
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
の
関
わ
り

・
学
校
及
び
設
置
者
は
、
調
査
着
手
か
ら
１
週
間
以
内
を
目
安
に
、
最
初
の
説
明
を
被
害
児
童
生
徒
等
の

保
護
者
に
実
施学
校
事
故
対
応
に
関
す
る
指
針
〔
概
要
版
〕

趣
旨

全
国
の
学
校
現
場
に
お
い
て
重
大
事
故
・
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
情
報
公
開
や
原
因
の
調
査
に
対
す
る
学

校
及
び
学
校
の
設
置
者
の
対
応
に
つ
い
て
、
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
学
校
、
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
、
事
故
対
応
の
在

り
方
に
係
る
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
・
充
実
、
事
故
対
応
に
当
た
っ
て
の
体
制
整
備
等
、
事
故
発
生

の
防
止
及
び
事
故
後
の
適
切
な
対
応
に
取
り
組
む
に
当
た
り
参
考
と
な
る
も
の
と
し
て
、
本
指
針
を
作
成
す
る
。

指
針
の
ポ
イ
ン
ト

平
成
２
６
～
２
７
年
度
「
学
校
事
故
対
応
に
関
す
る
調
査
研
究
」
有
識
者
会
議
に
お
い
て
検
討

事
案
発
生
後
、
速
や
か
に
着
手
す
る
調
査
で
あ
り
、
当
該
事
案
の
公
表
・
非
公
表
に
関
わ
ら
ず
、
学
校
が
そ
の

時
点
で
持
っ
て
い
る
情
報
及
び
基
本
調
査
の
期
間
中
に
得
ら
れ
た
情
報
を
迅
速
に
整
理
す
る
も
の
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≪
詳
細
調
査
へ
の
移
行
の
判
断
≫

○
学
校
の
設
置
者
が
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
意
向
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
詳
細
調
査
へ
の
移
行
を

判
断
私
立
・
株
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
担
当
課
が
支
援
・
助
言

○
少
な
く
と
も
次
の
場
合
に
は
詳
細
調
査
を
実
施

ア
）
教
育
活
動
自
体
に
事
故
の
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合

イ
）
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
要
望
が
あ
る
場
合

ウ
）
そ
の
他
必
要
な
場
合

≪
詳
細
調
査
≫

○
調
査
の
実
施
主
体
：

＜
公
立
学
校
＞

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
学
校
の
設
置
者

＜
国
立
学
校
＞

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
学
校
の
設
置
者

＜
私
立
・
株
立
学
校
＞
死
亡
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
学
校
法
人
や
学
校
設
置
会
社
の

求
め
に
応
じ
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
際
に
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
学
校
に

お
け
る
教
育
の
根
幹
に
関
わ
る
重
大
事
態
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道
府
県
等

担
当
課

○
調
査
委
員
会
の
設
置
：
中
立
的
な
立
場
の
外
部
専
門
家
で
構
成

※
必
要
に
応
じ
て
、
聴
き
取
り
調
査
等
を
担
う
補
助
者
を
別
に
置
く

○
詳
細
調
査
の
計
画
・
実
施

①
基
本
調
査
の
確
認

②
学
校
以
外
の
関
係
機
関
へ
の
聴
き
取
り

③
状
況
に
応
じ
、
事
故
発
生
場
所
等
の
実
地
調
査

④
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
か
ら
の
聴
き
取
り

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
委
員
会
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
公
開

/
非
公
開
の
範
囲
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
及
び
保
護
者
の
意
向
に
十
分

配
慮
の
上
で
、
個
別
事
例
ご
と
に
関
係
者
を
含
め
て
十
分
協
議
）

※
委
員
会
を
非
公
開
と
し
た
際
に
は
、
委
員
会
の
内
容
の
報
告
を
受
け
た
学
校
の

設
置
者
が
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
に
適
切
に
情
報
共
有

○
事
故
に
至
る
過
程
や
原
因
の
調
査
と
再
発
防
止
・
学
校
事
故
予
防
へ
の
提
言

○
調
査
結
果
の
報
告
：
調
査
委
員
会
は
、
調
査
結
果
を
調
査
の
実
施
主
体
に
報
告

（
学
校
の
設
置
者
以
外
が
調
査
の
実
施
主
体
の
場
合
は
、
設
置
者
に
も
情
報
提
供
）

調
査
委
員
会
又
は
学
校
の
設
置
者
は
、
調
査
結
果
を
被
害
児
童
生
徒
等
の

保
護
者
に
説
明

○
報
告
書
の
公
表
：
調
査
の
実
施
主
体
が
報
告
書
を
公
表

４
．
再
発
防
止
策
の
策
定
・
実
施

○
学
校
、
学
校
の
設
置
者
は
、
報
告
書
の
提
言
を
受
け
て
、
速
や
か
に
具
体
的
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
適
時
適
切
に
点
検
・
評
価
を
実
施

○
学
校
の
設
置
者
は
、
（
市
区
町
村
立
学
校
の
場
合
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
私
立
・
株
立
学
校
の

場
合
は
都
道
府
県
等
担
当
課
を
通
じ
て
）
国
に
も
報
告
書
を
提
出

○
国
に
お
い
て
は
、
報
告
さ
れ
た
報
告
書
の
概
要
を
基
に
事
故
情
報
を
蓄
積
、
学
校
、
学
校
の
設
置
者
、

都
道
府
県
等
担
当
課
に
周
知

５
．
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
支
援

○
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
丁
寧
な
説
明
、
継
続
的
な
サ
ポ
ー
ト

○
児
童
生
徒
等
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
、
教
職
員
に
対
す
る
心
の
ケ
ア

○
災
害
共
済
給
付
の
請
求

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
事
故
対
応
支
援

・
設
置
者
が
必
要
に
応
じ
て
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
学
校
の
双
方
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

取
る
こ
と
が
で
き
、
中
立
の
立
場
で
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
教
職
員
、
両
者
へ
の
支
援
を
実

施
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
派
遣

（
事
故
対
応
の
知
見
を
有
す
る
都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
の
職
員
を
想
定
、
地
域
の
実
情
に
よ
っ
て
は
、

事
故
対
応
に
精
通
し
た
学
識
経
験
者
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
委
嘱
す
る
等
も
考
え
ら
れ
る
）

基
本
調
査
を
踏
ま
え
必
要
な
場
合
に
、
学
識
経
験
者
や
学
校
事
故
対
応
の
専
門
家
な
ど
外
部
専
門
家
が
参
画
し

た
調
査
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
よ
り
詳
細
な
調
査

１
．
事
故
発
生
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

○
教
職
員
研
修
の
充
実
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
・
見
直
し

○
安
全
教
育
の
充
実
、
安
全
管
理
の
徹
底

○
事
故
事
例
の
共
有
、
緊
急
時
対
応
に
関
す
る
体
制
整
備

○
保
護
者
や
地
域
住
民
、
関
係
機
関
等
と
の
連
携
・
協
働
体
制
の
整
備

○
学
校
の
設
置
者
と
し
て
必
要
な
指
導
・
助
言
の
実
施

２
．
事
故
発
生
後
の
取
組

原
則
と
し
て
、
登
下
校
中
を
含
め
た
学
校
の
管
理
下
※
）
で
発
生
し
た
「
事
故
」
を
対
象

※
）
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
第

5
条
第
２
項
に
定
め
る
「
災
害
共
済
給
付
」
の
対
象
と

な
る
「
学
校
の
管
理
下
」
参
照

（
事
故
発
生
直
後
の
対
応
）

○
応
急
手
当
の
実
施
、
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
連
絡
、
児
童
生
徒
等
へ
の
対
応
等
、

役
割
分
担
に
基
づ
き
実
施

（
初
期
対
応
時
の
対
応
）

○
学
校
の
設
置
者
等
へ
の
事
故
報
告
、
支
援
要
請

【
対
象
と
な
る
事
故
】
死
亡
事
故
及
び

治
療
に
要
す
る
期
間
が

3
0
日
以
上
の
負
傷
や
疾
病
を
伴
う
場
合
等
重
篤
な
事
故

【
報
告
先
】
＜
公
立
学
校
＞

学
校
の
設
置
者

市
区
町
村
立
学
校
（
指
定
都
市
立
学
校
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の

事
案
の
場
合
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
報
告

死
亡
事
故
に
つ
い
て
は
、
国
ま
で
一
報
を
行
う
（
以
下
同
じ
。
）

＜
国
立
学
校
＞

学
校
の
設
置
者

＜
私
立
・
株
立
学
校
＞
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
私
学
担
当
課
・
地
方
公
共
団
体
の
学
校

設
置
会
社
担
当
課
（
以
下
「
都
道
府
県
等
担
当
課
」
と
い
う
。
）
に

事
故
報
告
を
行
い
、
事
故
対
応
の
支
援
を
要
請

○
基
本
調
査
の
実
施

○
マ
ス
コ
ミ
、
保
護
者
等
へ
の
対
応

（
初
期
対
応
終
了
後
の
取
組
）

○
詳
細
調
査
の
実
施

３
．
調
査
の
実
施

≪
基
本
調
査
≫

○
調
査
対
象
と
調
査
の
実
施
主
体

【
調
査
対
象
】
死
亡
事
故
（
死
亡
以
外
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
事
故
報
告
の
対
象
と
な
る
事
故
の
う
ち
、

被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
の
意
向
も
踏
ま
え
、
設
置
者
が
必
要
と
判
断
し
た
と
き
）

【
調
査
主
体
】
設
置
者
の
指
導
・
助
言
の
も
と
、
原
則
学
校
が
実
施

○
基
本
調
査
の
実
施

・
関
係
す
る
全
教
職
員
か
ら
の
聴
き
取
り
（
調
査
開
始
か
ら

3
日
以
内
を
目
途
に
終
了
）

・
事
故
現
場
に
居
合
わ
せ
た
児
童
生
徒
等
へ
の
聴
き
取
り

・
関
係
機
関
と
の
協
力
等

○
基
本
調
査
に
お
け
る
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
と
の
関
わ
り

・
学
校
及
び
設
置
者
は
、
調
査
着
手
か
ら
１
週
間
以
内
を
目
安
に
、
最
初
の
説
明
を
被
害
児
童
生
徒
等
の

保
護
者
に
実
施学
校
事
故
対
応
に
関
す
る
指
針
〔
概
要
版
〕

趣
旨

全
国
の
学
校
現
場
に
お
い
て
重
大
事
故
・
事
件
が
発
生
し
て
お
り
、
情
報
公
開
や
原
因
の
調
査
に
対
す
る
学

校
及
び
学
校
の
設
置
者
の
対
応
に
つ
い
て
、
国
民
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
学
校
、
学
校
の
設
置
者
、
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
て
、
事
故
対
応
の
在

り
方
に
係
る
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
・
充
実
、
事
故
対
応
に
当
た
っ
て
の
体
制
整
備
等
、
事
故
発
生

の
防
止
及
び
事
故
後
の
適
切
な
対
応
に
取
り
組
む
に
当
た
り
参
考
と
な
る
も
の
と
し
て
、
本
指
針
を
作
成
す
る
。

指
針
の
ポ
イ
ン
ト

平
成
２
６
～
２
７
年
度
「
学
校
事
故
対
応
に
関
す
る
調
査
研
究
」
有
識
者
会
議
に
お
い
て
検
討

事
案
発
生
後
、
速
や
か
に
着
手
す
る
調
査
で
あ
り
、
当
該
事
案
の
公
表
・
非
公
表
に
関
わ
ら
ず
、
学
校
が
そ
の

時
点
で
持
っ
て
い
る
情
報
及
び
基
本
調
査
の
期
間
中
に
得
ら
れ
た
情
報
を
迅
速
に
整
理
す
る
も
の
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「
学
校
事
故
対
応
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
く
取
組
の
流
れ

事
故

発
生

●
応
急
手
当
の
実
施

●
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
へ
の
連
絡

事
故
発
生
直
後
の
対
応

初
期
対
応
時
の
対
応

●
死
亡
事
故
及
び
治
療
に
要
す
る
期
間
が
30
日
以
上
の
負
傷
や
疾
病
を
伴
う
場
合
等

重
篤
な
事
故
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
等
に
事
故
報
告

●
死
亡
事
故
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
を
通
じ
て
国
に
報
告

●
学
校
に
よ
る
基
本
調
査
（
教
職
員
・児
童
生
徒
等
へ
の
聴
き
取
り
等
、
調
査
開
始
か
ら

３
日
以
内
を
目
処
に
終
了
し
、
整
理
し
た
情
報
を
学
校
の
設
置
者
に
報
告
）

詳
細
調
査
の
実
施

●
学
校
の
設
置
者
等
が
、
中
立
的
な
立
場
の
外
部
専
門
家
等
か
ら
な
る
調
査
委
員
会
を

設
置
し
て
実
施

●
調
査
委
員
会
又
は
学
校
の
設
置
者
は
調
査
結
果
を
被
害
児
童
生
徒
等
の
保
護
者
に

説
明
（
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
も
適
宜
適
切
に
報
告
）

●
調
査
結
果
を
学
校
の
設
置
者
等
に
報
告
、
報
告
を
受
け
た
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
を
通
じ
て
国
に
提
出

再
発
防
止
策
の
策
定
・
実
施

●
学
校
、
学
校
の
設
置
者
等
は
報
告
書
の
提
言
を
受
け
、
速
や
か
に
具
体
的
な
措
置
を

講
ず
る
、
講
じ
た
措
置
及
び
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
適
時
適
切
に
点
検
・評
価

学
校
の
設
置
者
に
よ
る
詳
細
調
査

へ
の
移
行
の
判
断

※
必
要
に
応
じ
て
、
保
護
者
と
学
校
双
方
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
配
置

未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

●
教
職
員
研
修
の
充
実
、
各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
・見
直
し

●
安
全
教
育
の
充
実
、
安
全
管
理
の
徹
底

●
事
故
事
例
の
共
有
（
情
報
の
集
約
・周
知
）

●
緊
急
時
対
応
に
関
す
る
体
制
整
備

●
国
は
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
基
に
情
報
を
蓄
積
、
教
訓
と
す
べ
き
点
を
整
理
し
た
上

で
、
全
国
の
学
校
の
設
置
者
等
に
周
知

６
．
他
の
指
針
と
の
関
係
に
つ
い
て

以
下
に
示
す
案
件
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
案
件
の
実
情
に
応
じ
た
既
存
の
指
針
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
当
該
事
案
が
発
生
し
た
際
に
は
、
第
一
義
的
に
は
、
以
下
の
指
針
等
に
基
づ
い
た
対
応
を
行
う
こ

と
と
し
、
当
該
指
針
等
に
記
載
の
な
い
対
応
に
つ
い
て
は
、
本
指
針
を
参
考
と
す
る
こ
と
。

○
幼
稚
園
及
び
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
事
故

・
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
け
る
事
故
防
止
及
び
事
故
発
生
時
の
対
応
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
平
成
２
８
年
３
月

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
）

※
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
お
け
る
「
施
設
型
給
付
」
を
受
け
な
い
幼
稚
園
は
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
参
考
に
し
つ
つ
適
切
な
対
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

○
児
童
生
徒
の
自
殺

・
子
供
の
自
殺
が
起
き
た
と
き
の
背
景
調
査
の
指
針
（
改
訂
版
）

（
平
成
２
６
年
７
月

文
部
科
学
省
）

・
い
じ
め
防
止
基
本
方
針
（
平
成
２
５
年
１
０
月

文
部
科
学
省
）
※
い
じ
め
が
背
景
に
疑
わ
れ
る
場
合

○
学
校
給
食
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故

・
学
校
給
食
に
お
け
る
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
指
針

（
平
成
２
７
年
３
月

文
部
科
学
省
）

（
参
考
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学
校

事
故

対
応

に
関

す
る

指
針

 
 は

じ
め

に
 

  
学

校
の

危
機

管
理

の
目

的
は

，
児

童
生

徒
等

や
教

職
員

の
生

命
や

心
身

等
の

安
全

を
確

保
す

る
こ

と
に

あ
り

ま
す

。
学

校
に

お
い

て
，

児
童

生
徒

等
が

生
き

生
き

と
学

習
や

運
動

等
の

活
動

を
行

う
た

め
に

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
が

保
障

さ
れ

る
こ

と
が

最
優

先
さ

れ
る

べ
き

不
可

欠
の

前
提

で
す

。
 

し
か

し
，

学
校

の
管

理
下

に
お

け
る

様
々

な
事

故
や

不
審

者
に

よ
る

児
童

生
徒

等
の

切
り

つ
け

事

件
，

自
然

災
害

に
起

因
す

る
死

亡
事

故
な

ど
，

全
国

の
学

校
に

お
い

て
は

，
重

大
事

件
・

事
故

災
害

が
依

然
と

し
て

発
生

し
て

い
ま

す
。

 

 
学

校
の

管
理

下
に

お
い

て
事

件
・

事
故

災
害

が
発

生
し

た
際

，
学

校
及

び
学

校
の

設
置

者
は

，
児

童
生

徒
等

の
生

命
と

健
康

を
最

優
先

に
迅

速
か

つ
適

切
な

対
応

を
行

う
と

と
も

に
，

発
生

原
因

の
究

明
や

こ
れ

ま
で

の
安

全
対

策
の

検
証

は
も

と
よ

り
，

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
心

の
ケ

ア
や

保
護

者
へ

の
十

分
な

説
明

，
再

発
防

止
な

ど
の

取
組

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

 

 
平

成
２

１
年

４
月

に
施

行
さ

れ
た

学
校

保
健

安
全

法
に

お
い

て
は

，
各

学
校

に
お

い
て

安
全

に
係

る
取

組
が

確
実

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
，

地
方

公
共

団
体

の
責

務
（

第
３

条
）

及
び

学
校

の
設

置
者

の
責

務
（

第
２

６
条

）
に

つ
い

て
明

記
し

，
地

方
公

共
団

体
及

び
学

校
の

設
置

者
は

，
財

政
上

の
措

置
を

含
め

，
当

該
学

校
の

施
設

及
び

設
備

並
び

に
管

理
運

営
体

制
の

整
備

充
実

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
を

求
め

て
い

ま
す

。
 

ま
た

，
各

学
校

に
お

い
て

は
，

同
法

第
２

９
条

に
基

づ
き

，
危

険
等

発
生

時
対

処
要

領
（

危
機

管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

）
を

策
定

し
，

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

い
た

訓
練

等
の

実
施

に
よ

り
明

ら
か

と
な

っ
た

課
題

を
基

に
改

善
・

改
良

を
図

り
，

全
教

職
員

の
共

通
認

識
の

基
で

，
よ

り
実

効
性

の
あ

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
見

直
し

，
活

用
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

文
部

科
学

省
で

は
，

平
成

２
６

年
度

か
ら

「
学

校
事

故
対

応
に

関
す

る
調

査
研

究
」

有
識

者
会

議

を
設

置
し

，
こ

れ
ま

で
発

生
し

た
学

校
の

管
理

下
で

の
事

件
・

事
故

災
害

に
お

け
る

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

の
対

応
に

つ
い

て
実

態
を

把
握

す
る

た
め

の
調

査
を

行
う

と
と

も
に

，
学

校
の

危
機

管
理

の
在

り
方

，
再

発
防

止
を

含
む

事
故

を
未

然
に

防
ぐ

取
組

，
第

三
者

委
員

会
な

ど
調

査
組

織
の

必
要

性
や

在
り

方
等

に
つ

い
て

，
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
に

よ
り

御
意

見
を

い
た

だ
き

，
学

校
事

故
対

応
の

在
り

方
に

つ
い

て
指

針
を

取
り

ま
と

め
ま

し
た

。
 

 学
校

，
学

校
の

設
置

者
，

各
地

方
公

共
団

体
等

に
お

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

の
学

校
の

実
情

に
応

じ
，

本
指

針
を

参
考

と
し

て
，

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

見
直

し
・

改
善

を
図

り
，

事
件

・
事

故
災

害
の

未
然

防
止

と
と

も
に

，
事

故
発

生
時

の
適

切
な

対
応

が
行

わ
れ

る
よ

う
，

事
故

対
応

に
関

す
る

共
通

理
解

と
体

制
整

備
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

 
 （

注
１

）「
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
」

の
開

始
に

伴
い

，
内

閣
府

・
文

部
科

学
省

・
厚

生
労

働
省

の
三

府
省

に
よ

る
「

教
育

・
保

育
施

設
等

に
お

け
る

重
大

事
故

の
再

発
防

止
策

に
関

す
る

検
討

会
」

が
設

置
さ

れ
，

施
設

・
事

業
者

及
び

地
方

公
共

団
体

向
け

に
「

教
育

・
保

育
施

設
等

に
お

け
る

事
故

の
発

生
防

止
（

予
防

）
及

び
事

故
発

生
時

の
対

応
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」（

以
下

「
保

育
事

故
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

と
い

う
。）

が
示

さ
れ

て
い

ま
す

。
幼

稚
園

及
び

認
定

こ
ど

も
園

（
幼

保
連

携
型

，
幼

稚
園

型
）

に
つ

い
て

は
，

必
要

に
応

じ
て

，
保

育
事

故
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
も

踏
ま

え
た

対
応

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

（
注

２
）

児
童

生
徒

等
の

自
殺

が
起

き
た

と
き

に
つ

い
て

は
，「

子
供

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

背
景

調
査

の
指

針
（

改
訂

版
）」

に
基

づ
き

，
ま

た
，

い
じ

め
が

背
景

に
疑

わ
れ

る
場

合
の

自
殺

に
つ

い
て

は
，「

い
じ

め
防

止
対

策
推

進
法

」
に

規
定

す
る

「
重

大
事

態
」

と
し

て
，

法
律

に
基

づ
い

た
対

応
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

  

平
成

２
８

年
３

月
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2
 

 目
 

次
 

 は
じ

め
に

 

 １
 

事
故

発
生

の
未

然
防

止
及

び
事

故
発

生
に

備
え

た
事

前
の

取
組

 

（
１

）
教

職
員

の
資

質
の

向
上

（
研

修
の

実
施

）
 

（
２

）
安

全
教

育
の

充
実

 

（
３

）
安

全
点

検
の

実
施

（
安

全
管

理
の

徹
底

）
 

（
４

）
各

種
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
・

見
直

し
 

（
５

）
事

故
事

例
の

共
有

 

（
６

）
緊

急
時

対
応

に
関

す
る

体
制

整
備

 

（
７

）
保

護
者

や
地

域
住

民
，

関
係

機
関

等
と

の
連

携
・

協
働

体
制

の
整

備
 

（
８

）
事

故
発

生
の

未
然

防
止

及
び

事
故

発
生

に
備

え
た

事
前

の
取

組
の

推
進

 

 ２
 

事
故

発
生

後
の

取
組

 

2
-1

 事
故

発
生

直
後

の
取

組
 

（
１

）
応

急
手

当
の

実
施

 

（
２

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

連
絡

 

（
３

）
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

対
応

 

 2
-2

 初
期

対
応

時
（

事
故

発
生

直
後

～
事

故
後

１
週

間
程

度
）

の
取

組
 

（
１

）
危

機
対

応
の

態
勢

整
備

 

（
２

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

対
応

 

（
３

）
学

校
の

設
置

者
等

へ
の

事
故

報
告

，
支

援
要

請
 

（
４

）
保

護
者

へ
の

説
明

 

（
５

）
記

者
会

見
を

含
む

情
報

の
公

表
及

び
関

係
機

関
と

の
調

整
 

（
６

）
基

本
調

査
の

実
施

 

 2
-3

 初
期

対
応

終
了

後
の

取
組

 

（
１

）
詳

細
調

査
の

実
施

 

 ３
 

調
査

の
実

施
 

3
-1

 調
査

の
目

的
及

び
目

標
 

（
１

）
調

査
の

目
的

 

（
２

）
調

査
の

目
標

 

 3
-2

 学
校

に
よ

る
基

本
調

査
の

実
施

 

（
１

）
調

査
対

象
 

（
２

）
調

査
の

実
施

主
体

 

（
３

）
基

本
調

査
の

実
施

 

（
４

）
情

報
の

整
理

・
報

告
 

（
５

）
基

本
調

査
に

お
け

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

と
の

関
わ

り
 

  

1
 

 

学
校

事
故

対
応

に
関

す
る

指
針

 
 は

じ
め

に
 

  
学

校
の

危
機

管
理

の
目

的
は

，
児

童
生

徒
等

や
教

職
員

の
生

命
や

心
身

等
の

安
全

を
確

保
す

る
こ

と
に

あ
り

ま
す

。
学

校
に

お
い

て
，

児
童

生
徒

等
が

生
き

生
き

と
学

習
や

運
動

等
の

活
動

を
行

う
た

め
に

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
が

保
障

さ
れ

る
こ

と
が

最
優

先
さ

れ
る

べ
き

不
可

欠
の

前
提

で
す

。
 

し
か

し
，

学
校

の
管

理
下

に
お

け
る

様
々

な
事

故
や

不
審

者
に

よ
る

児
童

生
徒

等
の

切
り

つ
け

事

件
，

自
然

災
害

に
起

因
す

る
死

亡
事

故
な

ど
，

全
国

の
学

校
に

お
い

て
は

，
重

大
事

件
・

事
故

災
害

が
依

然
と

し
て

発
生

し
て

い
ま

す
。

 

 
学

校
の

管
理

下
に

お
い

て
事

件
・

事
故

災
害

が
発

生
し

た
際

，
学

校
及

び
学

校
の

設
置

者
は

，
児

童
生

徒
等

の
生

命
と

健
康

を
最

優
先

に
迅

速
か

つ
適

切
な

対
応

を
行

う
と

と
も

に
，

発
生

原
因

の
究

明
や

こ
れ

ま
で

の
安

全
対

策
の

検
証

は
も

と
よ

り
，

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
心

の
ケ

ア
や

保
護

者
へ

の
十

分
な

説
明

，
再

発
防

止
な

ど
の

取
組

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

 

 
平

成
２

１
年

４
月

に
施

行
さ

れ
た

学
校

保
健

安
全

法
に

お
い

て
は

，
各

学
校

に
お

い
て

安
全

に
係

る
取

組
が

確
実

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
，

地
方

公
共

団
体

の
責

務
（

第
３

条
）

及
び

学
校

の
設

置
者

の
責

務
（

第
２

６
条

）
に

つ
い

て
明

記
し

，
地

方
公

共
団

体
及

び
学

校
の

設
置

者
は

，
財

政
上

の
措

置
を

含
め

，
当

該
学

校
の

施
設

及
び

設
備

並
び

に
管

理
運

営
体

制
の

整
備

充
実

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
に

努
め

る
こ

と
を

求
め

て
い

ま
す

。
 

ま
た

，
各

学
校

に
お

い
て

は
，

同
法

第
２

９
条

に
基

づ
き

，
危

険
等

発
生

時
対

処
要

領
（

危
機

管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

）
を

策
定

し
，

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

い
た

訓
練

等
の

実
施

に
よ

り
明

ら
か

と
な

っ
た

課
題

を
基

に
改

善
・

改
良

を
図

り
，

全
教

職
員

の
共

通
認

識
の

基
で

，
よ

り
実

効
性

の
あ

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
見

直
し

，
活

用
し

て
い

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 

文
部

科
学

省
で

は
，

平
成

２
６

年
度

か
ら

「
学

校
事

故
対

応
に

関
す

る
調

査
研

究
」

有
識

者
会

議

を
設

置
し

，
こ

れ
ま

で
発

生
し

た
学

校
の

管
理

下
で

の
事

件
・

事
故

災
害

に
お

け
る

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

の
対

応
に

つ
い

て
実

態
を

把
握

す
る

た
め

の
調

査
を

行
う

と
と

も
に

，
学

校
の

危
機

管
理

の
在

り
方

，
再

発
防

止
を

含
む

事
故

を
未

然
に

防
ぐ

取
組

，
第

三
者

委
員

会
な

ど
調

査
組

織
の

必
要

性
や

在
り

方
等

に
つ

い
て

，
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
に

よ
り

御
意

見
を

い
た

だ
き

，
学

校
事

故
対

応
の

在
り

方
に

つ
い

て
指

針
を

取
り

ま
と

め
ま

し
た

。
 

 学
校

，
学

校
の

設
置

者
，

各
地

方
公

共
団

体
等

に
お

い
て

は
，

そ
れ

ぞ
れ

の
学

校
の

実
情

に
応

じ
，

本
指

針
を

参
考

と
し

て
，

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

見
直

し
・

改
善

を
図

り
，

事
件

・
事

故
災

害
の

未
然

防
止

と
と

も
に

，
事

故
発

生
時

の
適

切
な

対
応

が
行

わ
れ

る
よ

う
，

事
故

対
応

に
関

す
る

共
通

理
解

と
体

制
整

備
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

 
 （

注
１

）「
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
」

の
開

始
に

伴
い

，
内

閣
府

・
文

部
科

学
省

・
厚

生
労

働
省

の
三

府
省

に
よ

る
「

教
育

・
保

育
施

設
等

に
お

け
る

重
大

事
故

の
再

発
防

止
策

に
関

す
る

検
討

会
」

が
設

置
さ

れ
，

施
設

・
事

業
者

及
び

地
方

公
共

団
体

向
け

に
「

教
育

・
保

育
施

設
等

に
お

け
る

事
故

の
発

生
防

止
（

予
防

）
及

び
事

故
発

生
時

の
対

応
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」（

以
下

「
保

育
事

故
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

と
い

う
。）

が
示

さ
れ

て
い

ま
す

。
幼

稚
園

及
び

認
定

こ
ど

も
園

（
幼

保
連

携
型

，
幼

稚
園

型
）

に
つ

い
て

は
，

必
要

に
応

じ
て

，
保

育
事

故
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
も

踏
ま

え
た

対
応

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

（
注

２
）

児
童

生
徒

等
の

自
殺

が
起

き
た

と
き

に
つ

い
て

は
，「

子
供

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

背
景

調
査

の
指

針
（

改
訂

版
）」

に
基

づ
き

，
ま

た
，

い
じ

め
が

背
景

に
疑

わ
れ

る
場

合
の

自
殺

に
つ

い
て

は
，「

い
じ

め
防

止
対

策
推

進
法

」
に

規
定

す
る

「
重

大
事

態
」

と
し

て
，

法
律

に
基

づ
い

た
対

応
を

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

  

平
成

２
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年
３
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3
 

 3
-3

 詳
細

調
査

へ
の

移
行

の
判

断
 

（
１

）
詳

細
調

査
へ

の
移

行
の

判
断

 

（
２

）
詳

細
調

査
に

移
行

す
べ

き
事

案
の

考
え

方
 

 3
-4

 詳
細

調
査

の
実

施
 

（
１

）
調

査
の

実
施

主
体

 

（
２

）
調

査
委

員
会

の
設

置
 

（
３

）
詳

細
調

査
の

計
画

・
実

施
 

（
４

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

か
ら

の
聴

き
取

り
に

お
け

る
留

意
事

項
 

（
５

）
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
の

調
査

（
分

析
評

価
）

と
再

発
防

止
・

学
校

事
故

予
防

へ
の

提
言

 

（
６

）
報

告
書

の
取

り
ま

と
め

 

 ４
 

再
発

防
止

策
の

策
定

・
実

施
 

（
１

）
調

査
委

員
会

の
報

告
書

の
活

用
 

 ５
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
 

（
１

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

関
わ

り
 

（
２

）
児

童
生

徒
等

の
心

の
ケ

ア
 

（
３

）
災

害
共

済
給

付
の

請
求

 

（
４

）
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
に

よ
る

事
故

対
応

支
援

 

 お
わ

り
に

 

 参
考

資
料
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5
 

 

○
 

国
に

お
い

て
は

，
教

員
研

修
の

充
実

や
教

職
課

程
に

お
け

る
取

扱
い

の
充

実
を

図
る

。
 

 

（
２

）
安

全
教

育
の

充
実

 

○
 

事
故

発
生

の
未

然
防

止
の

観
点

か
ら

，
児

童
生

徒
等

の
安

全
教

育
の

充
実

を
図

る
こ

と
も

重

要
で

あ
る

。
 

○
 

学
校

に
お

け
る

安
全

教
育

の
目

標
は

，
概

説
す

る
と

，
日

常
生

活
全

般
に

お
け

る
安

全
確

保

の
た

め
に

必
要

な
事

項
を

実
践

的
に

理
解

し
，

自
他

の
生

命
尊

重
を

基
盤

と
し

て
，

生
涯

を
通

じ
て

安
全

な
生

活
を

送
る

基
礎

を
培

う
と

と
も

に
，
進

ん
で

安
全

で
安

心
な

社
会

づ
く

り
に

参

加
し

貢
献

で
き

る
よ

う
な

資
質

や
能

力
を

養
う

こ
と

に
あ

り
，
具

体
的

に
は

次
の

三
つ

の
目

標

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

        
「『

生
き

る
力

』
を

は
ぐ

く
む

学
校

で
の

安
全

教
育

」
よ

り
引

用
 

○
 

安
全

教
育

の
目

標
を

実
現

す
る

た
め

に
は

，
各

学
校

で
基

本
的

な
方

針
を

明
ら

か
に

し
，

指

導
計

画
を

立
て

，
意

図
的

，
計

画
的

に
推

進
す

る
。

 

○
 

安
全

教
育

を
効

果
的

に
進

め
る

た
め

に
は

，
教

科
等

に
お

け
る

指
導

の
み

な
ら

ず
，
朝

の
会

，

帰
り

の
会

な
ど

の
短

時
間

で
の

指
導

や
休

み
時

間
な

ど
そ

の
場

に
お

け
る

指
導

及
び

個
に

応

じ
た

指
導

に
も

配
慮

し
，

計
画

的
に

指
導

し
て

い
く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

○
 

安
全

教
育

と
安

全
管

理
は

，
一

体
の

も
の

と
し

て
密

接
に

関
連

さ
せ

て
進

め
て

い
く

必
要

が

あ
る

。
例

え
ば

，
学

校
内

の
施

設
・

設
備

の
安

全
点

検
と

事
後

措
置

と
を

関
連

さ
せ

た
生

活
や

行
動

に
関

す
る

指
導

を
一

体
的

に
進

め
る

こ
と

は
，
日

常
生

活
で

の
事

故
を

減
ら

す
上

で
欠

か

す
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

を
理

解
す

る
。

 

 

（
３

）
安

全
点

検
の

実
施

（
安

全
管

理
の

徹
底

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

学
校

の
施

設
及

び
設

備
等

の
安

全
点

検
に

つ
い

て
は

，
学

校
保

健
安

全
法

第
２

７
条

及
び

学

校
保

健
安

全
法

施
行

規
則

第
２

８
条

に
定

め
ら

れ
て

い
る

と
お

り
，

計
画

的
に

実
施

す
る

。
 

○
 

安
全

点
検

に
お

い
て

は
，

校
舎

等
か

ら
の

転
落

事
故

，
学

校
に

設
置

さ
れ

た
遊

具
に

よ
る

事

故
な

ど
が

発
生

し
て

い
る

こ
と

や
近

年
の

地
震

等
か

ら
想

定
さ

れ
る

被
害

等
も

踏
ま

え
，
施

設

設
備

の
不

備
や

危
険

箇
所

の
点

検
・

確
認

を
行

う
と

と
も

に
，

必
要

に
応

じ
て

補
修

，
修

繕
等

の
改

善
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

○
 

学
校

保
健

安
全

法
施

行
規

則
で

は
，

定
期

の
安

全
点

検
だ

け
で

な
く

，
臨

時
的

，
日

常
的

に

行
う

安
全

点
検

の
実

施
も

求
め

て
お

り
，

例
え

ば
，

運
動

会
や

体
育

祭
，

学
芸

会
や

文
化

祭
な

ど
の

学
校

行
事

の
前

後
，

暴
風

雨
，

地
震

，
近

隣
で

の
火

災
な

ど
の

災
害

時
，

近
隣

で
危

害
の

お
そ

れ
の

あ
る

犯
罪

の
発

生
時

な
ど

に
，

必
要

に
応

じ
て

点
検

項
目

を
設

定
し

，
点

検
を

行
う

こ
と

も
必

要
で

あ
る

（【
参

考
資

料
1

】
参

照
）。

 

○
 

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
を

図
る

上
で

支
障

と
な

る
事

項
が

あ
る

と
認

め
た

場
合

に
は

，

遅
滞

な
く

，
そ

の
改

善
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

，
学

校
だ

け
で

は
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

，
学

校
の

設
置

者
（

地
方

公
共

団
体

ア
 

日
常

生
活

に
お

け
る

事
件

・
事

故
災

害
や

犯
罪

被
害

等
の

現
状

，
原

因
及

び
防

止
方

法

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
，

現
在

及
び

将
来

に
直

面
す

る
安

全
の

課
題

に
対

し
て

，
的

確
な

思
考

・
判

断
に

基
づ

く
適

切
な

意
思

決
定

や
行

動
選

択
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

イ
 

日
常

生
活

の
中

に
潜

む
様

々
な

危
険

を
予

測
し

，
自

他
の

安
全

に
配

慮
し

て
安

全
な

行

動
を

と
る

と
と

も
に

，
自

ら
危

険
な

環
境

を
改

善
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

ウ
 

自
他

の
生

命
を

尊
重

し
，

安
全

で
安

心
な

社
会

づ
く

り
の

重
要

性
を

認
識

し
て

，
学

校
，

家
庭

及
び

地
域

社
会

の
安

全
活

動
に

進
ん

で
参

加
・

協
力

し
，

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

。  

4
 

 １
 

事
故

発
生

の
未

然
防

止
及

び
事

故
発

生
に

備
え

た
事

前
の

取
組

 

 （
１

）
教

職
員

の
資

質
の

向
上

（
研

修
の

実
施

）
 

○
 

教
職

員
が

，
事

故
等

の
発

生
を

未
然

に
防

ぎ
，

万
が

一
事

故
が

発
生

し
て

も
，

児
童

生
徒

等

の
安

全
を

確
保

し
，

被
害

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
た

め
に

は
，

教
職

員
一

人
一

人
に

，
状

況
に

応
じ

た
的

確
な

判
断

力
や

機
敏

な
行

動
力

等
が

求
め

ら
れ

て
お

り
，
教

職
員

の
危

機
管

理
に

関

す
る

研
修

を
充

実
す

る
な

ど
，

対
応

能
力

を
高

め
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

各
学

校
に

お
い

て
は

，
学

校
安

全
計

画
の

校
内

研
修

に
，

危
機

管
理

に
つ

い
て

の
研

修
等

を

位
置

付
け

，
「

事
前

」
，
「

発
生

時
」
，
「

事
後

」
の

三
段

階
の

危
機

管
理

※
）

に
対

応
し

た
校

内

研
修

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
な

お
，
危

機
管

理
に

対
応

し
た

校
内

研
修

を
行

う
際

に
は

，

本
指

針
を

踏
ま

え
，

こ
の

内
容

の
共

通
理

解
を

図
る

た
め

，
事

件
・

事
故

災
害

発
生

時
の

対
処

方
法

や
救

急
及

び
緊

急
連

絡
体

制
の

整
備

等
に

つ
い

て
，

対
応

能
力

の
向

上
に

努
め

る
。

 

※
）

 
危

機
管

理
に

当
た

っ
て

は
，

危
険

を
い

ち
早

く
発

見
し

て
事

件
・

事
故

の
発

生
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
（

事
前

の
危

機
管

理
）
，

万
が

一
事

件
・

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
適

切

か
つ

迅
速

に
対

処
し

，
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

る
こ

と
（

発
生

時
の

危
機

管
理

）
，

そ
し

て
，

保
護

者
等

へ
の

説
明

や
児

童
生

徒
等

の
心

の
ケ

ア
を

行
う

と
と

も
に

，
発

生
し

た
事

故
等

を
し

っ
か

り
と

検
証

し
，

得
ら

れ
た

教
訓

か
ら

再
発

防
止

に
向

け
た

対
策

を
講

じ
る

こ
と

（
事

後
の

危
機

管
理

）
が

重
要

。
 

○
 

研
修

の
例

と
し

て
は

，
以

下
の

よ
う

な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
。

 

      

  

○
 

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

内
容

の
教

職
員

へ
の

周
知

と
訓

練
を

進
め

，
事

件
・

事
故

災
害

が

発
生

し
た

際
に

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

確
保

及
び

応
急

手
当

等
，

全
教

職
員

が
各

学
校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
く

対
応

が
実

施
で

き
る

よ
う

備
え

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

○
 

学
校

安
全

に
係

る
教

職
員

の
研

修
・

訓
練

は
，

新
年

度
の

で
き

る
限

り
早

期
に

行
わ

れ
る

こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

○
 

危
機

対
応

訓
練

の
一

つ
と

し
て

，
避

難
訓

練
は

，
児

童
生

徒
等

が
自

ら
判

断
し

，
安

全
な

行

動
が

取
れ

る
能

力
を

養
う

た
め

の
活

動
で

あ
る

と
同

時
に

，
学

校
の

危
機

管
理

上
必

要
な

業
務

と
し

て
行

う
学

校
教

職
員

の
活

動
で

あ
る

こ
と

を
理

解
す

る
。

ま
た

，
危

機
対

応
訓

練
に

お
い

て
は

，
形

式
的

・
表

面
的

な
訓

練
と

な
ら

な
い

よ
う

，
想

定
場

面
を

絶
え

ず
見

直
す

こ
と

で
，

児
童

生
徒

等
及

び
教

職
員

が
災

害
に

対
す

る
危

機
意

識
を

持
て

る
よ

う
に

実
施

す
る

。
 

○
 

例
え

ば
，

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
理

解
や

課
題

に
つ

い
て

の
教

職
員

間
の

連
携

，
情

報
共

有

の
在

り
方

な
ど

，
日

頃
の

教
育

実
践

の
見

直
し

，
点

検
を

行
う

こ
と

は
，

危
機

対
応

訓
練

に
も

資
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

○
 

都
道

府
県

教
育

委
員

会
が

開
催

す
る

，
学

校
安

全
教

室
の

講
師

と
な

る
教

職
員

等
を

対
象

と

し
た

指
導

法
等

の
講

習
会

に
は

，
各

学
校

か
ら

積
極

的
に

教
職

員
を

派
遣

し
，

資
質

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

・
 
校

内
の

事
故

統
計

や
事

故
事

例
，

安
全

点
検

の
結

果
や

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

等
の

事
故

災
害

情
報

等
を

活
用

し
た

安
全

な
環

境
の

整
備

に
関

す
る

こ
と

 

・
 様

々
な

ケ
ー

ス
に

対
応

し
た

防
災

避
難

訓
練

，
防

犯
避

難
訓

練
 

・
 事

故
発

生
時

の
対

応
訓

練
（

被
害

児
童

生
徒

等
及

び
そ

の
保

護
者

へ
の

対
応

を
含

む
）

 

・
 Ａ

Ｅ
Ｄ

の
使

用
、

心
肺

蘇
生

法
な

ど
の

応
急

手
当

に
関

す
る

知
識

技
能

の
向

上
 

・
 エ

ピ
ペ

ン
Ⓡ
の

使
用

法
を

含
む

ア
レ

ル
ギ

ー
へ

の
対

応
に

関
す

る
こ

と
 

・
 児

童
生

徒
等

の
心

の
ケ

ア
に

関
す

る
こ

と
 

－ 52 －
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○
 

国
に

お
い

て
は

，
教

員
研

修
の

充
実

や
教

職
課

程
に

お
け

る
取

扱
い

の
充

実
を

図
る

。
 

 

（
２

）
安

全
教

育
の

充
実

 

○
 

事
故

発
生

の
未

然
防

止
の

観
点

か
ら

，
児

童
生

徒
等

の
安

全
教

育
の

充
実

を
図

る
こ

と
も

重

要
で

あ
る

。
 

○
 

学
校

に
お

け
る

安
全

教
育

の
目

標
は

，
概

説
す

る
と

，
日

常
生

活
全

般
に

お
け

る
安

全
確

保

の
た

め
に

必
要

な
事

項
を

実
践

的
に

理
解

し
，

自
他

の
生

命
尊

重
を

基
盤

と
し

て
，

生
涯

を
通

じ
て

安
全

な
生

活
を

送
る

基
礎

を
培

う
と

と
も

に
，
進

ん
で

安
全

で
安

心
な

社
会

づ
く

り
に

参

加
し

貢
献

で
き

る
よ

う
な

資
質

や
能

力
を

養
う

こ
と

に
あ

り
，
具

体
的

に
は

次
の

三
つ

の
目

標

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

        
「『

生
き

る
力

』
を

は
ぐ

く
む

学
校

で
の

安
全

教
育

」
よ

り
引

用
 

○
 

安
全

教
育

の
目

標
を

実
現

す
る

た
め

に
は

，
各

学
校

で
基

本
的

な
方

針
を

明
ら

か
に

し
，

指

導
計

画
を

立
て

，
意

図
的

，
計

画
的

に
推

進
す

る
。

 

○
 

安
全

教
育

を
効

果
的

に
進

め
る

た
め

に
は

，
教

科
等

に
お

け
る

指
導

の
み

な
ら

ず
，
朝

の
会

，

帰
り

の
会

な
ど

の
短

時
間

で
の

指
導

や
休

み
時

間
な

ど
そ

の
場

に
お

け
る

指
導

及
び

個
に

応

じ
た

指
導

に
も

配
慮

し
，

計
画

的
に

指
導

し
て

い
く

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

○
 

安
全

教
育

と
安

全
管

理
は

，
一

体
の

も
の

と
し

て
密

接
に

関
連

さ
せ

て
進

め
て

い
く

必
要

が

あ
る

。
例

え
ば

，
学

校
内

の
施

設
・

設
備

の
安

全
点

検
と

事
後

措
置

と
を

関
連

さ
せ

た
生

活
や

行
動

に
関

す
る

指
導

を
一

体
的

に
進

め
る

こ
と

は
，
日

常
生

活
で

の
事

故
を

減
ら

す
上

で
欠

か

す
こ

と
が

で
き

な
い

こ
と

を
理

解
す

る
。

 

 

（
３

）
安

全
点

検
の

実
施

（
安

全
管

理
の

徹
底

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

○
 

学
校

の
施

設
及

び
設

備
等

の
安

全
点

検
に

つ
い

て
は

，
学

校
保

健
安

全
法

第
２

７
条

及
び

学

校
保

健
安

全
法

施
行

規
則

第
２

８
条

に
定

め
ら

れ
て

い
る

と
お

り
，

計
画

的
に

実
施

す
る

。
 

○
 

安
全

点
検

に
お

い
て

は
，

校
舎

等
か

ら
の

転
落

事
故

，
学

校
に

設
置

さ
れ

た
遊

具
に

よ
る

事

故
な

ど
が

発
生

し
て

い
る

こ
と

や
近

年
の

地
震

等
か

ら
想

定
さ

れ
る

被
害

等
も

踏
ま

え
，
施

設

設
備

の
不

備
や

危
険

箇
所

の
点

検
・

確
認

を
行

う
と

と
も

に
，

必
要

に
応

じ
て

補
修

，
修

繕
等

の
改

善
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

○
 

学
校

保
健

安
全

法
施

行
規

則
で

は
，

定
期

の
安

全
点

検
だ

け
で

な
く

，
臨

時
的

，
日

常
的

に

行
う

安
全

点
検

の
実

施
も

求
め

て
お

り
，

例
え

ば
，

運
動

会
や

体
育

祭
，

学
芸

会
や

文
化

祭
な

ど
の

学
校

行
事

の
前

後
，

暴
風

雨
，

地
震

，
近

隣
で

の
火

災
な

ど
の

災
害

時
，

近
隣

で
危

害
の

お
そ

れ
の

あ
る

犯
罪

の
発

生
時

な
ど

に
，

必
要

に
応

じ
て

点
検

項
目

を
設

定
し

，
点

検
を

行
う

こ
と

も
必

要
で

あ
る

（【
参

考
資

料
1

】
参

照
）。

 

○
 

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
を

図
る

上
で

支
障

と
な

る
事

項
が

あ
る

と
認

め
た

場
合

に
は

，

遅
滞

な
く

，
そ

の
改

善
を

図
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

，
学

校
だ

け
で

は
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

，
学

校
の

設
置

者
（

地
方

公
共

団
体

ア
 

日
常

生
活

に
お

け
る

事
件

・
事

故
災

害
や

犯
罪

被
害

等
の

現
状

，
原

因
及

び
防

止
方

法

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
，

現
在

及
び

将
来

に
直

面
す

る
安

全
の

課
題

に
対

し
て

，
的

確
な

思
考

・
判

断
に

基
づ

く
適

切
な

意
思

決
定

や
行

動
選

択
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

イ
 

日
常

生
活

の
中

に
潜

む
様

々
な

危
険

を
予

測
し

，
自

他
の

安
全

に
配

慮
し

て
安

全
な

行

動
を

と
る

と
と

も
に

，
自

ら
危

険
な

環
境

を
改

善
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
 

ウ
 

自
他

の
生

命
を

尊
重

し
，

安
全

で
安

心
な

社
会

づ
く

り
の

重
要

性
を

認
識

し
て

，
学

校
，

家
庭

及
び

地
域

社
会

の
安

全
活

動
に

進
ん

で
参

加
・

協
力

し
，

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

。  

4
 

 １
 

事
故

発
生

の
未

然
防

止
及

び
事

故
発

生
に

備
え

た
事

前
の

取
組

 

 （
１

）
教

職
員

の
資

質
の

向
上

（
研

修
の

実
施

）
 

○
 

教
職

員
が

，
事

故
等

の
発

生
を

未
然

に
防

ぎ
，

万
が

一
事

故
が

発
生

し
て

も
，

児
童

生
徒

等

の
安

全
を

確
保

し
，

被
害

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
た

め
に

は
，

教
職

員
一

人
一

人
に

，
状

況
に

応
じ

た
的

確
な

判
断

力
や

機
敏

な
行

動
力

等
が

求
め

ら
れ

て
お

り
，
教

職
員

の
危

機
管

理
に

関

す
る

研
修

を
充

実
す

る
な

ど
，

対
応

能
力

を
高

め
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

各
学

校
に

お
い

て
は

，
学

校
安

全
計

画
の

校
内

研
修

に
，

危
機

管
理

に
つ

い
て

の
研

修
等

を

位
置

付
け

，
「

事
前

」
，
「

発
生

時
」
，
「

事
後

」
の

三
段

階
の

危
機

管
理

※
）

に
対

応
し

た
校

内

研
修

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
な

お
，
危

機
管

理
に

対
応

し
た

校
内

研
修

を
行

う
際

に
は

，

本
指

針
を

踏
ま

え
，

こ
の

内
容

の
共

通
理

解
を

図
る

た
め

，
事

件
・

事
故

災
害

発
生

時
の

対
処

方
法

や
救

急
及

び
緊

急
連

絡
体

制
の

整
備

等
に

つ
い

て
，

対
応

能
力

の
向

上
に

努
め

る
。

 

※
）

 
危

機
管

理
に

当
た

っ
て

は
，

危
険

を
い

ち
早

く
発

見
し

て
事

件
・

事
故

の
発

生
を

未
然

に
防

ぐ
こ

と
（

事
前

の
危

機
管

理
）
，

万
が

一
事

件
・

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

，
適

切

か
つ

迅
速

に
対

処
し

，
被

害
を

最
小

限
に

抑
え

る
こ

と
（

発
生

時
の

危
機

管
理

）
，

そ
し

て
，

保
護

者
等

へ
の

説
明

や
児

童
生

徒
等

の
心

の
ケ

ア
を

行
う

と
と

も
に

，
発

生
し

た
事

故
等

を
し

っ
か

り
と

検
証

し
，

得
ら

れ
た

教
訓

か
ら

再
発

防
止

に
向

け
た

対
策

を
講

じ
る

こ
と

（
事

後
の

危
機

管
理

）
が

重
要

。
 

○
 

研
修

の
例

と
し

て
は

，
以

下
の

よ
う

な
も

の
が

考
え

ら
れ

る
。

 

      

  

○
 

危
機

管
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

内
容

の
教

職
員

へ
の

周
知

と
訓

練
を

進
め

，
事

件
・

事
故

災
害

が

発
生

し
た

際
に

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

確
保

及
び

応
急

手
当

等
，

全
教

職
員

が
各

学
校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
く

対
応

が
実

施
で

き
る

よ
う

備
え

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。
 

○
 

学
校

安
全

に
係

る
教

職
員

の
研

修
・

訓
練

は
，

新
年

度
の

で
き

る
限

り
早

期
に

行
わ

れ
る

こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

○
 

危
機

対
応

訓
練

の
一

つ
と

し
て

，
避

難
訓

練
は

，
児

童
生

徒
等

が
自

ら
判

断
し

，
安

全
な

行

動
が

取
れ

る
能

力
を

養
う

た
め

の
活

動
で

あ
る

と
同

時
に

，
学

校
の

危
機

管
理

上
必

要
な

業
務

と
し

て
行

う
学

校
教

職
員

の
活

動
で

あ
る

こ
と

を
理

解
す

る
。

ま
た

，
危

機
対

応
訓

練
に

お
い

て
は

，
形

式
的

・
表

面
的

な
訓

練
と

な
ら

な
い

よ
う

，
想

定
場

面
を

絶
え

ず
見

直
す

こ
と

で
，

児
童

生
徒

等
及

び
教

職
員

が
災

害
に

対
す

る
危

機
意

識
を

持
て

る
よ

う
に

実
施

す
る

。
 

○
 

例
え

ば
，

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
理

解
や

課
題

に
つ

い
て

の
教

職
員

間
の

連
携

，
情

報
共

有

の
在

り
方

な
ど

，
日

頃
の

教
育

実
践

の
見

直
し

，
点

検
を

行
う

こ
と

は
，

危
機

対
応

訓
練

に
も

資
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

○
 

都
道

府
県

教
育

委
員

会
が

開
催

す
る

，
学

校
安

全
教

室
の

講
師

と
な

る
教

職
員

等
を

対
象

と

し
た

指
導

法
等

の
講

習
会

に
は

，
各

学
校

か
ら

積
極

的
に

教
職

員
を

派
遣

し
，

資
質

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

・
 
校

内
の

事
故

統
計

や
事

故
事

例
，

安
全

点
検

の
結

果
や

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

等
の

事
故

災
害

情
報

等
を

活
用

し
た

安
全

な
環

境
の

整
備

に
関

す
る

こ
と

 

・
 様

々
な

ケ
ー

ス
に

対
応

し
た

防
災

避
難

訓
練

，
防

犯
避

難
訓

練
 

・
 事

故
発

生
時

の
対

応
訓

練
（

被
害

児
童

生
徒

等
及

び
そ

の
保

護
者

へ
の

対
応

を
含

む
）

 

・
 Ａ

Ｅ
Ｄ

の
使

用
、

心
肺

蘇
生

法
な

ど
の

応
急

手
当

に
関

す
る

知
識

技
能

の
向

上
 

・
 エ

ピ
ペ

ン
Ⓡ
の

使
用

法
を

含
む

ア
レ

ル
ギ

ー
へ

の
対

応
に

関
す

る
こ

と
 

・
 児

童
生

徒
等

の
心

の
ケ

ア
に

関
す

る
こ

と
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○
 

学
校

の
設

置
者

は
，
日

頃
か

ら
学

校
で

発
生

し
た

重
大

事
故

又
は

繰
り

返
し

発
生

し
て

い
る

事
故

の
情

報
収

集
に

努
め

る
と

と
も

に
，
国

か
ら

事
故

情
報

の
周

知
及

び
同

様
の

事
故

の
未

然

防
止

の
た

め
の

注
意

喚
起

の
通

知
を

受
け

取
っ

た
と

き
は

，
速

や
か

に
所

管
の

学
校

に
周

知
し

，

事
故

情
報

を
共

有
す

る
と

と
も

に
，

事
故

の
未

然
防

止
の

た
め

に
必

要
な

対
策

を
行

う
。

 

○
 

都
道

府
県

教
育

委
員

会
、
都

道
府

県
私

学
担

当
課

及
び

構
造

改
革

特
別

区
域

法
第

１
２

条
第

１
項

の
認

定
を

受
け

た
地

方
公

共
団

体
の

学
校

設
置

会
社

担
当

課
（

以
下

「
都

道
府

県
等

担
当

課
」

と
い

う
。
）

に
お

い
て

は
、

日
頃

か
ら

学
校

事
故

の
情

報
収

集
に

努
め

る
な

ど
、

必
要

に

応
じ

て
，

都
道

府
県

教
育

委
員

会
は

域
内

の
市

区
町

村
教

育
委

員
会

（
指

定
都

市
教

育
委

員
会

を
除

く
。

以
下

同
じ

。）
に

対
し

，
都

道
府

県
等

担
当

課
は

所
轄

の
学

校
に

対
し

，
学

校
事

故

の
事

例
や

傾
向

を
提

供
し

，
必

要
な

事
故

防
止

策
等

に
か

か
る

支
援

・
助

言
を

行
う

。
 

○
 

国
は

，
詳

細
調

査
（「

3
-4

 詳
細

調
査

の
実

施
」

参
照

）
が

実
施

さ
れ

た
事

例
に

係
る

情
報

の
集

約
及

び
周

知
に

努
め

る
。

ま
た

，
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
の

「
学

校
事

故
事

例
検

索
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

及
び

刊
行

物
「

学
校

の
管

理
下

の
災

害
」

等
に

掲
載

さ
れ

た
情

報
等

の
活

用
を

学
校

、
学

校
の

設
置

者
及

び
都

道
府

県
等

担
当

課
に

促
す

。
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（
６

）
緊

急
時

対
応

に
関

す
る

体
制

整
備

 

○
 

学
校

の
危

機
管

理
で

は
，
組

織
的

な
危

機
対

応
を

実
践

す
る

た
め

の
体

制
づ

く
り

が
重

要
で

あ
り

，
校

長
が

責
任

者
と

な
り

，
校

務
分

掌
に

よ
り

安
全

を
担

当
す

る
教

職
員

が
中

心
と

な
っ

て
活

動
で

き
る

体
制

を
作

り
，
教

職
員

は
そ

れ
ぞ

れ
の

状
況

に
応

じ
て

平
常

時
か

ら
役

割
を

分

担
し

，
連

携
を

取
り

な
が

ら
活

動
を

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

○
 

事
故

発
生

時
に

は
，

全
教

職
員

が
各

学
校

の
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
基

づ
き

，
児

童
生

徒

等
の

安
全

確
保

及
び

応
急

手
当

等
の

事
故

発
生

直
後

の
対

応
，
そ

れ
に

続
く

態
勢

整
備

等
の

対

応
等

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
学

校
安

全
の

中
核

と
な

る
教

職
員

を
中

心
に

，
日

常
的

，

定
期

的
に

職
員

会
議

，
学

年
会

，
校

内
研

修
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
活

用
し

て
，
意

図
的

に
協

議
・

情
報

共
有

等
を

進
め

る
こ

と
が

大
切

で
あ

る
。

 

○
 

事
故

発
生

時
に

は
，

出
張

等
で

，
管

理
職

や
担

当
教

職
員

が
不

在
の

場
合

で
も

組
織

的
な

対

応
が

行
え

る
よ

う
，

事
故

発
生

時
の

指
揮

命
令

者
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
，

事
故

発
生

時
の

役
割

と
内

容
を

全
教

職
員

が
共

通
理

解
し

て
お

く
こ

と
が

必
要

で
あ

り
，
役

割
分

担
表

は
職

員

室
等

の
見

や
す

い
場

所
に

掲
示

し
て

お
く

な
ど

の
対

応
が

望
ま

れ
る
（【

参
考

資
料

2
】
参

照
）。

 

○
 

学
校

外
で

の
学

習
時

や
部

活
動

等
に

お
け

る
事

故
の

場
合

も
適

切
に

対
応

で
き

る
よ

う
，
教

職
員

体
制

が
通

常
と

違
う

場
合

の
役

割
分

担
や

連
絡

の
取

り
方

，
事

故
対

応
の

手
順

に
つ

い
て

も
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
お

く
。

ま
た

，
学

校
外

で
の

活
動

の
際

に
は

，
あ

ら
か

じ
め

，
現

地
に

お
け

る
交

通
事

情
，

連
絡

の
方

法
，

救
急

病
院

等
の

医
療

機
関

の
有

無
な

ど
を

詳
し

く
調

査
し

て
お

く
こ

と
も

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

休
日

等
の

勤
務

時
間

外
に

事
故

・
災

害
が

発
生

す
る

こ
と

も
想

定
し

た
連

絡
体

制
の

整
備

も

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

「
学

校
生

活
管

理
指

導
表

」
等

か
ら

，
児

童
生

徒
等

の
運

動
制

限
や

ア
レ

ル
ギ

ー
の

有
無

等

を
把

握
す

る
と

と
も

に
，

把
握

し
た

情
報

を
，

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
留

意
し

た
上

で
，

全
教

職
員

で
共

有
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

し
，

各
教

職
員

が
適

切
な

対
応

が
で

き
る

よ
う

，
各

教
職

員
の

役
割

を
明

確
に

し
て

，
共

通
理

解
を

図
る

こ
と

も
重

要
で

あ
る

。
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が
直

接
設

置
し

て
い

る
学

校
に

つ
い

て
は

，
執

行
機

関
で

あ
る

教
育

委
員

会
を

指
す

。
以

下
同

じ
。）

に
申

し
出

て
，

学
校

の
設

置
者

が
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

安
全

点
検

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
，

児
童

生
徒

等
の

意
見

も
聴

き
入

れ
，

児
童

生
徒

等
の

視

点
で

危
な

い
と

思
っ

て
い

る
箇

所
に

つ
い

て
も

点
検

を
行

う
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。

 

（
参

考
）

学
校

保
健

安
全

法
 

第
二

十
七

条
 

学
校

に
お

い
て

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
を

図
る

た
め

，
当

該
学

校
の

施
設

及
び

設

備
の

安
全

点
検

，
児

童
生

徒
等

に
対

す
る

通
学

を
含

め
た

学
校

生
活

そ
の

他
の

日
常

生
活

に
お

け
る

安
全

に
関

す
る

指
導

，
職

員
の

研
修

そ
の

他
学

校
に

お
け

る
安

全
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
計

画
を

策
定

し
，

こ
れ

を
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
参

考
）

学
校

保
健

安
全

法
施

行
規

則
 

第
二

十
八

条
 

法
第

二
十

七
条

の
安

全
点

検
は

，
他

の
法

令
に

基
づ

く
も

の
の

ほ
か

，
毎

学
期

一
回

以
上

，

児
童

生
徒

等
が

通
常

使
用

す
る

施
設

及
び

設
備

の
異

常
の

有
無

に
つ

い
て

系
統

的
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

二
 

学
校

に
お

い
て

は
，

必
要

が
あ

る
と

き
は

，
臨

時
に

，
安

全
点

検
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

（
４

）
各

種
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
・

見
直

し
 

○
 

各
学

校
は

，
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
必

ず
策

定
す

る
（

学
校

保
健

安
全

法
第

２
９

条
で

策

定
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
。）

。
な

お
，

本
マ

ニ
ュ

ア
ル

は
，

危
険

等
が

発
生

し
た

際
に

教
職

員
が

円
滑

か
つ

的
確

な
対

応
を

図
る

た
め

に
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
毎

年
度

，
訓

練
等

の
結

果
を

踏
ま

え
て

，
絶

え
ず

検
証

・
見

直
し

を
行

い
，

実
効

性
の

あ
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

改
訂

す
る

。
 

○
 

各
学

校
で

作
成

し
て

い
る

そ
の

他
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

つ
い

て
も

，
同

様
に

検
証

・
見

直
し

を

行
う

と
と

も
に

，
各

学
校

の
地

域
特

性
や

児
童

生
徒

等
の

実
情

に
応

じ
，

例
え

ば
，

学
校

の
管

理
下

で
の

突
然

死
防

止
，

学
校

へ
の

不
審

者
侵

入
対

応
，

ス
ポ

ー
ツ

活
動

時
の

傷
害

防
止

等
な

ど
に

対
応

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

す
る

。
 

○
 

文
部

科
学

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
用

意
し

た
学

校
安

全
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト
「

文
部

科
学

省
×

安
全

教
育

」
を

活
用

し
て

，
全

国
の

都
道

府
県

・
指

定
都

市
教

育
委

員
会

が
作

成
し

た
資

料
を

検
索

す
る

等
，

積
極

的
に

情
報

収
集

し
，

各
種

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

・
見

直
し

に
活

用
す

る
。
 

＜
文

部
科

学
省

学
校

安
全

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
Ｕ

Ｒ
Ｌ

＞
 

h
tt

p
:/

/a
n

z
e
n

k
yo

u
ik

u
.m

e
x
t.
g
o
.jp

/ 

（
参

考
）

学
校

保
健

安
全

法
 

第
二

十
九

条
 

学
校

に
お

い
て

は
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

の
確

保
を

図
る

た
め

，
当

該
学

校
の

実
情

に
応

じ

て
，

危
険

等
発

生
時

に
お

い
て

当
該

学
校

の
職

員
が

と
る

べ
き

措
置

の
具

体
的

内
容

及
び

手
順

を
定

め
た

対
処

要
領

（
次

項
に

お
い

て
「

危
険

等
発

生
時

対
処

要
領

」
と

い
う

。）
を

作
成

す
る

も
の

と
す

る
。

 

二
 

校
長

は
，

危
険

等
発

生
時

対
処

要
領

の
職

員
に

対
す

る
周

知
，

訓
練

の
実

施
そ

の
他

の
危

険
等

発
生

時

に
お

い
て

職
員

が
適

切
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 （
５

）
事

故
事

例
の

共
有

 

○
 

学
校

は
，

全
国

の
学

校
等

で
発

生
し

た
重

大
事

故
の

情
報

を
，

独
立

行
政

法
人

日
本

ス
ポ

ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
（

J
S

C
）

の
「

学
校

事
故

事
例

検
索

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

」
や

刊
行

物
「

学
校

の

管
理

下
の

災
害

」
等

を
活

用
し

て
収

集
す

る
と

と
も

に
，

校
内

で
発

生
し

た
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
事

例
に

つ
い

て
も

教
職

員
間

で
共

有
し

，
重

大
事

故
が

発
生

す
る

前
に

対
策

を
講

じ
る

。
 

○
 

学
校

は
，

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
活

用
し

て
，

安
全

に
関

す
る

教
職

員
間

の
情

報
交

換
・

情
報

の

蓄
積

が
で

き
る

仕
組

み
を

構
築

す
る

。
 

－ 53 －
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 ２
 

事
故

発
生

後
の

取
組

 

 
 

本
指

針
の

対
象

と
す

る
「

事
故

」
は

，
原

則
と

し
て

，
登

下
校

中
を

含
め

た
学

校
の

管
理

下
※

）

で
発

生
し

た
事

故
と

す
る

。
 

※
）

 
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
法

施
行

令
第

５
条

第
２

項
に

定
め

る
，「

災
害

共
済

給
付

」
の

対
象

と
な

る
「

学
校

の
管

理
下

」
参

照
 

 2
-1

 事
故

発
生

直
後

の
取

組
  

（
１

）
応

急
手

当
の

実
施

 

○
 

事
故

発
生

時
に

優
先

す
べ

き
こ

と
は

，
事

故
に

あ
っ

た
児

童
生

徒
等

（
以

下
「

被
害

児
童

生

徒
等

」
と

い
う

。
）

の
生

命
と

健
康

で
あ

る
。

事
故

直
後

は
，

ま
ず

は
被

害
児

童
生

徒
等

の
医

学
的

対
応

（
応

急
手

当
）

を
行

う
。

 

○
 

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
，

第
一

発
見

者
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
症

状
を

確
認

し
，

近

く
に

い
る

管
理

職
や

教
職

員
，

児
童

生
徒

等
に

応
援

の
要

請
を

行
う

と
と

も
に

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
症

状
に

応
じ

て
，

速
や

か
に

止
血

，
心

肺
蘇

生
な

ど
の

応
急

手
当

を
行

い
，

症
状

が
重

篤
に

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
（【

参
考

資
料

３
】

参
照

）。
 

○
 

指
揮

命
令

者
（

近
く

に
い

る
管

理
職

又
は

教
職

員
）

は
，

応
援

に
駆

け
つ

け
た

教
職

員
に

対

し
て

役
割

分
担

を
指

示
し

，
速

や
か

に
救

急
車

の
要

請
や

A
E

D
の

手
配

，
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
症

状
が

見
ら

れ
る

場
合

に
は

エ
ピ

ペ
ン

Ⓡ
の

手
配

等
，

対
応

に
当

た
る

（【
参

考
資

料
４

】
参

照
）。

 

○
 

な
お

，
重

篤
な

事
故

，
重

篤
な

事
故

と
考

え
ら

れ
る

事
象

が
起

き
た

と
き

は
，

救
命

処
置

が

秒
を

争
う

こ
と

で
あ

る
点

を
理

解
し

，
行

動
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

応
急

手
当

を
実

施
す

る
際

に
は

，
以

下
の

点
に

留
意

す
る

。
 

・
 被

害
児

童
生

徒
等

の
生

命
に

関
わ

る
緊

急
事

案
に

つ
い

て
は

，
管

理
職

へ
の

報
告

よ
り

も

救
命

処
置

を
優

先
さ

せ
迅

速
に

対
応

す
る

。
 

・
 救

命
処

置
に

お
い

て
，

意
識

や
呼

吸
の

有
無

が
「

分
か

ら
な

い
」

場
合

は
，

呼
吸

と
思

え

た
状

況
が

死
戦

期
呼

吸
で

あ
る

可
能

性
に

も
留

意
し

て
，

意
識

や
呼

吸
が

な
い

場
合

と
同

様

の
対

応
と

し
，
速

や
か

に
心

肺
蘇

生
と

A
E

D
装

着
を

実
施

す
る
（
【

参
考

資
料

３
】
参

照
）。

 

・
 救

急
車

を
手

配
す

る
た

め
に

1
1

9
番

通
報

を
す

る
と

，
消

防
の

通
信

司
令

員
か

ら
電

話
口

で
指

示
や

指
導

が
受

け
ら

れ
る

た
め

，
心

停
止

か
ど

う
か

の
判

断
に

迷
っ

た
り

，
胸

骨
圧

迫

の
や

り
方

な
ど

が
分

か
ら

な
い

場
合

は
，

1
1

9
番

通
報

し
た

際
に

電
話

を
切

ら
ず

に
指

示

を
仰

ぐ
よ

う
に

す
る

。
 

・
 教

職
員

は
事

故
の

状
況

や
被

害
児

童
生

徒
等

の
様

子
に

動
揺

せ
ず

，
ま

た
そ

の
他

の
児

童

生
徒

等
の

不
安

を
軽

減
す

る
よ

う
に

対
応

す
る

。
 

・
 応

急
手

当
を

優
先

し
つ

つ
も

，
事

故
の

発
生

状
況

や
事

故
後

の
対

応
及

び
そ

の
結

果
に

つ

い
て

，
適

宜
メ

モ
を

残
す

こ
と

を
心

が
け

，
対

応
が

一
段

落
し

た
時

点
で

メ
モ

を
整

理
す

る

（
応

援
に

駆
け

つ
け

た
教

職
員

に
対

し
，

記
録

担
当

の
役

割
を

指
示

す
る

。
）。

 
 （

２
）

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
連

絡
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

対
し

，
事

故
の

発
生

（
第

１
報

）
を

可
能

な
限

り
早

く
連

絡

す
る

。
な

お
，

そ
の

際
に

は
，

事
故

の
概

況
，

け
が

の
程

度
な

ど
，

最
低

限
必

要
と

す
る

情
報

を
整

理
し

た
上

で
行

う
。

 

○
 

被
害

の
詳

細
や

搬
送

先
の

医
療

機
関

名
等

，
あ

る
程

度
の

情
報

が
整

理
で

き
た

段
階

で
，

第

8
 

 （
７

）
保

護
者

や
地

域
住

民
，

関
係

機
関

等
と

の
連

携
・

協
働

体
制

の
整

備
 

○
 

学
校

で
は

，
児

童
生

徒
等

が
発

達
の

段
階

に
応

じ
て

危
険

予
測

・
危

険
回

避
で

き
る

よ
う

指

導
し

て
い

る
こ

と
や

，
学

校
，

家
庭

及
び

地
域

社
会

の
安

全
に

進
ん

で
貢

献
で

き
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

こ
と

を
家

庭
に

知
ら

せ
る

。
 

○
 

学
校

は
，

学
校

安
全

活
動

の
活

性
化

と
充

実
を

図
る

た
め

，
家

庭
，

地
域

，
関

係
機

関
等

と

連
携

を
図

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

 
 

学
校

安
全

活
動

の
推

進
に

効
果

的
な

連
携

対
象

と
し

て
は

，
例

え
ば

，
以

下
の

団
体

等
が

挙

げ
ら

れ
る

。
 

・
 P

T
A

（
保

護
者

）
 

・
 地

域
の

関
係

団
体

等
 

・
 地

域
の

住
民

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

 

・
 各

地
域

の
警

察
署

，
消

防
署

，
市

区
町

村
の

防
災

担
当

部
局

 

・
 近

隣
の

学
校

等
 

・
 学

校
医

，
学

校
歯

科
医

，
学

校
薬

剤
師

等
 

・
 学

校
近

隣
の

保
健

医
療

機
関

等
 

○
 

学
校

は
，

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
，

警
察

な
ど

の
関

係
機

関
，

団
体

と
の

意
見

交
換

等
の

場

（
学

校
警

察
連

絡
協

議
会

，
地

域
学

校
安

全
委

員
会

等
）

を
設

置
し

，
学

校
の

取
組

や
体

制
，

児
童

生
徒

等
の

状
況

に
つ

い
て

情
報

を
発

信
し

て
共

有
す

る
と

と
も

に
，
地

域
と

の
信

頼
関

係

を
築

き
連

携
・

協
働

を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 （
８

）
事

故
発

生
の

未
然

防
止

及
び

事
故

発
生

に
備

え
た

事
前

の
取

組
の

推
進

 

○
 

各
学

校
が

作
成

す
る

学
校

安
全

計
画

に
つ

い
て

は
，
避

難
訓

練
等

の
安

全
指

導
も

含
め

た
安

全
教

育
に

関
す

る
内

容
や

学
校

の
施

設
及

び
設

備
の

安
全

点
検

，
教

職
員

の
研

修
等

も
盛

り
込

み
，

年
間

を
見

通
し

た
安

全
に

関
す

る
諸

活
動

の
総

合
的

な
基

本
計

画
と

し
て

作
成

し
，

教
職

員
の

共
通

理
解

の
下

，
計

画
に

基
づ

く
取

組
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

学
校

の
設

置
者

は
，

各
学

校
に

お
け

る
計

画
の

作
成

と
実

行
，

評
価

，
改

善
に

つ
い

て
必

要

な
指

導
・

助
言

を
行

い
，

そ
の

内
容

の
充

実
に

努
め

る
と

と
も

に
，

学
校

で
事

故
が

発
生

し
た

際
に

，
学

校
が

行
う

対
応

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

体
制

を
整

え
て

お
く

。
 

○
 

都
道

府
県

等
担

当
課

は
，

所
轄

の
学

校
等

が
行

う
取

組
に

対
し

て
必

要
な

支
援

・
助

言
を

実

施
す

る
と

と
も

に
，

所
轄

の
学

校
等

で
事

故
が

発
生

し
た

際
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

学
校

等
が

行
う

対
応

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

体
制

を
整

え
て

お
く

。
 

 

（
参

考
）

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
 

 
（

教
育

委
員

会
の

職
務

権
限

）
 

第
二

十
一

条
 

教
育

委
員

会
は

，
当

該
地

方
公

共
団

体
が

処
理

す
る

教
育

に
関

す
る

事
務

で
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

管
理

し
，

及
び

執
行

す
る

。
 

九
 

校
長

，
教

員
そ

の
他

の
教

育
関

係
職

員
並

び
に

生
徒

，
児

童
及

び
幼

児
の

保
健

，
安

全
，

厚
生

及
び

福
利

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
長

の
職

務
権

限
）

 

第
二

十
二

条
 

地
方

公
共

団
体

の
長

は
，

大
綱

の
策

定
に

関
す

る
事

務
の

ほ
か

，
次

に
掲

げ
る

教
育

に
関

す
る

事
務

を
管

理
し

，
及

び
執

行
す

る
。

 

三
 

私
立

学
校

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

－ 54 －



9
 

 ２
 

事
故

発
生

後
の

取
組

 

 
 

本
指

針
の

対
象

と
す

る
「

事
故

」
は

，
原

則
と

し
て

，
登

下
校

中
を

含
め

た
学

校
の

管
理

下
※

）

で
発

生
し

た
事

故
と

す
る

。
 

※
）

 
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
法

施
行

令
第

５
条

第
２

項
に

定
め

る
，「

災
害

共
済

給
付

」
の

対
象

と
な

る
「

学
校

の
管

理
下

」
参

照
 

 2
-1

 事
故

発
生

直
後

の
取

組
  

（
１

）
応

急
手

当
の

実
施

 

○
 

事
故

発
生

時
に

優
先

す
べ

き
こ

と
は

，
事

故
に

あ
っ

た
児

童
生

徒
等

（
以

下
「

被
害

児
童

生

徒
等

」
と

い
う

。
）

の
生

命
と

健
康

で
あ

る
。

事
故

直
後

は
，

ま
ず

は
被

害
児

童
生

徒
等

の
医

学
的

対
応

（
応

急
手

当
）

を
行

う
。

 

○
 

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

は
，

第
一

発
見

者
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
症

状
を

確
認

し
，

近

く
に

い
る

管
理

職
や

教
職

員
，

児
童

生
徒

等
に

応
援

の
要

請
を

行
う

と
と

も
に

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
症

状
に

応
じ

て
，

速
や

か
に

止
血

，
心

肺
蘇

生
な

ど
の

応
急

手
当

を
行

い
，

症
状

が
重

篤
に

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
（【

参
考

資
料

３
】

参
照

）。
 

○
 

指
揮

命
令

者
（

近
く

に
い

る
管

理
職

又
は

教
職

員
）

は
，

応
援

に
駆

け
つ

け
た

教
職

員
に

対

し
て

役
割

分
担

を
指

示
し

，
速

や
か

に
救

急
車

の
要

請
や

A
E

D
の

手
配

，
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
症

状
が

見
ら

れ
る

場
合

に
は

エ
ピ

ペ
ン

Ⓡ
の

手
配

等
，

対
応

に
当

た
る

（【
参

考
資

料
４

】
参

照
）。

 

○
 

な
お

，
重

篤
な

事
故

，
重

篤
な

事
故

と
考

え
ら

れ
る

事
象

が
起

き
た

と
き

は
，

救
命

処
置

が

秒
を

争
う

こ
と

で
あ

る
点

を
理

解
し

，
行

動
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

応
急

手
当

を
実

施
す

る
際

に
は

，
以

下
の

点
に

留
意

す
る

。
 

・
 被

害
児

童
生

徒
等

の
生

命
に

関
わ

る
緊

急
事

案
に

つ
い

て
は

，
管

理
職

へ
の

報
告

よ
り

も

救
命

処
置

を
優

先
さ

せ
迅

速
に

対
応

す
る

。
 

・
 救

命
処

置
に

お
い

て
，

意
識

や
呼

吸
の

有
無

が
「

分
か

ら
な

い
」

場
合

は
，

呼
吸

と
思

え

た
状

況
が

死
戦

期
呼

吸
で

あ
る

可
能

性
に

も
留

意
し

て
，

意
識

や
呼

吸
が

な
い

場
合

と
同

様

の
対

応
と

し
，
速

や
か

に
心

肺
蘇

生
と

A
E

D
装

着
を

実
施

す
る
（
【

参
考

資
料

３
】
参

照
）。

 

・
 救

急
車

を
手

配
す

る
た

め
に

1
1

9
番

通
報

を
す

る
と

，
消

防
の

通
信

司
令

員
か

ら
電

話
口

で
指

示
や

指
導

が
受

け
ら

れ
る

た
め

，
心

停
止

か
ど

う
か

の
判

断
に

迷
っ

た
り

，
胸

骨
圧

迫

の
や

り
方

な
ど

が
分

か
ら

な
い

場
合

は
，

1
1

9
番

通
報

し
た

際
に

電
話

を
切

ら
ず

に
指

示

を
仰

ぐ
よ

う
に

す
る

。
 

・
 教

職
員

は
事

故
の

状
況

や
被

害
児

童
生

徒
等

の
様

子
に

動
揺

せ
ず

，
ま

た
そ

の
他

の
児

童

生
徒

等
の

不
安

を
軽

減
す

る
よ

う
に

対
応

す
る

。
 

・
 応

急
手

当
を

優
先

し
つ

つ
も

，
事

故
の

発
生

状
況

や
事

故
後

の
対

応
及

び
そ

の
結

果
に

つ

い
て

，
適

宜
メ

モ
を

残
す

こ
と

を
心

が
け

，
対

応
が

一
段

落
し

た
時

点
で

メ
モ

を
整

理
す

る

（
応

援
に

駆
け

つ
け

た
教

職
員

に
対

し
，

記
録

担
当

の
役

割
を

指
示

す
る

。
）。

 
 （

２
）

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
連

絡
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

対
し

，
事

故
の

発
生

（
第

１
報

）
を

可
能

な
限

り
早

く
連

絡

す
る

。
な

お
，

そ
の

際
に

は
，

事
故

の
概

況
，

け
が

の
程

度
な

ど
，

最
低

限
必

要
と

す
る

情
報

を
整

理
し

た
上

で
行

う
。

 

○
 

被
害

の
詳

細
や

搬
送

先
の

医
療

機
関

名
等

，
あ

る
程

度
の

情
報

が
整

理
で

き
た

段
階

で
，

第

8
 

 （
７

）
保

護
者

や
地

域
住

民
，

関
係

機
関

等
と

の
連

携
・

協
働

体
制

の
整

備
 

○
 

学
校

で
は

，
児

童
生

徒
等

が
発

達
の

段
階

に
応

じ
て

危
険

予
測

・
危

険
回

避
で

き
る

よ
う

指

導
し

て
い

る
こ

と
や

，
学

校
，

家
庭

及
び

地
域

社
会

の
安

全
に

進
ん

で
貢

献
で

き
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

こ
と

を
家

庭
に

知
ら

せ
る

。
 

○
 

学
校

は
，

学
校

安
全

活
動

の
活

性
化

と
充

実
を

図
る

た
め

，
家

庭
，

地
域

，
関

係
機

関
等

と

連
携

を
図

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

 
 

学
校

安
全

活
動

の
推

進
に

効
果

的
な

連
携

対
象

と
し

て
は

，
例

え
ば

，
以

下
の

団
体

等
が

挙

げ
ら

れ
る

。
 

・
 P

T
A

（
保

護
者

）
 

・
 地

域
の

関
係

団
体

等
 

・
 地

域
の

住
民

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

 

・
 各

地
域

の
警

察
署

，
消

防
署

，
市

区
町

村
の

防
災

担
当

部
局

 

・
 近

隣
の

学
校

等
 

・
 学

校
医

，
学

校
歯

科
医

，
学

校
薬

剤
師

等
 

・
 学

校
近

隣
の

保
健

医
療

機
関

等
 

○
 

学
校

は
，

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
，

警
察

な
ど

の
関

係
機

関
，

団
体

と
の

意
見

交
換

等
の

場

（
学

校
警

察
連

絡
協

議
会

，
地

域
学

校
安

全
委

員
会

等
）

を
設

置
し

，
学

校
の

取
組

や
体

制
，

児
童

生
徒

等
の

状
況

に
つ

い
て

情
報

を
発

信
し

て
共

有
す

る
と

と
も

に
，
地

域
と

の
信

頼
関

係

を
築

き
連

携
・

協
働

を
進

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

 （
８

）
事

故
発

生
の

未
然

防
止

及
び

事
故

発
生

に
備

え
た

事
前

の
取

組
の

推
進

 

○
 

各
学

校
が

作
成

す
る

学
校

安
全

計
画

に
つ

い
て

は
，
避

難
訓

練
等

の
安

全
指

導
も

含
め

た
安

全
教

育
に

関
す

る
内

容
や

学
校

の
施

設
及

び
設

備
の

安
全

点
検

，
教

職
員

の
研

修
等

も
盛

り
込

み
，

年
間

を
見

通
し

た
安

全
に

関
す

る
諸

活
動

の
総

合
的

な
基

本
計

画
と

し
て

作
成

し
，

教
職

員
の

共
通

理
解

の
下

，
計

画
に

基
づ

く
取

組
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

○
 

学
校

の
設

置
者

は
，

各
学

校
に

お
け

る
計

画
の

作
成

と
実

行
，

評
価

，
改

善
に

つ
い

て
必

要

な
指

導
・

助
言

を
行

い
，

そ
の

内
容

の
充

実
に

努
め

る
と

と
も

に
，

学
校

で
事

故
が

発
生

し
た

際
に

，
学

校
が

行
う

対
応

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

体
制

を
整

え
て

お
く

。
 

○
 

都
道

府
県

等
担

当
課

は
，

所
轄

の
学

校
等

が
行

う
取

組
に

対
し

て
必

要
な

支
援

・
助

言
を

実

施
す

る
と

と
も

に
，

所
轄

の
学

校
等

で
事

故
が

発
生

し
た

際
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

学
校

等
が

行
う

対
応

を
サ

ポ
ー

ト
で

き
る

体
制

を
整

え
て

お
く

。
 

 

（
参

考
）

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
 

 
（

教
育

委
員

会
の

職
務

権
限

）
 

第
二

十
一

条
 

教
育

委
員

会
は

，
当

該
地

方
公

共
団

体
が

処
理

す
る

教
育

に
関

す
る

事
務

で
，

次
に

掲
げ

る
も

の
を

管
理

し
，

及
び

執
行

す
る

。
 

九
 

校
長

，
教

員
そ

の
他

の
教

育
関

係
職

員
並

び
に

生
徒

，
児

童
及

び
幼

児
の

保
健

，
安

全
，

厚
生

及
び

福
利

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
長

の
職

務
権

限
）

 

第
二

十
二

条
 

地
方

公
共

団
体

の
長

は
，

大
綱

の
策

定
に

関
す

る
事

務
の

ほ
か

，
次

に
掲

げ
る

教
育

に
関

す
る

事
務

を
管

理
し

，
及

び
執

行
す

る
。

 

三
 

私
立

学
校

に
関

す
る

こ
と

。
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1
1

 
 

国
ま

で
一

報
を

行
う

（
以

下
，

国
立

学
校

の
設

置
者

及
び

私
立

・
株

式
会

社
立

学
校

の
場

合

の
都

道
府

県
等

担
当

課
も

同
じ

。）
。

 

・
 

国
立

学
校

の
場

合
は

，
学

校
の

設
置

者
に

速
や

か
に

事
故

発
生

を
報

告
し

，
状

況
に

応
じ

て
，

学
校

の
設

置
者

は
，

必
要

な
人

員
の

派
遣

や
助

言
等

の
支

援
を

行
う

。
 

・
 

私
立

・
株

式
会

社
立

学
校

の
場

合
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

都
道

府
県

等
担

当
課

に
事

故
報

告
を

行
い

，
事

故
対

応
の

支
援

を
要

請
す

る
。

都
道

府
県

等
担

当
課

は
，

日
頃

よ
り

事
故

に

関
す

る
情

報
収

集
に

努
め

る
と

と
も

に
，

学
校

か
ら

の
求

め
に

積
極

的
に

応
じ

る
。

 

特
に

，
死

亡
事

故
等

の
重

篤
な

事
故

に
つ

い
て

は
，

あ
ら

か
じ

め
，

学
校

か
ら

都
道

府
県

等
担

当
課

に
対

す
る

報
告

の
方

法
等

を
定

め
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

都
道

府
県

等
担

当

課
は

，
死

亡
事

故
等

が
起

こ
っ

た
事

実
を

把
握

し
た

際
に

は
，

後
述

す
る

基
本

調
査

の
結

果

を
学

校
に

求
め

る
な

ど
必

要
な

措
置

を
取

る
よ

う
努

め
る

。
 

○
 

人
口

規
模

の
小

さ
な

地
方

公
共

団
体

や
都

道
府

県
等

担
当

課
に

お
い

て
，
事

故
対

応
の

知
見

を
有

す
る

職
員

を
含

む
必

要
な

派
遣

人
員

を
確

保
す

る
こ

と
が

難
し

い
場

合
等

に
は

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

は
，

市
区

町
村

立
学

校
の

事
案

や
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
の

事
案

に
対

し
て

も
，

市
区

町
村

教
育

委
員

会
や

都
道

府
県

等
担

当
課

の
求

め
に

応
じ

，
必

要
な

人
員

の
派

遣
や

助
言

等
の

支
援

を
行

う
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
な

お
，

そ
の

際
に

は
，

必
要

に
応

じ
て

，
都

道
府

県
の

危
機

管
理

部
局

と
も

連
携

し
，

対
応

に
当

た
る

。
 

○
 

ヒ
ヤ

リ
ハ

ッ
ト

事
例

に
つ

い
て

は
，
校

内
で

発
生

し
た

事
例

を
教

職
員

間
で

共
有

す
る

な
ど

，

各
学

校
に

お
い

て
適

宜
調

査
を

実
施

し
た

上
で

学
校

の
設

置
者

に
も

報
告

す
る

等
，
重

大
事

故

が
発

生
す

る
前

に
対

策
を

講
じ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

○
 

必
要

に
応

じ
て

，
警

察
等

の
関

係
機

関
に

対
し

て
も

情
報

提
供

を
行

う
。

 

（
参

考
）

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
 

 
（

私
立

学
校

に
関

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
委

員
会

の
助

言
又

は
援

助
）

 

第
二

十
七

条
の

五
 

都
道

府
県

知
事

は
，

第
二

十
二

条
第

三
号

に
掲

げ
る

私
立

学
校

に
関

す
る

事
務

を
管

理
し

，
及

び
執

行
す

る
に

当
た

り
，

必
要

と
認

め
る

と
き

は
，

当
該

都
道

府
県

委
員

会
に

対
し

，
学

校

教
育

に
関

す
る

専
門

的
事

項
に

つ
い

て
助

言
又

は
援

助
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
４

）
保

護
者

へ
の

説
明

 

○
 

保
護

者
間

に
臆

測
に

基
づ

く
誤

っ
た

情
報

が
広

が
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
に

，
被

害
児

童
生

徒

等
以

外
の

保
護

者
に

対
し

て
も

，
状

況
に

応
じ

て
，

学
校

か
ら

速
や

か
に

正
確

な
情

報
を

伝
え

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
，

事
故

・
事

件
の

深
刻

さ
等

を
勘

案
し

，
状

況
に

応
じ

て
，

保
護

者
説

明
会

等
の

開
催

な
ど

，
必

要
な

情
報

共
有

を
行

う
。

 

○
 

情
報

を
発

信
す

る
際

に
は

，
外

部
に

出
せ

る
情

報
を

明
確

に
し

，
①

発
生

事
実

の
概

要
，

②

対
応

経
過

，
③

今
後

の
取

組
・

方
向

性
な

ど
に

整
理

し
て

説
明

す
る

。
 

○
 

保
護

者
説

明
会

の
開

催
等

，
被

害
児

童
生

徒
等

以
外

の
保

護
者

へ
の

説
明

の
際

に
は

，
あ

ら

か
じ

め
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
意

向
を

確
認

し
，
説

明
の

内
容

に
つ

い
て

承
諾

を
得

た

上
で

行
う

。
 

 

（
５

）
記

者
会

見
を

含
む

情
報

の
公

表
及

び
関

係
機

関
と

の
調

整
 

○
 

情
報

の
公

表
の

た
め

に
は

，
正

確
な

情
報

の
把

握
が

必
要

と
な

る
。

事
故

に
対

し
，

警
察

の

捜
査

が
行

わ
れ

て
い

る
場

合
は

，
警

察
が

公
表

し
て

い
る

情
報

な
ど

に
よ

り
事

実
確

認
を

行
う

な
ど

，
関

係
機

関
等

か
ら

も
情

報
を

収
集

し
つ

つ
整

理
を

行
う

。
 

○
 

報
道

な
ど

の
外

部
へ

の
対

応
に

つ
い

て
は

，
学

校
と

学
校

の
設

置
者

で
調

整
の

上
，

対
応

窓

1
0

 
 

２
報

の
連

絡
を

行
う

。
以

後
，

正
確

か
つ

迅
速

な
連

絡
に

努
め

，
情

報
の

共
有

を
図

る
。

 

 

（
３

）
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

対
応

 

○
 

学
校

事
故

で
は

，
意

図
的

で
な

く
て

も
，

他
の

児
童

生
徒

等
が

も
う

一
方

の
当

事
者

（
加

害

者
）
と

な
る

こ
と

も
あ

る
。
事

故
に

あ
っ

た
本

人
は

も
と

よ
り

，
加

害
児

童
生

徒
等

も
傷

つ
き

，

相
当

の
心

的
負

担
が

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
留

意
し

，
心

の
ケ

ア
を

十
分

に
行

う
（
「

５
（

２
）

児
童

生
徒

等
の

心
の

ケ
ア

」
参

照
）
。

 

○
 

命
に

か
か

わ
る

よ
う

な
状

況
に

遭
遇

し
た

り
，

そ
れ

を
目

撃
し

た
り

し
た

場
合

な
ど

に
は

，

通
常

の
ス

ト
レ

ス
で

は
生

じ
な

い
精

神
症

状
と

身
体

症
状

が
現

れ
る

こ
と

が
あ

る
こ

と
を

理

解
し

，
迅

速
に

心
身

の
健

康
状

態
の

把
握

を
行

う
。

な
お

，
そ

れ
ら

の
症

状
は

，
事

件
・

事
故

の
直

後
に

は
現

れ
ず

，
し

ば
ら

く
経

っ
て

か
ら

現
れ

る
場

合
が

あ
る

こ
と

を
念

頭
に

置
く

必
要

が
あ

る
。
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 初
期

対
応

時
（

事
故

発
生

直
後

～
事

故
後

１
週

間
程

度
）

の
取

組
 

（
１

）
危

機
対

応
の

態
勢

整
備

 

○
 

事
故

発
生

後
の

対
応

は
，

校
長

の
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
下

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

対

応
，

報
道

対
応

等
，

チ
ー

ム
と

し
て

対
応

す
る

（「
１

（
６

）
緊

急
時

対
応

に
関

す
る

体
制

整

備
」

参
照

）。
 

○
 

危
機

発
生

時
に

は
様

々
な

対
応

を
集

中
し

て
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

，
的

確
な

方
針

と
実

施

の
た

め
の

人
員

が
必

要
に

な
る

。
学

校
だ

け
で

は
手

が
回

ら
な

い
場

合
は

，
学

校
の

設
置

者
に

人
員

の
派

遣
等

の
支

援
を

要
請

し
，

必
要

な
人

員
を

確
保

し
対

応
に

当
た

る
。

 

○
 

事
故

発
生

後
の

対
応

を
行

う
教

職
員

に
は

相
当

の
心

的
負

担
が

か
か

っ
て

い
る

こ
と

に
留

意
し

，
関

係
教

職
員

に
対

す
る

配
慮

も
必

要
で

あ
る

。
 

 

（
２

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

対
応

 

○
 

応
急

手
当

等
，

事
故

発
生

直
後

の
対

応
終

了
後

は
，

で
き

る
限

り
迅

速
か

つ
確

実
に

事
実

確

認
を

行
い

，
学

校
側

が
知

り
得

た
事

実
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

し
正

確
に

伝
え

る
等

，
責

任
の

あ
る

対
応

を
行

う
。

 

○
 

学
校

は
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

寄
り

添
い

，
信

頼
関

係
に

た
っ

て
事

態
へ

の
対

処

が
で

き
る

よ
う

，
対

応
の

責
任

者
を

決
め

，
常

に
情

報
の

共
有

化
を

図
る

。
 

○
 

学
校

は
、
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
要

望
や

状
況

に
応

じ
て

，
信

頼
で

き
る

第
三

者
（

ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
や

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
等

）
を

紹
介

し
，

相
談

・
支

援
が

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

。
 

 

（
３

）
学

校
の

設
置

者
等

へ
の

報
告

，
支

援
要

請
 

○
 

学
校

は
，
死

亡
事

故
及

び
治

療
に

要
す

る
期

間
が

３
０

日
以

上
の

負
傷

や
疾

病
を

伴
う

場
合

等
重

篤
な

事
故

が
起

こ
っ

た
場

合
に

は
，

学
校

の
設

置
者

等
に

速
や

か
に

報
告

を
行

う
。

 

・
 

公
立

学
校

の
場

合
は

，
学

校
の

設
置

者
に

速
や

か
に

事
故

発
生

を
報

告
し

，
状

況
に

応
じ

て
，

必
要

な
人

員
の

派
遣

や
助

言
等

の
支

援
を

要
請

す
る

。
 

 
 

学
校

の
設

置
者

は
，

事
故

対
応

の
知

見
を

有
す

る
職

員
を

含
む

複
数

の
職

員
を

派
遣

し
，

助
言

等
の

支
援

を
行

う
。

ま
た

，
市

区
町

村
立

学
校

（
指

定
都

市
立

学
校

を
除

く
。
）

の
事

案
の

場
合

，
市

区
町

村
教

育
委

員
会

は
，

都
道

府
県

教
育

委
員

会
に

速
や

か
に

事
故

発
生

を

報
告

す
る

（【
参

考
資

料
５

】
参

照
）。

 

な
お

，
死

亡
事

故
に

つ
い

て
は

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

又
は

指
定

都
市

教
育

委
員

会
は
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 ３

 
調

査
の

実
施
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調
査

の
目

的
及

び
目

標
 

（
１

）
調

査
の

目
的

 

○
 

調
査

は
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
「

基
本

調
査

」
と

得
ら

れ
た

情
報

に
基

づ
く

，
事

故
に

至

る
過

程
や

原
因

の
分

析
を

行
う

「
詳

細
調

査
」

で
構

成
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
，

そ
の

「
目

的
」

は
事

故
の

状
況

に
よ

っ
て

異
な

る
可

能
性

も
あ

る
が

，
下

記
の

こ
と

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

・
 

日
頃

の
安

全
管

理
の

在
り

方
等

，
事

故
の

原
因

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

を
広

く
集

め
て

検
証

し
，

今
後

の
事

故
防

止
に

生
か

す
た

め
 

・
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
や

児
童

生
徒

等
及

び
そ

の
保

護
者

の
事

実
に

向
き

合
い

た
い

な
ど

の
希

望
に

応
え

る
た

め
 

○
 

こ
の

調
査

は
，

民
事

・
刑

事
上

の
責

任
追

及
や

そ
の

他
の

訴
訟

等
へ

の
対

応
を

直
接

の
目

的

と
す

る
も

の
で

は
な

く
，

学
校

と
そ

の
設

置
者

と
し

て
，

上
記

目
的

を
踏

ま
え

て
事

実
に

向
き

合
う

も
の

で
あ

る
。

 

 （
２

）
調

査
の

目
標

 

○
 

調
査

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
到

達
す

べ
き

「
目

標
」

に
つ

い
て

も
，

事
案

に
よ

っ
て

異

な
る

が
，

下
記

の
こ

と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

 

①
事

故
の

兆
候

（
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
を

含
む

）
な

ど
も

含
め

，
当

該
事

故
に

関
係

の
あ

る
事

実
を

可
能

な
限

り
明

ら
か

に
す

る
 

②
事

故
当

日
の

過
程

（
①

で
明

ら
か

に
な

っ
た

事
実

の
影

響
を

含
む

）
を

可
能

な
限

り
明

ら
か

に
す

る
 

③
上

記
①

②
を

踏
ま

え
今

後
の

再
発

防
止

へ
の

課
題

を
考

え
，

学
校

で
の

事
故

防
止

の
取

組
の

在
り

方
を

見
直

す
 

  

3
-２

学
校

に
よ

る
基

本
調

査
の

実
施

 

 
「

基
本

調
査

」
と

は
，

調
査

対
象

と
な

る
事

案
の

発
生

後
，

速
や

か
に

着
手

す
る

調
査

で
あ

り
，

学
校

が
そ

の
時

点
で

持
っ

て
い

る
情

報
及

び
基

本
調

査
の

期
間

中
に

得
ら

れ
た

情
報

を
迅

速
に

整

理
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 （
１

）
調

査
対

象
 

○
 

調
査

対
象

は
，

登
下

校
中

を
含

め
た

学
校

の
管

理
下

に
お

い
て

発
生

し
た

死
亡

事
故

及
び

2
-2

（
３

）
の

報
告

対
象

と
な

る
死

亡
以

外
の

事
故

の
う

ち
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

も
踏

ま
え

，
学

校
の

設
置

者
が

必
要

と
判

断
し

た
事

故
と

す
る

。
 

 （
２

）
調

査
の

実
施

主
体

 

○
 

基
本

調
査

は
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
た

め
，

学
校

が
そ

の
時

点
で

持
っ

て
い

る
情

報
及

び

基
本

調
査

の
期

間
中

に
得

ら
れ

た
情

報
を

迅
速

に
整

理
す

る
も

の
で

あ
る

。
こ

の
た

め
，

学
校

の
設

置
者

の
指

導
・

助
言

の
下

，
基

本
調

査
は

原
則

と
し

て
学

校
が

実
施

す
る

（
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
に

つ
い

て
は

，
都

道
府

県
等

担
当

課
が

，
必

要
に

応
じ

て
支

援
・

助
言

を
行

う
。）

。
 

○
 

得
ら

れ
た

情
報

に
基

づ
く

，
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
の

分
析

等
は

，
「

詳
細

調
査

」
に

お

い
て

行
う

。
 

○
 

な
お

，
事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

が
大

人
数

の
場

合
の

聴
き

取
り

，
膨

大
・

多

1
2

 
 

口
を

一
本

化
し

，
情

報
の

混
乱

が
生

じ
な

い
よ

う
，

事
実

を
正

確
に

発
信

す
る

。
 

○
 

状
況

に
よ

っ
て

は
，

報
道

対
応

窓
口

を
学

校
で

は
な

く
学

校
の

設
置

者
に

一
本

化
し

，
学

校

は
事

故
直

後
の

対
応

（
児

童
生

徒
等

・
保

護
者

対
応

）
に

専
念

で
き

る
よ

う
に

考
慮

す
る

。
 

○
 

記
者

会
見

を
含

む
情

報
の

公
表

の
際

に
は

，
あ

ら
か

じ
め

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意

向
を

確
認

し
，

説
明

の
内

容
に

つ
い

て
承

諾
を

得
た

上
で

行
う

。
 

 （
６

）
基

本
調

査
の

実
施

 

○
 

学
校

に
お

い
て

死
亡

事
故

及
び

2
-2

（
3

）
の

報
告

対
象

と
な

る
死

亡
以

外
の

事
故

の
う

ち
，

学
校

の
設

置
者

が
必

要
と

判
断

し
た

事
故

に
つ

い
て

は
，

学
校

は
，

速
や

か
に

「
基

本
調

査
」

に
着

手
し

，
原

則
と

し
て

３
日

以
内

を
目

途
に

，
関

係
す

る
全

て
の

教
職

員
か

ら
聴

き
取

り
を

実
施

す
る

と
共

に
，

必
要

に
応

じ
て

，
事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

聴
き

取
り

を
実

施
す

る
。

 

○
 

基
本

調
査

の
実

施
方

法
等

に
つ

い
て

は
，「

３
-２

 学
校

に
よ

る
基

本
調

査
の

実
施

」
に

記

載
す

る
。

 

 2
-3

 初
期

対
応

終
了

後
の

取
組

 

（
１

）
詳

細
調

査
の

実
施

 

○
 

2
-
2

（
６

）
の

基
本

調
査

等
を

踏
ま

え
，

学
校

の
設

置
者

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

に
は

，

外
部

専
門

家
が

参
画

し
た

調
査

委
員

会
を

設
置

し
，
必

要
な

再
発

防
止

策
を

検
討

す
る

こ
と

を

目
的

と
し

た
「

詳
細

調
査

」
を

行
う

。
 

○
 

調
査

委
員

会
の

設
置

に
つ

い
て

は
，
「

３
-４

 詳
細

調
査

の
実

施
」

に
記

載
す

る
。
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1
3

 
 ３

 
調

査
の

実
施

 

 

3
-1

調
査

の
目

的
及

び
目

標
 

（
１

）
調

査
の

目
的

 

○
 

調
査

は
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
「

基
本

調
査

」
と

得
ら

れ
た

情
報

に
基

づ
く

，
事

故
に

至

る
過

程
や

原
因

の
分

析
を

行
う

「
詳

細
調

査
」

で
構

成
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
，

そ
の

「
目

的
」

は
事

故
の

状
況

に
よ

っ
て

異
な

る
可

能
性

も
あ

る
が

，
下

記
の

こ
と

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

・
 

日
頃

の
安

全
管

理
の

在
り

方
等

，
事

故
の

原
因

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

を
広

く
集

め
て

検
証

し
，

今
後

の
事

故
防

止
に

生
か

す
た

め
 

・
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
や

児
童

生
徒

等
及

び
そ

の
保

護
者

の
事

実
に

向
き

合
い

た
い

な
ど

の
希

望
に

応
え

る
た

め
 

○
 

こ
の

調
査

は
，

民
事

・
刑

事
上

の
責

任
追

及
や

そ
の

他
の

訴
訟

等
へ

の
対

応
を

直
接

の
目

的

と
す

る
も

の
で

は
な

く
，

学
校

と
そ

の
設

置
者

と
し

て
，

上
記

目
的

を
踏

ま
え

て
事

実
に

向
き

合
う

も
の

で
あ

る
。

 

 （
２

）
調

査
の

目
標

 

○
 

調
査

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
到

達
す

べ
き

「
目

標
」

に
つ

い
て

も
，

事
案

に
よ

っ
て

異

な
る

が
，

下
記

の
こ

と
が

挙
げ

ら
れ

る
。

 

①
事

故
の

兆
候

（
ヒ

ヤ
リ

ハ
ッ

ト
を

含
む

）
な

ど
も

含
め

，
当

該
事

故
に

関
係

の
あ

る
事

実
を

可
能

な
限

り
明

ら
か

に
す

る
 

②
事

故
当

日
の

過
程

（
①

で
明

ら
か

に
な

っ
た

事
実

の
影

響
を

含
む

）
を

可
能

な
限

り
明

ら
か

に
す

る
 

③
上

記
①

②
を

踏
ま

え
今

後
の

再
発

防
止

へ
の

課
題

を
考

え
，

学
校

で
の

事
故

防
止

の
取

組
の

在
り

方
を

見
直

す
 

  

3
-２

学
校

に
よ

る
基

本
調

査
の

実
施

 

 
「

基
本

調
査

」
と

は
，

調
査

対
象

と
な

る
事

案
の

発
生

後
，

速
や

か
に

着
手

す
る

調
査

で
あ

り
，

学
校

が
そ

の
時

点
で

持
っ

て
い

る
情

報
及

び
基

本
調

査
の

期
間

中
に

得
ら

れ
た

情
報

を
迅

速
に

整

理
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 （
１

）
調

査
対

象
 

○
 

調
査

対
象

は
，

登
下

校
中

を
含

め
た

学
校

の
管

理
下

に
お

い
て

発
生

し
た

死
亡

事
故

及
び

2
-2

（
３

）
の

報
告

対
象

と
な

る
死

亡
以

外
の

事
故

の
う

ち
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

も
踏

ま
え

，
学

校
の

設
置

者
が

必
要

と
判

断
し

た
事

故
と

す
る

。
 

 （
２

）
調

査
の

実
施

主
体

 

○
 

基
本

調
査

は
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
た

め
，

学
校

が
そ

の
時

点
で

持
っ

て
い

る
情

報
及

び

基
本

調
査

の
期

間
中

に
得

ら
れ

た
情

報
を

迅
速

に
整

理
す

る
も

の
で

あ
る

。
こ

の
た

め
，

学
校

の
設

置
者

の
指

導
・

助
言

の
下

，
基

本
調

査
は

原
則

と
し

て
学

校
が

実
施

す
る

（
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
に

つ
い

て
は

，
都

道
府

県
等

担
当

課
が

，
必

要
に

応
じ

て
支

援
・

助
言

を
行

う
。）

。
 

○
 

得
ら

れ
た

情
報

に
基

づ
く

，
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
の

分
析

等
は

，
「

詳
細

調
査

」
に

お

い
て

行
う

。
 

○
 

な
お

，
事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

が
大

人
数

の
場

合
の

聴
き

取
り

，
膨

大
・

多

1
2

 
 

口
を

一
本

化
し

，
情

報
の

混
乱

が
生

じ
な

い
よ

う
，

事
実

を
正

確
に

発
信

す
る

。
 

○
 

状
況

に
よ

っ
て

は
，

報
道

対
応

窓
口

を
学

校
で

は
な

く
学

校
の

設
置

者
に

一
本

化
し

，
学

校

は
事

故
直

後
の

対
応

（
児

童
生

徒
等

・
保

護
者

対
応

）
に

専
念

で
き

る
よ

う
に

考
慮

す
る

。
 

○
 

記
者

会
見

を
含

む
情

報
の

公
表

の
際

に
は

，
あ

ら
か

じ
め

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意

向
を

確
認

し
，

説
明

の
内

容
に

つ
い

て
承

諾
を

得
た

上
で

行
う

。
 

 （
６

）
基

本
調

査
の

実
施

 

○
 

学
校

に
お

い
て

死
亡

事
故

及
び

2
-2

（
3

）
の

報
告

対
象

と
な

る
死

亡
以

外
の

事
故

の
う

ち
，

学
校

の
設

置
者

が
必

要
と

判
断

し
た

事
故

に
つ

い
て

は
，

学
校

は
，

速
や

か
に

「
基

本
調

査
」

に
着

手
し

，
原

則
と

し
て

３
日

以
内

を
目

途
に

，
関

係
す

る
全

て
の

教
職

員
か

ら
聴

き
取

り
を

実
施

す
る

と
共

に
，

必
要

に
応

じ
て

，
事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

聴
き

取
り

を
実

施
す

る
。

 

○
 

基
本

調
査

の
実

施
方

法
等

に
つ

い
て

は
，「

３
-２

 学
校

に
よ

る
基

本
調

査
の

実
施

」
に

記

載
す

る
。

 

 2
-3

 初
期

対
応

終
了

後
の

取
組

 

（
１

）
詳

細
調

査
の

実
施

 

○
 

2
-
2

（
６

）
の

基
本

調
査

等
を

踏
ま

え
，

学
校

の
設

置
者

が
必

要
と

判
断

し
た

場
合

に
は

，

外
部

専
門

家
が

参
画

し
た

調
査

委
員

会
を

設
置

し
，
必

要
な

再
発

防
止

策
を

検
討

す
る

こ
と

を

目
的

と
し

た
「

詳
細

調
査

」
を

行
う

。
 

○
 

調
査

委
員

会
の

設
置

に
つ

い
て

は
，
「

３
-４

 詳
細

調
査

の
実

施
」

に
記

載
す

る
。
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1
5

 
 

○
 

部
活

動
指

導
員

等
，

外
部

人
材

が
学

校
に

派
遣

・
配

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

，
当

該
外

部

人
材

か
ら

も
聴

き
取

り
を

実
施

す
る

。
 

 ＜
 事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

聴
き

取
り

調
査

 ＞
 

○
 

事
故

現
場

に
児

童
生

徒
等

が
居

合
わ

せ
た

り
す

る
な

ど
，
事

故
発

生
時

の
事

実
関

係
を

整
理

す
る

上
で

関
係

す
る

児
童

生
徒

等
に

対
し

て
聴

き
取

り
を

行
う

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
，
児

童

生
徒

等
へ

の
聴

き
取

り
調

査
の

実
施

を
検

討
す

る
。

た
だ

し
，

多
数

の
児

童
生

徒
等

か
ら

聴
き

取
り

を
行

う
必

要
が

あ
る

な
ど

，
短

期
間

で
の

実
施

が
難

し
い

場
合

は
，

基
本

調
査

で
は

聴
き

取
れ

る
範

囲
で

実
施

し
，

詳
細

調
査

の
中

で
引

き
続

き
実

施
す

る
こ

と
も

検
討

す
る

。
 

○
 

事
故

現
場

に
居

合
わ

せ
た

児
童

生
徒

等
は

，
精

神
的

に
大

き
な

シ
ョ

ッ
ク

を
受

け
て

い
る

こ

と
か

ら
，

調
査

実
施

に
当

た
っ

て
は

児
童

生
徒

等
・

保
護

者
の

理
解

・
協

力
，

心
の

ケ
ア

体
制

が
整

っ
て

い
る

こ
と

が
前

提
で

あ
る

。
聴

き
取

り
の

前
に

は
，

保
護

者
に

連
絡

し
て

理
解

・
協

力
を

依
頼

す
る

と
と

も
に

，
保

護
者

と
連

携
し

て
ケ

ア
体

制
を

万
全

に
整

え
る

。
 

○
 

学
級

担
任

や
養

護
教

諭
な

ど
が

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

役
割

分
担

に
従

っ
て

聴
き

取
り

を
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
が

，
そ

の
他

の
部

活
動

顧
問

や
担

任
外

の
教

諭
な

ど
児

童
生

徒
等

が
話

し
や

す
い

教
職

員
が

別
に

い
る

場
合

に
は

，
聴

き
取

る
主

体
を

限
定

す
る

こ
と

な
く

柔
軟

に
対

応
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

○
 

心
の

ケ
ア

の
中

で
，
何

か
気

に
な

っ
て

い
る

こ
と

が
あ

れ
ば

自
然

と
語

れ
る

雰
囲

気
を

つ
く

る
よ

う
工

夫
す

る
。

 

○
 

事
故

現
場

に
居

合
わ

せ
た

児
童

生
徒

等
が

話
し

や
す

い
雰

囲
気

を
作

り
出

す
こ

と
が

困
難

な
状

況
に

お
い

て
は

，
教

職
員

か
ら

の
聴

き
取

り
と

同
様

に
，

当
該

児
童

生
徒

等
に

対
し

，
記

録
用

紙
を

配
布

し
，
事

故
に

関
す

る
事

実
を

記
録

し
て

も
ら

う
方

法
を

取
る

こ
と

も
考

え
ら

れ

る
（【

参
考

資
料

６
】

参
照

）。
 

 
＜

関
係

機
関

と
の

協
力

等
 ＞

 

○
 

関
係

機
関

に
つ

い
て

は
，

例
え

ば
，

事
件

性
の

あ
る

事
案

の
捜

査
や

検
視

等
を

行
う

警
察

と

の
協

力
，

亡
く

な
っ

た
児

童
生

徒
等

と
関

わ
り

の
あ

る
関

係
機

関
（

こ
れ

ま
で

対
応

し
て

い
た

行
政

機
関

，
医

療
機

関
等

）
と

の
情

報
共

有
を

図
る

。
 

 （
４

）
情

報
の

整
理

・
報

告
 

○
 

得
ら

れ
た

情
報

の
範

囲
内

で
，

情
報

を
時

系
列

に
ま

と
め

る
，

事
実

と
推

察
は

区
分

し
情

報

源
を

明
記

す
る

な
ど

し
て

整
理

し
，

整
理

し
た

情
報

を
学

校
の

設
置

者
に

報
告

す
る

。
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
に

つ
い

て
は

，
必

要
に

応
じ

て
都

道
府

県
等

担
当

課
に

報
告

す
る

。
 

○
 

基
本

調
査

で
収

集
し

た
記

録
用

紙
（

メ
モ

を
含

む
）

や
事

故
報

告
等

の
連

絡
に

用
い

た
電

子

メ
ー

ル
等

は
，

詳
細

調
査

を
行

う
際

に
重

要
な

資
料

と
な

る
。

す
ぐ

に
廃

棄
す

る
こ

と
な

く
，

一
定

期
間

保
存

す
る

。
 

 （
５

）
基

本
調

査
に

お
け

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

と
の

関
わ

り
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
と

の
関

わ
り

に
つ

い
て

は
，

事
故

発
生

（
認

知
）

直
後

か
ら

無

理
に

状
況

確
認

を
す

る
の

で
は

な
く

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
意

向
を

丁
寧

に
確

認
し

，

今
後

の
接

触
を

可
能

と
す

る
よ

う
な

関
係

性
を

構
築

す
る

。
 

○
 

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

は
，

上
記

（
４

）
で

取
り

ま
と

め
ら

れ
た

基
本

調
査

の
経

過
及

び

整
理

し
た

情
報

等
に

つ
い

て
適

切
に

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

説
明

す
る

。
 

○
 

事
実

関
係

の
整

理
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

も
あ

り
得

る
が

，
必

要
に

応
じ

て
適

時
適

切
な

方

法
で

経
過

説
明

が
あ

る
こ

と
が

望
ま

し
く

，
最

初
の

説
明

は
，

調
査

着
手

か
ら

で
き

る
だ

け
１

週
間

以
内

を
目

安
に

行
う

。
 

1
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様
な

情
報

が
集

ま
っ

た
場

合
の

情
報

の
整

理
に

は
時

間
と

人
員

が
必

要
と

な
る

場
合

が
あ

る
。

そ
の

際
に

は
学

校
の

設
置

者
及

び
都

道
府

県
等

担
当

課
は

学
校

の
求

め
に

応
じ

て
，
人

的
支

援

を
行

う
よ

う
努

め
る

。
 

 （
３

）
基

本
調

査
の

実
施

 

○
 

基
本

調
査

に
お

い
て

，
学

校
の

教
職

員
や

児
童

生
徒

等
に

聴
き

取
り

を
行

う
際

に
は

，
聴

き

取
り

の
目

的
を

明
ら

か
に

し
た

上
で

，
以

下
の

事
前

説
明

を
行

う
な

ど
し

て
，

聴
き

取
り

対
象

者
の

負
担

を
軽

減
す

る
よ

う
努

め
る

。
 

         
「

首
藤

委
員

提
供

資
料

」
を

参
考

に
作

成
 

○
 

事
故

に
関

係
す

る
教

職
員

や
事

故
現

場
に

居
合

わ
せ

た
児

童
生

徒
等

へ
の

対
応

で
は

，
「

心

の
ケ

ア
」

と
「

事
実

関
係

の
確

認
」

の
両

立
を

図
る

こ
と

に
努

め
る

。
 

○
 

聴
き

取
り

調
査

を
行

う
に

当
た

っ
て

は
，

聴
取

・
記

録
・

心
の

ケ
ア

へ
の

配
慮

と
い

う
各

観

点
が

必
要

で
あ

り
，
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
等

の
専

門
家

の
支

援
を

受
け

て
実

施
の

判
断

を

行
い

、
実

施
の

際
に

は
，

必
ず

複
数

の
教

職
員

で
対

応
す

る
と

と
も

に
，

状
況

に
応

じ
て

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

を
同

席
さ

せ
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
 

 ＜
 関

係
す

る
全

教
職

員
か

ら
の

聴
き

取
り

 ＞
 

○
 

原
則

と
し

て
３

日
以

内
を

目
途

に
，
関

係
す

る
全

て
の

教
職

員
か

ら
聴

き
取

り
を

実
施

す
る

。 

○
 

事
故

後
速

や
か

に
，

関
係

す
る

全
て

の
教

職
員

に
記

録
用

紙
を

配
布

し
，

事
故

に
関

す
る

事

実
を

記
録

す
る

（【
参

考
資

料
６

】
参

照
）
。

な
お

，
事

故
発

生
直

後
に

メ
モ

等
の

記
録

を
残

し

て
い

た
教

職
員

は
，

記
録

用
紙

を
提

出
す

る
際

に
，

メ
モ

等
の

記
録

も
併

せ
て

提
出

す
る

。
  

○
 

あ
ら

か
じ

め
決

め
て

あ
っ

た
役

割
分

担
（「

１
（

６
）

緊
急

時
対

応
に

関
す

る
体

制
整

備
」

参
照

）
を

踏
ま

え
，

記
録

の
内

容
を

基
に

，
聴

き
取

り
担

当
と

さ
れ

て
い

る
者

（
校

長
や

副
校

長
・

教
頭

等
）

が
聴

き
取

り
を

実
施

し
，

記
録

を
行

う
。

教
職

員
が

話
し

や
す

い
か

ど
う

か
も

考
慮

し
，

状
況

に
応

じ
て

，
支

援
を

行
う

学
校

の
設

置
者

及
び

都
道

府
県

等
担

当
課

が
聴

き
取

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

 

○
 

記
録

担
当

の
教

職
員

は
，
聴

き
取

り
担

当
及

び
関

係
す

る
教

職
員

が
記

載
し

た
記

録
用

紙
の

情
報

を
集

約
し

，
発

生
状

況
や

事
故

後
の

対
応

に
つ

い
て

，
時

系
列

で
整

理
す

る
。

 

        ○
 

関
係

す
る

教
職

員
自

身
が

強
い

ス
ト

レ
ス

を
受

け
て

い
る

可
能

性
に

も
留

意
し

，
必

要
な

場

合
は

医
療

機
関

を
受

診
さ

せ
る

。
 

（
参

考
）

聴
き

取
る

内
容

の
例

 

・
事

故
数

日
前

か
ら

の
被

害
児

童
生

徒
等

の
状

況
で

気
に

な
っ

て
い

た
こ

と
 

・
疾

患
の

有
無

及
び

内
容

 
 

 
 

・
既

往
症

の
有

無
及

び
内

容
 

・
事

故
発

生
時

に
当

該
教

職
員

が
し

た
こ

と
，

見
た

こ
と

，
聞

い
た

こ
と

 
 

 
 

 

（
被

害
児

童
生

徒
等

及
び

事
故

現
場

に
居

合
わ

せ
た

児
童

生
徒

等
の

様
子

）
 

 
等

 

・
 記

憶
し

て
い

る
こ

と
を

で
き

る
だ

け
正

確
に

思
い

出
し

て
話

し
て

ほ
し

い
こ

と
。

 

・
 
人

の
記

憶
は

あ
い

ま
い

な
の

で
，

正
確

な
事

実
だ

け
を

覚
え

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
こ

と

（
記

憶
違

い
の

こ
と

も
あ

る
こ

と
。
）。

 

・
 
一

人
の

記
憶

に
頼

る
の

で
は

な
く

，
他

の
人

の
話

な
ど

か
ら

総
合

的
に

判
断

し
て

ま
と

め

て
い

く
こ

と
。

 

・
 「

誰
が

何
を

言
っ

た
」

と
い

う
こ

と
が

，
そ

の
ま

ま
外

部
に

出
る

こ
と

は
な

い
こ

と
。

 

・
 
で

き
る

だ
け

正
確

に
話

の
内

容
を

記
録

す
る

た
め

，
録

音
す

る
こ

と
も

あ
る

が
，

録
音

デ

ー
タ

は
，

調
査

報
告

と
し

て
の

記
録

作
成

の
み

に
使

用
す

る
こ

と
。

 

－ 57 －



1
7

 
 

め
ら

れ
る

際
に

は
，

当
該

事
故

が
発

生
し

た
学

校
に

お
け

る
教

育
の

根
幹

に
関

わ
る

重
大

事

態
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
行

う
こ

と
が

で
き

る
と

す
る

。
 

○
 

市
区

町
村

教
育

委
員

会
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
調

査
を

実
施

す
る

場
合

は
，

そ
の

求
め

に

応
じ

て
都

道
府

県
教

育
委

員
会

が
支

援
を

行
う

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

 

 （
２

）
調

査
委

員
会

の
設

置
 

○
 

死
亡

事
故

等
の

詳
細

調
査

は
，

外
部

の
委

員
で

構
成

す
る

調
査

委
員

会
を

設
置

し
て

行
う

。

な
お

，
地

方
公

共
団

体
に

よ
っ

て
，
首

長
部

局
に

常
設

の
調

査
機

関
を

有
し

て
い

る
場

合
に

は
，

当
該

機
関

を
活

用
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

，
調

査
委

員
会

に
お

け
る

調
査

に
当

た
っ

て
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

関
係

者
の

参
加

を
求

め
る

。
 

○
 

詳
細

調
査

は
原

因
究

明
及

び
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
に

つ
い

て
検

討
す

る
た

め
の

も
の

で
あ

っ
て

，
責

任
追

及
や

処
罰

等
を

目
的

と
し

た
も

の
で

は
な

い
が

，
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
を

調
査

す
る

に
は

高
い

専
門

性
が

求
め

ら
れ

る
た

め
，
中

立
的

な
立

場
の

外
部

専
門

家
が

参

画
し

た
調

査
委

員
会

と
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
，

調
査

の
公

平
性

・
中

立
性

を
確

保
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

 ＜
 組

織
の

構
成

 ＞
 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

に
つ

い
て

は
，

学
識

経
験

者
や

医
師

，
弁

護
士

，
学

校
事

故
対

応
の

専

門
家

等
の

専
門

的
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

，
調

査
対

象
と

な
る

事
案

の
関

係
者

と
直

接
の

人
間

関
係

又
は

特
別

の
利

害
関

係
を

有
し

な
い

者
（

第
三

者
）

に
つ

い
て

，
職

能
団

体
や

大
学

，
学

会
か

ら
の

推
薦

等
に

よ
り

参
加

を
図

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
調

査
の

公
平

性
・

中
立

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

員
に

つ
い

て
，

守
秘

義
務

を
課

す
こ

と
，

氏
名

は
特

別
な

事
情

が
な

い

限
り

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

員
は

，
先

入
観

を
排

除
し

，
公

平
・

中
立

な
立

場
か

ら
，

そ
の

専
門

的

知
識

を
生

か
し

，
可

能
な

限
り

，
多

角
的

な
視

点
か

ら
調

査
を

行
う

。
 

○
 

小
規

模
の

地
方

公
共

団
体

な
ど

，
設

置
が

困
難

な
地

域
も

想
定

さ
れ

る
こ

と
を

踏
ま

え
，

都

道
府

県
教

育
委

員
会

に
お

い
て

は
，

こ
れ

ら
の

地
域

を
支

援
す

る
た

め
，

職
能

団
体

や
大

学
，

学
会

等
の

協
力

を
得

ら
れ

る
体

制
を

平
常

時
か

ら
整

え
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

な
お

，
基

本
調

査
の

結
果

等
を

踏
ま

え
，

詳
細

調
査

に
お

い
て

，
関

係
者

に
対

し
再

度
聴

き

取
り

調
査

を
行

う
場

合
，
多

数
の

児
童

生
徒

等
か

ら
の

聴
き

取
り

調
査

等
を

外
部

専
門

家
が

直

接
全

て
行

う
の

は
か

な
り

の
時

間
的

制
約

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

る
。

こ
の

た
め

，
例

え
ば

，
聴

き
取

り
調

査
等

を
行

い
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
た

め
の

補
助

者
を

，
調

査
委

員
会

の
構

成
員

と
は

別
に

置
い

て
お

く
な

ど
が

考
え

ら
れ

る
。

補
助

者
に

つ
い

て
は

，
児

童
生

徒
等

の
聴

き
取

り
調

査
等

を
行

う
関

係
上

，
当

該
学

校
の

教
職

員
や

学
校

の
設

置
者

の
担

当
職

員
そ

の
他

委
嘱

を
受

け
た

外
部

有
識

者
等

が
想

定
さ

れ
る

。
そ

の
役

割
に

つ
い

て
は

調
査

委
員

会
の

指
示

の
下

，

聴
き

取
り

調
査

等
を

行
い

，
事

実
関

係
を

整
理

す
る

こ
と

に
と

ど
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
３

）
詳

細
調

査
の

計
画

・
実

施
 

○
 

調
査

委
員

会
に

お
い

て
，

詳
細

調
査

の
計

画
と

見
通

し
を

立
て

，
調

査
の

実
施

主
体

と
の

間

で
共

通
理

解
を

図
る

。
具

体
的

に
は

，
調

査
の

趣
旨

等
の

確
認

と
，

調
査

方
法

や
期

間
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
説

明
時

期
（

経
過

説
明

を
含

む
）
，

調
査

後
の

児
童

生
徒

等
・

保

護
者

な
ど

へ
の

説
明

の
見

通
し

等
を

検
討

す
る

。
 

○
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
観

点
か

ら
，

委
員

会
は

非
公

開
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
公

開
／

非

1
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○
 

こ
の

時
点

で
得

ら
れ

て
い

る
情

報
は

断
片

的
で

あ
る

可
能

性
が

あ
り

，
断

定
的

な
説

明
は

で

き
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

○
 

説
明

に
矛

盾
が

生
じ

な
い

よ
う

，
全

教
職

員
で

事
故

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

た
上

で
，

原

則
と

し
て

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

説
明

窓
口

は
一

本
化

す
る

。
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
際

は
正

確
な

情
報

の
伝

達
を

心
が

け
伝

達
し

た
情

報
に

誤

り
が

あ
っ

た
場

合
に

は
す

ぐ
に

修
正

す
る

よ
う

心
が

け
る

。
 

○
 

事
実

関
係

を
基

に
，

事
故

に
至

る
過

程
や

原
因

等
を

調
査

す
る

に
は

，
「

詳
細

調
査

」
に

移

行
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

○
 

今
後

の
調

査
に

つ
い

て
の

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

の
考

え
を

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

伝
え

て
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

を
確

認
す

る
。

 

 3
-３

詳
細

調
査

へ
の

移
行

の
判

断
 

（
１

）
詳

細
調

査
へ

の
移

行
の

判
断

 

○
 

「
詳

細
調

査
」

と
は

，
基

本
調

査
等

を
踏

ま
え

必
要

な
場

合
に

，
学

校
事

故
対

応
の

専
門

家

な
ど

外
部

専
門

家
が

参
画

し
た

調
査

委
員

会
に

お
い

て
行

わ
れ

る
詳

細
な

調
査

で
あ

り
，
事

実

関
係

の
確

認
の

み
な

ら
ず

，
事

故
に

至
る

過
程

を
丁

寧
に

探
り

，
事

故
が

発
生

し
た

原
因

を
解

明
す

る
と

と
も

に
，

事
故

後
に

行
わ

れ
た

対
応

に
つ

い
て

も
確

認
し

，
そ

れ
に

よ
っ

て
再

発
防

止
策

を
打

ち
立

て
る

こ
と

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

 

○
 

詳
細

調
査

へ
の

移
行

の
判

断
は

，
基

本
調

査
の

報
告

を
受

け
た

学
校

の
設

置
者

が
行

う
。

そ

の
際

，
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
に

つ
い

て
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
支

援
・

助
言

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

○
 

詳
細

調
査

に
移

行
す

る
か

ど
う

か
の

判
断

に
つ

い
て

は
，「

（
２

）
詳

細
調

査
に

移
行

す
べ

き

事
案

の
考

え
方

」
を

参
考

と
し

な
が

ら
，

例
え

ば
外

部
専

門
家

等
の

意
見

を
求

め
た

り
し

て
，

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
体

制
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

詳
細

調
査

の
移

行
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

，
学

校
の

設
置

者
は

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者

の
意

向
に

十
分

配
慮

す
る

。
 

 （
２

）
詳

細
調

査
に

移
行

す
べ

き
事

案
の

考
え

方
 

○
 

原
則

全
て

の
事

案
に

つ
い

て
詳

細
調

査
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
が

，
こ

れ
が

難
し

い
場

合

は
，

少
な

く
と

も
次

の
場

合
に

，
詳

細
調

査
に

移
行

す
る

。
 

ア
）

教
育

活
動

自
体

に
事

故
の

要
因

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
 

イ
）

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

要
望

が
あ

る
場

合
 

ウ
）

そ
の

他
必

要
な

場
合

 

○
 

教
育

活
動

と
は

，
体

育
を

は
じ

め
と

し
た

各
教

科
活

動
，

運
動

会
な

ど
の

学
校

行
事

，
部

活

動
な

ど
の

課
外

活
動

等
で

あ
る

。
 

 3
-４

詳
細

調
査

の
実

施
 

（
１

）
調

査
の

実
施

主
体

 

○
 

調
査

の
実

施
主

体
（

調
査

委
員

会
を

立
ち

上
げ

そ
の

事
務

を
担

う
）

は
，

学
校

，
学

校
の

設

置
者

又
は

都
道

府
県

等
担

当
課

が
考

え
ら

れ
る

。
 

・
 公

立
学

校
及

び
国

立
学

校
に

お
け

る
調

査
の

実
施

主
体

は
，

特
別

の
事

情
が

な
い

限
り

，

学
校

で
は

な
く

，
学

校
の

設
置

者
と

す
る

。
 

・
 私

立
学

校
及

び
株

式
会

社
立

学
校

に
お

け
る

調
査

の
実

施
主

体
は

，
学

校
の

設
置

者
で

あ

る
が

，
死

亡
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
，

学
校

法
人

の
求

め
に

応
じ

，
必

要
と

認

－ 58 －
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め
ら

れ
る

際
に

は
，

当
該

事
故

が
発

生
し

た
学

校
に

お
け

る
教

育
の

根
幹

に
関

わ
る

重
大

事

態
で

あ
る

こ
と

に
鑑

み
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
行

う
こ

と
が

で
き

る
と

す
る

。
 

○
 

市
区

町
村

教
育

委
員

会
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
調

査
を

実
施

す
る

場
合

は
，

そ
の

求
め

に

応
じ

て
都

道
府

県
教

育
委

員
会

が
支

援
を

行
う

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

 

 （
２

）
調

査
委

員
会

の
設

置
 

○
 

死
亡

事
故

等
の

詳
細

調
査

は
，

外
部

の
委

員
で

構
成

す
る

調
査

委
員

会
を

設
置

し
て

行
う

。

な
お

，
地

方
公

共
団

体
に

よ
っ

て
，
首

長
部

局
に

常
設

の
調

査
機

関
を

有
し

て
い

る
場

合
に

は
，

当
該

機
関

を
活

用
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

ま
た

，
調

査
委

員
会

に
お

け
る

調
査

に
当

た
っ

て
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

関
係

者
の

参
加

を
求

め
る

。
 

○
 

詳
細

調
査

は
原

因
究

明
及

び
再

発
防

止
の

た
め

の
取

組
に

つ
い

て
検

討
す

る
た

め
の

も
の

で
あ

っ
て

，
責

任
追

及
や

処
罰

等
を

目
的

と
し

た
も

の
で

は
な

い
が

，
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
を

調
査

す
る

に
は

高
い

専
門

性
が

求
め

ら
れ

る
た

め
，
中

立
的

な
立

場
の

外
部

専
門

家
が

参

画
し

た
調

査
委

員
会

と
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

り
，

調
査

の
公

平
性

・
中

立
性

を
確

保
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

 

 ＜
 組

織
の

構
成

 ＞
 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

に
つ

い
て

は
，

学
識

経
験

者
や

医
師

，
弁

護
士

，
学

校
事

故
対

応
の

専

門
家

等
の

専
門

的
知

識
及

び
経

験
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

，
調

査
対

象
と

な
る

事
案

の
関

係
者

と
直

接
の

人
間

関
係

又
は

特
別

の
利

害
関

係
を

有
し

な
い

者
（

第
三

者
）

に
つ

い
て

，
職

能
団

体
や

大
学

，
学

会
か

ら
の

推
薦

等
に

よ
り

参
加

を
図

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
調

査
の

公
平

性
・

中
立

性
を

確
保

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

員
に

つ
い

て
，

守
秘

義
務

を
課

す
こ

と
，

氏
名

は
特

別
な

事
情

が
な

い

限
り

公
表

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

調
査

委
員

会
の

構
成

員
は

，
先

入
観

を
排

除
し

，
公

平
・

中
立

な
立

場
か

ら
，

そ
の

専
門

的

知
識

を
生

か
し

，
可

能
な

限
り

，
多

角
的

な
視

点
か

ら
調

査
を

行
う

。
 

○
 

小
規

模
の

地
方

公
共

団
体

な
ど

，
設

置
が

困
難

な
地

域
も

想
定

さ
れ

る
こ

と
を

踏
ま

え
，

都

道
府

県
教

育
委

員
会

に
お

い
て

は
，

こ
れ

ら
の

地
域

を
支

援
す

る
た

め
，

職
能

団
体

や
大

学
，

学
会

等
の

協
力

を
得

ら
れ

る
体

制
を

平
常

時
か

ら
整

え
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

な
お

，
基

本
調

査
の

結
果

等
を

踏
ま

え
，

詳
細

調
査

に
お

い
て

，
関

係
者

に
対

し
再

度
聴

き

取
り

調
査

を
行

う
場

合
，
多

数
の

児
童

生
徒

等
か

ら
の

聴
き

取
り

調
査

等
を

外
部

専
門

家
が

直

接
全

て
行

う
の

は
か

な
り

の
時

間
的

制
約

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

る
。

こ
の

た
め

，
例

え
ば

，
聴

き
取

り
調

査
等

を
行

い
，

事
実

関
係

を
整

理
す

る
た

め
の

補
助

者
を

，
調

査
委

員
会

の
構

成
員

と
は

別
に

置
い

て
お

く
な

ど
が

考
え

ら
れ

る
。

補
助

者
に

つ
い

て
は

，
児

童
生

徒
等

の
聴

き
取

り
調

査
等

を
行

う
関

係
上

，
当

該
学

校
の

教
職

員
や

学
校

の
設

置
者

の
担

当
職

員
そ

の
他

委
嘱

を
受

け
た

外
部

有
識

者
等

が
想

定
さ

れ
る

。
そ

の
役

割
に

つ
い

て
は

調
査

委
員

会
の

指
示

の
下

，

聴
き

取
り

調
査

等
を

行
い

，
事

実
関

係
を

整
理

す
る

こ
と

に
と

ど
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
３

）
詳

細
調

査
の

計
画

・
実

施
 

○
 

調
査

委
員

会
に

お
い

て
，

詳
細

調
査

の
計

画
と

見
通

し
を

立
て

，
調

査
の

実
施

主
体

と
の

間

で
共

通
理

解
を

図
る

。
具

体
的

に
は

，
調

査
の

趣
旨

等
の

確
認

と
，

調
査

方
法

や
期

間
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
説

明
時

期
（

経
過

説
明

を
含

む
）
，

調
査

後
の

児
童

生
徒

等
・

保

護
者

な
ど

へ
の

説
明

の
見

通
し

等
を

検
討

す
る

。
 

○
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
観

点
か

ら
，

委
員

会
は

非
公

開
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
公

開
／

非

1
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○
 

こ
の

時
点

で
得

ら
れ

て
い

る
情

報
は

断
片

的
で

あ
る

可
能

性
が

あ
り

，
断

定
的

な
説

明
は

で

き
な

い
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

○
 

説
明

に
矛

盾
が

生
じ

な
い

よ
う

，
全

教
職

員
で

事
故

に
関

す
る

情
報

を
共

有
し

た
上

で
，

原

則
と

し
て

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

説
明

窓
口

は
一

本
化

す
る

。
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

情
報

提
供

を
行

う
際

は
正

確
な

情
報

の
伝

達
を

心
が

け
伝

達
し

た
情

報
に

誤

り
が

あ
っ

た
場

合
に

は
す

ぐ
に

修
正

す
る

よ
う

心
が

け
る

。
 

○
 

事
実

関
係

を
基

に
，

事
故

に
至

る
過

程
や

原
因

等
を

調
査

す
る

に
は

，
「

詳
細

調
査

」
に

移

行
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

。
 

○
 

今
後

の
調

査
に

つ
い

て
の

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

の
考

え
を

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

伝
え

て
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

を
確

認
す

る
。

 

 3
-３

詳
細

調
査

へ
の

移
行

の
判

断
 

（
１

）
詳

細
調

査
へ

の
移

行
の

判
断

 

○
 

「
詳

細
調

査
」

と
は

，
基

本
調

査
等

を
踏

ま
え

必
要

な
場

合
に

，
学

校
事

故
対

応
の

専
門

家

な
ど

外
部

専
門

家
が

参
画

し
た

調
査

委
員

会
に

お
い

て
行

わ
れ

る
詳

細
な

調
査

で
あ

り
，
事

実

関
係

の
確

認
の

み
な

ら
ず

，
事

故
に

至
る

過
程

を
丁

寧
に

探
り

，
事

故
が

発
生

し
た

原
因

を
解

明
す

る
と

と
も

に
，

事
故

後
に

行
わ

れ
た

対
応

に
つ

い
て

も
確

認
し

，
そ

れ
に

よ
っ

て
再

発
防

止
策

を
打

ち
立

て
る

こ
と

を
目

指
す

も
の

で
あ

る
。

 

○
 

詳
細

調
査

へ
の

移
行

の
判

断
は

，
基

本
調

査
の

報
告

を
受

け
た

学
校

の
設

置
者

が
行

う
。

そ

の
際

，
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
に

つ
い

て
は

，
必

要
に

応
じ

て
，

都
道

府
県

等
担

当
課

が
支

援
・

助
言

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

○
 

詳
細

調
査

に
移

行
す

る
か

ど
う

か
の

判
断

に
つ

い
て

は
，「

（
２

）
詳

細
調

査
に

移
行

す
べ

き

事
案

の
考

え
方

」
を

参
考

と
し

な
が

ら
，

例
え

ば
外

部
専

門
家

等
の

意
見

を
求

め
た

り
し

て
，

そ
の

意
見

を
尊

重
す

る
体

制
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

 

○
 

詳
細

調
査

の
移

行
の

判
断

に
当

た
っ

て
は

，
学

校
の

設
置

者
は

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者

の
意

向
に

十
分

配
慮

す
る

。
 

 （
２

）
詳

細
調

査
に

移
行

す
べ

き
事

案
の

考
え

方
 

○
 

原
則

全
て

の
事

案
に

つ
い

て
詳

細
調

査
を

行
う

こ
と

が
望

ま
し

い
が

，
こ

れ
が

難
し

い
場

合

は
，

少
な

く
と

も
次

の
場

合
に

，
詳

細
調

査
に

移
行

す
る

。
 

ア
）

教
育

活
動

自
体

に
事

故
の

要
因

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
 

イ
）

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

要
望

が
あ

る
場

合
 

ウ
）

そ
の

他
必

要
な

場
合

 

○
 

教
育

活
動

と
は

，
体

育
を

は
じ

め
と

し
た

各
教

科
活

動
，

運
動

会
な

ど
の

学
校

行
事

，
部

活

動
な

ど
の

課
外

活
動

等
で

あ
る

。
 

 3
-４

詳
細

調
査

の
実

施
 

（
１

）
調

査
の

実
施

主
体

 

○
 

調
査

の
実

施
主

体
（

調
査

委
員

会
を

立
ち

上
げ

そ
の

事
務

を
担

う
）

は
，

学
校

，
学

校
の

設

置
者

又
は

都
道

府
県

等
担

当
課

が
考

え
ら

れ
る

。
 

・
 公

立
学

校
及

び
国

立
学

校
に

お
け

る
調

査
の

実
施

主
体

は
，

特
別

の
事

情
が

な
い

限
り

，

学
校

で
は

な
く

，
学

校
の

設
置

者
と

す
る

。
 

・
 私

立
学

校
及

び
株

式
会

社
立

学
校

に
お

け
る

調
査

の
実

施
主

体
は

，
学

校
の

設
置

者
で

あ

る
が

，
死

亡
事

故
等

が
発

生
し

た
場

合
で

あ
っ

て
，

学
校

法
人

の
求

め
に

応
じ

，
必

要
と

認

－ 58 －
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○
 

事
故

に
至

る
過

程
や

原
因

の
調

査
で

，
複

雑
な

要
因

が
様

々
に

重
な

っ
た

こ
と

が
明

ら
か

に

な
る

場
合

も
あ

る
と

思
わ

れ
る

が
，

そ
れ

ぞ
れ

の
要

因
ご

と
に

，
児

童
生

徒
等

の
事

故
を

防
げ

な
か

っ
た

こ
と

の
考

察
な

ど
を

踏
ま

え
て

課
題

を
見

つ
け

出
す

と
と

も
に

，
児

童
生

徒
等

を
直

接
対

象
と

す
る

安
全

教
育

の
実

施
を

含
め

，
当

該
地

域
・

学
校

に
お

け
る

児
童

生
徒

等
の

事
故

の
再

発
防

止
・

事
故

予
防

の
た

め
に

何
が

必
要

か
と

い
う

視
点

か
ら

，
今

後
の

改
善

策
を

，
可

能
な

範
囲

で
ま

と
め

る
。

 
 （

６
）

報
告

書
の

取
り

ま
と

め
 

①
報

告
書

の
作

成
 

○
 

報
告

書
に

盛
り

込
む

べ
き

下
記

内
容

例
を

参
考

に
，
そ

れ
ま

で
の

調
査

委
員

会
に

お
け

る
審

議
結

果
か

ら
報

告
書

の
素

案
を

作
成

す
る

。
 

・
調

査
の

目
的

 
 

・
調

査
の

方
法

 
 

・
事

例
の

概
要

 

・
明

ら
か

と
な

っ
た

問
題

点
や

課
題

 
 

・
問

題
点

や
課

題
に

対
す

る
提

案
（

提
言

）
 

・
今

後
の

課
題

 
 

・
会

議
開

催
経

過
 

 

・
調

査
委

員
会

の
委

員
名

簿
 

 

・
参

考
資

料
 

○
 

報
告

書
に

何
を

ど
こ

ま
で

記
載

す
る

の
か

と
，

誰
に

何
を

（
報

告
書

か
概

要
版

か
）

ど
の

よ

う
な

方
法

で
公

表
す

る
の

か
と

は
密

接
に

関
係

す
る

た
め

，
調

査
の

実
施

主
体

と
協

議
し

て
調

査
委

員
会

に
て

判
断

す
る

。
 

②
調

査
結

果
の

報
告

 

○
 

調
査

委
員

会
は

，
調

査
結

果
を

調
査

の
実

施
主

体
に

報
告

す
る

。
な

お
，

学
校

の
設

置
者

以

外
が

調
査

の
実

施
主

体
と

な
っ

て
い

る
場

合
に

は
，

調
査

の
実

施
主

体
は

，
学

校
の

設
置

者
に

も
情

報
提

供
す

る
。

 

③
報

告
書

の
公

表
 

○
 

報
告

書
の

公
表

は
，

調
査

の
実

施
主

体
が

行
う

こ
と

と
す

る
。

 

○
 

報
告

書
を

公
表

す
る

段
階

に
お

い
て

は
，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

や
児

童
生

徒
等

な
ど

関
係

者
へ

配
慮

し
て

公
表

内
容

、
方

法
及

び
範

囲
を

決
め

る
。

 

○
 

先
行

し
て

報
道

が
な

さ
れ

て
い

る
場

合
な

ど
，

状
況

に
応

じ
，

報
道

機
関

へ
の

説
明

に
つ

い

て
も

検
討

す
る

（
報

告
書

の
う

ち
報

道
機

関
に

提
供

す
る

範
囲

に
つ

い
て

は
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

了
解

を
と

る
。）

。
 

○
 

報
道

機
関

に
対

し
て

報
告

書
を

公
表

す
る

場
合

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

配
慮

の

み
な

ら
ず

，
児

童
生

徒
等

へ
の

配
慮

も
必

要
で

あ
り

，
例

え
ば

個
人

が
特

定
で

き
な

い
よ

う
な

措
置

を
と

る
な

ど
公

表
す

る
範

囲
に

つ
い

て
も

留
意

す
る

。
 

④
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

適
切

な
情

報
提

供
 

○
 

調
査

委
員

会
で

の
調

査
結

果
に

つ
い

て
，
調

査
委

員
会

又
は

学
校

の
設

置
者

が
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
説

明
す

る
。

な
お

，
調

査
の

経
過

に
つ

い
て

も
適

宜
適

切
な

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も

に
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

を
確

認
す

る
。

 

⑤
報

告
書

の
調

査
資

料
の

保
存

 

○
 

調
査

結
果

の
報

告
を

受
け

た
学

校
の

設
置

者
又

は
都

道
府

県
等

担
当

課
は

，
報

告
書

に
係

る

調
査

資
料

を
，

学
校

の
設

置
者

等
の

文
書

管
理

規
定

に
基

づ
き

適
切

に
管

理
す

る
。
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公
開

の
範

囲
に

つ
い

て
は

，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
及

び
保

護
者

の
意

向
に

十
分

配
慮

し
た

上
で

，

個
別

事
例

ご
と

に
関

係
者

を
含

め
て

十
分

に
協

議
す

る
。
関

係
者

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

み
非

公
開

と

す
る

な
ど

，
「

一
部

非
公

開
」

等
の

取
扱

い
も

考
え

ら
れ

る
。

な
お

，
委

員
会

を
非

公
開

と
し

た
際

に
は

，
調

査
委

員
会

の
内

容
に

つ
い

て
は

，
報

告
を

受
け

た
学

校
の

設
置

者
が

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

適
切

に
情

報
共

有
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

○
 

調
査

委
員

会
に

お
い

て
は

，
以

下
の

よ
う

な
手

順
で

情
報

収
集

・
整

理
を

進
め

る
こ

と
が

想

定
さ

れ
る

。
 

①
 基

本
調

査
の

確
認

 

基
本

調
査

の
経

過
，

方
法

，
結

果
の

把
握

，
関

係
す

る
教

職
員

や
児

童
生

徒
等

に
対

す
る

追
加

調
査

実
施

の
必

要
性

の
有

無
を

確
認

 

②
 学

校
以

外
の

関
係

機
関

へ
の

聴
き

取
り

 

警
察

や
医

療
機

関
等

，
こ

れ
ま

で
対

応
し

て
い

た
行

政
機

関
等

が
あ

れ
ば

聴
き

取
り

を
依

頼
（

守
秘

義
務

が
課

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

前
提

）
 

③
 状

況
に

応
じ

，
事

故
が

発
生

し
た

場
所

等
に

お
け

る
実

地
調

査
（

安
全

点
検

）
 

④
 被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

か
ら

の
聴

き
取

り
 

○
 

上
記

の
情

報
収

集
に

お
い

て
は

，
事

故
に

至
る

過
程

の
調

査
及

び
問

題
点

・
課

題
の

抽
出

が

で
き

る
よ

う
，

必
要

な
情

報
を

明
確

に
し

て
行

う
こ

と
と

す
る

。
例

え
ば

，
下

記
の

よ
う

な
情

報
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

・
 事

故
当

日
の

健
康

状
態

な
ど

，
児

童
生

徒
等

の
状

況
 

・
 死

亡
事

故
に

至
っ

た
経

緯
，

事
故

発
生

直
後

の
対

応
状

況
（

A
E

D
の

使
用

状
況

，
救

急
車

の
出

動
情

報
，

救
急

搬
送

し
た

医
療

機
関

の
情

報
等

）
 

・
 教

育
活

動
の

内
容

，
危

機
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
整

備
，

研
修

の
実

施
，

職
員

配
置

等
に

関

す
る

こ
と

（
ソ

フ
ト

面
）

 

・
 設

備
状

況
に

関
す

る
こ

と
（

ハ
ー

ド
面

）
 

・
 教

育
活

動
が

行
わ

れ
て

い
た

状
況

（
環

境
面

）
 

・
 担

当
教

諭
（

担
任

，
部

活
動

顧
問

等
）

の
状

況
（

人
的

面
）

 

・
 事

故
が

発
生

し
た

場
所

の
見

取
図

，
写

真
，

ビ
デ

オ
等

 
 （

４
）

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
か

ら
の

聴
き

取
り

に
お

け
る

留
意

事
項

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

調
査

へ
の

協
力

を
求

め
る

場
合

は
，
信

頼
関

係
の

醸
成

と
配

慮
が

必
要

で
あ

り
，

必
要

に
応

じ
て

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
心

情
を

理
解

し
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
，

調
査

委
員

会
，

学
校

や
学

校
の

設
置

者
を

つ
な

ぐ
役

割
を

担
う

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
確

保
す

る
。

 

○
 

客
観

性
を

保
つ

意
味

か
ら

，
複

数
で

聴
き

取
り

を
行

う
。

 

 （
５

）
事

故
に

至
る

過
程

や
原

因
の

調
査

（
分

析
評

価
）

と
再

発
防

止
・

学
校

事
故

予
防

へ
の

提
言

 

○
 

事
故

に
至

る
過

程
や

原
因

の
調

査
（

分
析

評
価

）
は

，
目

的
と

目
標

に
基

づ
い

て
客

観
的

に

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
り

，
調

査
委

員
会

の
構

成
員

は
常

に
中

立
的

な
視

点
を

保
つ

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

事
故

が
起

き
た

後
の

時
間

の
経

過
等

に
伴

う
制

約
の

下
で

，
可

能
な

限
り

，
偏

り
の

な
い

資

料
や

情
報

を
多

く
収

集
，

整
理

し
，

そ
れ

ら
の

信
頼

性
の

吟
味

を
含

め
て

，
客

観
的

に
，

特
定

の
資

料
や

情
報

に
の

み
依

拠
す

る
こ

と
な

く
総

合
的

に
分

析
評

価
を

行
う

よ
う

努
め

る
。

 

○
 

基
本

的
に

は
あ

る
程

度
委

員
間

で
一

致
し

た
見

解
を

取
り

ま
と

め
る

方
向

で
の

調
整

が
必

要
だ

が
，

そ
れ

ぞ
れ

の
委

員
の

専
門

性
の

違
い

な
ど

が
あ

る
場

合
に

は
，

複
数

の
視

点
か

ら
の

分
析

評
価

を
取

り
ま

と
め

る
こ

と
も

想
定

し
う

る
。
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2
1

 
 ５

 
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

支
援

 

 （
１

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

関
わ

り
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
に

当
た

っ
て

は
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

心
情

に
配

慮
し

た
対

応
を

行
う

。
 

【
参

考
例

】「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」（
【

参
考

資
料

７
】
参

照
）

 

 ○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
説

明
は

対
応

窓
口

を
一

本
化

し
，
説

明
が

矛
盾

す
る

こ
と

な
く

，
事

実
を

正
確

に
伝

え
る

よ
う

に
す

る
。

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
は

，
継

続
的

に
行

う
必

要
が

あ
る

。
人

事
異

動
で

学

校
又

は
学

校
の

設
置

者
の

対
応

窓
口

が
変

わ
る

場
合

も
，

継
続

的
な

支
援

が
行

え
る

よ
う

，
情

報
共

有
と

引
継

ぎ
の

体
制

を
構

築
す

る
。

 

○
 

事
故

に
あ

っ
た

児
童

生
徒

等
の

兄
弟

姉
妹

へ
の

サ
ポ

ー
ト

は
学

校
の

大
切

な
役

割
と

な
る

。

兄
弟

姉
妹

が
他

校
に

い
れ

ば
，

他
校

と
連

携
し

，
継

続
的

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。
 

 （
被

害
児

童
生

徒
等

が
死

亡
し

た
場

合
）

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

を
確

認
の

上
，
学

校
と

し
て

通
夜

や
葬

儀
に

ど
う

対
応

す
る

か
方

針
を

定
め

る
。

 

○
 

葬
儀

が
終

わ
っ

た
後

も
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
関

わ
り

は
継

続
し

て
行

い
，

学

校
と

の
関

わ
り

の
継

続
を

求
め

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

し
て

は
，
他

の
児

童
生

徒

等
の

気
持

ち
に

も
配

慮
し

つ
つ

，
ク

ラ
ス

に
居

場
所

を
作

る
等

の
工

夫
を

す
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

も
確

認
し

，
卒

業
式

へ
の

参
列

等
も

検
討

す
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

感
情

に
配

慮
し

，
専

門
的

な
ケ

ア
の

希
望

が
出

た
場

合
に

は
，

信
頼

で
き

る
専

門
機

関
等

を
紹

介
又

は
情

報
提

供
を

行
う

。
 

 （
被

害
児

童
生

徒
等

に
重

度
の

障
害

が
残

っ
た

場
合

）
 

○
 

長
期

の
入

院
等

か
ら

復
学

し
た

際
の

当
該

児
童

生
徒

等
の

学
校

生
活

を
支

援
す

る
（

学
校

施

設
の

改
修

，
安

全
管

理
，

学
習

体
制

，
学

力
の

保
障

等
）

と
と

も
に

，
医

療
，

福
祉

，
心

理
等

の
信

頼
で

き
る

専
門

機
関

等
を

紹
介

し
た

り
支

援
チ

ー
ム

を
組

織
し

た
り

す
る

な
ど

，
家

族
へ

の
継

続
的

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。
 

 

（
被

害
児

童
生

徒
等

が
複

数
の

場
合

）
 

○
 

複
数

の
児

童
生

徒
等

に
被

害
が

生
じ

て
い

る
場

合
は

、
当

該
学

校
で

重
大

な
事

故
が

発
生

し

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。

事
故

の
報

告
を

受
け

た
学

校
の

設
置

者
等

は
，

当
該

学
校

に
対

し
，

必
要

な
人

員
の

派
遣

や
助

言
等

の
支

援
を

行
う

。
な

お
，

学
校

が
行

う
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

す
る

支
援

も
サ

ポ
ー

ト
す

る
。

 

○
 

そ
れ

ぞ
れ

の
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
担

当
者

を
決

め
，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

一
人

一
人

に
丁

寧
な

支
援

を
行

う
と

と
も

に
，

担
当

者
同

士
が

連
携

し
て

情
報

を
共

有
し

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

間
の

対
応

に
差

が
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

○
 

学
校

や
学

校
の

設
置

者
に

対
す

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
要

望
が

異
な

る
場

合
は

，

そ
れ

ぞ
れ

の
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
意

向
を

十
分

に
踏

ま
え

な
が

ら
，
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー

タ
ー

等
を

活
用

し
，

調
整

を
図

る
よ

う
努

め
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
同

士
が

連
携

し
、
家

族
会

等
の

団
体

を
立

ち
上

げ
て

い
る

場
合

2
0

 
 ４

 
再

発
防

止
策

の
策

定
・

実
施

 

 （
１

）
調

査
委

員
会

の
報

告
書

の
活

用
 

○
 

調
査

の
目

標
・

目
的

に
照

ら
し

，
今

後
の

学
校

事
故

予
防

・
再

発
防

止
に

調
査

結
果

を
役

立

て
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

学
校

又
は

学
校

の
設

置
者

は
，

報
告

書
の

提
言

を
受

け
て

，
当

該
校

の
教

職
員

や
同

地
域

の

学
校

の
教

職
員

間
等

で
報

告
書

の
内

容
に

つ
い

て
共

通
理

解
を

図
る

な
ど

し
，

速
や

か
に

具

体
的

な
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
，

講
じ

た
措

置
及

び
そ

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
，

適
時

適

切
に

点
検

・
評

価
す

る
。

そ
の

際
，

そ
の

求
め

に
応

じ
て

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

は
域

内

の
市

区
町

村
教

育
委

員
会

に
対

し
て

，
都

道
府

県
等

担
当

課
は

所
轄

の
学

校
に

対
し

て
必

要

な
支

援
・

助
言

を
行

う
。

 

○
 

学
校

又
は

学
校

の
設

置
者

は
，

報
告

書
の

提
言

を
受

け
て

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の

意
見

も
聴

取
す

る
な

ど
し

て
，

よ
り

具
体

的
、

実
践

的
な

再
発

防
止

策
を

策
定

し
，

そ
れ

を

実
践

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

○
 

調
査

委
員

会
か

ら
調

査
結

果
の

報
告

を
受

け
た

学
校

の
設

置
者

は
，
調

査
の

実
施

主
体

が
報

告
書

を
公

表
し

た
後

，
公

立
学

校
に

お
け

る
市

区
町

村
立

学
校

（
指

定
都

市
立

学
校

を
除

く
。）

の
場

合
は

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

に
報

告
書

を
提

出
し

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

は
国

に

も
報

告
書

を
提

出
す

る
。

国
立

学
校

の
場

合
は

，
学

校
の

設
置

者
は

国
に

も
報

告
書

を
提

出

す
る

。
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
の

場
合

は
，

学
校

の
設

置
者

が
調

査
の

実
施

主
体

と
な

っ

た
場

合
は

，
都

道
府

県
等

担
当

課
に

報
告

書
を

提
出

し
，

都
道

府
県

等
担

当
課

は
国

に
も

報

告
書

を
提

出
す

る
。

 

○
 

国
に

お
い

て
は

，
報

告
さ

れ
た

調
査

報
告

書
の

概
要

を
基

に
事

故
情

報
を

蓄
積

し
，

教
訓

と

す
べ

き
点

を
整

理
し

た
上

で
学

校
、
学

校
の

設
置

者
及

び
都

道
府

県
等

担
当

課
に

周
知

す
る

こ

と
に

よ
り

，
類

似
の

事
故

の
発

生
防

止
に

役
立

て
る

。
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2
1

 
 ５

 
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

支
援

 

 （
１

）
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

へ
の

関
わ

り
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
に

当
た

っ
て

は
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

心
情

に
配

慮
し

た
対

応
を

行
う

。
 

【
参

考
例

】「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」（
【

参
考

資
料

７
】
参

照
）

 

 ○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
説

明
は

対
応

窓
口

を
一

本
化

し
，
説

明
が

矛
盾

す
る

こ
と

な
く

，
事

実
を

正
確

に
伝

え
る

よ
う

に
す

る
。

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
は

，
継

続
的

に
行

う
必

要
が

あ
る

。
人

事
異

動
で

学

校
又

は
学

校
の

設
置

者
の

対
応

窓
口

が
変

わ
る

場
合

も
，

継
続

的
な

支
援

が
行

え
る

よ
う

，
情

報
共

有
と

引
継

ぎ
の

体
制

を
構

築
す

る
。

 

○
 

事
故

に
あ

っ
た

児
童

生
徒

等
の

兄
弟

姉
妹

へ
の

サ
ポ

ー
ト

は
学

校
の

大
切

な
役

割
と

な
る

。

兄
弟

姉
妹

が
他

校
に

い
れ

ば
，

他
校

と
連

携
し

，
継

続
的

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。
 

 （
被

害
児

童
生

徒
等

が
死

亡
し

た
場

合
）

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

を
確

認
の

上
，
学

校
と

し
て

通
夜

や
葬

儀
に

ど
う

対
応

す
る

か
方

針
を

定
め

る
。

 

○
 

葬
儀

が
終

わ
っ

た
後

も
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
関

わ
り

は
継

続
し

て
行

い
，

学

校
と

の
関

わ
り

の
継

続
を

求
め

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

し
て

は
，
他

の
児

童
生

徒

等
の

気
持

ち
に

も
配

慮
し

つ
つ

，
ク

ラ
ス

に
居

場
所

を
作

る
等

の
工

夫
を

す
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

意
向

も
確

認
し

，
卒

業
式

へ
の

参
列

等
も

検
討

す
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
の

感
情

に
配

慮
し

，
専

門
的

な
ケ

ア
の

希
望

が
出

た
場

合
に

は
，

信
頼

で
き

る
専

門
機

関
等

を
紹

介
又

は
情

報
提

供
を

行
う

。
 

 （
被

害
児

童
生

徒
等

に
重

度
の

障
害

が
残

っ
た

場
合

）
 

○
 

長
期

の
入

院
等

か
ら

復
学

し
た

際
の

当
該

児
童

生
徒

等
の

学
校

生
活

を
支

援
す

る
（

学
校

施

設
の

改
修

，
安

全
管

理
，

学
習

体
制

，
学

力
の

保
障

等
）

と
と

も
に

，
医

療
，

福
祉

，
心

理
等

の
信

頼
で

き
る

専
門

機
関

等
を

紹
介

し
た

り
支

援
チ

ー
ム

を
組

織
し

た
り

す
る

な
ど

，
家

族
へ

の
継

続
的

な
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。
 

 

（
被

害
児

童
生

徒
等

が
複

数
の

場
合

）
 

○
 

複
数

の
児

童
生

徒
等

に
被

害
が

生
じ

て
い

る
場

合
は

、
当

該
学

校
で

重
大

な
事

故
が

発
生

し

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。

事
故

の
報

告
を

受
け

た
学

校
の

設
置

者
等

は
，

当
該

学
校

に
対

し
，

必
要

な
人

員
の

派
遣

や
助

言
等

の
支

援
を

行
う

。
な

お
，

学
校

が
行

う
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

す
る

支
援

も
サ

ポ
ー

ト
す

る
。

 

○
 

そ
れ

ぞ
れ

の
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
担

当
者

を
決

め
，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

一
人

一
人

に
丁

寧
な

支
援

を
行

う
と

と
も

に
，

担
当

者
同

士
が

連
携

し
て

情
報

を
共

有
し

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

間
の

対
応

に
差

が
生

じ
な

い
よ

う
に

す
る

。
 

○
 

学
校

や
学

校
の

設
置

者
に

対
す

る
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
要

望
が

異
な

る
場

合
は

，

そ
れ

ぞ
れ

の
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
意

向
を

十
分

に
踏

ま
え

な
が

ら
，
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー

タ
ー

等
を

活
用

し
，

調
整

を
図

る
よ

う
努

め
る

。
 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
同

士
が

連
携

し
、
家

族
会

等
の

団
体

を
立

ち
上

げ
て

い
る

場
合

2
0

 
 ４

 
再

発
防

止
策

の
策

定
・

実
施

 

 （
１

）
調

査
委

員
会

の
報

告
書

の
活

用
 

○
 

調
査

の
目

標
・

目
的

に
照

ら
し

，
今

後
の

学
校

事
故

予
防

・
再

発
防

止
に

調
査

結
果

を
役

立

て
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

○
 

学
校

又
は

学
校

の
設

置
者

は
，

報
告

書
の

提
言

を
受

け
て

，
当

該
校

の
教

職
員

や
同

地
域

の

学
校

の
教

職
員

間
等

で
報

告
書

の
内

容
に

つ
い

て
共

通
理

解
を

図
る

な
ど

し
，

速
や

か
に

具

体
的

な
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
，

講
じ

た
措

置
及

び
そ

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
，

適
時

適

切
に

点
検

・
評

価
す

る
。

そ
の

際
，

そ
の

求
め

に
応

じ
て

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

は
域

内

の
市

区
町

村
教

育
委

員
会

に
対

し
て

，
都

道
府

県
等

担
当

課
は

所
轄

の
学

校
に

対
し

て
必

要

な
支

援
・

助
言

を
行

う
。

 

○
 

学
校

又
は

学
校

の
設

置
者

は
，

報
告

書
の

提
言

を
受

け
て

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の

意
見

も
聴

取
す

る
な

ど
し

て
，

よ
り

具
体

的
、

実
践

的
な

再
発

防
止

策
を

策
定

し
，

そ
れ

を

実
践

す
る

よ
う

努
め

る
。

 

○
 

調
査

委
員

会
か

ら
調

査
結

果
の

報
告

を
受

け
た

学
校

の
設

置
者

は
，
調

査
の

実
施

主
体

が
報

告
書

を
公

表
し

た
後

，
公

立
学

校
に

お
け

る
市

区
町

村
立

学
校

（
指

定
都

市
立

学
校

を
除

く
。）

の
場

合
は

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

に
報

告
書

を
提

出
し

，
都

道
府

県
教

育
委

員
会

は
国

に

も
報

告
書

を
提

出
す

る
。

国
立

学
校

の
場

合
は

，
学

校
の

設
置

者
は

国
に

も
報

告
書

を
提

出

す
る

。
私

立
・

株
式

会
社

立
学

校
の

場
合

は
，

学
校

の
設

置
者

が
調

査
の

実
施

主
体

と
な

っ

た
場

合
は

，
都

道
府

県
等

担
当

課
に

報
告

書
を

提
出

し
，

都
道

府
県

等
担

当
課

は
国

に
も

報

告
書

を
提

出
す

る
。

 

○
 

国
に

お
い

て
は

，
報

告
さ

れ
た

調
査

報
告

書
の

概
要

を
基

に
事

故
情

報
を

蓄
積

し
，

教
訓

と

す
べ

き
点

を
整

理
し

た
上

で
学

校
、
学

校
の

設
置

者
及

び
都

道
府

県
等

担
当

課
に

周
知

す
る

こ

と
に

よ
り

，
類

似
の

事
故

の
発

生
防

止
に

役
立

て
る

。
 

   
 

－ 60 －

2
3

 
 （

２
）

児
童

生
徒

等
の

心
の

ケ
ア

 

【
参

考
例

】「
子

ど
も

の
心

の
ケ

ア
の

た
め

に
－

災
害

や
事

件
・

事
故

発
生

時
を

中
心

に
―

」
 

「
学

校
に

お
け

る
子

供
の

心
の

ケ
ア

－
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

な
い

た
め

に
－

」
 

○
 

災
害

等
に

遭
遇

す
る

と
，

恐
怖

や
喪

失
体

験
な

ど
の

心
理

的
ス

ト
レ

ス
に

よ
っ

て
，

心
の

症

状
だ

け
で

な
く

，
腹

痛
や

頭
痛

，
眠

れ
な

い
，

食
欲

不
振

な
ど

の
身

体
の

症
状

も
現

れ
や

す
い

こ
と

が
児

童
生

徒
等

の
ス

ト
レ

ス
症

状
の

特
徴

で
あ

る
こ

と
を

理
解

す
る

。
 

○
 

災
害

や
事

件
・

事
故

発
生

時
に

お
け

る
児

童
生

徒
等

の
ス

ト
レ

ス
反

応
は

誰
で

も
起

こ
り

得

る
こ

と
で

あ
り

，
ス

ト
レ

ス
が

強
く

な
い

場
合

に
は

，
心

身
に

現
れ

る
症

状
は

悪
化

せ
ず

数
日

以
内

で
消

失
す

る
こ

と
が

多
い

が
，

激
し

い
ス

ト
レ

ス
に

さ
ら

さ
れ

た
場

合
は

，
「

急
性

ス
ト

レ
ス

障
害

（
A

S
D

）」
や

「
外

傷
後

ス
ト

レ
ス

障
害

（
P

T
S

D
）
」

を
発

症
す

る
こ

と
が

あ
る

。
 

○
 

災
害

や
事

件
・

事
故

発
生

時
に

お
け

る
ス

ト
レ

ス
症

状
の

あ
る

児
童

生
徒

等
へ

の
対

応
は

，

基
本

的
に

は
平

常
時

と
同

じ
で

あ
り

，
健

康
観

察
等

に
よ

り
速

や
か

に
児

童
生

徒
等

の
異

変
に

気
付

き
，
問

題
の

性
質

を
見

極
め

，
必

要
に

応
じ

て
保

護
者

や
主

治
医

等
と

連
携

を
密

に
取

り
，

学
級

担
任

や
養

護
教

諭
を

は
じ

め
，
校

内
組

織
と

連
携

し
て

組
織

的
に

支
援

に
当

た
る

こ
と

で

あ
る

（【
参

考
資

料
８

】
参

照
）。

 

○
 

危
機

発
生

時
の

児
童

生
徒

等
の

心
身

の
健

康
問

題
を

把
握

す
る

た
め

の
方

法
と

し
て

は
，
児

童
生

徒
等

の
様

子
の

直
接

的
な

観
察

，
保

護
者

と
の

話
合

い
に

よ
る

間
接

的
観

察
及

び
質

問
紙

を
使

っ
た

調
査

等
の

方
法

が
あ

る
が

，
い

ず
れ

も
記

録
に

残
す

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
 

○
 

心
の

ケ
ア

を
必

要
と

し
て

い
る

の
は

児
童

生
徒

等
だ

け
で

は
な

い
こ

と
を

理
解

し
，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

や
教

職
員

に
対

し
て

も
継

続
的

な
心

の
ケ

ア
を

行
う

。
 

○
 

教
職

員
は

，
児

童
生

徒
等

の
た

め
に

，
自

分
の

心
身

の
不

調
の

ケ
ア

が
後

回
し

に
な

っ
て

い

な
い

か
，

早
め

に
自

分
の

心
身

の
不

調
に

気
付

き
，

休
息

し
た

り
，

相
談

し
た

り
す

る
こ

と
が

児
童

生
徒

等
の

支
援

に
と

っ
て

も
重

要
で

あ
る

こ
と

を
理

解
す

る
。

 

 （
３

）
災

害
共

済
給

付
の

請
求

 

○
 

学
校

は
，

学
校

の
管

理
下

で
発

生
し

た
児

童
生

徒
等

の
災

害
（

負
傷

，
疾

病
，

障
害

又
は

死

亡
）

に
対

し
て

は
，

独
立

行
政

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

法
の

規
定

に
よ

る
「

災
害

共
済

給
付

制
度

」
に

よ
り

，
医

療
費

，
障

害
見

舞
金

又
は

死
亡

見
舞

金
が

給
付

さ
れ

る
こ

と
を

説
明

す
る

（
制

度
に

加
入

し
て

い
な

い
場

合
を

除
く

。）
。

た
だ

し
，

給
付

対
象

外
と

な
る

災
害

や
治

療
も

あ
る

た
め

，
事

前
に

独
立

行
政

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

に
確

認
し

，
給

付
制

度
に

つ
い

て
正

し
く

理
解

し
た

上
で

説
明

す
る

。
 

○
 

死
亡

事
故

の
場

合
は

，
災

害
共

済
給

付
制

度
に

よ
り

死
亡

見
舞

金
が

支
給

さ
れ

る
が

，
そ

の

請
求

に
当

た
っ

て
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

の
感

情
に

十
分

配
慮

し
，

適
切

な
時

期
に

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

連
絡

し
，

説
明

を
行

う
。

 

 （
４

）
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
に

よ
る

事
故

対
応

支
援

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
対

応
に

お
い

て
は

，
学

校
に

連
絡

窓
口

と
な

る
教

職
員

を

置
き

，
窓

口
を

一
元

化
す

る
こ

と
に

よ
り

，
学

校
と

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
間

の
連

絡
を

円
滑

に
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

○
 

他
方

，
学

校
の

設
置

者
等

は
，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
と

学
校

の
二

者
間

で
は

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
う

ま
く

図
れ

ず
，
関

係
が

こ
じ

れ
て

し
ま

う
お

そ
れ

が
あ

る
と

判
断

し
た

と

き
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

と
学

校
，

双
方

に
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
取

る
こ

と
が

で
き

，
中

立
の

立
場

で
現

場
対

応
を

支
援

す
る

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
派

遣
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

 

2
2

 
 

は
，

団
体

の
代

表
者

を
窓

口
に

す
る

等
，

団
体

の
意

向
も

確
認

し
つ

つ
必

要
な

支
援

を
行

う
。
 

 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
へ

の
支

援
は

，
段

階
に

応
じ

た
対

応
が

必
要

で
あ

り
，

以
下

の
よ

う
に

継
続

的
な

支
援

を
行

っ
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

（
以

下
、

指
針

内
に

既
出

の
内

容
を

再
掲

）
 

 

＜
事

故
発

生
直

後
＞

 

○
 

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

対
し

，
事

故
の

発
生

（
第

１
報

）
を

可
能

な
限

り
早

く
連

絡

す
る

。
な

お
，

そ
の

際
に

は
，

事
故

の
概

況
，

け
が

の
程

度
な

ど
，

最
低

限
必

要
と

す
る

情
報

を
整

理
し

た
上

で
行

う
。

 

○
 

被
害

の
詳

細
や

搬
送

先
の

医
療

機
関

名
等

，
あ

る
程

度
の

情
報

が
整

理
で

き
た

段
階

で
，

第

２
報

の
連

絡
を

行
う

。
 

＜
初

期
対

応
時

＞
 

○
 

応
急

手
当

等
の

事
故

発
生

直
後

の
対

応
終

了
後

は
，
で

き
る

限
り

迅
速

か
つ

確
実

に
事

実
確

認
を

行
い

，
学

校
側

が
知

り
得

た
事

実
は

，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
対

し
正

確
に

伝
え

る
等

，
責

任
の

あ
る

対
応

を
行

う
。

 

○
 

学
校

は
、
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

に
寄

り
添

っ
た

対
応

を
行

い
，
そ

の
求

め
に

応
じ

て
，

信
頼

で
き

る
第

三
者

（
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
や

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
等

）
を

紹
介

し
，

相
談

・
支

援
が

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

。
 

＜
基

本
調

査
＞

 

○
 

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

は
，
取

り
ま

と
め

ら
れ

た
基

本
調

査
の

経
過

及
び

整
理

し
た

情
報

等
に

つ
い

て
適

切
に

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

説
明

す
る

。
 

○
 

事
実

関
係

の
整

理
に

時
間

を
要

す
る

こ
と

も
あ

り
得

る
が

，
必

要
に

応
じ

て
適

時
適

切
な

方

法
で

経
過
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  お

わ
り

に
 

 

学
校

の
安

全
を

確
保

す
る

に
当

た
り

，
ま

ず
は

、
事

件
・

事
故

等
の

発
生

を
未

然
に

防
ぐ

こ
と

（
事

前
の

危
機

管
理

）
が

重
要

で
す

。
万

一
事

故
が

発
生

し
て

し
ま

っ
た

場
合

に
は

，
学

校
や

学
校

の
設

置
者

は
，

事
実

に
し

っ
か

り
と

向
き

合
い

，
事
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を

明
ら

か
に

す
る

と
い

う
姿

勢
が
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要

で
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。
そ
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て

，
そ

こ
で
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ら

か
と

な
っ

た
事

故
の

教
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を
真

摯
に

受
け

止
め

，
今

後
の

事
故

防
止

の
た

め
の
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全

管
理

や
安

全
教

育
に

生
か

し
，

児
童

生
徒

等
の

安
全

確
保

の
取

組
を

徹
底

し
て

い
く

と
同

時
に

，

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
に

対
し

て
は

、
誠

意
を

も
っ

て
支

援
を

継
続

し
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

す
。

 

 
文

部
科

学
省

で
は

，
平

成
２

６
年

度
か

ら
「

学
校

事
故

対
応

に
関

す
る

調
査

研
究

」
有

識
者

会
議

を
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置
し

，
学
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に

お
い

て
，

重
大

事
故

の
発

生
を
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た
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の

方
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と
と

も
に
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事

故
後

の
対

応
の

在
り

方
に

つ
い

て
，

議
論

を
重

ね
て

き
ま

し
た

。
 

本
指

針
は

，
こ

れ
ら

の
議
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等

を
踏

ま
え

，
一

定
の

方
向

性
を

示
し

た
も

の
で

す
が

，
今

後
，

各

学
校

及
び

学
校

の
設

置
者

に
お

い
て

，
こ

の
指

針
を

参
考

に
安

全
確

保
の

取
組

が
推

進
さ

れ
る

こ
と

が
望

ま
れ

ま
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。
 

今
後

，
事
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の
取
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例
が

蓄
積

さ
れ

，
新

た
な

課
題

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

に
は

，

そ
の

課
題

を
基

に
，

更
に

改
善

を
加

え
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

そ
の

際
に

は
，

事
故

の
未

然
防

止
の

在
り

方
や

事
故

発
生

時
の

適
切

な
対

応
、

被
害

児
童

生
徒

等
及

び
そ

の
保

護
者

に
対

す
る

支
援

の
在

り
方

等
に

つ
い

て
も

，
再

度
検

討
し

，
必

要
な

改
善

・
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

し
ま

す
。
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コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

は
，
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

と
学

校
で

は
立

場
が

異
な

る
こ

と
を

理
解

し
た

上
で

，
中

立
的

な
視

点
で

被
害

児
童

生
徒

等
の

保
護

者
と

教
職

員
双

方
の

話
を

丁
寧

に
聴

き
，

情
報

を
整

理
し

，
当

事
者

間
の

合
意

形
成

を
促

す
等

、
常

に
公

平
な

態
度

で
双

方
の

支
援

を
行

う
こ

と
で

，
両

者
が

良
好

な
関

係
を

築
け

る
よ

う
促

す
こ

と
を

主
な

役
割

と
す

る
。
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デ
ィ

ネ
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タ
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は
，
事

故
対

応
の

知
見

を
有

す
る

都
道

府
県

又
は

市
区

町
村

の
職

員
が

想
定

さ
れ

る
。

ま
た

、
地

域
の

実
情

に
よ

っ
て

は
，

学
校

の
設

置
者

が
事

故
対

応
に

精
通

し
た

学
識

経
験

者
（

大
学

教
授

・
元

教
員

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

者
）

に
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
役

を
委

嘱
す

る
等

も
考

え
ら

れ
る
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○
 

人
口

規
模

の
小

さ
な

地
方

公
共

団
体

や
，

都
道

府
県

等
担

当
課

に
お

い
て

，
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ー
デ
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ネ

ー
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役
に

適
し

た
者

を
選

定
す

る
こ
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が

難
し

い
場

合
，

都
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府
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は
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市
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村
教

育
委

員
会

や
都

道
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担
当

課
の

求
め

に
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デ
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適

し
た
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を
推
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す
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等

、
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行
う

こ
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が
望

ま
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る
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デ
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ー
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，
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立

行
政

法
人

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

の
「

学
校

事
故

事

例
検

索
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
」

等
を

活
用

す
る

な
ど

，
過

去
の

事
故

事
例

を
参

照
し

な
が

ら
事

故
対

応
の

知
見

を
広

め
る

よ
う

努
め

る
。
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 【

参
考

資
料

2
】

緊
急

時
対

応
に

関
す

る
体

制
整

備
（

ｐ
７

参
照

）
 

≪
事

件
・

事
故

災
害

発
生

時
の

対
処

、
救

急
及

び
緊

急
連

絡
体

制
の

一
例

≫
 

                                      
 

  
 

「『
生

き
る

力
』

を
は

ぐ
く

む
学

校
で

の
安

全
教

育
」

を
参

考
に

し
て

作
成

 

 ・
発
生
し
た
事
態
や
状
況
の
把
握

 
・
傷
病
者
の
症
状
の
確
認
（
意
識
、
心
拍
、
呼
吸
、
出
血
等
） 

・
心
肺
蘇
生
法
な
ど
の
応
急
手
当
（
現
場
で
直
ち
に
）

 
・
協
力
要
請
や
指
示

 
※
必
要
と
判
断
し
た
ら
速
や
か
に

11
0
番
、

11
9
番
通
報

 
 
ま
た
は
、
他
者
へ
通
報
を
依
頼

 
（
状
況
に
応
じ
，
発
見
者
が
直
接
通
報
）

 

 

            
 

      

事
件
・
事
故
災
害
発
生

発
 
見
 
者

 

 
近
 
く
 
の
 
教
 
職
 
員

 
又
 
は

 
児
 
童
 
生
 
徒
 
等

 
 

 養
護
教
諭

 
 

 教
 職

 員
 

 

警
察
や
救
急
車
の
出
動
要
請

 
（

11
0
番
）（

11
9
番
）

 
 

医
 
療
 
機
 
関

 

処
 
置

 

学 校 医 

保 護 者 

教 育 委 員 会 

※
校

長
が

不
在

の
場

合
も

あ
り
、

全
教

職
員

で
手

配
を

要
す

る
場

合
を

共
通

理
解

し
、

当
面

し
た

者
が

手
配
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
。

 

指
示

 

付
添

 

指
示

 

「
救
急
対
策
本
部
」

報
告

 
報
告

 

通
報

 

搬
送

 

≪
方
 
針
≫

 
 
 

1．
児
童
生
徒
等
の
安
全
確
保
、
生
命
維
持
最
優
先

 
 
 

2．
冷
静
で
的
確
な
判
断
と
指
示

 
 
 

3．
適
切
な
対
処
と
迅
速
正
確
な
連
絡
、
通
報

 

付
添
者
は
逐
次
状
況
報
告

 事 実 確 認 ・ 役 割 分 担 

事 件 ・ 事 故 災 害 対 策 本 部 

※
重
大
な
事
件
・

 
事
故
災
害
発
生
の
場
合

 

直
ち

 
に

 
設
置

 

急
行

 

（
必
要
な
場
合
）

 

状
況
報
告

 

指 示 ・ 指 導 急 行 

複 数 の 教 職 員 が 急 行 

救 急 補 助 ・ 連 絡 等 

※
こ
の
例
を
参
考
に
、
遠
足
、
旅
行
、
宿
泊
訓
練
、
大
会

参
加

等
の

校
外

の
教

育
活

動
中

の
事

故
や

不
審

者
等

に
よ
る
犯
罪
の
発
生
な
ど
、
様
々
な
事
態
の
際
の
救
急

及
び
緊
急
連
絡
体
制
を
確
立
し
て
お
く
。

 

校
 長

 等
 

(副
校
長
・
教
頭

)  

被
害
者
家
族
へ
の
連
絡
対
応

 
≪
個
別
担
当
≫

 

保
護
者
へ
の
対
応

 
≪
保
護
者
担
当
≫

 

報
道
機
関
へ
の
対
応

 
≪
報
道
担
当
≫

 

学
校
安
全
対
策
の
実
施

 
≪
学
校
安
全
担
当
≫

 

事
務
を
統
括

 
≪
庶
務
担
当
≫

 

情
報
の
収
集
・
整
理

 
≪
情
報
担
当
≫

 

教
育
再
開
準
備

 
≪
総
務
担
当
≫

 

児
童
生
徒
等
へ
の
指
導
等

 
≪
学
年
担
当
≫

 

救
護
活
動

 
≪
救
護
担
当
≫

 

※
役
割
分
担
は
次
頁
参
照

 

関
係
者
か
ら
の
聴
き
取
り

 
≪
聴
き
取
り
担
当
≫

 

2
6

 
 

参
考

資
料

 

【
参

考
資

料
１

】
安

全
点

検
（

安
全

管
理

の
徹

底
）（

ｐ
5

参
照

）
 

 （
１

）
安

全
点

検
の

種
類

と
対

象
 

安
全

点
検

の
種

類
 

時
間

・
方

法
等

 
対

象
 

法
的

根
拠

等
 

定
期

の
安

全
点

検
 

毎
学

期
１

回
以

上
 

計
画

的
に

，
ま

た
教

職
員

全
員

が
組

織
的

に
実

施
 

児
童

生
徒

等
が

使
用

す
る

施
設

・
整

備
及

び
防

火
，

防
災

，
犯

罪
に

関
す

る
設

備
な

ど
に

つ
い

て
 

毎
学

期
１

回
以

上
，

幼
児

，
児

童
，

生
徒

又
は

学
生

が
通

常
時

に
使

用
す

る
設

備
及

び
設

備
の

異
常

の
有

無
に

つ
い

て
系

統
的

に
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
規

則
2

8
条

第
1

項
）

 

毎
月

１
回

 

計
画

的
に

，
ま

た
教

職
員

全
員

が
組

織
的

に
実

施
 

児
童

生
徒

等
が

多
く

使
用

す
る

と
思

わ
れ

る
校

地
，

運
動

場
，

教
室

，
特

別
教

室
，

廊
下

，
昇

降
口

，
ベ

ラ
ン

ダ
，

階
段

，
便

所
，

手
洗

い
場

，
給

食
室

，
屋

上
な

ど
 

明
確

な
規

定
は

な
い

が
，

各
学

校
の

実
情

に
応

じ
て

，
上

記
（

規
則

2
8

条
第

1
項

）
に

準
じ

て
行

わ
れ

る
例

が
多

い
 

臨
時

の
安

全
点

検
 

必
要

が
あ

る
と

き
 

・
運

動
会

や
体

育
祭

，
学

芸
会

や
文

化
祭

，
展

覧
会

な
ど

の
学

校
行

事
の

前
後

 

・
暴

風
雨

，
地

震
，

近
隣

で
の

火
災

な
ど

の
災

害
時

 

・
近

隣
で

危
害

の
お

そ
れ

の
あ

る
犯

罪
（

侵
入

や
放

火
な

ど
）

の
発

生
時

 
な

ど
 

必
要

に
応

じ
て

点
検

項
目

を
設

定
 

必
要

が
あ

る
と

き
は

，
臨

時
に

，
安

全
点

検
を

行
う

（
規

則
2

8
条

第
2

項
）

 

日
常

の
安

全
点

検
 

毎
授

業
日

ご
と

 
児

童
生

徒
等

が
最

も
多

く
活

動
を

行
う

と
思

わ
れ

る
箇

所
に

つ
い

て
 

設
備

等
に

つ
い

て
日

常
的

な
点

検
を

行
い

，
環

境
の

安
全

確
保

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

規
則

2
9

条
）

 

 （
２

）
安

全
点

検
の

ポ
イ

ン
ト

 

○
 

定
期

の
安

全
点

検
で

は
，

対
象

が
多

岐
に

わ
た

る
の

で
，

点
検

の
質

を
確

保
す

る
た

め
に

，

教
職

員
全

員
に

よ
り

，
組

織
的

か
つ

計
画

的
に

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

○
 

臨
時

の
安

全
点

検
は

，
計

画
的

に
実

施
す

る
も

の
で

は
な

い
が

，
改

修
に

よ
り

施
設

の
状

況

が
変

化
し

た
場

合
や

突
発

的
に

必
要

と
な

る
場

合
も

あ
る

の
で

，
実

施
す

べ
き

状
況

や
そ

の
方

法
等

に
つ

い
て

事
前

に
検

討
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
 

○
 

日
常

の
安

全
点

検
は

，
児

童
生

徒
等

の
学

習
活

動
や

学
校

生
活

に
伴

っ
て

，
常

に
行

わ
れ

る

必
要

が
あ

る
。

 

○
 

個
々

の
点

検
は

，
目

視
・

打
音

・
振

動
・

負
荷

・
作

動
等

に
よ

り
行

わ
れ

る
が

，
対

象
や

項

目
に

応
じ

て
，

複
数

の
方

法
を

組
み

合
わ

せ
る

。
 

○
 

点
検

作
業

は
，

学
校

管
理

の
一

環
と

し
て

，
原

則
と

し
て

教
職

員
が

行
う

も
の

で
あ

る
。

し

か
し

，
対

象
や

項
目

に
よ

っ
て

は
，

構
造

上
の

複
雑

さ
や

表
面

の
塗

装
等

に
よ

り
，

教
職

員
で

は
金

属
疲

労
・

腐
食

・
亀

裂
等

の
状

態
を

正
確

に
把

握
で

き
な

い
場

合
も

あ
る

た
め

，
判

断
が

難
し

く
，

点
検

の
信

頼
性

が
疑

わ
れ

る
場

合
に

は
，

定
期

又
は

臨
時

に
専

門
家

に
よ

る
点

検
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

 
 

※
 

例
え

ば
，

児
童

生
徒

等
に

対
す

る
理

解
や

課
題

に
つ

い
て

の
教

職
員

間
の

連
携

，
情

報
共

有
の

在
り

方
な

ど
，

日
頃

の
教

育
実

践
の

見
直

し
，

点
検

を
行

う
こ

と
は

，
危

機
対

応
訓

練
に

も
資

す
る

も
の

と
な

り
ま

す
。

 
「『

生
き

る
力

』
を

は
ぐ

く
む

学
校

で
の

安
全

教
育

」
よ

り
引

用
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2
9

 
 【

参
考

資
料

３
】

心
停

止
に

対
す

る
応

急
手

当
（

ｐ
9

参
照

）
 

 
「

ス
ポ

ー
ツ

事
故

防
止

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

」（
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
）

よ
り

引
用

 

 ※
J
R

C
（

日
本

蘇
生

協
議

会
）

蘇
生

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

2
0

1
5

の
発

表
に

よ
り

，
以

下
の

点
に

留
意

す
る

。
 

・
 胸

骨
圧

迫
の

深
さ

は
，

5
ｃ

ｍ
～

6
ｃ

ｍ
と

す
る

。
 

・
 1

分
間

の
リ

ズ
ム

は
，

1
0

0
回

～
1

2
0

回
/分

と
す

る
。

 

・
 救

助
者

は
、

反
応

が
み

ら
れ

ず
、

呼
吸

を
し

て
い

な
い

、
あ

る
い

は
死

戦
期

呼
吸

の
あ

る
傷

病
者

に
対

し

て
は

た
だ

ち
に

胸
骨

圧
迫

を
開

始
す

る
。

心
停

止
か

ど
う

か
の

判
断

に
自

信
が

持
て

な
い

場
合

も
、

心
停

止
で

な
か

っ
た

場
合

の
危

害
を

恐
れ

ず
に

、
た

だ
ち

に
胸

骨
圧

迫
を

開
始

す
る

。
 

・
 救

急
車

を
手

配
す

る
た

め
に

1
1

9
番

通
報

を
す

る
と

，
消

防
の

通
信

指
令

員
か

ら
電

話
口

で
指

示
や

指

導
が

受
け

ら
れ

る
た

め
，

心
停

止
か

ど
う

か
の

判
断

に
迷

っ
た

り
，

胸
骨

圧
迫

の
や

り
方

な
ど

が
分

か
ら

な
い

場
合

は
，

1
1

9
番

通
報

し
た

際
に

電
話

を
切

ら
ず

に
指

示
を

仰
ぐ

よ
う

に
す

る
。

 

※
A

E
D

を
装

着
し

，
心

電
図

解
析

の
結

果
，「

電
気

シ
ョ

ッ
ク

不
要

」
の

指
示

が
出

た
場

合
は

，
直

ち
に

心
肺

蘇
生

を
開

始
す

る
。「

電
気

シ
ョ

ッ
ク

不
要

」
は

，
心

肺
蘇

生
が

不
要

と
い

う
意

味
で

は
な

い
の

で
，

誤
解

し

な
い

。
 

 

≪
死

戦
期

呼
吸

（
あ

え
ぎ

呼
吸

）
と

け
い

れ
ん

に
つ

い
て

≫
 

       

（
A

S
U

K
A

モ
デ

ル
：

平
成

2
4

年
さ

い
た

ま
市

教
育

委
員

会
編

）
 

 

○
 

突
然

，
心

停
止

と
な

っ
た

場
合

，『
死

戦
期

呼
吸

』
と

呼
ば

れ
る

ゆ
っ

く
り

と
あ

え
ぐ

よ
う

な
呼

吸

や
『

け
い

れ
ん

』
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
突

然
，

目
の

前
で

卒
倒

し
，

い
つ

も
と

様
子

が
違

う

呼
吸

や
け

い
れ

ん
を

認
め

た
場

合
，
『

心
停

止
の

可
能

性
』

を
疑

い
，

行
動

を
始

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

○
 

心
停

止
で

は
な

い
人

に
，

胸
骨

圧
迫

を
行

っ
た

り
A

E
D

を
使

用
し

た
り

し
て

も
，

大
き

な
問

題
は

起
こ

ら
な

い
。『

死
戦

期
呼

吸
』

や
『

け
い

れ
ん

』
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
や

，
自

信
が

持
て

な
い

場
合

は
，

胸
骨

圧
迫

と
A

E
D

の
使

用
を

開
始

す
る

。
 

2
8

 
 

≪
校

内
役

割
分

担
（

事
件

・
事

故
対

策
本

部
）

の
例

≫
 

役
割

 
主

な
内

容
 

担
当

者
 

順
位

１
 

順
位

２
 

順
位

３
 

本
部

 

（
指

揮
命

令
者

）
 

全
体

の
状

況
把

握
と

必
要

な
指

示
，

掌
握

 
 

 
 

聴
き

取
り

担
当

 
教

職
員

，
児

童
生

徒
等

へ
の

聴
き

取
り

 
 

 
 

個
別

担
当

 
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

な
ど

個
別

の
窓

口
 

 
 

 

保
護

者
担

当
 

保
護

者
会

の
開

催
や

P
T

A
役

員
と

の
連

携
 

 
 

 

報
道

担
当

 
報

道
へ

の
窓

口
 

 
 

 

学
校

安
全

担
当

 
校

長
や

副
校

長
・

教
頭

の
補

佐
，

学
校

安
全

対

策
，

警
察

と
の

連
携

な
ど

 
 

 
 

庶
務

担
当

 
事

務
を

統
括

 
 

 
 

情
報

担
当

 
情

報
を

集
約

 
 

 
 

総
務

担
当

 
学

校
再

開
を

統
括

 
 

 
 

学
年

担
当

 
各

学
年

を
統

括
 

 
 

 

救
護

担
当

 
負

傷
者

の
実

態
把

握
，

応
急

手
当

，
心

の
ケ

ア
 

 
 

 

「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」
を

参
考

に
し

て
作

成
 

※
 

出
張

等
で

，
管

理
職

や
担

当
教

職
員

が
不

在
の

場
合

に
も

体
制

が
機

能
す

る
よ

う
，

学
校

の
実

情
に

応
じ

て
，

事
故

発
生

時
の

指
揮

命
令

者
に

つ
い

て
，

順
位

付
け

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

，
事

故
発

生
時

の
役

割
ご

と
に

も

担
当

教
職

員
を

複
数

配
置

し
，

分
担

順
位

を
決

め
て

お
く

。
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2
9

 
 【

参
考

資
料

３
】

心
停

止
に

対
す

る
応

急
手

当
（

ｐ
9

参
照

）
 

 
「

ス
ポ

ー
ツ

事
故

防
止

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

」（
独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
）

よ
り

引
用

 

 ※
J
R

C
（

日
本

蘇
生

協
議

会
）

蘇
生

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

2
0

1
5

の
発

表
に

よ
り

，
以

下
の

点
に

留
意

す
る

。
 

・
 胸

骨
圧

迫
の

深
さ

は
，

5
ｃ

ｍ
～

6
ｃ

ｍ
と

す
る

。
 

・
 1

分
間

の
リ

ズ
ム

は
，

1
0

0
回

～
1

2
0

回
/分

と
す

る
。

 

・
 救

助
者

は
、

反
応

が
み

ら
れ

ず
、

呼
吸

を
し

て
い

な
い

、
あ

る
い

は
死

戦
期

呼
吸

の
あ

る
傷

病
者

に
対

し

て
は

た
だ

ち
に

胸
骨

圧
迫

を
開

始
す

る
。

心
停

止
か

ど
う

か
の

判
断

に
自

信
が

持
て

な
い

場
合

も
、

心
停

止
で

な
か

っ
た

場
合

の
危

害
を

恐
れ

ず
に

、
た

だ
ち

に
胸

骨
圧

迫
を

開
始

す
る

。
 

・
 救

急
車

を
手

配
す

る
た

め
に

1
1

9
番

通
報

を
す

る
と

，
消

防
の

通
信

指
令

員
か

ら
電

話
口

で
指

示
や

指

導
が

受
け

ら
れ

る
た

め
，

心
停

止
か

ど
う

か
の

判
断

に
迷

っ
た

り
，

胸
骨

圧
迫

の
や

り
方

な
ど

が
分

か
ら

な
い

場
合

は
，

1
1

9
番

通
報

し
た

際
に

電
話

を
切

ら
ず

に
指

示
を

仰
ぐ

よ
う

に
す

る
。

 

※
A

E
D

を
装

着
し

，
心

電
図

解
析

の
結

果
，「

電
気

シ
ョ

ッ
ク

不
要

」
の

指
示

が
出

た
場

合
は

，
直

ち
に

心
肺

蘇
生

を
開

始
す

る
。「

電
気

シ
ョ

ッ
ク

不
要

」
は

，
心

肺
蘇

生
が

不
要

と
い

う
意

味
で

は
な

い
の

で
，

誤
解

し

な
い

。
 

 

≪
死

戦
期

呼
吸

（
あ

え
ぎ

呼
吸

）
と

け
い

れ
ん

に
つ

い
て

≫
 

       

（
A

S
U

K
A

モ
デ

ル
：

平
成

2
4

年
さ

い
た

ま
市

教
育

委
員

会
編

）
 

 

○
 

突
然

，
心

停
止

と
な

っ
た

場
合

，『
死

戦
期

呼
吸

』
と

呼
ば

れ
る

ゆ
っ

く
り

と
あ

え
ぐ

よ
う

な
呼

吸

や
『

け
い

れ
ん

』
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
が

あ
る

。
突

然
，

目
の

前
で

卒
倒

し
，

い
つ

も
と

様
子

が
違

う

呼
吸

や
け

い
れ

ん
を

認
め

た
場

合
，
『

心
停

止
の

可
能

性
』

を
疑

い
，

行
動

を
始

め
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
 

○
 

心
停

止
で

は
な

い
人

に
，

胸
骨

圧
迫

を
行

っ
た

り
A

E
D

を
使

用
し

た
り

し
て

も
，

大
き

な
問

題
は

起
こ

ら
な

い
。『

死
戦

期
呼

吸
』

や
『

け
い

れ
ん

』
の

判
断

が
で

き
な

い
場

合
や

，
自

信
が

持
て

な
い

場
合

は
，

胸
骨

圧
迫

と
A

E
D

の
使

用
を

開
始

す
る

。
 

2
8

 
 

≪
校

内
役

割
分

担
（

事
件

・
事

故
対

策
本

部
）

の
例

≫
 

役
割

 
主

な
内

容
 

担
当

者
 

順
位

１
 

順
位

２
 

順
位

３
 

本
部

 

（
指

揮
命

令
者

）
 

全
体

の
状

況
把

握
と

必
要

な
指

示
，

掌
握

 
 

 
 

聴
き

取
り

担
当

 
教

職
員

，
児

童
生

徒
等

へ
の

聴
き

取
り

 
 

 
 

個
別

担
当

 
被

害
児

童
生

徒
等

の
保

護
者

な
ど

個
別

の
窓

口
 

 
 

 

保
護

者
担

当
 

保
護

者
会

の
開

催
や

P
T

A
役

員
と

の
連

携
 

 
 

 

報
道

担
当

 
報

道
へ

の
窓

口
 

 
 

 

学
校

安
全

担
当

 
校

長
や

副
校

長
・

教
頭

の
補

佐
，

学
校

安
全

対

策
，

警
察

と
の

連
携

な
ど

 
 

 
 

庶
務

担
当

 
事

務
を

統
括

 
 

 
 

情
報

担
当

 
情

報
を

集
約

 
 

 
 

総
務

担
当

 
学

校
再

開
を

統
括

 
 

 
 

学
年

担
当

 
各

学
年

を
統

括
 

 
 

 

救
護

担
当

 
負

傷
者

の
実

態
把

握
，

応
急

手
当

，
心

の
ケ

ア
 

 
 

 

「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」
を

参
考

に
し

て
作

成
 

※
 

出
張

等
で

，
管

理
職

や
担

当
教

職
員

が
不

在
の

場
合

に
も

体
制

が
機

能
す

る
よ

う
，

学
校

の
実

情
に

応
じ

て
，

事
故

発
生

時
の

指
揮

命
令

者
に

つ
い

て
，

順
位

付
け

を
明

確
に

す
る

と
と

も
に

，
事

故
発

生
時

の
役

割
ご

と
に

も

担
当

教
職

員
を

複
数

配
置

し
，

分
担

順
位

を
決

め
て

お
く

。
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3
1

 
 【

参
考

資
料

５
】

第
1

報
報

告
様

式
例

（
ｐ

1
0

参
照

）
 

 

学
校

名
 

  

被
害

児
童

生
徒

名
 

年
 

 
組

 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

男
・

女
）

 

病
状

・
死

因
等

 
  

事
故

発
生

日
時

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

時
 

 
分

頃
 

事
故

発
生

場
所

 
  

災
害

発
生

状
況

 

（
具

体
的

に
記

載
）

 

           

災
害

発
生

に
対

し
て

学
校

の
と

っ
た

措
置

状
況
（

応
急

手
当

や
医

療
機

関
へ

の
搬

送
等

）
 

       

そ
の

他
参

考
 

と
な

る
事

項
 

      

連
絡

先
 

 

     

報
告

者
 

  

3
0

 
 【

参
考

資
料

４
】

事
故

発
生

直
後

の
役

割
分

担
（

ｐ
9

参
照

）
 

≪
傷

病
者

発
生

時
に

必
要

と
な

る
役

割
分

担
の

例
≫

 

A
E

D
の

手

配
等

 

心
肺

蘇
生

を

含
む

応
急

手

当
 

救
急

車
の

要

請
 

保
護

者
へ

の

連
絡

 

児
童

生
徒

等

の
誘

導
 

救
急

車
の

誘

導
 

記
録

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

※
 

現
場

の
指

揮
命

令
者

は
，

応
援

の
た

め
に

事
件

・
事

故
発

生
場

所
に

到
着

し
た

教
職

員
に

，
上

記
の

役
割

分
担

を
指

示
し

，
対

応
に

あ
た

る
。

 
  

≪
救

急
車

要
請

（
1

1
9

 番
通

報
）

時
の

５
つ

の
ポ

イ
ン

ト
≫

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

           

「
総

務
省

消
防

庁
防

災
情

報
室

」
作

成
資

料
を

〔
救

急
〕

に
限

定
し

て
作

成
 

 
 

1
．

火
災

・
救

急
の

別
 

「
救

急
で

す
。」

と
は

っ
き

り
言

う
こ

と
。

 
２

．
場

所
 

所
在

地
は

，
正

し
く

，
詳

し
く

言
う

こ
と

。
 

目
印

と
な

る
ビ

ル
や

公
園

，
交

差
点

名
な

ど
も

伝
え

る
こ

と
。

 
３

．
事

故
等

の
状

況
 

「
だ

れ
が

」「
ど

う
し

た
か

」
を

正
確

に
わ

か
り

や
す

く
言

う
こ

と
。

 
４

．
通

報
者

の
氏

名
連

絡
先

 
「

私
の

名
前

は
，

○
○

○
○

で
す

。
電

話
番

号
は

，
△

△
△

－
□

□
□

□
で

す
（

特
に

携
帯

電
話

か
ら

の
通

報
の

場
合

は
そ

の
旨

を
伝

え
る

。）
。」

と
通

報
者

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 
５

．
携

帯
電

話
に

よ
る

通
報

の
場

合
 

通
報

後
し

ば
ら

く
の

間
は

，
電

源
を

切
ら

ず
に

現
場

の
近

く
で

安
全

な
場

所
に

い
る

こ
と

。
 

（
再

確
認

す
る

場
合

が
あ

る
。）
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3
3

 
 【

参
考

資
料

７
】

遺
族

等
へ

の
関

わ
り

（
ｐ

2
1

参
照

）
 

  
何

よ
り

も
大

切
な

こ
と

は
，

子
ど

も
を

亡
く

し
た

遺
族

に
対

し
て

心
か

ら
の

弔
意

を
示

す
こ

と
。

そ
し

て
，

遺
族

の
意

向
を

丁
寧

に
確

認
し

な
が

ら
，

学
校

の
対

応
を

進
め

て
く

だ
さ

い
。

 

遺
族

へ
の

か
か

わ
り

 

○
遺

族
へ

の
コ

ン
タ

ク
ト

を
急

い
で

く
だ

さ
い

。
校

長
は

校
長

と
し

て
，

担
任

は
担

任
と

し
て

の
対

応
が

必
要

で
す

が
，

連
絡

窓
口

と
な

る
教

職
員

（
個

別
担

当
）

を
別

に
置

く
こ

と
が

望
ま

し
い

で

す
。

 

○
自

殺
の

事
実

を
子

ど
も

や
保

護
者

，
マ

ス
コ

ミ
に

伝
え

る
に

あ
た

っ
て

は
，

遺
族

か
ら

了
解

を
と

る
よ

う
努

め
て

く
だ

さ
い

。
特

に
，

死
亡

の
事

実
を

文
書

で
保

護
者

に
お

知
ら

せ
す

る
場

合
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
遺

族
に

文
案

を
見

せ
て

了
解

を
と

る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
遺

族
が

事
故

死
と

し
て

扱
う

と
言

わ
れ

れ
ば

そ
れ

を
尊

重
し

ま
す

が
，

学
校

が
“

嘘
を

つ
く

”
と

子
ど

も
や

保
護

者
の

信
頼

を
失

い
か

ね
ま

せ
ん

か
ら

，「
家

族
か

ら
は

○
○

と
聞

い
て

い
ま

す
」

と

い
う

表
現

に
留

め
る

な
ど

工
夫

し
て

く
だ

さ
い

。
子

ど
も

が
自

殺
で

あ
る

こ
と

を
知

っ
て

し
ま

っ

た
場

合
は

対
応

が
難

し
く

な
り

ま
す

。
引

き
続

き
遺

族
と

話
し

合
い

を
続

け
て

く
だ

さ
い

。
 

○
亡

く
な

っ
た

子
ど

も
の

き
ょ

う
だ

い
へ

の
サ

ポ
ー

ト
は

学
校

の
大

切
な

役
割

で
す

。
き

ょ
う

だ
い

が
他

校
に

い
れ

ば
他

校
と

の
連

携
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

息
の

長
い

サ
ポ

ー
ト

を
し

て
く

だ
さ

い
。 

通
夜

，
葬

儀
に

つ
い

て
 

○
遺

族
の

意
向

を
確

認
し

，
そ

の
上

で
，

学
校

と
し

て
通

夜
や

葬
儀

に
ど

う
対

応
す

る
か

方
針

を
定

め
ま

す
。

た
だ

し
，

葬
儀

へ
の

子
ど

も
の

参
列

に
つ

い
て

も
，

遺
族

は
遠

慮
す

る
こ

と
が

あ
り

ま

す
。

要
望

が
変

わ
っ

た
場

合
で

も
柔

軟
に

対
応

で
き

る
よ

う
に

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
。

 

○
学

校
の

方
針

に
基

づ
い

て
，

通
夜

や
葬

儀
に

つ
い

て
保

護
者

や
子

ど
も

に
知

ら
せ

ま
す

。
た

だ
し

，

通
夜

は
通

常
夜

間
に

行
わ

れ
る

た
め

，
保

護
者

の
判

断
で

参
列

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

葬
儀

後
の

か
か

わ
り

 

○
葬

儀
が

終
わ

っ
て

か
ら

も
遺

族
へ

の
か

か
わ

り
を

続
け

て
く

だ
さ

い
。

亡
く

な
っ

た
子

ど
も

の
こ

と
を

話
題

に
し

て
は

い
け

な
い

と
思

う
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
，

そ
の

子
ど

も
の

こ
と

を
誰

も
話

さ

な
く

な
る

こ
と

の
ほ

う
が

遺
族

に
と

っ
て

つ
ら

い
こ

と
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
 

○
遺

族
は

シ
ョ

ッ
ク

で
呆

然
と

し
て

い
た

り
，

自
責

感
や

怒
り

な
ど

日
々

変
化

す
る

感
情

に
よ

っ
て

大
き

く
揺

れ
た

り
し

ま
す

。
し

っ
か

り
と

受
け

と
め

て
く

だ
さ

い
。

専
門

的
な

ケ
ア

の
希

望
が

出

た
場

合
に

は
，

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

な
ど

と
相

談
の

上
で

，
専

門
機

関
等

を
紹

介
ま

た
は

情

報
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
学

校
に

あ
る

遺
品

に
つ

い
て

は
遺

族
と

話
し

合
っ

て
く

だ
さ

い
。

も
ち

ろ
ん

，
返

却
し

ま
す

が
，

子
ど

も
た

ち
と

も
話

し
合

っ
た

上
で

，
記

念
に

な
る

物
を

い
く

つ
か

教
室

に
お

か
せ

て
欲

し
い

と

申
し

出
て

み
る

の
も

１
つ

の
方

法
で

す
。

ク
ラ

ス
で

の
子

ど
も

へ
の

か
か

わ
り

は
６

で
解

説
し

ま

す
。

 

○
同

級
生

が
亡

く
な

っ
た

子
ど

も
の

こ
と

を
大

切
に

し
て

く
れ

る
こ

と
は

，
遺

族
に

と
っ

て
意

味
の

あ
る

こ
と

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

た
と

え
ば

，
卒

業
ア

ル
バ

ム
の

こ
と

で
子

ど
も

達
か

ら
前

向

き
な

提
案

が
あ

れ
ば

遺
族

に
伝

え
て

み
て

は
ど

う
で

し
ょ

う
か

。
 

「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」
か

ら
引

用
 

3
2

 
 【

参
考

資
料

６
】

記
録

用
紙

の
例

（
ｐ

1
4

参
照

）
 

≪
個

人
の

記
録

用
紙

の
例

≫
 

１
．

被
害

児
童

生
徒

等
に

つ
い

て
，

既
往

症
や

事
故

数
日

前
か

ら
の

本
人

の
状

況
，

当
該

事
故

に
関

連
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

事
件

・
事

故
等

，
知

っ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
例

：
○

日
前

か
ら

頭
が

痛
い

と
言

っ
て

い
た

，
○

日
前

の
体

育
の

授
業

で
頭

を
ぶ

つ
け

た
等

）
 

 

２
．

事
故

の
瞬

間
及

び
そ

の
前

後
に

，
自

分
が

い
た

場
所

と
，

当
該

事
故

に
対

し
て

，
自

分
が

し
た

こ
と

，
（

他
の

職
員

の
対

応
等

の
）

見
た

こ
と

，
聞

い
た

こ
と

を
，

覚
え

て
い

る
限

り
，

全
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

時
系

列
 

（
覚

え
て

い
れ

ば

時
刻

を
記

入
）

 

自
分

が
 

い
た

場
所

 
し

た
こ

と
 

見
た

こ
と

 
聞

い
た

こ
と

 

 
   

 
 

 

 

 

≪
時

系
列

で
の

記
録

用
紙

の
例

≫
 

    

           〔
記

録
に

当
た

っ
て

の
配

慮
事

項
〕

 

○
 

時
系

列
で

記
録

 

○
 

正
確

な
内

容
（

事
実

と
推

察
は

区
別

し
て

お
く

。
不

明
な

も
の

に
は

「
？

」
を

記
入

。）
 

○
 

箇
条

書
き

で
簡

潔
な

文
 

○
 

重
要

な
箇

所
に

は
ア

ン
ダ

ー
ラ

イ
ン

 

○
 

情
報

源
を

「
そ

の
他

特
記

事
項

」
に

明
記

 
 

事
故

発
生

日
 

 
：

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
（

 
 

）
 

被
災

児
童

生
徒

名
：

 
 

年
 

 
組

 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記
録

者
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

※
時

系
列

で
逐

次
記

録
す

る
。

 

月
・

日
 

時
刻

 
主

な
状

況
 

（
関

係
機

関
等

の
支

援
含

む
）
 

学
校

・
教

職
員

の
対

応
 

そ
の

他
特

記
事

項
 

        

 
 被

害
児

童
生

徒
等

の
状

況
や

救
急

車
の

到
着

等

の
学

校
・

教
職

員
以

外
の

対
応

を
記

載
す

る
。

 

 学
校

・
教

職
員

が
行

っ

た
対

応
を

記
載

す
る

。
 

（
対

応
者

の
氏

名
も

記

載
す

る
。）

 

 情
報

源
や

事
実

か

推
察

か
の

区
分

け

等
を

記
載

す
る

。
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3
3

 
 【

参
考

資
料

７
】

遺
族

等
へ

の
関

わ
り

（
ｐ

2
1

参
照

）
 

  
何

よ
り

も
大

切
な

こ
と

は
，

子
ど

も
を

亡
く

し
た

遺
族

に
対

し
て

心
か

ら
の

弔
意

を
示

す
こ

と
。

そ
し

て
，

遺
族

の
意

向
を

丁
寧

に
確

認
し

な
が

ら
，

学
校

の
対

応
を

進
め

て
く

だ
さ

い
。

 

遺
族

へ
の

か
か

わ
り

 

○
遺

族
へ

の
コ

ン
タ

ク
ト

を
急

い
で

く
だ

さ
い

。
校

長
は

校
長

と
し

て
，

担
任

は
担

任
と

し
て

の
対

応
が

必
要

で
す

が
，

連
絡

窓
口

と
な

る
教

職
員

（
個

別
担

当
）

を
別

に
置

く
こ

と
が

望
ま

し
い

で

す
。

 

○
自

殺
の

事
実

を
子

ど
も

や
保

護
者

，
マ

ス
コ

ミ
に

伝
え

る
に

あ
た

っ
て

は
，

遺
族

か
ら

了
解

を
と

る
よ

う
努

め
て

く
だ

さ
い

。
特

に
，

死
亡

の
事

実
を

文
書

で
保

護
者

に
お

知
ら

せ
す

る
場

合
に

は
，

あ
ら

か
じ

め
遺

族
に

文
案

を
見

せ
て

了
解

を
と

る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

○
遺

族
が

事
故

死
と

し
て

扱
う

と
言

わ
れ

れ
ば

そ
れ

を
尊

重
し

ま
す

が
，

学
校

が
“

嘘
を

つ
く

”
と

子
ど

も
や

保
護

者
の

信
頼

を
失

い
か

ね
ま

せ
ん

か
ら

，「
家

族
か

ら
は

○
○

と
聞

い
て

い
ま

す
」

と

い
う

表
現

に
留

め
る

な
ど

工
夫

し
て

く
だ

さ
い

。
子

ど
も

が
自

殺
で

あ
る

こ
と

を
知

っ
て

し
ま

っ

た
場

合
は

対
応

が
難

し
く

な
り

ま
す

。
引

き
続

き
遺

族
と

話
し

合
い

を
続

け
て

く
だ

さ
い

。
 

○
亡

く
な

っ
た

子
ど

も
の

き
ょ

う
だ

い
へ

の
サ

ポ
ー

ト
は

学
校

の
大

切
な

役
割

で
す

。
き

ょ
う

だ
い

が
他

校
に

い
れ

ば
他

校
と

の
連

携
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

息
の

長
い

サ
ポ

ー
ト

を
し

て
く

だ
さ

い
。 

通
夜

，
葬

儀
に

つ
い

て
 

○
遺

族
の

意
向

を
確

認
し

，
そ

の
上

で
，

学
校

と
し

て
通

夜
や

葬
儀

に
ど

う
対

応
す

る
か

方
針

を
定

め
ま

す
。

た
だ

し
，

葬
儀

へ
の

子
ど

も
の

参
列

に
つ

い
て

も
，

遺
族

は
遠

慮
す

る
こ

と
が

あ
り

ま

す
。

要
望

が
変

わ
っ

た
場

合
で

も
柔

軟
に

対
応

で
き

る
よ

う
に

し
て

お
い

て
く

だ
さ

い
。

 

○
学

校
の

方
針

に
基

づ
い

て
，

通
夜

や
葬

儀
に

つ
い

て
保

護
者

や
子

ど
も

に
知

ら
せ

ま
す

。
た

だ
し

，

通
夜

は
通

常
夜

間
に

行
わ

れ
る

た
め

，
保

護
者

の
判

断
で

参
列

し
て

も
ら

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

葬
儀

後
の

か
か

わ
り

 

○
葬

儀
が

終
わ

っ
て

か
ら

も
遺

族
へ

の
か

か
わ

り
を

続
け

て
く

だ
さ

い
。

亡
く

な
っ

た
子

ど
も

の
こ

と
を

話
題

に
し

て
は

い
け

な
い

と
思

う
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
，

そ
の

子
ど

も
の

こ
と

を
誰

も
話

さ

な
く

な
る

こ
と

の
ほ

う
が

遺
族

に
と

っ
て

つ
ら

い
こ

と
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

。
 

○
遺

族
は

シ
ョ

ッ
ク

で
呆

然
と

し
て

い
た

り
，

自
責

感
や

怒
り

な
ど

日
々

変
化

す
る

感
情

に
よ

っ
て

大
き

く
揺

れ
た

り
し

ま
す

。
し

っ
か

り
と

受
け

と
め

て
く

だ
さ

い
。

専
門

的
な

ケ
ア

の
希

望
が

出

た
場

合
に

は
，

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

な
ど

と
相

談
の

上
で

，
専

門
機

関
等

を
紹

介
ま

た
は

情

報
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
学

校
に

あ
る

遺
品

に
つ

い
て

は
遺

族
と

話
し

合
っ

て
く

だ
さ

い
。

も
ち

ろ
ん

，
返

却
し

ま
す

が
，

子
ど

も
た

ち
と

も
話

し
合

っ
た

上
で

，
記

念
に

な
る

物
を

い
く

つ
か

教
室

に
お

か
せ

て
欲

し
い

と

申
し

出
て

み
る

の
も

１
つ

の
方

法
で

す
。

ク
ラ

ス
で

の
子

ど
も

へ
の

か
か

わ
り

は
６

で
解

説
し

ま

す
。

 

○
同

級
生

が
亡

く
な

っ
た

子
ど

も
の

こ
と

を
大

切
に

し
て

く
れ

る
こ

と
は

，
遺

族
に

と
っ

て
意

味
の

あ
る

こ
と

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

た
と

え
ば

，
卒

業
ア

ル
バ

ム
の

こ
と

で
子

ど
も

達
か

ら
前

向

き
な

提
案

が
あ

れ
ば

遺
族

に
伝

え
て

み
て

は
ど

う
で

し
ょ

う
か

。
 

「
子

ど
も

の
自

殺
が

起
き

た
と

き
の

緊
急

対
応

の
手

引
き

」
か

ら
引

用
 

3
2

 
 【

参
考

資
料

６
】

記
録

用
紙

の
例

（
ｐ

1
4

参
照

）
 

≪
個

人
の

記
録

用
紙

の
例

≫
 

１
．

被
害

児
童

生
徒

等
に

つ
い

て
，

既
往

症
や

事
故

数
日

前
か

ら
の

本
人

の
状

況
，

当
該

事
故

に
関

連
が

あ
る

か
も

し
れ

な
い

事
件

・
事

故
等

，
知

っ
て

い
る

こ
と

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
例

：
○

日
前

か
ら

頭
が

痛
い

と
言

っ
て

い
た

，
○

日
前

の
体

育
の

授
業

で
頭

を
ぶ

つ
け

た
等

）
 

 

２
．

事
故

の
瞬

間
及

び
そ

の
前

後
に

，
自

分
が

い
た

場
所

と
，

当
該

事
故

に
対

し
て

，
自

分
が

し
た

こ
と

，
（

他
の

職
員

の
対

応
等

の
）

見
た

こ
と

，
聞

い
た

こ
と

を
，

覚
え

て
い

る
限

り
，

全
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

時
系

列
 

（
覚

え
て

い
れ

ば

時
刻

を
記

入
）

 

自
分

が
 

い
た

場
所

 
し

た
こ

と
 

見
た

こ
と

 
聞

い
た

こ
と

 

 
   

 
 

 

 

 

≪
時

系
列

で
の

記
録

用
紙

の
例

≫
 

    

           〔
記

録
に

当
た

っ
て

の
配

慮
事

項
〕

 

○
 

時
系

列
で

記
録

 

○
 

正
確

な
内

容
（

事
実

と
推

察
は

区
別

し
て

お
く

。
不

明
な

も
の

に
は

「
？

」
を

記
入

。）
 

○
 

箇
条

書
き

で
簡

潔
な

文
 

○
 

重
要

な
箇

所
に

は
ア

ン
ダ

ー
ラ

イ
ン

 

○
 

情
報

源
を

「
そ

の
他

特
記

事
項

」
に

明
記

 
 

事
故

発
生

日
 

 
：

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
（

 
 

）
 

被
災

児
童

生
徒

名
：

 
 

年
 

 
組

 
 

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記
録

者
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

※
時

系
列

で
逐

次
記

録
す

る
。

 

月
・

日
 

時
刻

 
主

な
状

況
 

（
関

係
機

関
等

の
支

援
含

む
）
 

学
校

・
教

職
員

の
対

応
 

そ
の

他
特

記
事

項
 

        

 
 被

害
児

童
生

徒
等

の
状

況
や

救
急

車
の

到
着

等

の
学

校
・

教
職

員
以

外
の

対
応

を
記

載
す

る
。

 

 学
校

・
教

職
員

が
行

っ

た
対

応
を

記
載

す
る

。
 

（
対

応
者

の
氏

名
も

記

載
す

る
。）

 

 情
報

源
や

事
実

か

推
察

か
の

区
分

け

等
を

記
載

す
る

。
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3
5

 
 【

参
考

資
料

８
】

子
供

の
心

の
ケ

ア
の

た
め

の
健

康
観

察
（

ｐ
2

3
参

照
）

 

≪
健

康
観

察
の

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
≫

 
 

                                       

「
学

校
に

お
け

る
子

供
の

心
の

ケ
ア

－
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

な
い

た
め

に
－

」
に

よ
り

引
用

 

 
 

朝
の

健
康

観
察

＜
学

級
担

任
＞

 
 

学
校

生
活

を
過

ご
す

こ
と

が
で

き
る

健
康

状
態

で
あ

る
か

 
感

染
症

や
心

身
の

健
康

問
題

の
早

期
発

見
 

 
●

表
情

 
●

顔
色

 
●

声
 

 
【観

察
】 

 
□

み
る

 
□

き
く
 
 
 
 
 
 

 
【確

認
】 

 

異
常

が
見

ら
れ

な
い

 

全
教

育
活

動
に

お
け

る
健

康
観

察
 

＜
教

職
員

＞
 

○
欠

席
者

の
把

握
 

○
教

育
活

動
中

の
健

康
観

察
 

□
体

調
 
 
 
 
 
 
□

対
人

関
係

 
□

学
習

状
況

 
 
 
□

精
神

状
態

等
 

□
教

室
復

帰
後

の
経

過
の

健
康

観
察

 
教

室
復

帰
 

【校
長

等
教

職
員

へ
の

報
告

・連
絡

】 

○
管

理
職

へ
の

朝
の

健
康

観
察

結
果

の
報

告
 

○
感

染
症

対
策

 
 
（他

の
児

童
生

徒
及

び
学

級
の

状
況

把
握

） 
○

い
じ

め
・虐

待
等

の
発

見
 

○
学

校
医

へ
の

連
絡

 
等

 

【保
護

者
へ

の
連

絡
】 

○
早

退
 

○
医

療
機

関
受

診
の

勧
め

 
○

保
護

者
へ

の
保

健
指

導
 

【医
療

機
関

等
へ

の
受

診
】 

○
学

校
医

の
助

言
 

○
保

護
者

へ
の

連
絡

 
○

受
診

結
果

の
連

絡
等

 

家
庭

に
お

け
る

そ
の

後
の

様
子

 
 
 
→

 
報

告
カ

ー
ド
の

活
用

 

【保
護

者
、
教

育
委

員
会

、
保

健
所

、
児

童
相

談
所

等
へ

の
連

絡
】 

校
内

委
員

会
に

お
け

る
会

議
（心

の
ケ

ア
委

員
会

等
） 

保
健

室
＜

養
護

教
諭

＞
 

○
救

急
処

置
 

 
 
・け

が
の

手
当

て
 

 
 
・休

養
、
早

退
、
医

療
機

関
受

診
の

必

要
性

の
有

無
等

の
判

断
と

対
応

 
○

観
察

 
・問

診
、
記

録
 

 
・来

室
状

況
の

表
情

 

○
健

康
相

談
 
 
 
 
○

保
健

指
導

 
○

学
級

担
任

等
へ

の
連

絡
 

○
朝

の
健

康
観

察
結

果
の

集
計

・分
析

 

体
調

不
良

 
け

が
等

 

体
調

不
良

け
が

等
 

連
携

 

○
欠

席
者

の
把

握
 

・散
発

的
、
継

続
的

な
欠

席
 

・欠
席

す
る

曜
日

の
限

定
、

 
 
ま

た
は

理
由

が
は

っ
き

り
し

な
い

欠
席

 
○

遅
刻

者
の

把
握

 
 

 
・遅

刻
が

多
い

 
 
・理

由
が

は
っ

き
り
し

な
い

遅
刻

 
 

 

＜
子

 
 
供

＞
 

●
自

分
の

健
康

状
態

の
変

化
を

感
じ

る
 

●
友

達
の

い
つ

も
と

違
う
様

子
に

気
付

く
 

（自
己

健
康

管
理

能
力

の
育

成
） 

 

理
由

の
確

認
・対

応
 

3
4

 
 ≪

遺
族

等
へ

の
関

わ
り

（
ヒ

ア
リ

ン
グ

よ
り

）
≫

 

                                  
※

（
 

）
は

ヒ
ア

リ
ン

グ
対

象
者

 
 

   
 

校
長

が
，「

学
校

は
，

預
か

っ
た

お
子

さ
ん

は
絶

対
に

，
預

か
っ

た
時

の
ま

ま
で

返
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
と

い
う

強
い

信
念

を
持

っ
て

い
た

た
め

，
事

故
が

起
き

た
と

き
も

，「
何

も
隠

さ
な

い
」

「
と

に
か

く
誠

実
に

対
応

す
る

し
か

な
い

」
と

い
う

，
毅

然
と

し
た

保
護

者
対

応
を

、
事

故
当

初

か
ら

行
っ

た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

学
校

）
 

 
事

故
が

起
こ

っ
た

場
合

，
そ

の
事

故
を

な
か

っ
た

こ
と

に
で

き
れ

ば
一

番
よ

い
が

，
そ

れ
が

で

き
な

い
以

上
，「

何
が

起
こ

っ
た

の
か

」
と

い
う

経
緯

を
保

護
者

に
正

確
に

伝
え

る
と

い
う

こ
と

が
，

せ
め

て
学

校
に

で
き

る
こ

と
だ

と
い

う
信

念
の

基
，

決
し

て
学

校
側

の
都

合
で

事
実

を
ね

じ
曲

げ

た
り

せ
ず

、
正

直
に

あ
り

の
ま

ま
を

伝
え

た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

学
校

）
 

 

当
該

生
徒

が
亡

く
な

っ
た

後
も

、「
卒

業
ま

で
学

校
に

通
っ

て
も

ら
う

」「
全

て
他

の
生

徒
と

同

じ
よ

う
に

扱
う

」
と

い
う

校
長

の
方

針
が

，
学

校
内

に
徹

底
さ

れ
て

い
た

た
め

，
遺

族
が

い
つ

学

校
に

電
話

を
し

て
ど

の
先

生
が

電
話

に
出

ら
れ

て
も

，
す

ぐ
に

誰
だ

か
分

か
っ

て
も

ら
え

た
。

ま

た
，

進
級

し
ク

ラ
ス

替
え

を
し

て
も

，
当

時
の

担
任

の
先

生
の

ク
ラ

ス
の

生
徒

と
し

て
，

ク
ラ

ス

名
簿

に
も

名
前

を
入

れ
て

も
ら

っ
て

い
た

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

被
害

生
徒

の
保

護
者

）
 

 

部
活

動
中

の
事

故
で

あ
っ

た
た

め
，

部
活

動
の

緊
急

保
護

者
会

を
開

催
し

て
監

督
か

ら
状

況
報

告
を

行
っ

た
後

，
部

活
動

の
保

護
者

会
と

連
携

し
，

保
護

者
会

の
役

員
を

通
じ

て
御

遺
族

と
の

や

り
と

り
や

サ
ポ

ー
ト

な
ど

も
行

わ
れ

た
。

ま
た

，
部

活
動

の
Ｏ

Ｂ
や

指
導

者
等

が
お

参
り

に
伺

う

等
，

御
遺

族
へ

の
支

援
，

交
流

が
続

い
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

（
学

校
・

学
校

の
設

置
者

）
 

 

被
害

者
遺

族
と

の
関

わ
り

で
は

，
事

故
後

の
丁

寧
な

対
応

も
大

事
だ

が
，

普
段

（
事

故
以

前
）

か
ら

信
頼

関
係

を
築

け
て

い
た

こ
と

も
重

要
で

あ
っ

た
。

事
故

後
は

，
何

度
も

御
自

宅
に

足
を

運

ん
で

御
遺

族
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

取
る

こ
と

を
心

が
け

，
誰

か
が

必
ず

訪
問

し
て

，
御

遺

族
の

様
子

を
共

有
す

る
等

チ
ー

ム
で

対
応

し
た

。
 

 
 

 
 

 
 

（
学

校
・

学
校

の
設

置
者

）
 

 

部
活

動
中

の
事

故
で

重
度

障
害

を
負

い
，

長
期

入
院

と
な

っ
た

が
，

回
復

し
復

学
と

な
っ

た
際

に
は

，
部

活
動

の
顧

問
で

あ
っ

た
先

生
が

担
任

を
引

き
受

け
る

等
，

学
校

側
が

復
学

に
あ

た
っ

て

の
良

い
環

境
・

体
制

を
し

っ
か

り
と

構
築

し
て

く
れ

た
た

め
，

当
該

生
徒

も
学

校
に

居
場

所
を

感

じ
て

，
そ

の
後

の
学

校
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
た

。
 

 
 

 
 

 
（

被
害

生
徒

の
保

護
者

）
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3
6

 
 

≪
危

機
発

生
時

の
健

康
観

察
様

式
（

例
）

≫
 

  
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
組

 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（記
入

日
： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

入
者

： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

調
  

 査
  

 項
  

 目
 

危
機

発
生

時
 

 
対

 
 
象

 

日
 

常
 

 
知

的
障

害
 

自
閉

症
 

て
ん

か
ん

 
そ

の
他

の
 

疾
患

・障
害

 

児 童 生 徒 の 訴 え 

食
欲

が
な

い
 

 
 

 
 

 
 

眠
れ

な
い

 
 

 
 

 
 

 
眠

気
が

強
い

，
う
と

う
と

す
る

 
 

 
 

 
 

 

体
の

痛
み

 
（頭

が
痛

い
，
お

な
か

が
痛

い
な

ど
） 

 
 

 
 

 
 

吐
き

気
が

す
る

 
 

 
 

 
 

 
下

痢
を

し
て

い
る

 
 

 
 

 
 

 
皮

膚
が

か
ゆ

い
 

 
 

 
 

 
 

家
に

帰
り
た

く
な

い
 

 
 

 
 

 
 

学
校

に
行

き
た

く
な

い
 

 
 

 
 

 
 

怖
い

こ
と

や
心

配
事

が
あ

る
 

 
 

 
 

 
 

観 察 さ れ る 状 態 

落
ち

着
き

が
な

い
 

 
 

 
 

 
 

ぼ
ん

や
り
す

る
こ

と
が

多
い

 
 

 
 

 
 

 
イ

ラ
イ

ラ
し

て
い

る
 

 
 

 
 

 
 

元
気

が
な

く
，
意

欲
が

低
下

し
て

い
る

 
 

 
 

 
 

 
ハ

イ
テ

ン
シ

ョ
ン

で
あ

る
 

 
 

 
 

 
 

余
り
話

さ
な

く
な

っ
た

 
 

 
 

 
 

 
物

音
に

過
敏

に
な

る
 

 
 

 
 

 
 

人
が

違
っ

た
よ

う
に

見
え

る
こ

と
が

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
こ

だ
わ

り
が

強
く
な

る
 

 
 

 
 

 
 

発
作

の
回

数
が

増
え

る
 

 
 

 
 

 
 

パ
ニ

ッ
ク

の
回

数
が

増
え

る
 

 
 

 
 

 
 

体
重

減
少

あ
る

い
は

急
激

な
体

重
増

加
 

 
 

 
 

 
 

そ の 他 

薬
の

服
用

が
で

き
て

い
な

い
 

 
 

 
 

 
 

い
つ

も
の

様
子

と
違

う
（記

述
） 

 
 

 
 

 
 

①
 

「
日

常
」

の
欄

に
は

，
日

頃
の

様
子

を
思

い
出

し
て

，
あ

て
は

ま
る

項
目

に
○

印
を

記
入

し
ま

す
。「

危
機

発
生

時
」

の
欄

に
は

，
危

機
発

生
後

に
観

察
し

，
あ

て
は

ま
る

項
目

に
○

印
を

記
入

し
ま

す
。

 
※

 
日

常
も

こ
の

用
紙

を
使

用
す

る
際

は
，「

日
常

」
の

欄
が

，
記

入
済

み
と

な
り

ま
す

。
 

②
 

障
害

や
て

ん
か

ん
等

の
疾

患
の

あ
る

児
童

生
徒

は
，

■
の

欄
の

項
目

を
特

に
注

意
深

く
観

察
し

て
く

だ
さ

い
。

障
害

に
応

じ
て

出
や

す
い

症
状

や
変

化
に

注
意

し
た

い
項

目
で

す
。

 
③

 
項

目
以

外
で

も
，

い
つ

も
と

違
う

様
子

が
あ

れ
ば

，「
そ

の
他

」
の

欄
に

記
述

し
，

記
録

す
る

よ
う

に
し

ま
す

。
ま

た
，

必
要

な
項

目
が

あ
れ

ば
，

随
時

追
加

し
て

く
だ

さ
い

。
 

④
 

「
日

常
」

の
欄

と
「

危
機

発
生

時
」

の
欄

を
比

較
し

，
○

印
の

数
に

大
き

な
変

化
が

見
ら

れ
る

場
合

は
，

特
に

注
意

が
必

要
で

す
。

 
⑤

 
結

果
に

つ
い

て
は

，
養

護
教

諭
に

提
示

し
ま

す
。

養
護

教
諭

は
全

体
的

な
傾

向
や

個
別

の
情

報
に

つ
い

て
管

理
職

に
報

告
の

上
，

関
係

教
職

員
で

対
応

に
つ

い
て

検
討

し
ま

す
。

 

「
学

校
に

お
け

る
子

供
の

心
の

ケ
ア

－
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

な
い

た
め

に
－

」
に

よ
り

引
用
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≪
危

機
発

生
時

の
健

康
観

察
様

式
（

例
）

≫
 

  
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
 
 
 
 
組

 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（記
入

日
： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記

入
者

： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 

調
  

 査
  

 項
  

 目
 

危
機

発
生

時
 

 
対

 
 
象

 

日
 

常
 

 
知

的
障

害
 

自
閉

症
 

て
ん

か
ん

 
そ

の
他

の
 

疾
患

・障
害

 

児 童 生 徒 の 訴 え 

食
欲

が
な

い
 

 
 

 
 

 
 

眠
れ

な
い

 
 

 
 

 
 

 
眠

気
が

強
い

，
う
と

う
と

す
る

 
 

 
 

 
 

 

体
の

痛
み

 
（頭

が
痛

い
，
お

な
か

が
痛

い
な

ど
） 

 
 

 
 

 
 

吐
き

気
が

す
る

 
 

 
 

 
 

 
下

痢
を

し
て

い
る

 
 

 
 

 
 

 
皮

膚
が

か
ゆ

い
 

 
 

 
 

 
 

家
に

帰
り
た

く
な

い
 

 
 

 
 

 
 

学
校

に
行

き
た

く
な

い
 

 
 

 
 

 
 

怖
い

こ
と

や
心

配
事

が
あ

る
 

 
 

 
 

 
 

観 察 さ れ る 状 態 

落
ち

着
き

が
な

い
 

 
 

 
 

 
 

ぼ
ん

や
り
す

る
こ

と
が

多
い

 
 

 
 

 
 

 
イ

ラ
イ

ラ
し

て
い

る
 

 
 

 
 

 
 

元
気

が
な

く
，
意

欲
が

低
下

し
て

い
る

 
 

 
 

 
 

 
ハ

イ
テ

ン
シ

ョ
ン

で
あ

る
 

 
 

 
 

 
 

余
り
話

さ
な

く
な

っ
た

 
 

 
 

 
 

 
物

音
に

過
敏

に
な

る
 

 
 

 
 

 
 

人
が

違
っ

た
よ

う
に

見
え

る
こ

と
が

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
こ

だ
わ

り
が

強
く
な

る
 

 
 

 
 

 
 

発
作

の
回

数
が

増
え

る
 

 
 

 
 

 
 

パ
ニ

ッ
ク

の
回

数
が

増
え

る
 

 
 

 
 

 
 

体
重

減
少

あ
る

い
は

急
激

な
体

重
増

加
 

 
 

 
 

 
 

そ の 他 

薬
の

服
用

が
で

き
て

い
な

い
 

 
 

 
 

 
 

い
つ

も
の

様
子

と
違

う
（記

述
） 

 
 

 
 

 
 

①
 

「
日

常
」

の
欄

に
は

，
日

頃
の

様
子

を
思

い
出

し
て

，
あ

て
は

ま
る

項
目

に
○

印
を

記
入

し
ま

す
。「

危
機

発
生

時
」

の
欄

に
は

，
危

機
発

生
後

に
観

察
し

，
あ

て
は

ま
る

項
目

に
○

印
を

記
入

し
ま

す
。

 
※

 
日

常
も

こ
の

用
紙

を
使

用
す

る
際

は
，「

日
常

」
の

欄
が

，
記

入
済

み
と

な
り

ま
す

。
 

②
 

障
害

や
て

ん
か

ん
等

の
疾

患
の

あ
る

児
童

生
徒

は
，

■
の

欄
の

項
目

を
特

に
注

意
深

く
観

察
し

て
く

だ
さ

い
。

障
害

に
応

じ
て

出
や

す
い

症
状

や
変

化
に

注
意

し
た

い
項

目
で

す
。

 
③

 
項

目
以

外
で

も
，

い
つ

も
と

違
う

様
子

が
あ

れ
ば

，「
そ

の
他

」
の

欄
に

記
述

し
，

記
録

す
る

よ
う

に
し

ま
す

。
ま

た
，

必
要

な
項

目
が

あ
れ

ば
，

随
時

追
加

し
て

く
だ

さ
い

。
 

④
 

「
日

常
」

の
欄

と
「

危
機

発
生

時
」

の
欄

を
比

較
し

，
○

印
の

数
に

大
き

な
変

化
が

見
ら

れ
る

場
合

は
，

特
に

注
意

が
必

要
で

す
。

 
⑤

 
結

果
に

つ
い

て
は

，
養

護
教

諭
に

提
示

し
ま

す
。

養
護

教
諭

は
全

体
的

な
傾

向
や

個
別

の
情

報
に

つ
い

て
管

理
職

に
報

告
の

上
，

関
係

教
職

員
で

対
応

に
つ

い
て

検
討

し
ま

す
。

 

「
学

校
に

お
け

る
子

供
の

心
の

ケ
ア

－
サ

イ
ン

を
見

逃
さ

な
い

た
め

に
－

」
に

よ
り

引
用
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.c

it
y.

s
a
it
a
m

a
.jp

/0
0

3
/
0

0
2

/0
1

1
/
p
0

1
9

6
6

5
.h

tm
l 

○
 

ス
ポ

ー
ツ

事
故

防
止

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

 
（

平
成

2
7

年
3

月
 独

立
行

政
法

人
日

本
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
）

 
h

tt
p
:/

/w
w

w
.jp

n
s
p
o
rt

.g
o
.jp

/a
n

z
e
n

/t
a
b
id

/1
7

4
6

/
D

e
fa

u
lt
.a

s
p
x
 

 〔
い

じ
め

・
自

殺
に

関
す

る
も

の
〕

 
○

 
子

供
の

自
殺

が
起

き
た

と
き

の
背

景
調

査
の

指
針

（
改

訂
版

）
 

（
平

成
2

6
年

７
月

 文
部

科
学

省
）

 
h

tt
p
:/

/w
w

w
.m

e
x
t.
g
o
.jp

/b
_
m

e
n

u
/s

h
in

g
i/

c
h

o
u

s
a
/s

h
o
to

u
/0

6
3

_
5

/g
a
iy

o
u

/1
3

5
1

8
5

8
.h

tm
 

○
 

子
ど

も
の

自
殺

が
起

き
た

と
き

の
緊

急
対

応
の

手
引

き
 

（
平

成
2

2
年

3
月

 文
部

科
学

省
）

 
h

tt
p
:/

/w
w

w
.m

e
x
t.
g
o
.jp

/b
_
m

e
n

u
/h

o
u

d
o
u

/
2

2
/
0

4
/
1

2
9

2
7

6
3

.h
tm

 
 〔

心
の

ケ
ア

に
関

す
る

も
の

〕
 

○
 

子
ど

も
の

心
の

ケ
ア

の
た

め
に

－
災

害
や

事
件

・
事

故
発

生
時

を
中

心
に

－
 

（
平

成
2

2
年

7
月

 文
部

科
学

省
）

 
h

tt
p
:/

/w
w

w
.m

e
x
t.
g
o
.jp

/a
_m

e
n

u
/k

e
n

k
o
/h

o
k
e
n

/1
2

9
7

4
8

4
.h

tm
 

○
 

学
校

に
お

け
る

子
供

の
心

の
ケ

ア
－

サ
イ

ン
を

見
逃

さ
な

い
た

め
に

－
 

（
平

成
2

6
年

３
月

 文
部

科
学

省
）

 
h

tt
p
:/
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いては、別途確認させていただく予定です。

こうした状況を踏まえ、文部科学省ではこの度「学校の『危機管理マニュアル』

等の評価・見直しガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）を作成し

ました。

本ガイドラインは「チェックリスト編」「解説編」「サンプル編」の３編で構

成されており、各学校でこうした危機管理マニュアルの見直し・改善を行う際の

評価の観点（チェックリストや考え方）、その他参考となる情報などの提供を目

的として取りまとめました。学校で危機管理マニュアルの見直しを行う際に活用

することはもちろんのこと、学校設置者等が学校の危機管理マニュアルの内容を

確認し、改善に向けた指導・助言等を行う際にも適宜活用願います。

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校（専修学校を含む。

以下同じ）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課に

おかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、

所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成 年法律第 号）第 条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄

の学校設置会社及び学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主

管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園

に対して、周知されるようお願いいたします。

○「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」

【本件担当】  

文部科学省総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 防災教育係

電話： 内線

事 務 連 絡

令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  
  受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  
  各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 
 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局

男女共同参画共生社会学習・安全課

「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」

の活用について（依頼）

「危険等発生時対処要領」（危機管理マニュアル）は、学校保健安全法第

条に基づき各学校で作成が義務付けられており、学校で危機管理を具体的に実行

するために必要な事項や手順等を示すものとされています。

すでに各学校では、学校保健安全法の定めに基づき、地域や学校の実情を踏ま

えた危機管理マニュアルを作成しておりますが、危機管理マニュアルは、一度作

成すればよいというものではなく、学校で実施した訓練等の検証結果や、学校を

取り巻く様々な状況の変化、国内外で発生した事故・災害事例の教訓、先進校の

取組事例などを基に、常に見直し・改善を行うことが必要です。

また今般、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和 年法律第 号）が

成立し、新たな避難情報として避難勧告が廃止されたことなど、状況の変化を踏

まえ、危機管理マニュアルの適切な見直しが急務となっています。

さらに、平成 年の水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律の一部改正により、市町村地域防災計画において要配慮者利

用施設に位置付けられている学校のうち、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に

立地している学校においては、避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく避

難訓練の実施が義務付けられておりますので、該当する学校におかれては、遅滞

なく確実に対応する必要があります。なお、別添写しのとおり、６月８日付３施

参事第１０号での調査結果を受け、当該計画の作成や避難訓練の実施の状況につ

御中 
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参事第１０号での調査結果を受け、当該計画の作成や避難訓練の実施の状況につ

御中 

－ 70 －

いては、別途確認させていただく予定です。

こうした状況を踏まえ、文部科学省ではこの度「学校の『危機管理マニュアル』

等の評価・見直しガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）を作成し

ました。

本ガイドラインは「チェックリスト編」「解説編」「サンプル編」の３編で構

成されており、各学校でこうした危機管理マニュアルの見直し・改善を行う際の

評価の観点（チェックリストや考え方）、その他参考となる情報などの提供を目

的として取りまとめました。学校で危機管理マニュアルの見直しを行う際に活用

することはもちろんのこと、学校設置者等が学校の危機管理マニュアルの内容を

確認し、改善に向けた指導・助言等を行う際にも適宜活用願います。

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校（専修学校を含む。

以下同じ）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課に

おかれては、所轄の学校法人及び学校に対し、各国公立大学担当課におかれては、

所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法（平成 年法律第 号）第 条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄

の学校設置会社及び学校に対し、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主

管課におかれては、域内の市区町村認定こども園主管課及び所轄の認定こども園

に対して、周知されるようお願いいたします。

○「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」

【本件担当】  

文部科学省総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 防災教育係

電話： 内線

事 務 連 絡

令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日

 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  
  受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  
  各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 
 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局

男女共同参画共生社会学習・安全課

「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」

の活用について（依頼）

「危険等発生時対処要領」（危機管理マニュアル）は、学校保健安全法第

条に基づき各学校で作成が義務付けられており、学校で危機管理を具体的に実行

するために必要な事項や手順等を示すものとされています。

すでに各学校では、学校保健安全法の定めに基づき、地域や学校の実情を踏ま

えた危機管理マニュアルを作成しておりますが、危機管理マニュアルは、一度作

成すればよいというものではなく、学校で実施した訓練等の検証結果や、学校を

取り巻く様々な状況の変化、国内外で発生した事故・災害事例の教訓、先進校の

取組事例などを基に、常に見直し・改善を行うことが必要です。

また今般、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和 年法律第 号）が

成立し、新たな避難情報として避難勧告が廃止されたことなど、状況の変化を踏

まえ、危機管理マニュアルの適切な見直しが急務となっています。

さらに、平成 年の水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律の一部改正により、市町村地域防災計画において要配慮者利

用施設に位置付けられている学校のうち、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に

立地している学校においては、避難確保計画の作成及び避難確保計画に基づく避

難訓練の実施が義務付けられておりますので、該当する学校におかれては、遅滞

なく確実に対応する必要があります。なお、別添写しのとおり、６月８日付３施

参事第１０号での調査結果を受け、当該計画の作成や避難訓練の実施の状況につ
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令和３年６月８日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 長

各都道府県教育委員会学校安全主管課長

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長

構造改革特別区域法第 条第１項の認定を受けた

各地方公共団体の学校設置会社担当課長

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課 長 殿

各都道府県教育委員会専修学校主管課長

各 都 道 府 県 認 定 こ ど も 園 主 管 課 長

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課 長

各国公私立高等専門学校施設担当部課長

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官

野 口 健

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長

石 塚 哲 朗

（公印省略）

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果及び

水害・土砂災害対策の実施について（通知）

近年、気候変動に伴う水害・土砂災害の激甚化・頻発化により学校においても甚大な被害が発

生しています。また、学校における水害・土砂災害対策は、避難確保計画の作成や避難訓練の実

施等によるソフト面の対策と、施設整備によるハード面の対策の両方から実施することが重要で

す。このため、浸水想定区域※ ・土砂災害警戒区域※ に立地しており、かつ、市町村地域防災計

画で要配慮者利用施設として位置づけられた公立学校を対象として、水害・土砂災害対策の実施

状況調査を初めて実施し、その結果を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

この調査結果によれば、ソフト面の対策について、いまだに、水防法や土砂災害防止法※ によ

り義務付けられている避難確保計画の作成や避難訓練の実施を行っていない学校が見られます。

このような学校においては、「学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン（令

和３年６月）」※ を参考に、今年度中に速やかに避難確保計画を作成し、避難確保計画に基づいた

避難訓練を確実に実施する必要があります。学校安全所管課においては、本調査で未作成・未実

施であった学校に対し、避難確保計画（各学校の危機管理マニュアルが、水防法又は土砂災害防

止法に基づく避難確保計画に求められている事項を満たしていれば可）の作成と、避難確保計画

に基づいた避難訓練や防災教育の実施について指導願います。さらに、各学校における避難確保

計画の作成状況や、避難訓練等の実施予定についても、速やかに確認願います。

また、ハード面の対策については、児童生徒等の安全の確保、避難所としての運営、学校教育

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果をお知らせす

るとともに、水害・土砂災害対策の実施について重要なお願いをするものです。必ず

確認をお願いします。 
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令和３年６月８日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 長

各都道府県教育委員会学校安全主管課長

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長

構造改革特別区域法第 条第１項の認定を受けた

各地方公共団体の学校設置会社担当課長

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課 長 殿

各都道府県教育委員会専修学校主管課長

各 都 道 府 県 認 定 こ ど も 園 主 管 課 長

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課 長

各国公私立高等専門学校施設担当部課長

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官

野 口 健

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長

石 塚 哲 朗

（公印省略）

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果及び

水害・土砂災害対策の実施について（通知）

近年、気候変動に伴う水害・土砂災害の激甚化・頻発化により学校においても甚大な被害が発

生しています。また、学校における水害・土砂災害対策は、避難確保計画の作成や避難訓練の実

施等によるソフト面の対策と、施設整備によるハード面の対策の両方から実施することが重要で

す。このため、浸水想定区域※ ・土砂災害警戒区域※ に立地しており、かつ、市町村地域防災計

画で要配慮者利用施設として位置づけられた公立学校を対象として、水害・土砂災害対策の実施

状況調査を初めて実施し、その結果を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。

この調査結果によれば、ソフト面の対策について、いまだに、水防法や土砂災害防止法※ によ

り義務付けられている避難確保計画の作成や避難訓練の実施を行っていない学校が見られます。

このような学校においては、「学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン（令

和３年６月）」※ を参考に、今年度中に速やかに避難確保計画を作成し、避難確保計画に基づいた

避難訓練を確実に実施する必要があります。学校安全所管課においては、本調査で未作成・未実

施であった学校に対し、避難確保計画（各学校の危機管理マニュアルが、水防法又は土砂災害防

止法に基づく避難確保計画に求められている事項を満たしていれば可）の作成と、避難確保計画

に基づいた避難訓練や防災教育の実施について指導願います。さらに、各学校における避難確保

計画の作成状況や、避難訓練等の実施予定についても、速やかに確認願います。

また、ハード面の対策については、児童生徒等の安全の確保、避難所としての運営、学校教育

浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査の結果をお知らせす

るとともに、水害・土砂災害対策の実施について重要なお願いをするものです。必ず

確認をお願いします。 

写 

－ 72 －

活動の早期再開等に支障のないよう、例えば、老朽化対策に合わせて、「学校施設の水害・土砂災

害対策事例集（令和３年６月）」※ を参考に、学校設置者が主体となって水害・土砂災害から学校

を守る取組や、防災担当部局等の要請に学校設置者が協力し、水害から地域を守ることに学校が

貢献する取組を検討していただきますようお願いします。また、「台風等の風水害に対する学校施

設の安全のために（令和２年３月）」※ を参考に、施設・設備の点検や重要書類等の保管場所の検

討をお願いします。

このことについて、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校

に対し、都道府県私立学校主管課においては所管の私立学校に対し、附属学校を置く各国公立大

学法人においては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第 条第１項の認定を受けた地方

公共団体においては所管の学校設置会社及び当該会社が設置する学校に対し、都道府県専修学校

主管課及び都道府県教育委員会専修学校主管課においては所管の専修学校に対し、都道府県認定

こども園主管課においては域内の市区町村認定こども園主管課及び所管の認定こども園に対し、

厚生労働省の専修学校主管課においては所管の専修学校に対し、それぞれ周知いただくようお願

いします。

※ 国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に、浸水が

想定される区域（洪水浸水想定区域）、都道府県知事又は市町村長が指定した排水施設等について、想定最大規模降雨によ

り雨水を排除できなくなった場合に、浸水が想定される区域（雨水出水浸水想定区域）、都道府県知事が指定した海岸につ

いて、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合に、浸水が想定される区域（高潮浸水想定区域）のこと（水

防法第 条、第 条の 、第 条の 関係）

※ 土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域のこと（土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 条第 項関係）

※ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第 号）

※4 学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドライン（令和３年６月） （ コード）

（ ）

※ 学校施設の水害・土砂災害対策事例集（令和３年６月） （ コード）

（ ）

※ 台風等の風水害に対する学校施設の安全のために（令和２年３月） （ コード）

（ ）

 

（本件連絡先）

大臣官房文教施設企画・防災部

参事官（施設防災担当）付施設防災企画係

電 話： － －

メール：

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室防災教育係

電 話： － －

メール：
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令和６年３月発行

問合せ先：福岡県教育庁教育振興部義務教育課
〒811-8575 福岡市博多区東公園７番７号
電話 092-643-3911（教育相談室）
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